
| 日本障害各一一Iショシ協会~昨記念 |

第1，7回総合引パビリ耕一以ョシ研究大会報告書
1994.12.15 .16 名戸 国際会議場

現場の視隔で考える
アジアから地域から | 

財団法人 日本障害者リハビリテーション協会

第17回総合リハビリテーション研究大会実行委員会



第

財団法人 日本障害者リハビリテーション協会

第17回総合リハビリテーシヨン研究大会実行委員会

室
匡司

F 



大会アルバム~ /' 

-開会

.アジア各国からの参加者紹介



.上田 敏日本障害者リハ協会副会長 -スグニヤ・スリプラチャ氏(タイ)

.シンポジウム IiC B Rと国際協力」

.ハンドヨ・チャンドラクスマ氏(インドネシア) ・峯 鍾吉氏(大韓民国)



大会アルバム/" /' 

-プレゼンテーション「愛知のリハビリテーション実践活動の紹介」から

安雄ゆたか福祉会理事長・山田昭義 AJU自立の家常務理事

-

上

村

数

洋

氏

-奏児島美都子龍谷大教授-座長

-島崎春樹あさみどりの会専務理事

.シンポジウム 11

「重度・重複障害者(児)の在宅援助」



-第 1分科会

-1-

・第 2分科会

F昌O!::I 
・巴C::I 

回

鈴~ 一・一一-I~警u ~ 
-第3分科会

-第4分科会から

， 

山形積 治 氏 畠山卓朗氏

可|半

"' 
T~ ' : 

」椋圏直且高字2

小田博道氏



大会アルバム/ / 

-全体会 (各分科会座長)

-交流会スナップ



• JANNET参加団体パネル展示

-戦後50年

「文学に見る

障害者像」

(障害者の芸術を

顕彰する会)

縛P噂



目 次

開会
主催者あいさつ H ・H ・...・H ・.....・H ・.....・H ・..…...・H ・.....・H ・H ・H ・.....・H ・..…山下員臣…...・H ・.. 1 

開催にあたって・H ・H ・H ・H ・.....・H ・....・H ・...・H ・..…...・H ・.....・H ・.....・H ・..…村地俊二 H ・H ・...… 2 

記念講演

日本のリハビリテーション 一過去・現在・未来- …...・H ・.....・H ・..…上田 敏'"・H ・..… 3 

アジアからの視点

開発途上国のリハビリテーションの展望 ータイの経験ー

スグニヤ・スリプラチャ…...・H ・.. 13 

シンポジウム 1ICBRと国際協力」・H ・H ・..…...・H ・..…...・H ・..…座長:富田 輝司...・H ・..… 24

口障害者を中心としたCBRの試み…...・H ・.....・H ・.....・H ・H ・H ・..……高嶺 豊・H ・H ・..… 24

口CBR分野における理学療法の国際協力 ・H ・H ・...・H ・..…H ・H ・...…・・田口 順子…...・H ・.. 27 

口リハビリテーション領域における国際協力を通じて、

アジアのCBRに学ぼう H ・H ・...・H ・..…...・H ・.....・H ・..……H ・H ・...…小林明子……H ・H ・29

口CBRと国際協力 …...・H ・....・H ・...・H ・..……....・H ・-・・・ハンドヨ・チャンドラクスマ…H ・H ・... 33 

韓国の障害者リハビリテーション ・H ・H ・.....・H ・..……H ・H ・...・H ・.....・H ・..崖 鍾吉・・・…H ・H ・40

第3分科会

「日本における国際交流・研修活動をどう深めるかJ...・H ・H ・H ・..座長:池住義憲……H ・H ・43

口国際協力事業団 (JICA)におけるリハビリテーション

分野の研修....・H ・....・H ・....・H ・-…...・H ・.....・H ・H ・H ・...・H ・-…H ・H ・..…稿積武寛・・H ・H ・-… 43

口日本障害者リハビリテーション協会の研修活動 ・H ・H ・.....・H ・....・H ・上野悦子..，・H ・..... 45 

口精神薄弱福祉コース ・・H ・H ・...........・H ・.....・H ・.....・H ・-…H ・H ・....・H ・-沼田千好子・…...・H ・. 46 

口アガペ交換研修プログラム ・H ・H ・H ・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・..飯島蘭子…H ・H ・... 48 

地域からの視点
障害者の社会参加を支えるもの・H ・H ・..…...・H ・..……H ・H ・...・H ・.....・H ・..上村数洋・H ・H ・..… 59

シンポジウム III重度・重複障害者(児)の在宅援助 ーその可能性と困難性一

座長:万歳登茂子・H ・H ・-… 72

口重度・重複障害者(児)の在宅援助 一行政の立場から一 ・H ・H ・..…渡辺次男…...・H ・.. 73 

口重症心身障害児者の地域支援システム構築・H ・H ・H ・H ・..…...・H ・..…遠藤六朗…H ・H ・... 76 

口重度障害者のデイセンター(通所活動施設)と地域生活支援 …・・・柴田 洋弥…...・H ・. 81 

口重度・重複障害者(児)のための施設づくり ....・H ・H ・H ・.....・H ・H ・H ・-中井香代子…H ・H ・... 85 

口第2分科会の討議から・・H ・H ・....・H ・....・H ・....・H ・...・H ・.....・H ・...・H ・..峰島 厚...・H ・..… 89

プレゼンテーション「愛知のリハピリテーション実践活動の紹介」

座長:児島美都子・…...・H ・. 97 

ロ肢体不自由児の運動機能の発達障害について ・H ・H ・H ・H ・.....・H ・..…三田 勝己・H ・H ・..… 97

口障害者の労働の場の確保と生活向上へ向けての活動・H ・H ・.....・H ・..秦 安雄・H ・H ・..… 100

口重度身体障害者の在宅生活向上を図る活動 …...・H ・.....・H ・.....・H ・-山田 昭義...・H ・..… 105



口心身障害児の療育援助活動の展開 …・H ・H ・..…...・H ・...・H ・H ・H ・..…・・島崎 春樹…...・H ・..108 

口高次脳機能障害者の職業リハビリテーション ・・H ・H ・....・H ・-…H ・H ・-尋木佐一….....・H ・.111 

第 1分科会「地域における新しい生活づくり・しごとづくりとネットワーキング」

座長:柴田謙治...・H ・.....116 

口野方の福祉を考える会の活動 …....・H ・....・H ・...・H ・H ・H ・...…H ・H ・-…北川 惰子………… 116

口住民主体の仕事づくり・生きがいづくり ...・H ・..…...・H ・.....・H ・..…久富 靖…...・H ・..119 

口地域をリハびる ・・H ・H ・-…....・H ・...・M ・・…...・H ・.....・H ・...・H ・-…...・H ・-高石伸人・・H ・H ・-… 123

口障害者の就労支援に関わるボランティア活動 ……...・H ・..…...・H ・..竹中 ナミ・H ・H ・..… 126

第2分科会「家族・家庭を支える地域社会の課題J...・H ・.....・H ・..座長:1峰島 厚・H ・H ・..… 135

口精神障害者の家族の保護・扶養の実態と課題・H ・H ・H ・H ・.....・H ・..…池末 亨...・H ・..… 136

口重度身体障害者にとっての「二つの家族」と地域社会 . ..・H ・H ・H ・..平川 毅彦・H ・H ・..… 144

口知的障害者のグループホーム作りに見る親ばなれ・子ばなれ ……小田 弘光...・H ・..… 148

口高齢障害者の一人暮らしと地域社会 ...・H ・....・H ・.....・H ・...・H ・...・H ・-宮田 鈴枝・・H ・H ・-… 152

第4分科会「障害者の生活環境とサボートテクノロジー」・H ・H ・..座長:三田 勝己...・H ・..… 163

原田雅司

口重度重複障害者のコミュニケーション支援・H ・H ・.....・H ・.....・H ・..…山形積治…...・H ・..164 

口肢体不自由者の生活支援機器・H ・H ・.....・H ・...・H ・...・H ・..…...・H ・..…・畠山卓朗…・H ・H ・..165 

口障害者の地域生活保障のための空間モテソレと現代的課題 …...・H ・..桜井 康宏…...・H ・..168 
口障害者の雇用と就労のための環境整備 …....・H ・..…...・H ・.....・H ・....小田 博道…...・H ・..173 

口障害者の自立生活と社会参加を促進するために …...・H ・..…...・H ・..原田雅司…...・H ・..177 

全体会・閉会

全 体 会 ・・H ・H ・....・H ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 座長:鈴木 清覚 ・…...・H ・.185 

閉会のあいさつ...・H ・..…...・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・H ・H ・..……...・H ・..…永井 肇・H ・H ・..… 194

資料
1.第 17回総合リハビリテーション研究大会参加者内訳 ...・H ・.....・H ・.....・H ・..…...・H ・..…… 195

2.アンケート集約結果 H ・H ・...・H ・.....・H ・.....・H ・H ・H ・..……...・H ・H ・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・..… 196

3. 開催要項 目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 215 





:000::0:000::0:0(詑:0:000::0:-0-::0:'世:0:<<:-:'世1将棋::-:<<:0:-00::0:-00::0:<<:0:'世田児主:-a-::o:-o-:主班:0:'世:0:-00::0:<<:-:-00::-:<<:明宅問。':000:::-:-00::-:'世:0:-00::0:'世田口O:oQo!:-:oQo!:-:oQo!:O:<<:O:却。':OQO!:-:OQO!:-:<< :-:<<:0:<< :-:<< :0:'世~町，.:<<:0:<<:日曜 1柑

主催者あいさつ

この度、協会創立 30周年記念「第 17回総

合リハビリテーション研究大会」が、ここ愛知

県名古屋市において開催されるに当たり、主催

者として一言ご挨拶申し上げます。

この研究大会は、昭和52年(1977)障害者の

リハビリテーション関係者、障害当事者をはじ

め、さまざまな分野の方々の交流を目的として

始められ、昭和62年以降当協会が主宰するよう

になりました。「交流セミナー」と呼ばれてい

た当初より、多くの関係者によって支えられ育

てられ、ここに第 17回目の大会を迎えること

ができましたことは、まことにご同慶に耐えま

せん。

今回は、愛知県心身障害者コロニー名誉総長

であられる村地俊二先生を委員長とする実行委

員会の皆様によって企画され、テーマは「現場

の視点で考える 一地域から、アジアから一」

でありますが、まことに時宜を得た計ー画であり

まして深く敬意を表します。

参加者の皆様の活発な意見交換を通じて、初

期の目的を達成されるよう念願してやみません。

さて今日は、わが国を含めアジア太平洋地域

における障害者問題の展開にとって、大変重要

山下員臣

(日本障害者リハビリテーション協会会長)

な時期であります。昨年「アジア太平洋障害者

の十年」がスタートし、わが国の障害者施策の

「新長期計画」も策定され、本年は画期的とも

いえる「障害者基本法」が全面的に施行され、

地方自治体においても本格的な取り組みが開始

されつつあります。

すべての市民が豊かな生活を送ることができ

る社会の実現を目指すとともに、すべての人々

の可能性を確信するリハビリテーションの発展

充実こそが「万人・共生の社会づくり」の基礎

となるものと信じます。

私ども協会は、創設 30周年を機に初心にた

ちかえり、新時代に相応しい障害者のリハビリ

テーションの開拓・推進に努力してまいりたい

と存じます。この研究大会の成果は、それを支

える大きなエネlレギーになるものといえましょ

っ。
終わりに、この研究大会の開催に当たり、多

大のご支援を賜りました愛知県および名古屋市

並びに社会福祉・医療事業団に対し、深甚なる

感謝の意を表します。また、ご後援、ご協賛い

ただきました諸国体に対し、厚く御礼申し上げ

ご挨拶といたします。

〕-〔
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開催にあたって

皆さんお早うございます。本日から 2日間こ

の名古屋の地で、また新しい国際会議場におい

て、第 17回総合リハビリテーション研究大会

を聞くことになりましたが、全国からようこそ

お越しいただきました。厚くお礼申し上げ、ま

た心から歓迎を申し上げたいと存じます。

ただ今も、山下会長さんからお話がありまし

たように、本年は日本障害者リハビリテーショ

ン協会が設立されて 30周年にあたるお目出度

い、またエポックの年でございまして、その記

念事業として本研究大会を名古匡市で開催でき

ますことは、まことに光栄であり有意義なこと

と存じております。

さて、本名古屋大会は、メインテーマを「現

場の視点で考える」といたしましたが、それは、

地域でがんばっておられる実践者の方々と、リ

ハビリテーションの各分野の研究者の人たちが

一体となって、市民・住民のリハビリテーショ

ン・ニーズに応えうる、トータル・リハビリテー

ションのあり方を考える場といたしたいと期待

しているのでございます。

そして、また本年は「アジア太平洋障害者の

十年」の 2年目でありますので、アジア・太平

洋沿岸の諸国が、それぞれ、その国で障害者を

含む国民の福祉にとって真に必要なものは何で

あるか、そして、わが日本はどのような形でそ

れらの諸国と連携し協調していくべきかを求め

て、真撃な討議をいたしたいとの思いで「地域

から、アジアから」を特に加えた次第でござい

ます。

障害を持っとか持たないということは、ただ

人間の存在様式あるいは生存様式の多様性を示

村地俊二

(第 17回総合リハビリテーション研究大会実行委員長)

(愛知県心身障害者コロニー名誉総長)

( 2 ) 

すにすぎないと私は常々考えておりますし、障

害の有無とか軽重というものは、もとより人間

の生命の本質の差を表すものではなく、その尊

厳には何ら変わるところはないという考えのも

とに、リハビリテーションの数々の営みも、す

べての人を普通の生活、ありのままの生活に近

づけたい、みんなと一緒の社会活動をしたい、

そういう願いからなのであります。

そうした最新の具体的な活動が、この 2日間

の大会における講演、シンポジウムあるいは分

科会を通じて、熱心に語られ論じられることと

存じます。それが、地域からの視点とアジアか

らの視点の二つの流れで、フ。ログラムが企画され

ております。

本研究大会において、トータlレ・リハビリテー

ションの意味を改めて問い直し、さらに実践の

場にフィードパックして、新しい更なる前進を

しようという、またとない機会になるように、

そして、日本障害者リハビリテーション協会設

立30周年を記念するに相応しい研究大会にな

るように、各地からご参加いただきました皆様

方の絶大なるご支援ご協力を心からお願い申し

あげます。

また、この研究大会のために、有形無形の数々

のご支援をいただきました愛知県、名古屋市を

はじめ多くの方々に厚くお礼申し上げます。

実行委員会一同で準備に一所懸命努力はいた

しましたが、何分この広大な施設でございます

し、その一部を使うためいろいろご不自由ご不

便をおかけすることも少なくないと存じますが、

何とぞご寛容のほどお願い申しあげまして、実

行委員長の挨拶といたします。
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記念講演

「日本のリハヒリテーション 一過去・現在・未来一」

ただ今、ご紹介いただきました上田でござい

ます。今日のこの立派な会に記念講演をさせて

いただくことになりましたことを大変光栄に存

じております。また、このような立派な会場で、

よく準備された会を組織なさった実行委員会の

皆様方に心からお礼を申しあげたいと思います。

先程からお話がございますように、今年はリ

ハビリテーション協会の30周年でございまして、

12月の 2日に戸山サンライズにおきまして、非

常に多くの各界の有名な方々がお集まりくださ

り、記念式典が行われました。 この日本リハ

ビリテーション協会が設立されました1964年と

いう年は、その前後に日本のリハビリテーショ

ン界にとりまして、非常に意義深いことがいく

つも同時に起こった年でございました。

例えば、その前の年、 1963年に日本リハビリ

テーション医学会が創立されました。

それから、日本最初の理学療法士、作業療法

士の学校でございます国立療養所東京病院付属

リハビリテーション学院が開校されました。ま

た、多少私事になりますけども、東京大学の付

属病院にリハビリテーション部というものがで

きましたのもその年でございます。

これは、大学病院に初めて本格的なリハビリテー

ション部門ができたということでは、やはり意

義のあったことだろうと思います。

それから、このリハビリテーション協会がで

きました次の年、 1965年ですが、日本で最初の

リハビリテーションに関する国際会議でござい

ます「第3回汎太平洋リハビリテーション会議J

( 3) 

上田 敏

(日本障害者リハビリテーション協会副会長)

が聞かれました。これがリハ協の初仕事として

行われたわけでございます。これは、リハビリ

テーション・インターナショナルと言い iRIj 

と略されますけども、そこの地域会議でござい

まして、今は「アジア・太平洋地域リハビリテー

ション会議」と名前を変えまして、第 10回が

来年インドネシアのジャカルタで聞かれるとい

うことになっていますが、この第3回が日本で

聞かれたということは実は非常に大きな意義の

あることでございました。

それは、なぜかと申しますと、これからお話

ししますようにリハビリテーションというもの

は、非常に多くの専門の方が集まって協力する

という総合的なものでなければならないわけで

ありましたが、その総合ということはなかなか

難しい。意識して努力していかなければ作って

いくことができないものでありまして、この総

合リハビリテーション研究大会というものも、

まさにその目的のために行われているものなの

でございます。

この1965年に聞かれました第3回汎太平洋リ

ハビリテーション会議というものは、それまで

ばらばらにそれぞれの分野で、いわば閉じこもっ

て活動しておりましたリハビリテーションの各

分野の広い範囲の方々が、初めて一堂に会して'

共通の問題としてリハビリテーションの諸問題

について語り合ったという言己念すべき機会であっ

たわけであります。私個人をとりましでも、そ

の時に初めて医学的なリハビリテーション以外

の分野の方、社会リハピリテーション、職業リ



ハビリテーション、あるいは教育リハビリテー

ションの方々と知り合いになりまして、その後

そういう方々と協力しながらいろいろな仕事を

進めてきたということがございます。

これは、日本のリハビリテーションの世界に

とって画期的なできことであったと，思います。

今から31年前の1963年から65年にいたる 3年

ばかりの聞に、それまで日本において蓄積され

てきておりましたリハビリテーションに関する

非常に大きなエネルギ一、しかしそれはまだ結

集されないでいたエネルギーが lつのものにな

りまして、いわば一斉に堰をきったかのように

溢れだし流れだしたというふうに言えるのでは

ないかと思います。 31年前のこの頃が、その後

のリハビリテーションの発展の出発点になった

といってよろしいのではなし、かと思います。

そういう意味で日本障害者リハビリテーショ

ン協会の30周年を祝うのではなくて、日本のリ

ハビリテーション全体の30周年を祝うという気

持ちで今日と明日の会議は進めていただきたい

と思います。

しかし、今日私に与えられました題は「日本

のリハビリテーションの過去・現在・未来」と

いうことでございます。そうすると、その過去

というものが決して30年前まで遡ればいいとい

うものではありません。もっともっと古い、そ

れこそ100年にもわたる先人たちの努力があっ

たわけであります。ですから、それまでの積み

あげの上に今日があるわけでございますので、

それを振り返るというところから今日のお話し

を始めたいと思います。

リハビリテーションとは

本題にはいる前に、リハビリテーションとい

うことが、今日お集まりの方にはそういう誤解

はないと思いますが、依然として誤解をされて

いることが多いので、リハビリテーションとは

何であるのかということについてちょっと申し

あげたいと思います。

リハビリテーションというのは訓練という意
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昧だというふうに思われるのが一般でございま

して、新聞やテレビなどで取りあげられる場合

にはリハビリテーション・イコール訓練という

ふうに理解されております。しかし、もともと

の英語の言葉の意味は、障害のために人間らし

く生きることが困難になっている人の、人間ら

しく生きる権利の回復ということであります。

即ち、「全人間的復権Jということで¥一言で

言えばそういうふうに言うべきものであります。

訓練というものは、それを実現するためのたく

さんある手段のうちの lつにすぎないわけであ

ります。

振り返ってみますとリハビリテーションとい

う言葉の使われ方は、中世のヨーロッパにおき

ましては身分や地位の回復、あるいはキリスト

教に関係しては破門の取り消し、というところ

からはじまっておりまして、近代にいたって無

実の罪の取り消し、いわゆる名誉回復、あるい

は復権ですが、そういう意昧に広がりました。

更に現代にはいりましては、いわゆる更生です。

悪の道からの更生、犯罪者の社会復帰というと

ころまで広がってきているわけであります。今

申しあげました言葉の意味は、現在でも広く使

われているわけであります。障害のある人々に

ついて使われるようになったのは第一次大戦の

終わり頃からという、比較的新しいことなので

す。

リハビリテーションが目指しているもので、

もう lつ大事なことはリハビリテーションは障

害を対象とするということがよく理解されてい

ますが、それだけではなくて、障害のある人を

対象にしているわけであります。障害だけを対

象としているわけではありません。

その点では医学において、従来は医学というも

のは病気だけを対象としていたことに対して反

省されておりまして、病気を対象とするのでは

なくて、病気を持っている人を対象とすべきだ

というふうに考え方が変わってきている、そう

いう考え方をリハビリテーションではもっとも

早く実現したわけであります。

障害のある人にとって、その人の障害という



部分はごく一部であって、それ以外に健全な機

能や能力が非常にたくさんあり、障害者という

ものを理解する場合に障害だけを考えるという

のは非常に間違ったことでありまして、障害を

持っと同時に健全な機能や能力を、あるいは隠

れた能力、引き出せば引き出すことができる潜

在能力を非常にたくさん持っているのだという

ことを理解しなければいけないわけであります。

従ってリハビリテーションというのは、障害を

軽減する、つまりマイナスをできるだけ減らし

て限りなくゼロに近づけるということだけでは

ないのであります。

従来の医学モデル、古い医学モテールというも

のにどうしても影響を受けまして、医学という

のは病気を治すことだというふうに考えられて

いますが、そうすると、リハビリテーションと

いうものも(医学だけに限らず、杜会的その他

多くのものがありますが)、障害を減らすこと

だというふうに理解されやすくなってきます。

それもいたしますが、決してそれだけではなく

隠れた潜在能力を開発し、増進し、発揮させる

ということがリハビリテーションのもう 1つの

重要な面でありまして、それがプラスの増大で

あります。マイナスをできるだけ減らすことと

プラスをできるだけ増大させるということによっ

て、それをたし合わせた結果、最終の結果とし

ては最高のQOL、これを「人生の質」という

ふうに私は訳したいと思いますが、それを達成

するということがリハビリテーションの目的な

のであります。従って、悪いところだけを見て

はいけない。その人の隠、れた能力を見つけ出す

ということが、リハビリテーションの重要な役

割であります。これは、医学的リハビリテーショ

ンに限らずリハビリテーションの全てについて

言えることだと思います。

その最もいい例が、イギリスのホーキング博

士でありまして、ホーキング博士は声を出すこ

ともできない、歩くことはもちろんできなし、。

しかし、僅かに動く手の力で電動車いすとコン

ビューターと人工音声合成装置を操作しまして

立派な研究をし、講演をし、日本にも何度も来
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ていて世界的な業績をあげています。

マイナスがどんなに重くても、障害がどんな

に重くても、それを上回わるプラスがあれば非

常に高いQOLを実現することができるという

ことでありまして、我々は全ての人がホーキン

グ博士になることができるわけではありません

が、多くの人についてまだまだ隠されている能

力があるはずで、それを発見し発展させるとい

うことがリハビリテーションの重要な役割であ

るわけです。

過去から現在ヘ

リハビリテーション対象者の広がり

ここから歴史にはいりたいと思います。

日本のリハビリテーションというものを大づ

かみに振り返ってみたいと思います。そうしま

すと、非常に面白いことに気がつきます。リハ

ビリテーション対象者が、歴史的にどんどん広

がってきた。それが、丁度ひとりの人聞の発達

史を反映するかのように、子どもから始まりま

して青年にいき、成人にいき、高齢者にいくと

いうふうに、丁度人が成長していくのと同じよ

うに対象者が広がっていったということであり

ます。

戦前におきましては、高木憲次先生という本

当に優れたパイオニアがおられまして、その方

が「肢体不自由児」という言葉もつくられたし、

「療育」という言葉も先生がつくられたのであ

りますが、肢体不自由児の療育ということを大

正年聞から強く提唱されまして、様々な努力を

fムって小児の肢体不自由、特にポリオというも

のが非常に問題だったわけでありますが、その

療育というものが日本で戦前目覚ましく進展い

たしました。

戦争中には戦傷兵、切断とか盲とかいろいろ

な戦傷による障害者というものがたくさんでま

して、軍事保護院を中心としまして戦傷兵に対

するリハビリテーションですけど、職業訓練も

含めた自立のための訓練というものが行なわれ

ました。今日ここに持ってまいりました「義肢



に血のかようまで」。これは、私、古本屋で見

つけました。これは、訓練をする方の軍医中佐

の方が書いた本でございます。

それから、障害者本人が右手を失って左手で

絵を書いて、また絵書きとして復帰したという

方が文章も絵も左手で書いたという「隻手に生

きる」という本を持ってきました。

もちろん、極めて軍国主義的な本でありまして、

今読むと抵抗を感じるところもたくさんありま

すけども、戦争中の戦傷兵に対するリハビリテー

ションの経験というものは、戦後に受けつがれ

て技術的にそれは役立つたわけであります。た

だし、戦争の時代には小児に対するリハビリテー

ションは圧迫されてしまったり、あるいは整枝

療護闘が空襲で焼けてしまったりというような

ことで、戦争に伴うマイナスというものもまた

非常に大きかったわけでございます。

戦後になりますと、この軍事保護院において

発展した技術がアメリカの影響もありまして、

国立身体障害者更生指導所というものが戦後い

ちはやく軍事保護院の技術者を中心に設立され

まして、兵隊というものはなくなったわけです

から、民間の一般人のための主として青年から

若い成人のためのリハビリテーション活動が広

がってまいりました。

身体障害者福祉法というものも、戦後間もな

く作られました。もちろん、同時に児童福祉法

もつくられまして、ここで小児から成人までの

リハビリテーションの体制が、一応形だけはで

きたということでございます。

しかし、その後時代が急速に変化してまいり

まして、寿命が非常に延びまして、人口全体の

高齢化ということが問題になるに従いまして、

1960年代におきまして、主に温泉地で脳卒中の

リハビリテーションというものが急速に普及い

たしました。高齢者が対象に入ってきたわけで

あります。しかし、その場合には日本の特殊性

といたしまして、温泉地で高齢者のリハビリテー

ションが始まったということに伴うマイナスと

いうこともございまして、患者さんがたくさん

住んでいる甜叩部において調印型のリハビリテー
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ションがはじまるというのが1970年代までに持

ち越されたということでございます。

更に、あらゆる障害につきまして一層の高齢

化が進むと、これは高齢になってから障害を持

つようになる脳卒中などの病気というだけでな

くて、脊髄損傷のような比較的若い時になった

方の高齢化ということによって、新しい問題が

いろいろと生じてくるということ、脳性麻揮の

高齢化に伴う問題、ジストロフィーというもの

が昔は20才までしか生きられないといわれたの

が、技術の進歩によりまして長く生きられるよ

うになって、高齢化の問題がおこってくるとい

うような形で高齢化、それから重度化、という

ことが大きな問題となってまいりました。

小児リハビリテーションのあゆみ

第2の問題でございますけども、もう lつ興

味あることに気がつきます。

日本の小児のリハビリテーションのあゆみと

いうものをもう少し細かく見てみますと、リハ

ビリテーションの対象というものを肢体不自由

だけではなくて視覚障害、聴覚障害、知的障害

というものを広く考えなければいけないわけで

すが、そういう見地からしますと、肢体不自由

児のリハビリテーションというものはかなり出

発点が遅れたわけであります。

盲聾児の教育というものは、明治のはじめに始

まっているわけでありまして、これは東京訓盲

院というものが明治9年 (1876年)であります

から、もう 120年ほど前にできております。聾

学校は、これにちょっと遅れましたけれど、 10

年ぐらいの遅れで始まっております。従って、

盲聾児の教育というものは100年以上の歴史を

持っているわけであります。精神薄弱、あるい

は知的障害児の教育というものは、明治42年(1

909年)に「白川学園」が設立されたのが最初で

すから、盲・聾教育には 3匹手ほど遅れて始まっ

たわけです。肢体不自由児の施設「相学園」と

いうところで始められました。この施設ができ

ましたのが大正10年(1921年)ですから、盲聾児



の教育に比べますと50年の遅れをもっておりま

す。

しかし、この柏学園というのは、まだ収容的

な色彩が強くて、本当の意味で学校として肢体

不自由児の教育が始まりましたのが昭和7年(1

932年)、東京市立の光明学校、今の光明養護学

校であります。そして、肢体不自由児にとって

は教育だけではなくて、医学との協力が必要だ

という意味で、高木先生の言われた療育という

ものが本当に実現いたしましたのは昭和17年(1

942年)、整肢療護国が設立された時であります。

1942年というのは戦争が始まっていた時代であ

りまして、整肢療護国は、この 3年後には空襲

のために焼けてしまうわけであります。

「全人間的復権」としてのリハビリテーション

なぜこういうふうに盲聾児の教育に比べて肢

体不自由児のリハビリテーションが遅れたのか

ということを考えてみますと、これは私の考え

方でありまして皆様方の考え方もあろうかと思

いますが、視覚障害、聴覚障害のリハビリテー

ション、あるいは知的発達障害のリハビリテー

ションは比較的教育の分野の方々の努力だけで

もできる部分が非常に大きいと思います。しか

し、それに比べて肢体不自由児の持っている問

題というのは、もっと複雑でありまして、教育

1つ取りましでも教育者と医学関係者との緊密

な協力がなければ実現しえなかったものではな

いか。

それぞれ異なる分野、教育分野と医学分野と

いうものは歴史の違い、よって立つ哲学の違い、

価値観の違いという意味で非常に違った分野な

んでございまして、それらが協力するというこ

とは非常に難しいことであり、また1942年とい

う段階で遅れはしましたけど、それが実現した

ということは大きな意義があったというふうに

思うわけであります。それは、全人間的復権と

してのリハビリテーションの理念の形成過程と

いうことと関係してくるわけであります。

高木先生が、「療育」という形で新しい言葉
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を作ったわけでありますが、これを最初に申し

あげましたリハビリテーションの理念と比較い

たしますと、この療育というのは、治療のn喪j

と教育の「育」を加え合わせてつくった言葉な

んでありますが、治療は、現在いう医学的リハ

ビリテーションにあたります。教育は高木先生

の考えでは一般教育と職業教育の両方を含んで

おりましたから、教育的リハビリテーションと

職業的リハビリテーションの大きな部分を含ん

でいます。今言われているリハビリテーション

の4つの部門のうちの 3つまでを含んだ考え方

であるという意昧で当時においては非常に先進

的な総合的な思想であったと思います。

ただ、歴史的な制約でございますけども、社

会的リハビリテーション、あるいは、障害者福

祉にあたる面だけは欠けていたと言わざるを得

ないわけであります。ですから、総合的なもの

としてのリハビリテーションの思想の形成とい

うものは、最初は医学は医学だけ、教育は教育

だけ、職業は職業だけ、社会福祉は福祉だけと

いうぱらぱらな形でいたものが、この高木先生

の時代に至って少なくともそのうちの3つだけ

は療育という形で統合されなければならないと

いう思想になり、高木先生がそれを言いだした

のは大正年間でございますが、それが実現する

までは昭和17年までという長い時間、 20年ぐら

いの時聞がかかってできたわけであります。

総合リハビリテーションの理念と実際

更に、戦後にいたって、あるいは戦後もかな

りたった第3回汎太平洋リハビリテーション会

議の頃になって、やっと、社会リハを含めた 4

つの分野が手を結ばなければいけないという、

本当の総合的なリハビリテーションの思想とい

うものに到達したということができるのではな

いかと思います。私はこれをいろんな本に模式

図で示したりしていますが、リハビリテーショ

ンがトータルなものになっていくためには、や

はりいくつかの段階があるだろうと，思うわけで

あります。



第 1段階は、それまでばらばらであった各分

野が、リハビリテーションという共通の理念を

もちまして、その統合を目指していく時期であ

ります。

第2段階は、一応の統合は達成しましたけど

も、しかし、まだそれぞれの分野の聞に壁がか

なりありまして、他の分野のことについてはお

互いに知識が少なくて、自分たちの分野の中に

どうしても閉じこもりがちになっている。第 l

段階よりはいいのですが、障害者がニーズに応

じていろいろな部門の聞を自由に行き来したり、

あるいは同時にいくつものサービスを受けると

いう状態にはいたっていない。

第3段階というのは、最も望ましい状態です

が、トータルなリハビリテーションというもの

が実現いたしまして、その中のそれぞれの分野

は、そのそれぞれの側面であって、お互いに他

の分野のこともよく知っていて、よく交流して

いて、障害者のニーズに応じていくらでもお互

いに協力したり、紹介したりすることができる

という段階に到達しているということでありま

す。

これは模式的な考え方でありますが、今、我々

がどこにいるのかということを考える lつの手

段にはなると思います。

日本を lつ取りましでも地域によっても違い

ますし、いろいろな疾患の分野によっても違い

ますし、今、我々は第2段階だとか第3段階だ

とかいうことは簡単には言えません。

しかし、こういう第3段階を目指して進んでい

かなければいけないわけであります。

リハビリテーション技術の進歩

これまで理念の上での変化について述べてき

ましたが、振り返ってみますと技術の面でも多

くの進歩がございました。技術の面の進歩とい

うものは、リハビリテーションの対象疾患の拡

大ということに知実に現れてまいります。

戦前においてリハビリテーションの対象となっ

た疾患は、活動的な疾患は全くなくなって、陣
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害だけが残るようなものでした。それを欠陥治

癒と申しました。病気としては治った、しかし

欠陥が残ったということで、疾患がなくなって

障害を残したもの、その代表はポリオであり、

切断であり、あるいは主として先天性の盲聾で

あったわけであります。こういうものに対する

リハビリテーションの技術、これは医学だけで

はなくて教育も職業もみんな含めてですけども、

そういうものは割に早く確立されております。

戦後になって疾患と障害とが共存するものが

加わってまいりました。その典型的なものは筋

ジストロフィーであり慢性関節リウマチであり

ます。また脳卒中、脊髄損傷などもそれに近い

性格をもっています。脳性麻簿も 20.才、 30才、

40才ぐらいになると様々な 2次障害が現れてく

るということがわかっております。

更に、最近では癌とか白血病などの生命の危

険が大きい、そして体力消耗を主な障害として

いるグループに対するリハビリテーションとい

うようなものも行なわれるようになってまいり

ました。これは、単に対象が広がったというこ

とではなくてリハビリテーションの技術が進歩

したことによって、それまではとても対象にな

らないと d思っていた人たちに対しでもリハビリ

テーションが役立つようになったということ、

つまり技術の進歩ということの反映であります。

もう lつの広がった対象としましては、高齢

化によって顕著になってきたものがございまし

て、糖尿病による中途失明、あるいは中途の難

聴が進んで中途の失聴ということが、高齢化に

伴って大きな問題となってまいりました。

また、脳性麻揮の 2次障害、脊髄損傷者の高

齢化、更には老年痴呆ということも避けること

ができない問題として、そのリハビリテーショ

ンということも考えなければならなくなりまし

たし、現実にいろんな試みが行なわれるように

なってまいりました。

このように技術の進歩と、それをサポートす

る社会的な様々な制度の進歩、国民の意識の向

上、そういうことが相まってリハビリテーショ

ンの対象というものは非常に広くなってまいり



ました。ある考え方からすれば、医学の対象は

全てリハビリテーションの対象でもあるという

ふうに考えることすらできるわけでありますが、

そういうふうにあまりにも概念を拡大するとい

うことではなくて、従来のリハビリテーション

というものが徐々に着実に広がってきただけで

も、既に相当広い範囲のものを対象とするよう

になったということが言えるわけであります。

専門職の教育・研修

それに伴いまして、リハビリテーションの専

門職の教育や研修も進展してまいりました。

これは、私の得意な分野であります医学の分

野に限らせていただきますけども、先程申しあ

げましたように日本リハビリテーション医学会

がつくられましたのが、 31年前の昭和38年(196

3年)、それからリハビリテーション学院という

ことで理学療法士、作業療法土の教育が始まり

ましたのも同じ年。その 3年後には、初めての

卒業生がでまして国家試験が行なわれました。

そして、国家試験の合格者によって日本理学療

法士協会、日本作業療法士協会という専門職団

体がつくられました。

それから、最初の大学におけるリハビリテー

ション医学の講座というものが確立されたのが、

独協医大に昭和49年(1974年)につくられたのが

最初ですoそれは、まだまだ我々の希望するほ

どには広がっておりませんが、それでも全国10

大学に講座ができておりますし、不完全講座あ

るいは診療科という形で教授職があるというの

が、その他10数ヶ所、合計20数ヶ所の大学にあ

ります。

理学療法士、作業療法士の教育は、はじめは

3年間の専門学校教育であったわけであります

けども、短期大学という形になりましたのは、

金沢大学に医療短期大学が昭和54年(1979年)に

できたのが初めてでございます。

それから、リハビリテーション医学の専門医

の制度がつくられましたのが昭和55年(1980年)、

義肢装具士の制度ができて国家試験が行なわれ

( 9 J 

ましたのが昭和63年(1988年)、そして、待望の

理学療法士、作業療法士の 4年制大学における

教育というものが始まりましたのが 2年前(平

成4年， 1992年)の広島大学医学部の保健学科。

これは、今年になりまして 3ヶ所に広がってき

ております。

この30年間の聞には、ごく小さなわずかなと

ころから出発しまして、いわば高度成長を成し

遂げてきたということができると思います。こ

れは驚かれるかもしれませんが、理学療法士、

作業療法士の学校の人口に対する割合におきま

しては、日本はアメリカとほとんど差がござい

ません。ですから、日本は世界の l、2を争う

状態になってきております。質はどうかという

ことは大きな問題でございます。アメリカの場

合には4年制大学がほとんどでありますから、

そういう点では質はまだ及びませんが、しかし、

それだけこの30年間に相当な高度成長を成し遂

げたということはできると思います。

これは、経済成長に支えられた面があったこ

とはもちろん否定できませんが、それだけでは

なくて、リハビリテーション関係の専門家の努

力によるところが大きいことは言うまでもござ

いません。

リハビリテーションにおけるエトスの形成

この聞におきまして、こういう具体的な形に

現れたものだけではなくて、リハビリテーショ

ンの精神と申しますか、リハビリテーションの

エトスという言葉を私は使いたいのですけどれ

も、リハビリテーションにたずさわる人聞が共

通に持っところのものの考え方、あるいは行動

様式、あるいは価値観、そういうものが徐々に

形成されてきたということが非常に大事なこと

であろうと私は思います。

これは、数えあげればきりがないのでありま

すけれども、一番大事なのは患者、障害者の持

つプラスの側面に敏感なことだと思います。先

程も申しましたようにマイナスだけを見るので

はなくて人間のプラスの面を重視するというこ



と。ですから、私はリハビリテーション医学は

「プラスの医学」であるというふうに言ってお

りますし、リハビリテーション全体は「プラス

の科学」であるというべきではないかと思いま

す。

それから、障害者の自立を尊重するというこ

とです。援助をするというのは自立を目指す援

助であるべきだということです。これに共通し

ますけれども、自己決定権を尊重するというこ

と、これについてはちょっと詳しく述べます。

家族、地域、社会への働きかけ、つまり本人

に対する働きかけだけではなくて、その周囲に

も働きかけて、障害者と健常者とが共に生きて

し、く、共生の実現を重視するというのもリハビ

リテーションの大事なエトスではないかと思い

ます。

常に実際の生・活を中心に考えること、これも

非常に大事です。これは、我々医学関係者が陥

りがちな危険でありますけども、あるいは他の

専門でも同様だと思いますが、我々専門家が障

害者と接するのは多くの場合病院とか、施設と

か、学校とか、あるいは相談所の窓口とかです。

しかし、そういうところでは本当の生活をし

ている姿を見ているわけではないので、そうい

うところにいる障害者は仮の姿であって、我々

はその姿を通して、本当の毎日生活している姿

というものを見るべく努力をしていかなければ

いけないということです。そういう考え方、大

事なのは本当の家庭や地域における生活の姿な

のだということ、そういうエトスは徐々につく

られつつあると思います。

もう 1つは、障害者の持っている問題はQx

思考では決して解決できないものでありまして、

細かなグラデーションを持ったきめ細かな見方

をしていくのでなければならないということも、

1つの大事なエトスだと思います。

また、リハビリテーションというものは後始

末の医学だというふうに考えられやすいのです

が、決してそうではないので、障害を持った人

のこれからの人生のプランニングをし、一緒に

それを作っていくんだということがリハビリテー
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ションでありますから、「先見性」というもの

が重要でありまして、それを「目的指向的」に

努力をしていくということ、後始末とは正反対

のものであるということであります。それは、

とりもなおさず、患者、障害者の人生全体を考

えて、当面のことを解決すればいいのではなく

て、その人の一生にわたっての目標を立ててやっ

ていく。従って、一生にわたってのつき合いに

なるということであります。

最後に、こういうものを支えるものとして本

当のオプティミズムを持つということです。こ

れは何もしなくてもいずれ良くなるよという楽

天的な考え方というのではなくて、本当の意味

でのオプティミズム、つまり決して希望を失わ

ないということでありまして、例え病気は治ら

ない、障害は治らないでも、人生を良くするこ

とはできるというのがリハビリテーションのエ

トスのもっとも根本的に大事なことであろうか

と思います。

少し戻りまして、患者さんの自己決定権の尊

重ということでありますけれども、これは「イ

ンフォームドコンセント」ということが医学の

世界では強調されてきておりますが、リハビリ

テーションの世界では、インフォームドコンセ

ントからさらに一歩進めて「インフォームド・

コオペレーション」、十分な説明を受けた上で

の協力ということ、これは患者さんと家族とが、

あるいは障害を持った方と家族とが、専門家と

一緒に協力するというところにいかなければい

けないと思います。

現在から未来ヘ 一残された課題一

ここまでは過去でありまして、未来というも

のは過去を踏まえて過去の延長線上に未来があ

ると思いますから、未来について申しあげたい

と思いますが、未来において残された課題とい

うものは、 lつは地域リハビリテーションをい

かにして建設していくかということだと思いま

す。

地域リハビリテーションというものは言葉の



上では叫ばれておりますけども、その実現され

ている姿は極めてまちまちでありまして、その

定義もはっきりしないわけであります。

トータルリハビリテーションの 4つの分野の

聞の関係、その聞の障害を持った人の流れであ

りますけれども、この 4つの分野の問で、必要に

応じてスムーズにサービスが次々と受けられて

いくということが大事です。逆に言えば、障害

を持った人が次々と必要なところをスムーズに

流れていくことができる。もちろん、流れてい

るだけでなくて、子どもの場合には医学的リハ

ビリテーションと教育リハビリテーションを同

時に平行して受けるというように同時平行して

利用できる。それが、全部地域の中でこういう

サービスが受けられるということが大事であり

ます。

地域リハビリテーションというものには、行

政とか地域住民、障害者団体、ボランティアと

いう人たちが専門家集団と同時に加わっていか

なければいけないわけで、理想的にはこういう

人たちが地域リハビリテーション協議会という

ものをつくって地域社会の中で、たくさんのサー

ビスが十分に受けられるというシステムになっ

ていかなければいけないわけであります。これ

が、これからの日本のあらゆる場所で、こうい

うシステムをつくっていくということが重要な

ことであろうかと思います。

この場合に、エトスとしてもう lつ追加した

いことがございまして、「協業」ということで

あります。つまり、専門の違う考え方の違う人

が一緒の仕事をするということは、その人自身

が変わっていかなければいけないわけです。協

業ができるようにならないければいけない。単

なる分立的分業ではなくて、医学的な分野にお

ける協業の例をあげれば、理学療法士、作業療

法士、言語療法士というような専門家は今まで

は分立的にばらばらに別々にやるというふうに

考えられがちでしたが、実は患者さんはひとり

で、そのひとりのニーズというものは重層して

いるものなので、役割分担は違うけれども対象

とするものはひとつであるというように協業が

できなければいけないわけであります。これは、

医学の中だけではなくて、医学と教育、医学と

職業、その他4つの分野のそれぞれが、こうい

うふうに協業ができる、そういう仕事のスタイ

ルを身につけ他の分野に対する理解を深めるこ

とが重要だと思います。

こういうエトスは、今やっと始まったばかり

でありまして、これを深めていき我々みんなが

それを身につけるということが、今後のために

重要なことではないかと，思います。

もう lつの残された問題は、国際化というこ

とであります。

今日、明日のこの研究大会のプログラムにも

国際的な問題がたくさん取りあげられます。

日本の国際的な責任というものは非常に重くなっ

てきていると思います。特に、アジア・太平洋

障害者の10年の推進におきまして、日本は重要

な役割を演じつつあります。そのためには、皆

さん自身が国際的に活動できる人になっていた

だきたし、。これは、語学だけの問題ではありま

せん。やはり、アジア、太平洋、あるいは世界

全体の中で日本の置かれている位置というもの、

日本の責任というものに対する十分な広い視野

が必要でございます。文化的な背景の違い、習

慣の違い、そういうものを十分理解できて異っ

た文化をもった社会の中に溶けこみ、自分の一

部を変えて、それこそ文化的に違った人たちと

協業ができる、協力ができる、というエトスを

身につけていくという努力が必要であります。

それと、もう lつ、私は大江健三郎さんの真

似をするわけではありませんけども、日本人が

本当に国際社会に出ていって、国際社会で受け

入れられ、尊敬され、できれば愛される、そう

いう存在になるために、特にアジアに行くため

には、日本人は過去の責任、特に戦争責任とい

うものに対して目をそむけることは許されない

と思います。戦争責任は、アジアの国々に対し

て迷惑をかけ非常に損害を与えたという事実、

これはこれから100年をかけて償っていかなけ

ればいけないものであります。何も卑屈になる

必要はないのでありますけども、その責任を感

〕-l
 

〔



じているということは大事なことではないかと

思います。そういうように、真面目に努力する

ことによって、大江さんの使った言葉ですが、

ディーセントな日本人、これは最近上品と訳さ

れておりますが、上品ともちょっとニュアンス

が違うのでありまして、控え目なという意味も

あります。ディーセントという言葉は、非常に

ニュアンスに富んだ言葉で日本語に訳しにくい

んでありますが、控え目であり、また上品であ
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るということは責任感のあるということでもあ

るわけです。

リハビリテーションの分野で、日本人がアジ

アを中心とした世界各国に貢献し、その貢献の

仕方がディーセントであるというふうにいわれ

るようになりたいものだ、皆さん自身がそうなっ

ていただきたいということを申しあげまして事ム

の話はこれで終らせていただきたいと，思います。

どうも、ご静聴ありがとうございました。





間1田諸官諸税担艇措置諮世田棋拘置諮世出唱四世担院百世号車盟世記官自官沼町羽根盟畦担世記官>:<<笠曜諮世話官出世出唱暗記官出世x<<古車1四百官諸官盟棋措置~曜掲唱間宮担畦y.<<盟艇x<<盟<<~担割

特別競演 I

「開発途上国のリハビリテーションの展望ータイの経験一」

スグニヤ・スリプラチャ

(Sugnya Sriprachya-Anunt) 

タイ・シリントン国立医療リハビリテーションセンター所長

座長:松井亮輔(日本障害者雇用促進協会審議役)

座長: なぜタイなのかという疑問もあるか

と思いますが、私がたまたまタイを長く知って

いるということと、私どもの日本障害者雇用促

進協会が、昨年末タイにおいてセミナーをやり

ましたが、その際に第 17回総合リハ研究大会

実行委員会のメンバーになっていらっしゃいま

す鈴木清覚さんから、是非いい講師を紹介して

欲しいということでタイの関係者とお話しして

今日のスグニヤさんを紹介いただいたわけであ

ります。

スグニヤ: 本日は総合リハビリテーション研

究大会にお招きをいただきまして、タイにおけ

るリハビリテーションの実情についてお話しで

きる機会を与えられましたことにお礼申し上げ

一
障 害 の 種 }jIJ 

タイ王国全体

上肢または下肢の切断

片眼失明

両眼失明

言語障害

聴覚障害

その他の聴覚障害

完全または不完全まひ

口層または口蓋裂

肢 体 不 自 由

精神病

精神遅滞

脊柱の側曹症または後轡症

その他文は不詳
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たいと存じます。

1 障害者のおかれている状況

タイは198，000平方マイルの国土を有し、 4

地方と76県から成っています。各地方の中で最

も発達している市は次のとおりです。

中央地方一首都バンコク

北部地方ーチェンマイ

北東地方ー コンケーン

南部地方ー ソンクラ

国の統計局は1991年に健鹿面接調査を実施し、

国民5，700万人のうち約100万人が、身体的、精

神的障害を有すると報告しています。その内訳

は次のとおりです。

障害者の比率(%)

男 女 計

1 3. 8 8. 1 1 1. 6 

8.9 1 O. 2 9.4 

2. 8 7. 5 4. 6 

4. 2 7.4 5. 4 

11.6 1 5. 8 1 3. 2 

2. 5 O. 9 1.9 
9.9 1 O. 0 1 O. 0 

1.9 2. 0 2. 0 

21.1 1 7. 1 1 9. 6 

5.0 4. 5 4.8 

9.9 1 O. 2 1 O. 0 

1.7 1.2 1.5 
1 1. 3 8.7 1 O. 3 



同ーのサンフ勺レで同時に保健省が身体障害に

ついて検診を行ったところ、その数は200万人

を超えることがわかりました。適切な診療器具

があれば、問題の規模はずっと大きいことは明

白になるでしょう。

また、国の統計局の統計的なデータによると、

障害者の87%は都会でない地域に住んでいるこ

とを示しています。とくに東北地方は、そのう

ちの約39%を占めています。小学校・中学校の

学齢である 7蔵から14詰までの障害のある子ど

も達は、およそ107，814人で、学校に行ってい

るのは 7%にすぎません。 15才以上の障害者は

898，450人で、その53%は就労していません。

総人口のデータと比較してみると、全国では 7

議から 14歳までの学齢児は約1，000万人いて8

5%が学校に行っています。 13才以上は4，100万

人で75%が就労しており、職を持たないのは 2

%に過ぎません。これらの実態からみて、タイ

の障害者は、教育及び、雇用についての機会が制

約されていると言えます。

2 現在のリハビリテーションのプログラム

とサービス

病 院 名

チェンマイ大学病院

シリラ病院

プラモンクックラオ病院

退役軍人病院

サワンカニワス・リハビリテー

ション・センター(赤十字)

神経科病院

ラジャヌクル病院(精神遅滞児

のための病院)

ガウイラ病院

2 0カ所の精神病院(精神病患

者のための)

タイにおける国が行う公的サービス:保健省

による医療サーどス、教育省による基礎教育、

労働福祉省による職業・社会サービスに大別さ

れます。

リハビリテーション・サービスは、 1981年の

国際障害者年と1983年から1992年に至る国連・

障害者の十年を契機に、比較的緩やかな発展を

みせています。

リハビリテーション・サービスは、それぞれ

の状況に合わせて提供されます。

3 医学的リハビリテーション

医学的リハビリテーションは、以下のことが

標準とされなければなりません。

( 1 )医師をリーダーとするパラメディカル

の専門家によるリハビリテーション・チ

ムの編成

(2) リハビリテーションを受ける入院患者

のための専用の病棟またはベッドの整備

各省が異なった目的で設置した限られた病院

のうち、上記の基準を充たすのは次のとおりで、

たいてい大都市に設置されています。

ベッド数 所管機関 所在市

6 0 大学 チェンマイ市

1 0 Affair 

6 0 Defence 

7 0 パンコック市

3 0 または近隣地区

6 0 

610 保健省

6 0 11 チェンマイ市

300- 各地方の大都市

1， 000 

( 14 ) 



次の図は保健省のうちリハビリテーション・

サービス部門を中心とした組織であります。

医療サービス局及び精神保健局は地方の機関に

対する技術提供を行います。

すべての地方の機関は事務次官局の 3つの部

門の管轄下にあります。県立病院部は、県立病

院すべてのスーパーパイズを行っています。そ

の対象数は、 92の県立病院と17の広域病院(そ

れぞれ500以上のベッドを有する)と75の総合

病院(それぞれ250-500のベッドを有する)で

あります。地方保健部は、県保健部・樹新院・

保健所を掌握しています。プライマリー・ヘル

スケア (PH C)部は、地域のPHCセンター、

保健ボランティア、地域リーダーによって構成

され、主な役割は地域住民の健康増進と病気の

管理であります。

保健省

シリントン国立医療リハビリテーション

センター (SNMRC)

その他の総合病院・専門病院

(例:精神科病院)

精神病院

精神遅滞者のための病院と学校

ラジヤンクル病院

ガウイラ病院

事務次官局

県立病院部

地方保健部

プライマリー・ヘルスケア部 (PH C) 

次の図は医学的リハビリテーションにおける

紹介システムで、サービスおよび技術支援面で

の中央と地方組織の関係を示したものでありま

す。

理想としては、県立病院は理学療法や機能回

復訓練、補装具の交付を行うだけでなく、専門

的検査や補装具を使う訓練を行うリハビリテー

ション・サービスを提供すべきであります。現

在、それを行っているのは 2つの広域病院の30

ベッドだけであります。

諸専門分野からなる、チームを構成する、真

の総合的リハビリテーションの概念、に近づこう

( 15 ) 

としているところは、どの県立病院にも見い出

されません。

リハビリテーション・サービスよりむしろ病

気を治すことが促進され、パラメデイカルの専

門職は短期間の治慌に専念しなければならず、

長期間続けられるリハビリテーション・ケアを

無視することとなります。

県立病院で身体障害者にサービスを提供する

マンパワーの現状は、農村地域におけるリハビ

リテーション・チームの不足、ひいては公衆保

健制度における医学的リハビリテーション・サー

ビスの不足を示しています。



医学的リハビリテーションの紹介システム

中央レベル | 耕 障 害 |

SNMRC 

が担当

県レベル

地区レベル(市・郡)

準地区レベル

コミュニティ・レベル

|知的障害|

ラジヤンクル病院

ガウイラ病院

が担当

1 7カ所の広域病院

7 5カ所の総合病院

665カ所の地域病院

8 2 0 2カ所の保健所

|精神障害|

2 0カ所の精神病院

が担当

36277カ所のPHCセンター

専門職の数 県立病院の配置数
専門職の 種類 備 考

国全体 県立病院 広域病院 総合病院

リハビリテーション医師 163 1 3 8 3 

理学療法土 1 096 200 1 7 7 5 

作業療法士 1 0 0--

150 2 0 1 7 。
義肢装具士 153 100 1 7 7 2 義肢装具製作部門があ

るのは40カ所にすぎな

L、

( 16) 



4 教育的リハビリテーション

身体的および知的障害のある児童の教育は、

教育省一般教育局、特殊教育部が所管していま

す。その構成は下記の通りであります。

(1)視覚障害児教育

盲学校は 5校あって、 2校は公立、 3校は私

立であります。特殊教育部とともに普通学級に

おける統合教育プログラムも組織されています。

統合教育プログラムで学ぶ盲児は564名いま

す。

( 2 )聴覚障害児教育

聴覚障害児の公立寄宿学校は15校あって、そ

のうち 2校はバンコクにあり、他は地方にあり

ます。バンコクの 6校と地方の 3校(寄宿制の

福祉学校)では、統合教育プログラムが行われ

ています。この9校で3，301名の聴覚障害児と2

22名の難聴児が統合教育プログラムに参加して

います。

( 3)肢体不自由児教育

肢体不自由児教育がスタートした1955年は、

タイでポリオが蔓延した頃でした。心ある女性

達は王室の援助(王女の母H.R.H)の下で肢体

不自由児福祉財団を設立しました。財団は病院

にいる子ども達のベッドサイドで教えるボラン

ティアを、医師、看護婦、医学・看護学生の中

に求めました。特殊教育課がその児童達の教育

に教師を割り当てるようになったのは、財団が

活動を始めてから 3年後のことであります。現

在、学校で教育を受けている肢体不自由児は22

4名います。

(4)知的障害児教育

知的障害児の学校は 9校でバンコクにある 2

校は、王室(女王)の援助による精神遅滞者福

祉財団により運営されています。地方にある 7

校は、一般教育部特殊教育課の所管であります。

特殊教育課では、学習障害児を普通学校に特

別クラスを組織することで、教育することにつ

いて、いくつかの間係機関の調整を行っていま

す。 1，290名の知的障害児と803名の学習障害児

が学校に行っています。

( 17 ) 

(5)慢性疾患で長期入院している児童の教育

特殊教育では、肝臓障害・骨の欠陥・血液の

疾病のような慢性疾患で入院している児童のた

めに、病院の治療と専門的な教育プログラムを

共に行えるクラスを設置すべきであります。

現在、このプログラムで教育を受けている入

院中の児童は383名います。

(6)社会的障害児の教育

教育の機会を奪われている社会的不利な立場

にある児童に対する教育は、普通学校の義務制

の初等教育クラスに出席させることで行われま

す。しかし、彼らは、ハンセン病隔離地区、山

間地の部族地区、人里離れた都立した地区の家

族制の児童であります。

福祉学校は寄宿制学校であります。生徒は中

学段階に達するまでこの学校に滞在します。

現在、 31の福祉学校に19，882名の生徒が学んで

います。

5 職業・社会リハピリテーション

障害者の職業リハビリテーションおよび福祉

は、労働福祉省の社会福祉局の所管であります。

障害者に対するサービスは二分されます。

( 1 )福祉サービス

6種類の福祉施設があります。

口成人障害者施設 3カ所 900名

口知的障害児施設 2カ所 1，200名

口肢体不自由児施設 1カ所 500名

口精神障害者のハーフウェイホーム

2カ所 400名

また社会福祉局は、生活のための経済援助、

自営業開業資金あるいは自営業拡大のための資

金について援助しています。

(2)職業訓練プログラム

6カ所の職業訓練センターで600名が訓練を

受け、 lカ所の授産施設で50名が就労していま

す。同じ労働福祉省の下で、社会保険事務所は

労災補償基金についての責任を持ち、労災リハ

ビリテーションセンターを 1カ所設置していま

す。それらとは別に、教育省職業学校局の下に



ある職業学校のいくつかでは、ある種の身体障

害者を統合するプログラムに着手した。

6 障害者の自助活動

障害の種別により 4つの団体があります。

タイ身体障害者協会。タイ盲人協会。タイ聾

者協会。タイ知的障害児協会であります。

身体障害者の団体は、いろいろな県で組織化

が促進されています。これまでに、 16の障害者

団体、 6つの盲人団体、 3つの聾者団体が設立

されています。これらの団体の目的は、団体の

メンバーと障害者仲間に情報提供することおよ

び相談にのることであります。車いすの修理工

場も活動の一つであります。この活動は日本の

団体の援助を受けています。

全ての種別の障害者から成る全国協議会の委

員長は、障害者の自助活動を発展させるための

焦点ともいうべき委員会を設けるべく、これら

の団体の代表から選ばれます。

全国協議会は、情報提供の責任を持っと共に、

セミナー開催による論議の活発化、 約500名に

およぶリーダー養成のための 4コースの訓練プ

ログラムを実施します。

全国協議会の前会長は、タイ障害者援助財団

と協力して、地域の作業所設置を進めようとし

ています。この計画には日本の関係団体の援助

があります。

7 1991年のリハビリテーション法およびア

ジア太平洋障害者の10年のインパク卜

199 1年リハビリテーション法および第7

次社会経済開発計画 (1992-1996年)リハビリ

テーション計画は、この 10年間の成果であり

ます。リハビリテーション法は、障害者の権利

の保障およびリハビリテーション・サービス・

システムの発展に強いインパクトを与えました。

法を履行するために国の調整委員会および7

つの下部委員会が設置される一方、その下部レ

ベルでのそれらの実施にかかわる立案者および

職員を大いに鼓舞しています。政府および障害

者自身の、あるいは障害者のためのNGOによ

る協力体制で、一般市民の意識を啓発し、地域

の支持を得ることが必要とされます。

保健省は、医学的リハビリテーションにおい

て、地域ベース方式を活用するとともに、全て

のレベルの病院の能力を高めることにより、リ

ハビリテーション・サービスに関する紹介シス

テムを強化することを計画しています。障害の

予防は、一般的予防だけではなく、早期発見早

期対応による二次障害の防止を含んでいます。

医学的リハビリテーションは、少なくとも広

域病院で実施されるべきで、すべてのサービス

は無料で提供されます。

教育省は、各県に特殊教育センターを設置し、

障害児の基礎的教育を整備するための重要な責

任を持たせようと計画しています。教材の作成

はその必須の責任であります。

労働福祉省では、ソーシャルワーカーは、障

害のある人々を見つけ出し、彼らを登録し、

そして総合的リハビリテーションにより、彼ら

の発達を支援するため積極的に仕事をするよう

命じられています。

職業リハビリテーションを支えるために、リ

ハビリテーション法に基づき職業基金が設けら

れています。
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障害者のアクセシピリティを確保するために、

基準を設定し省令を起草する作業を行っていま

す。

アジア太平洋障害者の 10年に関して、情報

交流、技術移転および技術援助を支援するため

の域内ネットワークおよび協力は、途上国にも

連鎖反応を引き起こす力やパワーを増大させる

ために有効であります。

8 タイで完全参加と平等を実現させるため

の課題

( 1 )社会の意識

すべてのレベルの行政関係者だけでなく、障

害者、その家族、地域の人々は、障害問題に対



する誤解と否定的な態度を変えなければならな

いことに気づくべきであります。

コミュニティリーダーあるいは様々な分野で

影響力のある人々の支援を得て展開されるマス

メディアによる意識の啓発は、障害者の完全参

加と平等の目標に向けて、コミュニティの発展

を促進することができます。

(2)コミュニケーション、情報、教育

様々な形の情報および教育は、人々がリハビ

リテーション・プログラムやサービスを支援し

協力するための態度やノウハウが持てるよう援

助します。行政と障害者を含むNGOは、この

課題に取り組み、コミュニケーションの流れを

よくし、目標に近づけるようにしなければなり

ません。

( 3 )人的資源の開発

全てのレベルの行政および障害者を含むNG

Oマンパワーの開発は、障害者の総合的リハビ

リテーションおよび復権を成しとげるために、

チームとして効果的な仕事が一緒にできるよう

にするのに必要なことであります。開発すべき

3つの領域は、

ー マネジメント

ー専門的技能、

一 調査・開発の技能であります。これら

の技能を習得した職員は、訓練・プロジェクト

管理の指導、調査・開発の指導にあたる要員と

なります。

彼らは、タイ国内のリハビリテーション・サー

ビスの充実でも、また域内ネットワークおよび

協力でも主要な役割を果たすことでしょう。

( 4 )リハビリテーション・サービス・システ

ムの強化

全国リハビリテーション委員会あるいはその

下部委員会は、以下の領域のサービス・システ

ム強化をその方針とすべきであります。

①調 整

多分野の調整を行う委員会は、実施を支援す

る方法を含む、サービスの発展の方向を決定す

るため、国の委員会の計画や活動をモデルに、

あらゆるレベルで設けられなければなりません。

②紹介システム
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各レベルで、適当なサービスを提供するため

の責任ある職員または組織の体制が整備されな

ければなりません。

③ プログラム

総合的かっ多専門分野のプログラムは明確に

定義され、フォローされなければなりません。

障害者の人としての尊厳とコミュニティにお

ける積極的参加を保障するため、目立生活技術

訓練プログラムと地域作業所の設立が、いずれ

かの部門により支援されるべきであります。

障害者の自立のための地域作業所を、日本の

例にならってできるかぎり速やかに設立し、国

中に広めていくことは、域内協力の好事例とし

て世界的に報告されることになるでしょう。

( 5 )データおよび統計資料収集の充実

本年ちょうど、障害者および医学的リハビリ

テーションのデータを組織的に中央で収集する

ための省内ワーキンググループを設置する提案

が受け入れられました。集められたデータは、

計画、監視、評価および予算の配分を求めるの

に必要であります。

障害の統計、医学的リハビリテーション、教

育的リハビリテーション、職業的リハビリテー

ション、社会的リハビリテーションに関係する

データベース・システムはそれぞれの分野の調

整機関によって設立されるべきであります。

( 6 )車椅子、義肢装具の製作

国の方針は、 SNMRCの支援の下に、登録

された全ての障害者に対して医学的リハビリテー

ション・サービスを無料で提供することであり

ます。

今までのところ、適切な車椅子は、マッケー

ン研究所と身体障害者協会で小規模で製作され

ているだけで、まだ、圏全体のニードに応じる

ことができるほどではありません。

補装具製作についても同様の状況であって、

輸入品は全体のニードにこたえるにはあまりに

も高価であります。

圏内でこれらのものを大量生産することは、

補装具給付サービスだけでなく教育および研修



にとっても最良の解決策でもあります。生産さ

れる数が大きくなれば、近隣の開発途上国も、

高品質のものを低価格で事受できることになり

ます。

9 日本はどのようにタイの努力を支援する

ことができるか。

日本は、障害者の障害を代償すべく高度の技

術をもっ施設ベースのアプローチだけでなく、

在宅ケアや職業リハビリテーションを支援する

ための地域ベースのアプローチでも、総合的リ

ハビリテーション・プログラムについて長い経

験を持っています。その上、日本は、アジアの

開発途上国のリハビリテーション・サービスの

発展を支援するための域内協力およびネットワー

クのリーダーであると考えられます。

タイのリハビリテーション医学の発展は、他

の医学分野と比べ遅くれています。他の開発途

上国と同様、タイにおいても最も発達した都市

にのみリハビリテーション・サービスが存在し

ています。

農村地域における人材、施設、他の資源の不

足は、「全ての人のためのリハビリテーション」

発展のための大きな問題であります。しかしな

がら、近隣諸国のいくつかは、内部対立や長期

間にわたる戦争のため、社会・経済の発展はわ

ずかでしかありません。タイは、日本の支援と

協力で、こうした近隣諸国に対する技術援助や

支援を行う役割を担いうることでしょう。

そして、日本はタイの努力を次のことで支援

することができます。

( 1 )地域作業所の設立とその拡充

日本が全国的に設置した地域作業所は、世界

的にも CBRの最もよい例であります。この成

功はとても印象的で、他の国でもそれをモデル

とすることができるかどうかはとても興味深い

ことです。

今、一つの地域作業所を設立するために、日

本のいくつかの団体がタイを支援しています。

私たちはこの支援を必要としており、成功すれ

ば、広く普及させるために世界的に報告される

ことになるでしょう。

( 2 )高度技術で義肢装具部品の大量生産につ

いての調査および開発

義肢装具は障害のある肢体の代償となり、障

害者の生活をコミュニティへ積極的に参加する

よう変えることができます。障害者が金持ちで

あるか貧しいかどうかでなく、適切な義肢装具

の代償により彼らの生活を楽しむべきでありま

す。これらの器具の価格が高いことは、全ての

開発途上国におけるリハビリテーション・サー

ビスに大きい障害となっています。日本は先端

技術のリーダーとして認められています。 SN
MRCは、義肢装具を大量生産するための調査

および開発について、兵庫県総合リハビリテー

ションセンターに按術援助を要請しました。こ

の計画が成功すると、タイおよび近隣の荒廃し

た国々の多くの障害者に利益をもたらすことで

しょう。

(3)人的資源の開発

タイは、ある程度リハビリテーション職員を

養成できますが、これらの職員には長期リハビ

リテーション・ケアや多くの専門的プログラム

の経験が限られています。特に、眼科および耳

鼻咽喉科の医者は、彼らの研修コースで医学的

リハビリテーションについて何も学んでいませ

ん。地域および国レベルの要員となるリハビリ

テーション職員の養成するため、タイに研修セ

ンターを設置するよう支援することが必要であ

ります。これはタイのリハビリテーション職員

およびその他の職員だけではなく近隣諸国の職

員養成にも役立つものであります。

( 20) 

座長: ここで会場の皆さんからの質疑を受

けたいと思います。

質問: 私は、肢体不自由児施設で働いてい

る江口と申します。今から 10数年前にタイの

バンコクの療育をやっている施設を見学をした

ことがあります。

その時に、ポリオの方が相当おられたんです

が、現在は肢体不自由児はどういう方々が一番



多いんでしょうか。ポリオとか結核の方々がま

だおられるんでしょうか。日本では 6割から 7

割が脳性麻捧のお子さんですけど。その辺の事

情を教えてください。

スグニヤ: タイにおいても古いケースはいる

わけですが、新しいケースに関してはポリオは

ほとんどいません。ですから、日本と同様、タ

イでも肢体不自由児の多くは脳性麻揮になって

おります。

先程、私の話の中でふれました面接調査は、

特に重度の人たちを中心にやっているものです

から障害者全体については把握してないわけで

すが、知的障害児については、もっと多いはず

です。現在の統計では、障害児の 10%は知的

障害となっておりますが、この数字はもっと多

いだろうと思います。

質問: 障害者の施設で働いているものです

が、地域作業所の設立について、日本のいくつ

かの団体がタイを支援しているとうかがいまし

たが、どのような団体の方がどのような支援を

しているのか具体的に教えていただけたらあり

がたいなと，思います。

スグニヤ: RNN (あじあ太平洋障害者の十

年推進NGOネットワーク)のメンバーでみえ

ているタイのナロンさんの団体が、前から地域

作業所をっくりたいという希望を持っていらっ

しゃって、日本サイドでは、全国社会福祉協議

会授産施設協議会、共同作業所全国連絡会、日

本障害者リハビリテーション協会の 3団体がそ

れを支援することになっています。とりあえず

シリントン・リハビリテーションセンターのO

Tの部匿を活用してスタートするということが

決まっておりまして、作業の内容は印刷とコン

ピュータートレーニングです。

日本の外務省による小規模援助というのがご

ざいますが、日本のNGO団体の支援基金と外

務省の小規模援助とを組み合わせた事業として

来年早々スタートということで現在準備が進ん

でおります。

座 長: 今のご質問は、上田先生のお話の最

後の部分で日本がアジア地域の障害分野で、指

導的な役割を今後進めていかなければいけない

とおっしゃったことに関連したご質問でござい

まして、具体的にどういうアクションをこれか

らとろうとされているのか、特にこの障害者分

野について各国のニーズを的確にとらえながら

それに応じた援助というものをどのような形で

これから進めるべきか、あるいは進めようとし

ているのか、その辺のところを少しかみくだい

てお願いしたいということです。

上 田: 今後の課題というところで述べたの

ですが、リハビリテーションに関する国際協力

というものは、決してこれまでにも実績がなかっ

たわけではなくて、日本の国際協力の歴史とい

うものもかなり長いわけです。

特に、そのうちで大事なステップであったの

は、 1988年、今から 6年前でありますが、

第 16回のリハビリテーション・インターナショ

ナルの世界会議が東京で聞かれまして、その時

にアジアの地域からたくさんの方が来られまし

た。そして、我々はその方々と日本で実際にリ

ハビリテーションを進めている人たちとの直接

の交流の機会をつくりたいとa思いまして、東京

および神奈川あたりまでかなり広い地域に関し

て 1日をその目的に用いまして、施設見学、そ

してその施設では見学をするだけではなくてセ

ミナーを行なってどういう活動をそのセンター

で行なっているかというようなことをやったわ

けです。それによって、世界中の方々、特にア

ジアから来られた方々に、日本の活動の実際と

いうものを知っていただきましたたし、個人的

に知り合いになっていただいたということがあ

ります。

( 21 ) 

それが、 1つの大きなきっかけであって、日

本のリハビリテーションというものが、日本と

いうものが経済的な先進国であるだけでなくて

リハビリテーションの分野においてもいろいろ

な試みをやって活動しているということが認識

されまして、そういうところのきっかけによっ

て人的な交流が始まって国際協力が始まったと

いうことがございます。

それとは別に、一般のリハビリテーションの



ではなくて、一般の国際協力の中に障害者の問

題が自然にはいってくるという形であったり、

あるいは医療の面での協力が先にあって、その

うちに障害者の問題がはいってきたりとか、あ

るいは車いすを送る運動であるとか、極めて様々

な形で我々リハビリテーションの世界とは別の

広い世界のいろんな分野で、非常に多くの団体

がアジア地域に対するリハビリテーションと関

係する、障害問題と関係する協力活動というも

のが、ここ 10年ぐらいの聞に広く行なわれて

きているということに 3年ぐらい前に我々は気

づきました。それが、全くばらばらに行なわれ

ておりまして、同じようなプロジェクトが同じ

国に全然日本の違った団体から行なわれていた

りとか、その聞にお互いに全く知らないという

ことがありましたのでこれはいけない、お互い

の聞にコーディネーションが必要であるという

ことで、昨年、松井さんが中心になって準備さ

れまして、明日お話しになると思いますが、名

古屋の池住さんとかが中心になりまして、障害

分野において国際協力を行なっている日本のN

GO団体の連絡協議会、それを JANNETと

略称で言っておりますが、それが昨年つくられ

まして、ゆるい連合体ですけども、お互いに情

報を交換して効率的なアジア地域への地域協力

を進めていこうということが始まりました。

これは、全て民間団体の集まりでありますけ

ども、公的な国の資金、あるいは多くの基金、

福祉基金、そういうものを利用したり、あるい

は郵政省の国際ボランティア貯金の援助を受け

たりというような形で、公的及び私的な努力が

一体になって進めていくものであります。そう

いう組織もできましたし、そういうものを基盤

にして更に一層進めていきたいというふうに思っ

ているわけです。

質 問: 私はインドネシアから来ました。タ

イでは、 CBRに対する課題と目標はどのくら

い進んでいますか?

スグニヤ: CBRというのはなかなか難しい

要素があるわけで、基本的には地域の参加、そ

の地域の住民の協力なしにはもちろんやれない

わけです。ですから、地域がその気になるよう

な教育活動を行なうということと、それから一

旦スタートしたCBR活動をいかに維持するの

かという、そういう地域の意識と経済的な裏づ

けが不可欠です。実際のところタイにおいては、

CBR活動は全国レベルでやられているわけで

はなく、いくつかの県のいくつかの村を選んで

行なっているにすぎないところであります。

問題は、県のレベルには相当数のスタッフは

いるわけですが、県レベル以下のところにスタッ

フはなかなかいないわけです。保健省の場合は

村のレベルまでヘルスセンターがございまして、

そこには看護婦が配置されていて、その看護婦

にCBRワーカーとしての仕事がやれるような

教育をするというプログラムがスター卜してい

ます。

保健省の場合は、ヘルスケアをやる保健所は

村のレベルまであるわけですが、教育とか福祉

分野については県のレベルの組織にとどまって

います。

ですから、地域の中で総合的なリハビリテー

ションをやる場合に、医療以外のカウンタパー

トがいないことが問題になります。ところがタ

イの場合も、政府は財政事情もあって公務員は

現状維持で増やせないという中で、地域にたり

ない人材をどう確保し、どう必要なニーズに対

応していくのかという問題があります。

( 22 ) 

座長: 上田先生が、言いたりないところが

あるということですので、この場をお借りして

発言していただきたいと思います。よろしくお

願いします。

上 回: 先程、座長の先生からも未来に関す

る部分がちょっとはしおってしまったというコ

メントをいただきまして、本当にその通りで申

しわけないと思っております。これからの問題

を考える場合に大事なこととしてもう 1つ、各

分野の専門性を深めるということを強調したい

と思います。

先程は、総合性ということの意味でトータル

なリハビリテーションの見方、それからそれを

実際に実現するためには協業する、自分たちの



狭い専門性ばかりとじこもらないで協業すると

いうことの必要性を申しあげましたが、それだ

けを強調いたしますと、専門性を否定してみん

なで同じことを一緒にやれというふうに言って

いるかのように聞こえてしまう危険があるわけ

でtす。

最後のスライドでもそうならないように同じ

ことをやっているようでも、ある面から見ると

同じようにやっているように見えても、別の角

度から見ればそれぞれ違った役割をはたしてい

るんだと、専門性を持っているんだということ

を言ったつもりの図なんですが、説明がたりま

せんでした。

専門性という点では先程の教育の面でも理学

療法士、作業療法士の例をとりましでも高卒3

年から短大になり 4年制大学になる。これは、

アメリカでは既に大学院教育ということも普通

になってきているわけですから、そういうふう

に教育内容が専門性を高めていくということの

必要性はあるわけです。

それから、医師の場合も、単に医師であれば

いいというのではなくて、リハビリテーション

の専門医の教育というものをもっともっと充実

させる必要があります。他の教育の分野におい

ても、職業の分野においても、社会リハビリテー

ションの分野においても、やはり専門性を高め

ていくということは、それぞれの分野で必要で

あるわけです。

ただ、専門性を深めていくと狭くなりがちで、

いわゆる専門ばかになってしまいます。そうい

うことではいけないので、総合性と専門性との

2つの柱を車の両輪として進めていくというこ

とが今後のリハビリテーションのあり方として、

リハビリテーションの従事者のあり方として大

事なのではないか。それを追加させていただき

たいと思います。

( 23 ) 

座長. 上田先生、どうもありがとうござい

ました。
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シンポジウム I

rCBRと国際協力」

座長:冨田輝司(日本福祉大学教授)

シンポジスト:高嶺 豊(国連アジア太平洋経済社会委員会障害者問題専門官)

回 口 順 子(日本理学療法士協会国際渉外部長)

小林明子(アジア福祉研究所主宰)

ハンドヨ・チャンドラクスマ

(Handjo Tjandrakusuma :インドネシア・ CBRソロセンタ一所長)

座長: 皆さんこんにちは。私が日本福祉大

学の冨田と申します。今日は、このシンポジウ

ムを進めさせていただきます。シンポジウムで

とりあっかう課題は rCBRと国際協力」、 4

人の方にお話をしていただきます。

私たちの周りでいろんなことが起こっていま

す。そして、そういった出来事が何か新しいも

のをつくりあげるプロセス、あるいは転換期の

ように思えることもしばしばございます。

国民、国家という考え方が揺れはじめていま

す。そして、新しい地球社会の構築が進んでい

るのかもしれません。 “国際"という言葉はも

う古いのではないか、と学生によく言っている

わけですが、 官際"という時には、既に官'

という考え方が私たちの中にあるわけです。そ

ういった中で揺れる社会、あるいは揺れる国家

の中で、今、 rCBRと国際協力」と題してシ

ンポジウムを聞けることは意義深いのではない

かと思っております。

“リハビリテーション"という言葉はもう古

いのではないか。これからの課題は“ハピリテー

ション"なのではないか。 21世紀にむけて新し

い人閣の生き方をっくりあげていく。そして、

障害だとか健常だとかいう言葉が、おそらくこ

れから通用しなくなる時代、人を中心にした生

き方の構築、それも様々な生活文化を背負った

人たちが、その特殊性を発揮しながら同じ場所

で共に生きていかなければいけない時代にむけ

( 24 ) 

ての、シナリオづくりではないかと考えており

ます。

そういったシナリオの出発点を 4人の方にお

話ししていただいて、皆さんのこれからの活動、

あるいはこれからの考え方に活かしていただけ

ればと思っております。

最初に、高嶺豊さん。太平洋経済社会委員

会の障害者問題専門官、 ESCAPと言います

が、そこに勤務されている方で、アジア・太平

洋障害者10年の事務局がバンコクにございます

けども、その事務局のお仕事にも励まれている

方です。

私は、ハワイ大学で高嶺さんのことを聞いて、

バンコクでディスコはしませんでしたが食事を

一緒にしたことがございます。高嶺豊さんを

ご紹介いたします。どうぞ、よろしく。

障害者を中心にしたCBRの試み

高嶺: ご紹介にあずかりました高嶺豊と

申します。

現在、バンコクで障害者問題のプロジェクト

を実施しております。

1993年から2002年までのアジア・太平洋障害

者の10年というのもESCAPの決議で宣言さ

れまして、その辺の仕事もいろいろ係わってやっ

てきております。

今日は、 rCBRと国際協力」コミュニティ・



ベイスト・リハビリテーションというふうに言

われていますけど、それについてできれば障害

者団体を視点においたところから皆さんに発表

したいと思っております。私の仕事自体、アジ

ア・太平洋地域における障害者団体の育成と強

化というプロジェクトをやっております。そう

いう立場からお話をしたいと思います。

皆さんご存じのように国連の障害者の10年が

1992年に終りまして、その聞に開発途上国の障

害者のリハビリテーションの提供の手段として、

このコミュニティ・ベース・アプローチという

のが大変注目を集め、現在この地域でも様々な

開発途上国で実施されるようになっております。

いろんな手法が紹介されておりまして、特にW

HOなどがCBRマニュアルをだしておりまし

て、それが多くの言語に翻訳されて利用されて

います。それと同時に、よく引き合いにだされ

るのがメキシコにおけるプロヒモという CBR

のプロジェクトがありまして、これは障害者を

中心にーしたCBRということでよく知られてい

るところです。

このように様々なモデルが出現してサービス

の目的がリハビリテーション教育、あるいは医

療リハビリテーション以外に教育、職業などの

分野に利用されるようになってきております。

国連の 3つの機関、 ILO、ユネスコ、それ

とWHOがCBRに関するポジションペーパー

というのを発表しています。このペーパーは 3

機関の共通した認諾から書かれたものです。こ

のCBRのペーパーを参考にして定義だけをお

話ししたいのですが、 iCB Rは全ての障害者

のリハビリテーション、機会の均等化、及び社

会への統合のためのコミュニティ開発の中の一

戦略である。 CBRは、障害者自身、その家族、

コミュニティ及び適切な保健、教育、職業、社

会福祉サービスの結合された努力でもって実施

されるものである。」そういうふうに一般的な

CBRの定義としております。

この定義を見て2つの点だけ強調したいので

す。

1つは、 CBRがリハビリテーションだけで
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なく、機会の均等化を含む広い分野に広がって

きているということ、もう 1つは障害者自身の

このCBRへの参加が重要であるというのがあ

ると思います。このペーパーを通じて全てのC

BRの段階において障害者自身の参加をあおぐ

べきであるということがうたわれております。

これから私がお話ししたいのは、 CBRの分

野において障害者が積極的に係わるべきである

というふうにうたわれていますが、現実のプロ

ジェクトというのはそこまでいってないという

ことです。

そこで、障害者自身がこのCBRにどのよう

な形で係わっていくべきであるかということを

中心に、今年の11月に障害者を対象にしたワー

クショップが、インドネシアのソロで聞かれま

した。障害者をどのようにしてもっと積極的に

CBRの中に導入するか、あるいは障害者団体

自身でCBRを運営するためには、どういう方

法があるのかということが協議されました。

その中で、デーピットバーナーさんというプ

ロヒモの協力者がいらっしゃり、発表をしてお

られたので、その人の内容をご紹介したいと思

います。

デーピットバーナーさんは、 iCBRへの障

害者の役割の強化をはかるためには障害者団体

の強化が必要であり、その団体の障害者リーダー

のCBRへの関心を、もっと高めていかなけれ

ばいけない」というふうにおっしゃっておりま

す。

それから、 CBRのゴールをこれまでの単な

るリハビリテーションから、もっと障害者のエ

ンパーメントと呼ばれていますけども、障害者

がその障害の克服以上に障害を一つの人格とし

て、それを誇りとして生きていけると言います

か、そういうふうな段階にいたることを、それ

をインパーメントと呼ばれていますが、そこま

でめざすべきではないかというふうにおっしゃっ

ております。

もう 1つバーナーさんがおっしゃった大変印

象的なお話があるので紹介します。

これは、プロヒモの創設者になった障害者の



お話しなのですが、もともとメキシコの村では

プライマリ・ヘルスケアプログラムがあったわ

けです。そのための保健ワーカーを訓練するた

めに村で人選が行われました。たまたまその中

で何人かが障害を持った方だったわけですね。

その時は、障害者だから力仕事は無理なので、

彼らは何もやってないからやってもらおうとい

う軽い気持ちで障害者が保健ワーカーとして選

ばれたわけです。

ところが、実際にふたをあけてみますと、その

障害を持ったワーカーが最高の保健ワーカーと

なったというふうに彼は言っています。障害を

持ったワーカーは一番長く仕事をして一生懸命

働き、彼自身片隅にやられる存在であるという

ことから、他の障害を持った女性とかマイナリ

ティのグループと同化して理解を示すことがで

きた。ワーカーとなった障害者は、その仕事を

やることによって自分自身の重要な立場とその

村の中でも中心的な役割を得て、彼自身が生き

甲斐を見いだすことができた、というふうに彼

はプロヒモの創設者となった障害者を描いてお

ります。

ノTーナーさんが障害者の人がCBRをやるの

にむいているという点として、次の 5つの理由

をあげております。

1つは、障害を直接経験していること。

2つ目に、インサイダーとしての視点と、あ

るいは障害を持っている人としての、ピアとし

ての理解があって彼らのニーズを適格に把握す

ることができる。

3つ目に、他の障害者、あるいは家族、地域

社会に対してワーカー自身が大変いいお手本と

なることができる。

4っ目に、ピアカウンセリングと呼んでいま

すが、障害者同志のサポートが提供できて、問

題解決にあたってパートナーとしての役割がは

たせるというふうな点を指摘しております。

直接障害者がCBRに係わった結果として、

仕事の質が向上して様々な創造性が加わったと

おっしゃっておりました。

それと同時に地域社会の人々が障害者に対す

る見方が変わりまして、障害者の実際に持って

いる能力に対する尊敬の念も培われてきたとい

うふうにいっています。また、障害者が実際の

プロジェクトに係わることによって、障害者の

様々な技能が高めることができたとおっしゃっ

ております。

このプロヒモのプロジェクトを見ております

と、長い間アメリカで始まった自立生活運動と

いくつか似かよった面が見えてくると思います。

これは、 2つを一緒にするわけではないので

すが、アメリカでおこった 1L運動と申します

のが、障害を持つアメリカ人法の制定の原動力

になったと言われておりますけども、この自立

生活センター自体、コミュニティ・べイスト・

アプローチじゃないかというふうに思うわけで

す。

その 1L運動も、その当時のリハビリテーショ

ンの施設を中心にしたサービス提供から、そこ

に反発をして障害者が地域の中で生活をするた

めに必要なサービスを提供する拠点としてでき

たわけです。その中で、重要なサービスの要件

としてピアカウンセリングとアドボカシー(権

利擁護)、それと障害者への直接的なサービス、

この 3つが基本的な重要なサービスだといわれ

ております。
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この視点からしますと、今お話ししましたメ

キシコの障害者による CBRも、ほとんど似た

ような様相を持っているということがわかると

思います。

我々も CBRと言いますと、これは開発途上

国のプログラムだ、自立生活運動だと言うと、

これは先進国のアプローチだと思いがちなんで

すが、こういうふうにつきつめてみますと、 I

LもCBRも途上国、先進国という単純な縦割

ができないと思います。いわゆる先進国で行な

われている障害者に対するアプローチが、実際

にはCBRの方法として開発途上国でも実現さ

れるんじゃないかと私は提案したいんですね。

CBRと国際協力ということで 2つほど提案

したいのですが、 1つは 1L運動の中でピアカ

ウンセリングという手法がとられておりますけ



ども、これはCBRを通じて開発途上国でも可

能になるのではないか、その辺の協力が必要じゃ

ないかというふうに思っております。

CBRで開発された技術といいますか、これ

は必ずしも先程申しあげましたように開発途上

国だけに適用するのではなくて、我々日本が障

害者の問題を考えるのに、重要な示唆を与えて

くれると思うのです。

そういう意味で日本の障害者、あるいはリハ

ビリテーション関係の方と、いわゆる途上国の

方々の間での研究、あるいは実際にそういうプ

ロジェクトをやっていく上での交流が必要じゃ

ないかと思います。

座長・ どうも、ありがとうございました。

次は、社団法人日本理学療法士協会の国際渉

外部長をされております田口順子さんで、す。田

口さんは、神奈川|リハビリテーション病院の理

学療法課長もされております。

田口さん、よろしくお願いします。

C8R分野における理学療法の国際協力

田 口: 日本理学療法士協会では、昨年より

インドネシアのソロ市における CBR活動に参

加させていただいております。実施母体は、財

政的な支援を国際医療交流財団に、また実際の

実施計画については日本理学療法士協会があたっ

ており、国際渉外部が中心となって進めさせて

いただいております。

これまでも国際技術協力につきましては側面

的な援助を、援助というか支援の形で中国リハ

ビリテーションセンターをはじめ、専門家等の

派遣、また青年海外協力隊では今まで理学療法

士の派遣は、 80名を超えております。

一昨年横浜で開催いたしました学会におきま

しでも、そのメインテーマを国際的視野に立っ

た理学療法といたしまして、我々の技術提供を

どうすべきかというディスカッションをいたし

ました。既にそのような状況にはいっていると

思います。その折りに、アジアのCBRに関す

るシンポジウムも開催いたしまして、本日出席
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いただいておりますハンドヨ先生にもおいでい

ただきました。以来、私ども協会の会員の聞に

も海外指向、それから国際協力への関心は急速

に高まってきております。

国際協力への専門集団の組織が、あるいは個

人が目を向けることで国際的視野を養い、海外

でも通用する技術者の育成につながるばかりか、

圏内的にも貴重な人材育成の場となっているこ

とは見逃がせません。協会組織として会員の国

際理解を深める一端として、どのように私ども

がCBRへ取り組んでいるかを少し述べさせて

いただきたいと，思います。

スライドをお願いいたします。

手{.どものインドネシア、ソロにおける CBR

は5か年計画の中で進めさせていただいており

ますが、今回2年目にはいっております。実施

母体は、このような財団と協会で、派遣先はイ

ンドネシアのソロ CBRセンター、派遣期聞は

毎年 l回3ヶ月、派遣人員は毎年1ないし 2名、

研修との交流がございますので、向こうからも

理学療法士を中心として毎年 l回3ヶ月、受け

入れ人数は 2名となっております。派遣期間、

受け入れ期間が双方ともに 3ヶ月というのが短

いか長いかという問題がありますが、職場の関

係上今のところ非常に適切に 3ヶ月が有効に使

われていると感じております。

去年は、私も参りまして現地調査をしました。

現地に入ってみますと、現場で調整しなければ

いけないことがたくさんありまして、そういっ

た調整を行いました。

第2次の今年は、村落で具体的な活動にはいっ

ております。 MRUと大げさに書きましたけど

巡回型のリハビリテーションへ参加、それから

フィールドワーカーの技術レベルを調査いたし

ました。協力活動として具体的には小児の評価

表の導入、訓練・療育法のプログラム化、おも

ちゃの導入など、それからワゴン車を 1台日本

理学療法士協会から提供いたしまして、有効に

村落を巡回しております。

また、おもちゃのリソースセンターを設置し

ました。



インドネシアには27の州がありますが、黄色

で書いた段階から私どものアクセスが始まりま

す。村から村内地区、町内会、隣組と、隣組と

いうのは 5ないし30の家族が 1つの隣組になっ

ていますし、町内会というのは5っからそういっ

た家族の集合体であり、村内の地区というのは

5っから10のそういった部落のかたまりであり、

CBRの現場はここが中心となっております。

フィールドワーカーと言いますのは、ハンド

ヨさんが、タイではヘルスワーカーと言う呼び

方をしていると午前中伺いましたが、大学卒、

特に心理だとか福祉、あるいは経済を卒業され

た人たちが、村落に入っているキーパーソンで

CBRセンターでは10人雇用されております。

その人たちに対する私どもの技術移転が重要な

役割としてあります。

従って、理学療法士がマン・ツー・マンで技

術を村民に提供サービスするという場面はほと

んどなくて、その村落のキーパーソンであるフィー

ルドワーカーに対しての技術移転をすることが

主たる業務になっております。そういう人たち

の活動としましては全般にCBRだけではなく

て、井戸掘りもそうですし、婦人会の活動の役

割も含めて地域社会開発の中の何害IJかがCBR

の活動というふうになっておりますが、障害者

の発見、相談業務、状況把握、サービス提供の

改革と方策と、それから村落における CBRチー

ムの組織化、こういった役割がございます。

フィールドワークへの技術移転協力としまし

ては、 CBRのコンセプトの共通理解、あるい

は上田先生のおっしゃった協業というふうな、

そういったコンセプトでしょうか。

それから、婦人会、 PKKと言いますが、こう

した活動の利用、おもちゃのリソースセンター

の設置、早期発見、早期療育というふうなこと

でフィールドワーカーを通しての講習会、実地

指導を開始しております。

これが、実際の場面ですが、むこうにメガネ

をかけているのは第 2次派遣隊の久野研二とい

う理学療法士ですが、こちらに座っている人が

フィールドワーカーです。定期検診といいます
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か、こういった独特の体重計にのせてという村

落での一時的な臨時保健所みたいな場面でござ

います。

このスライドは早期発見ということで評価表

にもとづいてフィールドワーカーへ教えている

ところです。

これは、おもちゃのリソースセンターを設置

するにあたって、フィールドワーカーにおもちゃ

を通してどういうふうに環境づくりをしていく

かということ、それから技術的な指導をしてい

るところです。こういった手づくりの平行棒で

すね、結構役に立っているんです。

このスライドは、私どもが参りましたディー

パル村の重障の下半身麻療のポリオの人ですが、

35才の男性で、 4人家族の生計をひとりで立て

ております。日本で言いますと畳がわりの竹の

むしろですね。これを編みまして、そして優先

的に村人がこの人から購入していくわけで、す。

そういった協力の仕方、これも lつのCBRの

形ではないかと思います。

このスライドは、今回私どもの派遣者が設置

いたしましたリソースセンターで、 CBRセン

ターの図書室におもちゃを、日本から購入して

いきましたもの、現地購入したもの、あるいは

手づくりでつくったものを含めまして、こうい

うふうに置いてあります。置いてあるだけでな

くフィールドワーカーが持ちだして各村落へ持っ

ていく、というふうに資料が整えられておりま

す。

これは、今回巡回車を寄贈できまして念願の

夢でありましたけども、新車の三菱ワゴンです。

新車のキーをノ、ンドヨさんにお渡ししていると

ころで贈呈式をしているところです。非常に有

効に活用されておりまして、 3ヶ月の派遣期間

はこれに乗って村落を回わりますが、後の 9ヶ

月はCBRセンターでメインテナンスがてらお

いていただきまして、とりわけ日本からの多い

視察団の空港送迎用に優先的に使っていただい

ています。横に英語と日本語でちゃんと日本理

学療法士協会のロゴと字が書いてあります。

9月に 1週間でしたけども、いわゆる派遣を



するばかりでなく圏内活動の支援に支えられて、

いわゆる国内外の協同作業がうまく円滑にいく

わけで、そういうふうな現地を l回見ましよう

と、関心の高い会員を募りまして15名でCBR

の見学に参りました。全員非常に強いインパク

トを受けて帰りまして、更に園内に帰りましで

もそういった方面の勉強を継続しているようで

よかったなと思っております。年内に参加者に

よる報告書を発行する予定でおります。

理学療法士の技術移転能力としては、何と言

いましでも現場に入るのですから10名のフィー

ルドワーカーで英語ができる人はただひとりで

す。従って、現地の村人では英語のわかる人は

いないわけですから、現地語を理解するという

ことで言語能力がまず問われるとd思います。

それから、広い視野を持ったフレクシブルな

基礎技術が必要だということ、それから伝達能

力と指導能力、こういったものが必須条件では

ないかと思います。

以上、スライドありがとうございました。

まだ始まったばかりの私どものCBRへの一

端をご紹介しましたが、これまでの活動の中か

ら言えますことは、まず第 1に理学療法士がC

BRの中で技術の提供のできる場面は非常に多

いことがわかりました。

それから、 2番目に障害児の早期発見、早期

療育の時期からその人の人生を通して、どの時

期からでも、どの年齢からでも、どういう疾患

でも技術が提供できること。

3番目には、現場のニードに沿った住民参加

型のCBRでは、私どもの技術はいつでもどこ

でも役に立ちそうであること。

4番目に、このシンポジウムのテーマが rc
BRと国際協力」となっておりますが、私ども

はいかに協力するかという上下の視点から考え

るのではなく、私たちのプロジェクトを進める

中で、協力できることよりいかに多くのことを

学んでこれたかということの価値資産の方が大

きいように思います。

従って、私はこのテーマとしましては rCB

Rと国際交流」という感覚で受けとめておりま

す。

私どもの計画いたしました学ぶためのCBR

協力プロジェクト 5ヶ年計画が、これからもハ

ンドヨ先生をはじめ本日参加してくださった現

地のCBRのスタッフ、ミスター，へリーその

他の方々の支援、ご指導を得ながら是非とも実

りをもって終了をさせ、次へのステップにと発

展させていきたいと思っております。

ご静聴、ありがとうございました。

座長: どうも、ありがとうございました。

田口さんからは rCBR分野における理学療

法の国際協力」という題でインドネシアを中心

にした活躍をご報告いただきました。田口さん、

名前を国際協力から国際交流に変えようという

ことで、ついでにその題も変えていきたいと思

います。

次は、リハビリテーションにおける国際協力

を通してアジアの CBR実践に学ぼうという田

口さんのおっしゃったことを引きついで、アジ

ア福祉研究所の小林明子さん、小林さんは、中

部女子短期大学の講師もされております。どう

ぞ、よろしく。

( 29) 

リハビリテーション領域における国際協力を通

じて、アジアのCBR実践に学ぼう

小林: 私とアジアの出会いは10年ほど前で

あります。青年海外協力隊の障害者福祉分野の

隊員として 3年間マレーシアで暮らしたことに

始まりました。マレーシアでの体験は、私にア

ジア人としての認識を確認させ、新たに多くの

価値観を与えてくれました。

それは、私が仕事とした障害者福祉リハビリ

テーションに関しでも同様でありました。

確かに、日本の制度や技術は他のアジア諸国に

比べると進んでいるかもしれません。しかし、

日本の国民ひとりひとりがどれほど主体的に障

害者の問題に意識を持ち、専門家たちは障害を

持つ人たちをどれほど全人的に援助しているで

しょうか。日本以外のアジア諸国では政府の援

助は皆無に等しく、制度面では未整備な国が大



変多いのです。

しかし、だからこそそれを自分たちの力で何

とかしなければならないとエネルギッシュに活

動する障害者や専門家、一般の人々に出会い、

私は目を見はりました。中でも日本が大いに研

究しなければならないのは、アジア各地に急速

に広がってきている CBR、そしてその国際協

力のあり方でありましょう。 CBR実践を組織

的に支援する欧米諸国の国際協力活動が活発に

みられていました。しかし、日本のそれはまだ

まだ数は少ないです。

今回は、最初に CBRについて、とりわけマ

レーシアとフィリピンを例にアジアにおける動

向を述べます。

日本の国際協力と CBRの係わりについて、

青年海外協力隊の活動事例を中心に説明をいた

します。つづいてCBRの研究と研究機関につ

いて述べ、日本の現状も説明いたします。最後

に、まとめと提言を行ないます。

最初に、 CBRの歴史について述べます。

CBRは、 1976年にWHOによって初めて紹

介されました。 79年、 CBRの最初のマニュア

ル、「トレーニング・ザ・ディスエイブル・イ

ン・ザ・コミュニティ」ができました。

そして、 79年から82年までの 3年間、アジア

中南米の 9ヶ月でマニュアルを使い、試験的な

取り組みが行なわれました。

国連障害者の10年の行動計画の中で、 CBR

実践の症例が勧告として盛りこまれました。

82年には 3年間の試験プロジェク卜の評価を

行ない、今後とも CBRの普及拡大を目指し、

理論や実践方法マニュアルの充実と調査研究を

強化する方向で意見書がまとまりました。

以後、 83年よりマニュアルの現地語への翻訳

が行なわれユニセフ、 UNHCR、FAO、 I

LOなどの協力を得て、 CBRの実践は途上国

の各地に波及していきました。

90年前後、各地で聞かれる障害者関係の世界

会議には必ずCBRの分科会が設置されるよう

になりました。

日本では、 1987年、東京で行なわれた R1 

(リハヒ会リテーション・インターナショナlレ)

の世界会議で初めてCBRの分科会が設置され

ましfこ。

このスライドは、マレーシアのマラッカのC

BR現場です。自分自身、聴覚障害を持つ青年

が年小児に手話を指導しているところです。

CBRは、当初医療・保健的な側面が強くあ

りました。しかし、各国で実践が行われる中、

それぞれの国や地域の社会・経済・文化的な背

景に応じて、実施主体や規模によって対象とな

る障害やそのアプローチの方法や内容は少しず

つ変化をしてきています。

CBRとは、地域開発の概念が基礎にありま

す。地域住民と障害者が一体となり障害者が一

生自立して地域で生活していけるような地域を

創造する、そういう地域変革の思想でもありま

す。その際、専門家の役割は、病院や施設から

地域に出向いて、その知識を地域住民にわかり

やすく教えるという側面が重要であり、専門家

が直接行なう治療的なリハビリテーションはご

く一部にすぎません。 CBRの普及のために的

確な CBRワーカーの選出、 CBRワーカーの

トレーニング、 CBRについてのマニュアルな

どが必要です。

実施の際、地域にある人や機関ネットワーク

など全ての地域にある資源を利用します。また、

よい実践を行なうためには調査が重要です。ま

た、実践のなかみを評価する方法も重要です。

( 30 ) 

次に、 CBRの実践の広がりをマレーシアと

フィリピンの例をあげ紹介いたします。

マレーシアでは1982年、トレガノ州でWHO

と福祉省によって障害者の実態調査が行なわれ、

翌年初のCBRパイロットプロジェクトが開始、

福祉省の職員がWHOの専門家によってトレー

ニングを受け、またマニュアルをマレーシア語

に翻訳する作業が行なわれました。

以後は、スライドのように各地でNGOとと

もに実践が行なわれています。

89年頃より日本の青年海外協力隊隊員がCB

R現場で活動を開始しました。

次に、フィリピンのNGOノルフィルは、ノ



ルウェーの知的障害者協会が国連障害者の10年

をきっかけに、アジア・アフリカ13か国で開始

したフ。ログラムの lつで‘す。ノルウェーのOD

A予算をとりつけ、ノルウェ一知的障害者協会

と連係し、障害者の自立支援の CBRプログラ

ムを開始しました。

最初に、障害児の母親とスタッフ数名をノル

ウェ一政府の奨学金でマラヤ大学に学ばせ、 C

BRワーカーのトレーニングコースを設置し、

CBRワーカーの養成を行ない、マニラ郊外セ

ブ島でCBRプログラムを開始しています。そ

して、現在約50名のスタッフをかかえています。

このスライドは、ノルフィルの活動例です。

今、ここにいるのは訓練を受けた障害児の母

親が、自分の地域の障害児の家庭訪問を実施し

ているところです。普段面倒をみている姉に遊

び方の指導をしています。

この養豚場の前に立っているのは、 18才の知

的障害を持つ青年です。

この養豚場の建設と雄雌2頭の豚を購入する

資金を借り、養豚のトレーニングを受けました。

1年後に増えた豚を売って彼女は見事に借金を

返済し、今では立派な養豚場の経営者です。豚

の売買やその他のマネジメントはプロジェクト

がパックアップしています。

このスライドは、地域の職業訓練のセンター

で、す。ここは、あくまでも訓練の場であり数か

月後、彼女たちは自宅で手芸品をっくりプロジェ

クトが販売ベースにのせています。

このスライドは、ノルフィルの年間予算総額

ですが、約300万ぺソで、す。そのうち半分はフィ

リピン側が政府からの資金と募金で、残りの半

分をノルウェーが支払います。その際、ノルウェー

の政府はODAから120万ぺソ、残り 30万ぺソ

をノルウェ一知的障害者協会が民聞からの募金

で賄っています。

このようにノルウェ一政府は、ノルウェ一国

民が行なう国際協力の様々なプログラムに関し

て、運営費の80%を政府が賄い、残りの20%は

NGO自身が支出するという圏内のNGOが国

際協力をしやすい仕組みになっています。
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さて、日本の場合スライドのように大きく 4

種類の協力形態が考えられます。その中で、こ

れまでCBRとの係わりが深くみられたのは、

へレンケラー協会のネパール盲人のためのCB

Rプロジェクトや、青年海外協力隊の隊員のC

BR現場への派遣、 PT協会がジムテフと協同

でおこなっているインドネシア CBRセンター

への PT派遣なのであります。

また、キリスト教医療奉仕団もパングラテ・シュ

でCBRの実施を準備中であります。

また、リハビリテーション協会は、インドネ

シアのソロ CBRセンターで開催された CBR

ワークショップのために会議開催や渡航費の援

助を行なっていますが、全体としてまだまだ数

が少ないのです。

このスライドは、日本の協力でパンコック郊

外に建てられた労災リハビリテーションセンター

です。大変立派で日本と変わらない建物です。

このように中の機材も全部日本から持っていっ

たものです。

このスライドは、ネパールの協力隊の関係し

ている CBRワーカーの家庭訪問です。

さて、人材派遣では一番数の多い青年海外協

力隊と CBRについて述べます。

青年海外協力隊は、 1976年以来、障害者リハ

ビリ福祉分野に数多くの専門家を派遣し、その

数は年々増加傾向にあります。職種は、理学療

法士、作業療法士、養護。養護の内訳というの

は、施設指導員や障害児教育の教師なと、です。

派遣国は、アジア、アフリカ、中南米、太平

洋州など20か国以上を超え、中でもマレーシア

は他国に比べ圧倒的に数が多く、既に50名以上

の協力隊員が派遣されています。

そこで、マレーシアの派遣場所の変化を調べ

ますと、黒いところは施設です。それから、白

いところはデイケアです。 1988年頃までは派遣

先の90%以上が入所型の施設でした。

ところが、 1988年以降になると派遣先はデイ

ケアセンター、中央福祉事務所、養護学校など

と種類が増え、中でも左の黄色い横線、このス

ライドはCBRセンターですが、 CBR現場へ



の派遣が30%以上占めるようになってきていま

す。

このスライドは、協力隊の作業療法士の隊員

がCBRセンターで母親指導中のものです。

当領域の国際協力を行なうにあたり、その実

践を定期的に評価し、更に協力の方法を一般化

していくための調査研究は大変重要であります。

スライドに見られるように、欧米諸国は近年

盛んになった CBRの実践に対して、また大学

なと‘の研究機関がパックアップしてアジアにフィー

ルドを持ち、大学の研究者が現地の研究者とと

もに研究を深めています。イギリス、カナダ、

アメリカ、ノルウェー、スウェーデンなどです。

このスライドは、カナダのクイーンズ大学の

先生を中心に企画されたインドネシアのソロ C

BRセンターでのCBRワークショップの l例

です。

このように、欧米の先進国がこぞってアジア

のCBR現場で国際協力を行ないCBR研究を

行なっている一方、アジアの中の先進国日本は

どうでありましょうか。残念ながら CBRを組

織的に研究する機関はなく、当分野での実践の

積み重ねが学問的に研究されていません。

国際的な時代の流れの中で、 CBRは今や途

上国の障害者の福祉リハビリ分野において大変

重要な課題であります。そして、日本の当分野

における国際協力の場としてCBRは深く係わ

りつつあります。また、欧米諸国はアジアのC

BR実践、資金援助や調査研究を積極的に行なっ

ていますけれども、日本は当分野において研究

が遅れています。

CBRにおける国際協力は、日本のリハビリ・

福祉の専門家、障害者自身や学生が幅広く活躍

できる可能性を持っています。

そこで、私は 2つの提案をしたいと思います。

まず、日本の当分野における国際協力の充実

をはかるために、 CBR実践の評価分析・研究、

当分野の国際協力の蓄積を研究する場が是非必

要であるということです。

そして、次に今後当分野における国際協力に

より若い人を巻き込んで底辺を広げていくため

に、リハビリテーションや福祉教育の中に、人

とディスカッションできる程度の英語の能力を

つけるカリキュラムが是非必要であると思いま

す。

今、日本がCBRに取り組むことは、日本の

福祉やリハビリテーションの専門家たちが、改

めて日本の地域福祉や地域リハビリテーション

のあり方を見つめなおすよい機会であると思い

ます。国際協力は、一方で協力を行ないながら、

実は前述のような自国の福祉へのフィードパッ

クや相手国とのシェアリングも行ないます。高

齢化社会を支えていく地域のシステムを、いか

に築いていくかという課題を背負っている日本

が、アジア諸国への国際協力を通して新たなア

ジア型福祉の創造の可能性も見いだせるに違い

ありません。

それを具体的に実践する場として、 CBRは

大変有効であると思います。

1987年の本研究大会で、小島蓉子先生を司

会にリハビリテーションの国際協力というシン

ポジウムが行なわれています。シンポジストと

して参加された当時のR1のスーザン・ハーマ

ン女史がシンポジウムの中で、人と科学と金と

いう 3つの資源に恵まれた日本こそ、世界のリ

ハビリテーションの国際協力推進の指導者たる

にふさわしい国と語っています。

あれから既に 7年を経た今日、日本の当分野

における国際協力はいかなる進展が見られたで

ありましょうか。以上です。ご静聴ありがとう

ございました。

( 32 ) 

座長: どうも、ありがとうございました。

小林さんの国際交流の体験からいろいろご紹

介いただきながら、私たちが学んだこと、ある

いは学ぶべきことを示唆していただいたという

ことで非常にうれしく，思います。同時に小林さ

んのお話を聞きながら、日本の大学の役割は何

だろうかということを、自分なりに問いかけて

いるところです。

もう lつは、なぜ日本は20年遅れて走るんだ

ろうか。もう少しスピードをあげられないか。

76年にCBRが提起されて、やっと CBRが 1



つの大きな地域開発、あるいは国際交流、国際

協力の中心課題になってきた、なぜそうなんだ

ろうか、もう少しスピードを速めることができ

ないのかということを自分自身で考えておりま

す。

次に、お話しいただきますのはハンドヨ・チャ

ンドラクスマさん。

インドネシアのソロ CBRセンターの所長を

されております。 CBRと国際協力ということ

でお話しいただきたいと，思います。

CBRと国際協力

ハンドヨ: 皆さん、こんにちは。最初に私の

紹介をしたいと思いますが、私はCBRリハビ

リテーションセンターのディレクターでありま

す。この団体はご承知の方が多いかと思います

が、数多くの国際協力のもとに様々な事業が進

められております。

今日、私はCBRに関するいくつかの経験を、

皆さんと一緒に共有をしたいと，思います。特に、

国際協力のもとで進められている CBRという

ことに限定をいたします。

皆さんのお手許に配られております私の発題

の日本語訳がありますが、そこには 6つの例が

書かれてあります。

1番目がCBRの実践をどのように強めてい

くか等々、全部で 6項目ありますので詳細はそ

ちらの方をご覧ください。

6項目、皆さんのおてもとの資料には訳され

ておりますけども、今日は限られた時間であり

ますので、 4番目のところのサウス・ツー・サ

ウスコーポレーションに焦点を合わせて最初の

時閣を使いたいと思います。

CBRソロセンターは、私たちはバングラデ

シュにおいて同じく CBRを広めていくための

協力をしています。資金的には日本の協力を得

ながらこれを行なっていますが、これは大変興

味深いことだと私は思っております。つまり、

途上国でありますインドネシアが、そこで培っ

てきた経験をバングラデシュの固に行って、パ

ングラデシュの人たちと共に共有をする、南か

ら南への経験の共有の関係であります。

このサウス・ツー・サウスコーポレーション、

南と南の国の聞の国による協力、この表現は10

0%正しい表現とは言えないと思います。と言

いますのは、この南と南の協力関係を可能にし

ておりますのが先進国の人たちの協力でありま

す。具体的に言いますと、日本のNGOからの

財政的な支援とともに、このサウス・ツー・サ

ウスコーポレーションが成り立っています。

最初に、どのように協力をしているかという

ことですが、私どもがバングラデシュに行きま

す。そこへ行って、 30のバングラデシュのNG

Oの人たちと会い、じっくりと話し合い、特に

バングラデシュにおける状況を現場訪問しそれ

ぞれの状況を理解し、そうしますと話し合いを

通しまして様々なアイデアがでてまいります。

その過程で計画をいたします。その計画をその

バングラデシュの国のNGOの人たちにまたも

どすわけです。

そういうふうにして計画されますCBRプロ

グラムは、 30のバングラデシュのNGOが実施

主体になります。 CBRソロセンターは、それ

を間接的に必要な協力をする。そして、財政的

に日本のNGOがそれを可能にしていく、そう

いった協力関係であります。

( 33) 

私どもが考えております今後の計画と言いま

すのは、 3年後にCBRソロセンターはこのバ

ングラデシュに直接間接係わることから引きま

して、ほとんどの部分が30のバングラデシュの

人たちによるNGOによって賄われていくとい

うことです。

もう 1つ重要な経験を皆さんと共有したいと

思います。

それは、そうした国際協力を通じまして、多

くのことを私たちが得ることができるというこ

とであります。具体的に言いますと、 CBRに

関する新しいアイデアを、私はそうした国際協

力をする過程を通しまして学ぶことができてい

ます。 CBRというのは、その考え方、内容を

方法ともに次々に新しい経験を積み重ねていく



中で、新しいものが培われてきております。

特に、今日焦点をあてたいのは、この CBR

を進めていく上で、地域開発、社会開発の方法

をどのようにCBRに取りこんでいくことがで

きるか、ノfーティシパトリー・ルーラ Jレ・アプ

レイザlレ。これは参加型の村人による農村開発

評価 (PRA)といいますが、そのことについ

てふれたいと思います。

CBRを地域開発、村づくり、社会づくりと

いう領域の中で考えていくといことであります。

しかも障害分野においてという範囲であります。

第 1点は、社会にあります。ありとあらゆる

資源を活用して、このCBRというものをより

発展をさせていく。

2つ目には、その地域に住んでいる人たちの

生活の質を向上させていく。

いろいろな方法が、このPRAということで

すが、先程見ていただきましたスライドは村人

が自分たちの村の地図を自分fこちでつくります。

一緒にっくります。そして、難しい言葉を使う

のではなくていろいろなサイン、図柄を活用い

たします。学校がどこにあるか、また村のどこ

に障害を持つ人が住んでいるか等々。そして、

そうした過程を通じまして村の人たちが障害を

持っている人の問題を、自分たちの問題として

みんなで考えていく、そういうことに大きく貢

献をしています。そのやり方というのは非常に

自由な雰囲気であります。ですから、立ったり

座ったり、寝ころんだり、また初めに村の地図

づくりをこういうふうにしなさいというふうに

指導するということではなくて、村の人たちが

自分たちの思い通りに自由につくる、そういう

ことから始めます。

このスライドはよく見えませんが、村人たち

が自分たちで、つくった村の地図であります。こ

の地図ができあがりますと、私たちは質問を村

人にいたします。みんながつくった地図のうち

で障害者はどこに住んでいますか?障害を持つ

人はいますか?どこに住んでいますか?その住

んでいる地域に 1つのマークを置きます。そし

て、そういう過程の中で大変面白い話し合いが
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おこっているので、それを紹介します。

ある人が、このうちには障害者がいると言い

ます。しかし、それを聞いた他の村人は、いや

そこにはいないというディスカッションになり

ます。話し合いが進んでいきまして、更に具体

的にあそこのうちに住んでいる誰々は障害者だ。

そうすると、いや違う、彼は歩ける等々。そう

した話し合いが大切でありまして、その話し合

いの過程を通して障害を持つ人、障害とは何か

ということを自分たちの言葉で定義をしていく

わけで、す。専門家集団が定義をしたものとは違

う自分たちの言葉で定義をしていく。

そして、更に障害を持つ人たちにとってどう

いう問題があるかということをみんなで、話し合っ

ていきます。小クーループに分かれて、また少し

大きくしたグループに分かれて、更に自分たち

の住んでいる地域・村の状況というものを、つ

まりインフォメーションを自分たちで発掘をし

ていきます。共有をしていきます。それは、大

変正確なものでありまして、自分たちの言葉で

細かいところまでが集まってきます。

このように、参加型、村人が主体になって進

めていく調査研究というものは、大変に意味が

あるものであると思います。

私たち CBRソロセンターの職員、つまり専

門家のもっている役割は何かと言いますと、そ

れはファシリテーターであります。そうした村

人が主体になって問題を発掘し地図をっくり話

し合ってし、く、それを可能にならしめていくファ

シリテーターであります。プロフェッショナル

の役割は、ファシリテーターであります。成果

や結果をもたらすのは全て村人たちということ

であります。

そして、今ご覧いただいているスライドであ

りますが、この表をつくることを一緒に行ない

ますが、これをつくる時に 2つのグループに分

けてっくります。

lつは、障害を持つ人だけのグループ、もう

lつは障害を持たない人だけのグループ、そし

てそれぞれで円を書きながら課題に取り組みま

す。左側に描かれている図は障害を持つ人のグ



ルーフ。です。右側が障害を持たない人のグルー

プの人たちがつくった表であります。

このスライドは、陣害を持つ人たちのグルー

プが書いた表であります。

この表は、中央に赤く塗つでありますのが障

害を持つ人の問題であります。それにどういう

人たちが近く、もしくは重なり、もしくは関連

をしているかということを示している表である

わけですが、ご覧いただきますとおり、この赤

い輸にふれている、つまり障害を持つ人のニー

ドにふれて関連をして係わっているのは家族だ

けでありまして、それ以外のボランティアグルー

プ、いろんな施設、婦人グループ等は障害を持

つ人の真のニードから遠いところに円が描かれ

ています。これは、障害を持たない人たちがこ

のように理解をしているということを示してい

ます。

このスライドは、障害を持たない人たちのグ

Jレーフ。がつくった表であります。障害者のニー

ドにどういうグルーフ。がと、ういうふうに関与を

しているかということでありますが、ご覧いた

だくとおり、これによりますと全てのグループ、

全ての団体、全ての人たちが障害者の問題もし

くは障害者のニードに皆が係わっているという

表であります。

最初に見ていただいた障害者のグループがつ

くった表との大きな違い、ご覧いただけるでしょ

うか。

このエクササイズは、障害を持つ人が地域の

ためにどういう計画づくりをしたらいし、かとい

うことに大変重要であります。村人によるこの

エクササイズを通して、地域で村の人たちがど

のように問題を自分たちの問題として解決をし

ていくかという計画づくりであります。

このプロセスぬきには計画ということは私は

あり得ないと思います。共にみんなが働いてい

くということ、そこでの専門家、もしくはワー

カーとしてはどういう係わり方、姿勢をもった

らいいのでしょうか。このエクササイズは、何

が私たちの地域にとって重要な大切な問題か、

解決されるべき重要な問題かを話し合っている

ところであります。

まず最初に、村の人たちにこのエクササイズ

の中で話し合いをしてもらいます。村の問題を

あげていき、そしてどの問題が最も解決される

べき大切な問題かということで石をそれぞれ置

いていきます。たくさん置いていきますが、だ

んだんそれをしぼっていきまして、どれがその

中では大切かというふうに優先順位をつけてい

くわけであります。

そして、大切なのはこの村の中での、特に障

害に関する事柄ででてきましたのは、障害を持

つグループと持たないグループと同時並行して

行ないます。そして、そこからでてくる結果と

いうものは著しく異なります。

プロフェッショナJレとして干ムは、このエクサ

サイズを通しまして、特に CBRで働く、また

はそれに携わる者としてとても大切なことを学

んでいます。つまり、私たち専門家が正しいと

思っていること、これはこうだと理解している

ことがそうではないということに私はあたった

からであります。

そして、このエクササイズから私たちはどの

ように村の人たちが役割を担い、村人の参加型

によるアプローチというものがいかに大切かと

いうことがわかりましたo
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このように、 CBRをこれから進めていく上

で新しい方法、考え方というものが次々でてき

たわけですが、これはまさに国際協力の結果で

現われてきたものであります。日本のNGOも

含めで違う NGOの人たちの協力があって、そ

してこうした新しい学びというものが与えられ

たわけです。

このエクササイズを通じてでできました結果

というのは、ただその地域の人たちだけにとっ

て大きな意味があるということに限らず、国際

社会、他の国々も共通して大切なものだと思っ

ています。

このように CBRをこれから進めていく上で

更によい方法、更によい内容、アプローチとい

うものが私はあると思いますが、そういうもの

は国際協力、共に協力し合って働いていくこと



を通じて可能になっていくことと，思っています。

更に探く関心のある方がいましたら私はペー

ノfーを持っておりますからご遠慮なくおいでく

ださい。ありがとうございました。

座長: どうも、ありがとうございました。

CBRと国際協力について、国際協力の形態

の中からいくつかを取りだして、私たちに提言

をしていただきました。実は、明日の朝、ラオ

スの東北部の田舎に出るのですが、そこで今行

なっていることが、この PRA (参加型農村開

発評価)ということで、ひとり仲間を得たよう

な心強い気持をしております。

4人の話を伺って、国際協力という lつの活

動から、 L、かに私たち自身も学ぶことができる

か。今日、お体を悪くされて欠席された中沢先

生のレジメを見てますと、最初に錯覚、日本は

進んでいるというような錯覚、それから思いあ

がり、無関心の 3つのことが書いてありますが、

その 3つの意味がこの 4人の方々の発言の中に、

にじんでいたのではないかと私自身考えており

ます。

ということは、やはり共に学ぶということ、

そして障害を持った人を中心に私たちが学んでー

いくということ、今までどちらかというと専門

家というものが、障害を持った人を専門家の枠

の中にはめこんで仕事をしてきた。そうではな

いしやはりひとりひとりの人たちの要請に応

えることができる、これからの生活の新しい体

系をつくっていかなければいけないのではない

か。そういった意味でもリハビリテーションで

はなくて、未来にむけたハビリテーションの動

きがおこって、そこから発生してくれればいい

なと私自身思っております。

質疑応答にはいりたいと，思います。それでは、

パネルの方で言っておきたいことがありました

らお伺いしたいと思います。よろしいですか?

それでは、ご自由に質問なさってください。

質疑

質問: バングラデシュから来たシヒドル・
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ハックです。

4人のシンポジスト皆さんにお聞きしたいこ

とですが、皆さんCBRのことをいろいろお話

ししてくださいましたが、施設、あるいは組織

のサポートなしにどれくらい長期にわたって続

けられるのか、ということを伺いたいと思いま

す。具体的に言いますと、障害を持った方の就

労についてなんですが、どなたもそのことにつ

いてはふれていらっしゃらなかったと思うので

すが、障害者が例えば何か製品をつくってそれ

を売ろうとしても、もう少し組織的にそれに取

り組まなければ、それをうまく市場に流通させ

てそれを買ってもらうということに結び、つかな

いのではないかと思います。その辺もう少し施

設、あるいは大きな組織がしっかりと取り組ん

でいかなければいけないと恩うんですがいかが

でしょうか?

座長: それでは高嶺さんにお願いします。

高嶺: 今、ハックさんの質問で、このCB

Rのプロジェクトの維持と継続といいますか、

その問題について、施設とか他の支援なしでも

やっていけるのかどうかという質問だと思うの

ですが、このプログラムの維持と継続に関して

は2つの重要な要素があると先程紹介したポジ

ションペーパーで言っています。 1つは国のサ

ポートが将来的な維持につながる。もう 1つは、

フィールドワーカーのモチベーション、地域で

仕事をする CBRのワーカーがどれだけ継続的

に働けるかというその 2つが大変重要なファク

ターだというふうに言われています。

最初は、 CBRがNGOや部落だけのモチベー

ションじゃなくて、固として地方の組織ですか、

村、郡、あるいは県、あるいは国のきちんとし

た施策が将来つくられるべきだろうということ

が一つ。

もう lつは、その地域の中で働く CBRワー

カーを、いかにリクルートして訓練をして長く

そちらで仕事をしてもらうか。その中で私が提

案をしました障害を持っている人の能力、ある

いは智恵とかを十分に利用していかなければい

けないということがあると思うのです。障害を



持っているということは、それだけで障害問題

に対しての取り組みというものに半分はいって

いる、ということが言えると思います。プログ

ラムを継続する 1つの要素として、障害者の持っ

ている能力を活用するべきだということだと思

います。

先程、ハンドヨさんがいろんなチャートを出

してお話しをしていましたけども、障害を持っ

ている人自身のリハビリテーション、あるいは

障害者問題に対する見方と村人の持っている見

方も違うし、恐らくいわゆる専門家という方の

持っている障害者問題に対する見方というのは

大変な違いがでてくると思います。

そういうことで、障害を持っている人の問題

をきちんとおさえるためには、できるだけ障害

を持っている人を、積極的に参加させてプログ

ラムを運営していくことだと思います。

小 林: 私は、 CBRの最終的な目的という

のは、障害を持った人が地域の中である程度の

職業を持って、ある程度の稼ぎを得て自立がで

きるということだと思っています。

その際に、人閣の一生としてCBRはいろん

な過程があって、小さい子どもの教育とか早期

療育とかにかなりターゲットを置いているプロ

ジェクトも多いのですが、人聞の一生の中で子

どもの時期というよりも非常に長い時期という

のが、学校とか教育を卒業した後の一生の時期

だと思います。

だから、職業に関しては私は一番重要に考え

ています。

あの中で説明したピッグプロジェクトなどは

面白い例として取りあげたのですが、あれは知

的障害を持った人が自立する 1つのプロセスと

して、ピッグプロジェクトだけじゃなくてチキ

ンプロジェクトとかいくつかの動物を飼育して、

それを売ってお金に変えてというようなプロジェ

クトがたくさんありますが、そういうことで知

的障害を持っている人でも自立ができるという

ところでは、日本ではなかなか見られない。農

業が地域で行なわれている国だからこそできる

プロジェクトだなと思っています。
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日本の場合、どうしても大企業の下請け的な

ことで、あまり儲けがないけれども、機能訓練

等も兼ねてやっているようなことが多いようで

す。しかし、それだとなかなか経済的な自立と

いうところまでいかないということがあります

ので、アジアで見てきたいろんなプロジェクト

のようにターゲットを個人の生活を支えてゆく

ところにおく必要があると思います。

ハンドヨ: 私のバングラデシュにおける CB

Rプロジェクトの継続性、維持性についてのご

質問でしたが、大変私は重要な指摘をしていた

だいたと思います。

先程お話しをしましたように、バングラデシュ

における CBRのプロジェクトは、私たちソロ

の人たちも出向きましたが、 30のバングラデシュ

のNGOの人たちとともに、その人たちがむし

ろ主体になって計画をしました。しかし、すぐ

に根ざすというのではなくて、そのCBRの新

しい考え方とやり方が根ざすには4、5年はか

かると思います。

ですから、すぐに離れてしまうということで

はなくて、それが根ざすまで共に協同をしてい

くということが大切だと思います。

小林: プロジェクトを継続維持していくと

いう点では、私は例えば日本が国際協力をする

場合に、 ODAをそういう意味では有効に使う

ということを期待したいと思っています。

今までの箱型のたくさんのお金を 1つのセン

ターをつくるために使うというのではなくて、

小さいプロジェクトに末長く 10年、 20年と継続

的にワーカーの維持とかそのプロジェクトの維

持のためにお金を費やすということは非常に大

事なことです。こういうことこそ CBRから学

び国際協力の一つの手法として、日本のODA

の仕事の仕方の中に取りいれていってほしいと

思っています。

高 嶺: それに関連して発言をしたいのです

が、こういう CBRの形ですと、どうしても国

が主導であるということよりも、 NGOが中心

になってこれから社会問題に関しては、どんど

ん進出していかなければいけないと思うんです



ね。

先程、小林さんが紹介したノルウェーのOD

Aでも NGOに関して途上国の開発に関して 8

割の国庫負担がある。 2割は自分たちでやる。

実は、その同じような形がスウェーデンでも行

われているんですね。スウェーデンでは障害者

団体が14集まりまして、そこで途上国の支援の

ためのファンデーション(基金)をつくってい

ますね。

スウェーデンの場合ですと、その予算の 9割

が国からの支援で、各障害者団体が途上国に出

かけていきまして、いろんな支援協力活動をやっ

ていますけども、それにファンデーションから

資金がでる。そういうような形で、将来きめ細

かい形で協力をやっていくんでしたら NGOに

ODAが利用できるような形が是非必要だと思

うんです。

私の場合、障害者の動きを中心にしたCBR

はどうかということなんですけど、特に障害者

というのは教育の程度も、あるいはその教育の

機会すらないという方が多いんですが、それに

ついて教育なしでそういうプログラムの運営が

できるんだろうかというのがハックさんの質問

の中にありました。

実は、ハックスさんは、バングラデシュで自

分でNGOを運営している方なんです。彼の組

織も障害者が中心になったNGOで、農村地域

の中に入りまして、そこでCBRのプロジェク

トをやっております。

これは、彼に聞いた方が一番いいと思うんで

すけが、彼の話ですと、彼は大学教育を受けた

エリートですけど、彼が地域にでましていろん

な形でのノンフォーマルなエデュケーションを

支援したいということを言っているんです。そ

れによって教育がなくても、そういうノンフォー

マルな教育でもって障害者リーダーを見つける

ことが可能だというようなことをおっしゃって

いました。各地域で障害者のリーダーを発掘し

て彼らにいろんな情報を与えてそちらで活動し

てもらう。

アジア・太平洋地域の障害者の運動を見てき

ているんですけど、その lつの大きな弱点とし

て、どうしても障害者のエリートといいますか

教育を受けた障害者が、基本的には都市地区を

中心にした活動が目立つわけです。ですから、

障害者自身の活動にしても地域の中にはいって

いけないんですね。農村地域の問題を取りあげ

てないんです。どうしても都会の障害者の問題

しかでてこない。
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ですから、こういう面で、ハックスさんがし

ていますように、障害者の団体が中心となって

農村地域にでて、そちらの問題を掘りさげて、

あるいは障害者を見つけて、その農村地域の中

でやってもらう。これが、今、障害者団体のか

かえている大きな課題だと思います。

座長: 他に質問はございますでしょうか。

質 問: 日本福祉大学の学生で佐野と申しま

す。、ハンドヨさんにお尋ねしたいんですけど、

このように地Z域でリハビリテーションをおこなっ

ていくということですが、このアジアでの実践

の中で単に障害者が地域で生きやすくしていく

と、障害者をケアしていくだけじゃなくて小林

さんの話の中にもありましたけど、地域社会そ

のものを変革をしていくということが話されま

したが、地域の変革ということは、結局その国

や社会全体の変革につながっていくんじゃない

かと思うんです。

最終的なゴールはどこかということなんです

けど、国の社会の仕組みとか経済の仕組みその

ものに問題がある、そこを変えていくのだとい

う方向にいくんじゃないかと思うんです。そう

いった活動の中で、例えばインドネシア政府の

近代化政策そのものとぶつかっていく、そうい

う方向もあると思いますので、その社会全体の

変革というものと地域のリハビリテーションと

いうものが、どのように結び‘ついてゴールを設

定されているのかということをお尋ねしたいと

思います。

ハンドヨ: CBRプログラムというのは地域

開発、社会づくりという概念の中でとらえられ

るものであって、そのうちの一つだということ

は先程申しあげた通りで、す。



従って、このCBRプログラムで私たちが最

も大切にしているのは、この地域の人たち村人

たちを強めていくということであります。その

ために必要なインフォメーションを自分たちで

発掘し合い、そして一緒に計画をし合っていく。

そこでは村人たちは自分たちで自分たちの地域

づくりに責任を担っていくわけです。

インドネシアの政治状況の中では、こうした

動きは政府と相反するというようなことでは私

はないと理解をしています。

政府、それから地域にいる民衆・人々と政府

が協力をし合って前に進んでいるということが

言えると思います。政府だけが全てやるべきだ

というふうにも思っていませんし、地域住民が

全てをやるべきだということではもちろんなく

て、双方がそれぞれ同じ目的にむかいながら協

力をし合っていくということが大切だと思いま

す。

特に、ヘルスポストが日本でいう保健所、も

しくは保健所支所に相当するのが各地域にあり

ますが、これは政府のヘルスセンターではあり

ますが、各地域にありますので、地域の組織、

地域の人々と大変密接な協力関係をもっていま

す。

むしろ私たち地域住民から見ますと、そうし

た政府のシステムを一つの資源、社会的な仕組

みとしての資源リソースとして用いていきなが

らよい協力関係、協働関係を進めていく。例え

ば、毎月 1回5才児の人たちの体重測定等、検

診をしながら早期発見に努めていくということ

ですとか、私たちが地域で、先程申しました農

村参加型の問題発掘作業 (PR A)。これは、

そういうことをしていく時に、まず政府によく

説明をします。こういうねらいで、こういう内

容でこういう方法でやります。その結果、誰が

ベネフィットを得るかということを明確に卜分

に説明をします。そういうもとで政府と協力関

係を持ちながら、今のCBRプログラムを進め

ています。

障害分野での働きの問題というのは、それ自

体が政府と大きな摩擦を生ずるという問題では
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私の経験からないと思っています。

座長: どうも、ありがとうございました。

小林: 私は、福井県から来ているんですけ

ど、このCBRの研究をしながらアジアにでか

けていって、 CBRのプロジェクトのワーカー

たちと話し合ったり見たりしながら、また福井

に帰ってきて自分たちの地域で様々な問題を解

決していく時に力を得ています。

ALSという難病の患者さんの団体を民間で

支援しています。支援の中で行政がやっている

ことと民間が行っていることを、いかに効果的

に利用しあってゆくか、また更に改善していこ

うとする時のエネルギーをCBRの実践から得

ているような気がします。

座長: どうも、ありがとうございました。

私が、最近通いはじめた病院に小鳥と少年と

いう彫刻があるんですね。うちのすぐ側なんで

すけど。作者の名前を見たら、山下清と書い

であるんです。恐らく、彼は彼なりに社会の中

で様々なサポートを受けたでしょうけど、ああ

いった小鳥と少年という木彫をつくった。そし

て、そこに来る患者さんたちが、その木彫との

係わりの中から山下 清のことを思い出しなが

ら病気とともに生きている。そういったことが、

恐らく将来、あるいはどこかの美術館にもっと

多くの人に見られるように、見られるだけじゃ

なく、そこに心の係わりがおこってくるのでは

ないか、そしてお互いに美しい心の風景を描き

ながら、 21世紀の共に生きる社会を築いていく

ことができればと思っています。今日は、おわ

りではなくて出発点として、英語ではコメンス

メントというんですけど、コメンスメントだと

いう形で閉会させていただきたいと思います。

いたらない座長でしたけど、どうぞお許しくだ

さい。どうも、ありがとうございました。
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国際報告

「韓国の障害者リハビリテーション」

日本障害者リハビリテーション協会

奥山事務局長

このリハビリテーション協会の30周年にあた

りまして、わざわざ韓国からレポーターをお願

いをしたことにはちょっと経韓がございます。

リハ協が JICAから「専門家コース」と「障

害者のリーダーコース」という 2つの研修事業

の委託を受けておりますが、その専門家コース

の方々を中心といたしましてランナップという

組織があります。リハビリテーション・アクショ

ン・ネットワーク・アジア・ノfシフィックとい

う組織で、通称ランナップと呼んでおります。

是非皆さんこの組織をお忘れなく。日本で研修

をされ、現地の国々において、その国のリハビ

リテーションの推進のために核となって働いて

いただいている方々で組織されています。

昨年ソウルで第 1回の会合がございまして、

その時に、日本と韓国は昔から兄弟の間柄であ

り、アジア・太平洋の障害者の10年のスタート

を機して、両国が相協力し、アジア・太平洋の

ために持てる技術、あるいは協力、交流を推進

していく、両輪のような形で進めていこうとい

うことが、両国協会の会長によるステートメン

トとして発表されました。このような経緯から、

チョイ・ヤン・キルさんに韓国の現状をご報告

いただくこととなりました。

チョイ: 皆様、こんにちは。韓国障害者のリ

ハビリテーションについてご紹介申しあげるこ
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崖 鍾吉

(Choi Jong Kil) 

(韓国障害者リハビリテーション協会企画部長)

とができまして非常に光栄と思います。

私は、チョイ・ヤン・キルと申します。 1984

年から障害者リハビリテーションの仕事をはじ

めました。今は、韓国障害者リハビリテーショ

ン協会企画部長です。私の仕事は障害者リハビ

リテーションに関する研究調査、広報、国際交

流などの仕事です。 1992年国際社会福祉協議会

日本国委員会が主催した「アジアのソーシャル

ワーカーのための日本プログラム」に参加した

ことがあります。

最近、韓国では障害者のリハビリテーション

等、福祉プログラムの推進が非常に目立つよう

になりました。特に、法律面で障害者福祉法と

障害者雇用促進法が制定されたことがその特徴

です。

さる1988年、障害者オリンピック大会(パラ

リンピック大会)がソウルで開催されましたこ

とは、韓国政府が障害者問題を正面で解決しは

じめる契機になりました。同時にこのパラリン

ピックが、韓国国民が障害者問題を理解しはじ

める契機にもなりました。そして、韓国社会に

も変化がおこりました。即ち、不十分ですが、

障害者が公共施設にアクセスできるよう全地区

で法律が一部改正されました。

また、障害者の権利を侵害したり制限する制

度とか規制が変わりはじめました。ソウルパラ

リンピックの際は、障害者に対する偏見とか間

違った考えを変えるための国民的なキャンペー



ンも実施されました。

これから、韓国障害者福祉の現状とその内容

をご説明します。

1 .障害者の数

韓国の障害別人数をご紹介しますと、韓国政

府である保健社会部、こちらの厚生省になりま

すが、 1990年に発表した障害者の人数は約100

万名と最近公表しました。これは韓国総人口の

2.21%です。その内、 55万7000名の身体障害者、

8万2000名の知的障害者、 6万2000名の視覚障

害者、 25万名の聴覚障害者など、です。

政府では 5年毎に発表しますが、この数字は

障害者福祉法による政府がケアするための政策

的な数字であると私たちは思います。実際には

約200万以上の障害者があると私たちは推測し

ております。

2.障害者福祉に関する大統領委員会の活動

障害者福祉問題大統領対策委員会の活動ぶり

をご紹介申しあげます。

1988年、臨時的な機構として、韓国大統領に

障害者に関する総括的な福祉対策を検討して勧

告するためにこの委員会がつくられました。こ

れが、障害者問題を韓国大統領に直接報告する

初めての重要な機会にもなりました。

この委員会は、 7つの政府機関から副長官、

こちらの次官になりますが、 12名の民間の福祉

分野の指導者によってつくられました。この委

員会で、障害者福祉を向上するための 77個の

勧告案をつくりました。この勧告が適切な政策

になって実施されるには時聞がかかりますが、

この委員会がつくった対策が政府政策方向を決

める重要なガイドラインになりました。

3.障害者福祉法と障害者雇用促進法

障害者福祉法改正と障害者雇用促進法制定に

ついて申しあげます。

1989年12月障害者福祉法が改正されました。

過去の法律は、今私たちが直面しているいろい

ろなことを達成するのにはその範囲が狭いし、

非現実的であると判断されました。新しく改正

された福祉法が今障害者問題に対する基本法に

なっております。新しい法は、総括的な福祉計

画をたてて、それを実行する役割と障害発生予

防、また障害者の生活水準を高める原動力になっ

ております。
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また、 1989年には、雇用促進法が制定されま

した。この法によって、障害者が自立して生活

するために、職業問題カウンセリング、職業あっ

旋などができるようになりました。

また、この法には就職クウォーター制度もあ

ります。現実的には、この法律はよくできいて、

障害者職業リハビリテーションの基本的な基盤

を提供することになりました。この法律を最も

よく適用するのには、まだ努力と時聞がかかる

と思います。

4.障害者の登録

次は、障害者登録制度に対して申しあげます。

1989年11月から政府が登録制度を実施しまし

た。この制度を発表して以来、 1994年6月まで

27万6000名だけが登録をしました。この制度が

不振だった理由は、これによって政府から障害

者が受ける福祉利益が、まだ障害者たちが要求

する水準にまではとどいていないということで

す。政府では、今これに対する対策を検討して

おります。

5.障害の予防

次は、障害発生予防に対して政府では、次の

ような対策を立てて予防、または早期発見、早

期治療のためいろいろな政策を実施しておりま

す。

まずは、妊娠不能健康チェック、 2番目は、

幼児のワクチン注射実施、 3番目は、先天的障



害の有無のチェックなどです。

6.障害者の福祉施設の拡大

次は、障害者福祉施設の拡充です。現在、全

国に171の障害者福祉施設があります。また162

の自立作業のためのワークショップがあります。

毎年これらの施設が政府のお金によって増加傾

向にあります。

7.教育の機会の拡大

1988年以来、 7か所の特殊学校、普通学校の

特殊学級が438に増えました。韓国聴覚障害者

のための手話も広く普及しております。

8.雇用機会の促進

次は、雇用拡大面ですが、前に説明したとお

り障害者雇用は、韓国ではクウォーター制度で

す。 300人以上の従業員がいる会社は総員の 2

%にあたる障害者を義務的に雇用しなさいとい

う法律です。これは、中央政府と地方団体も同

じです。 2%の義務雇用率を定めた雇用促進法

によるものです。

このクウォーター制度に違反する会社は罰金

を国に出します。このお金が、日本のお金で約

100億円ぐらいに積もりました。この基金は、

クウォーター制度による障害者を雇用した会社

に支援金として与えるか、または障害者の職業

訓練のために使われています。
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9.おわりに

韓国では短期間に、障害者の問題がいろいろ

な面で変わりました。でも、「完全参加と平等」

という我々の目標を実現するためには、まだま

だ解決しなければならない難題が山積しており

ます。

今、幸いに1993年から2002年までの「アジア・

太平洋障害者10年Jの2年目に入っています。

私たちは、アジア・太平洋地域は広いし、また

文化社会的立場がおのおの違いますけども、成

長と繁栄が約束できる可能性は十分あると理解

しております。地域協力と共栄に対して未来を

展望してみますと明るい未来か確実に見えます。

我々が、共に力を合わせて協力をするならば我々

の地域は明るい全人類のための社会が建設され

ると私は確信しております。

ありがとうございました。
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第 3分科会

「日本における国際交流・研修活動をどう深めるか」

座長:池住義憲(アジア保健研修所事務局長)

発言者:上 野 悦 子(日本障害者リハビリテーション協会

座長: 今から 4人の方にひとり 10分以内と

いう目途でお話をしていただきます。順番です

が、最初に、国際協力事業団東京国際研修セン

ターの穂積さん。その後に、上野さん、それか

ら沼田さん、最後に飯島さんというふうにさせ

ていただきます。

今のような順番にしますのは、穂積さんは J

ICA、JICAからの委託を受けて研修を進

めています日本障害者リハビリテーション協会

の上野さん、。それから、同じく J1 C Aから

の委託を受けて研修を進めています日本精神薄

弱者福祉連盟の沼田 千好子さん、政府関係お

よび関連の 3人の方に先に発言していただいて、

その後にNGO、民間の団体でありますアガペ

身体障害者作業センターの飯島さんからという

ふうにいたしましょう。

それでは、穂積さん、お願いします。テーマ

は、「日本における国際交流、研修活動をどう

進めるか」ですから、キーワードとしては、障

害分野、 CBR、国際協力もしくは国際交流。

そして、この分科会では、人づくり人の養成、

この 4つが、この分科会のキーワードになるだ

ろうと思います。それでは、お願L、します。

国際協力事業団 (JI CA)におけるリハビリ

テーション分野の研修

穂積: 国際協力事業団の東京国際研修セン

国際課長)

沼 田 千野子(日本精神薄弱者福祉連盟)

穂積武寛(国際協力事業団 (JICA))

飯 島 蘭 子(アガベ身体障害者作業センター)
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ターというところで研修の担当しております穂

積と申します。

J 1 CAの何たるやということについては私

のレジュメを読んでいただければおわかりいた

だけるのと、もっと詳しく知りたい方は新宿の

国際協力事業団総務部の広報課に問い合わせて

いただければ山ほど資料がいただけますので、

そこら辺の話はかいつまんでということになり

ます。

日本から途上国への資金の流れという形を表

しましたけども、 JICAはどこにあたるかと

いうとここですね。政府の開発援助と、それの

実施機関として設立された部分で、その中の 2

国間贈与という部分、技術協力と無償資金協力

とに分かれています。この部分を J1 CAが担

当をしております。

私は、その中で研修員の受け入れという部分

をやっているんですけども、数字をいくつか出

しますと集団研修としていくつか紹介しました

が、 J1 CA全体ではいろんな分野、福祉を含

め農業、工業を含めまして全部で年間370の集

団研修を実施しております。研修員の数でいい

ますと年間約7000人受け入れております。

それでは、私は後あとみなさんの方と質疑応

答という形で話をしますので、いくつかの間題

点の提示、それからこれからの展望、行動の方

向諜題というようなことでいくつかトピックを

ご提示申しあげたいと思います。



問題点としましては、レジュメの方にも 2つ

ほど書きましたけども、 1つには、この分野へ

の要請の少なさがあげられます。

それの背景には、技術協力ということで我々

も大きな旗印を掲げてやっておりますので社会

基盤(インフラ)の方の要請ががどうしても優

先度が高くて、この分野での要請がなかなかJ

ICAの方にあがってこないという現実がござ

います。それから、研修の部分では当然海外か

らこの分野の関係者を呼んでいるわけなんです

けども、その候補者の資質という部分で政府を

通してやるという一番の大前提があるものです

から、政府の息のかかった人しかこれないとい

うジレンマがございます。

それは、どういうことかと言うと、この分野

で大きな役割をはたしている、また中心的な役

割をはたすべき NGOの関係者の方々が現実に

このJICAのスキームになかなかのってこら

れない。現実に何人かが来てらっしゃいますけ

ども、政府との連絡がうまくいかなくて申しこ

みが間に合わなかったという事例を私も数多く

知っています。

どうしても JICAのお相手というのは、ア

ジアに限らず中近東、アフリカ、大洋州、中南

米全世界にわたっておりますので、日本での研

修も大前提としまして英語でおこなうというこ

とであります。そうすると、英語ができる人に

限られてしまうという大きな足かせがあります。

いくつか研修の形態としまして、国別にコース

を組むとか地域別に組むとかフランス語の研修

を組んだりとかいうことはやっておりますけど

も、それは数的には少ないのが現状です。

研修の内容の方の問題がございます。我々も

ODAという国家の予算にしばられております

ので、また百何十ヶ国という国を相手にしてお

りますので、その百何十ヶ国全てを 1つのコー

スに招待するわけにもいきません。 1回に招待

できるのはせいぜい十数ヶ国。そのうちから10

を選ぶというような形になっています。そこに

は1ヶ国 1名という原則がございます。

そうすると 1年に 1回、 1ヶ国から 1名という

非常に限られた機会しか与えることができない。

そうすると、援助効率という大きな問題を我々

はいつも頭の中に置いて仕事をしなければなり

ません。

それから、研修の内容の適用性の問題もあり

ます。日本で研修をLて教えたことがはたして

お国に帰ってそのまま使えるものかどうかとい

う問題。その意味では、インフラの部分という

のは、既にエスタブリッシュされた技術という

ものが厳然としてありまして、それは明らかに

その分野では日本は世界をリードしておりまし

て、技術移転がほぼ言葉の意味どおり成り立つ

部分なんですが、この障害者福祉の分野では、

今までの全体会の中でもありましたように、日

本が進んでいるという感覚はなかなかそのまま

では成立しないという部分が大きくあります。

ですから、 JICAにとってもこの分野とい

うのは、独自の取り組みをそれ独特の考えで臨

まなければならない部分なんですが、いかんせ

ん要請が少ないということもありまして、案件

数も少なくて JICAとしてこの分野に対する

方針というものは具体的なものはないというの

が現状です。

今、 1つは、研修員を受け入れる他にボラン

ティアですとか専門家の方々に出ていただいて

いるわけですけども、その分野での日本での人

材不足、国際協力に行っていただける人材不足

ですね、という問題もあります。それが、だい

たい問題点です。それを受けて、これからの展

望というか課題を、いくつか個人的な考えも含

めて申しあげます。
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1つ、要請をこちらにあげてもらうためには、

NGOの方々、障害者の方々がより積極的に自

国で啓蒙活動を推進していただきたい。国のトー

タルな発展のためには障害者という部分を避け

て通れないんだという認識を、より強く中央政

府が持つようにしていただきたいということが

ございます。

2っ目には、日本も含めて言えることなんで

すが、 NGOとGO、NGOのグループの問で

のネットワークづくり、それからNGOのネッ



トワークと地方および中央政府との連絡をより

密にしていただきたいということがございます。

どうしても、 JICAの援助ですと、 2国問、

政府聞の事業になりますので政府を通して全て

の連絡情報を提供していくことになります。

そこで、政府と NGOの聞の連絡が薄いと適

当な候補者があがってこないとか、途上国の政

府関係者がその話をと、こへ持っていったらいい

か具体的にわからないとか、そういったような

問題が出てきます。是非ネットワークづくり、

チャンネルづくりをしていった方がいいんでは

ないか。

3番目としては、既存のコースの見直しを常

に続けていかなければならないであろう。レジュ

メに書いたこういったコース構成でいいのだろ

うか。コースの目的はこれでいいんだろうか。

コースに呼ぶ人の対象はどういう人を呼んだら

いいんだろうか。先程申しあげたような日本で

の研修の制限を考えると、研修の対象者は一体

どのようなレベルの人であるべきなのか、内容

はどういうことを目的にすべきかということは

常に問うていかなければならない問題だと思い

ます。

これは、私どもの問題でもあるんですが、い

ろいろな研修、それから海外協力隊、専門家派

遣、第2国・第3国研修、それから国際協力専

門員といったいろいろな JICAはメニューを

持っておりますので、それをうまく組み合わせ

て使えないか。

この JICAが持っているスキームを組み合

わせるというのは、我々もこれからやっていか

なければならないということで進めておりまし

て、それはパッケージ協力とかアンプレラ協力

というような言葉で言われています。具体的に

は、フィリピンの理数科教育の育成に対する協

力がその 1例としてあげられます。

最後に、人材不足についてですが、これから

この分野に携わるであろう若い方々もたくさん

おられると思いますのでアジアの中の日本、世

界の中の日本という意識を持ってどんと‘ん外へ

出ていってほしい。そのために、海外協力隊や
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専門家派遣といった機会をどんどん活用してほ

しい。 JICAは、そのためのお手伝いをさせ

ていただきますので、是非これを見逃していた

だきたくない。

そして、ベテランの方々には、この分野では

JICAは何分にも確固たる方針を持っており

ませんので、その部分でお手伝いいただくため

にも国際協力専門員というような形で、 J1 C 

Aの事業の 1つでもあります国際協力の要員の

育成という部分に携わっていただけると、我々

としても非常に力強い味方を得ることになると

思います。ここでおわりたいと思います。

座長:ありがとうございました。引きつづい

て上野さん。

日本障害者リハビリテーション協会の研修活動

上野:リハビリテーション協会の上野悦子で

す。

JICAの委託を受けた研修が具体的にどの

ような形でおこなわれているかということを説

明したいと，思います。

リハビリテーション協会は JICAの委託を

受けて84年から障害者リハビリテーションに携

わる指導者の研修を実施してきました。 86年か

らリハビリテーションの専門家コースと障害者

リーダーコースとに分かれまして現在にいたっ

ております。今年の修了時点で両コースを合わ

せて31か国から195人が参加しました。主にア

ジア・太平洋地域ですが、他に中南米やアフリ

カからも参加しております。

期間は 7週間で、それぞ、れ1略ずつ。内容は、

専門家コースは89年からサプテーマを職業リハ

ビリテーションと授産施設の運営管理にしぼっ

て進めてまいりました。内容は、日本の圏全体

のことが理解できるような講義や見学の他、個

別のニーズに合わせた小グループによる研修、

そして地方研修として今年は福島にも行きまし

た。

リーダーコースの方は、参加者は障害者運動

をしている障害団体のリーダーで自ら障害を持



つ人々が対象になっております。内容は、専門

家コースと同様に日本の国全体のことを理解で

きるような講義、見学として国レベルの施設な

どの他に自立生活センターや作業所などの見学

も含めております。また、身体障害者スポーツ

大会の視察も含めておりまして、今年は愛知県

で行われた大会を視察し、その直前には名古匡

市総合リハピリテーションセンターですとかゆ

たか福祉会などの見学させていただきました。

このように多くの方々のご協力のもとに実施さ

れております。

また、両コースとも企画委員会を設けてプロ

グラムの作成にあたっております。リーダーコー

スの企画委員会は全員が障害のある人たちで構

成されております。両コースともプログラムの

一部をオープンにしまして関係者や関心のある

人々も参加できるような機会を設けております。

いずれにしても、日本の現状を理解してもらう

ということが目的になっております。

それでは、どのような問題点があるかと言い

ますと、先程穂積さんが指摘されたように、研

修に参加する人のニーズとこちらで用意したプ

ログラムの内容が必ずしも合ってないというこ

とがあげられます。これは、研修の情報提供の

流れと選考方法が関係していると思います。

JICAの研修は政府間ベースでおこなわれ

ますので、研修参加者を選ぶのは各国の政府に

なります。情報提供も日本政府から各国政府に

行われておりますので、選考にあたってNGO

を含む研修を本当に必要とする人のところに情

報がゆきわたっているのかどうかというのがよ

くわからない状況です。また、グループ研修で

すので柔軟性を持って対応することが非常に難

しいということもあげられます。

これらは、 J1 CAの枠の中で実施する以上

はどうしてもつきまとう制限なわけですが、私

どもが加盟しているリハビリテーションインター

ナショナルやアジアのNGOのネットワークな

どを通していろいろ調査してみますと、ニーズ

が高いということがこちらでよくわかっている

わけです。

( 46) 

リハビリテーション協会は1991年に JICA

のコースに参加した人たちを対象にした同窓会

セミナーを開催いたしました。その時、 25人ほ

ど招待しまして、今後どのような活動をしてい

くのかということを話し合った結果いました結

果、活発な情報交換の場がほしいということで

参加者全員が発起人となって同窓会組織である

RANAPという名称の組織が誕生しました。

「リハビリテーション従事者行動ネットワーク」

と日本語では申しております。

RANAPのメンバーは、今や国連ESCA

P決議のアジア太平洋障害者の10年(1993-200 

2)を推進する上でキーパーソンとなって活躍

しておりまして、これももとはと言えば J1 C 

Aの研修を地道に続けてきた成果であると言え

ると思います。

今後は、穂積さんの指摘にもありましたが、

RANAPやアジアのNGOのネットワークな

どを通して日本とアジアのNGO問、また日本

国内でのNGO閣の協力、また官と民の協力な

ど、あらゆる場面での連係プレイが大事だと思

いますし、そのことがより効果的な研修を可能

にしていくと思います。そのためにも様々なネッ

トワークの拡大をはかつていきたいと思います。

座長: それでは、ひきつづ、いて沼田さん、

お願いします。

精神薄弱福祉コース

沼 田: 日本精神薄弱者福祉連盟の沼田でご

ざいます。

私ども日本精神薄弱者福祉連盟が精神薄弱福

祉コースを J1 CAの委託ではじめまして、今

年で15年になります。この聞に、約30か国から

130名の研修生を受けています。

研修の対象については、この15年間で J1 C 

Aとかなりすったもんだをしまして……。と言

いますのは、先程穂積さん上野さんもおっしゃっ

たように、 NGOから実際に研修が必要だと，臣、

われる方をお招きすることが難しい状況にある

からです。各国から私と、もがつきあげをくって、



JICAに何とかしてほしいと言ったのですが

うまく行きませんでした。最近はあきらめまし

て行政官、国公立の学校、または施設長という

方を対象としています。

ただ、やって見ますと、これは必要だと思うの

で、す。こういう方たちは実際に予算を握ってい

らして、サービスを作る立場にあるわけですか

ら。 NGOの方をお招びしたいことは変わりあ

りませんが、こういう研修を続けるべきだと思

います。期間は 3か月です。

目的としましては、日本のサービスを見てい

ただいて、それを一例として各国のサービスを

考えていただくということで、す。テーマは、地

域での暮らしということにしています。

レジュメの50ページに簡単な図がありますが 3

か月を 3つに分けまして、その 1つを見学にあ

てています。この見学では東京近辺でのサービ

スをざっと見ていただきます。予防からはじま

りまして早期教育、それから学校教育、そして

自立訓練、そして大人になってからのサービス

というようなことを見ていただきます。

次に、実習にはいります。実習のプログラム

は、個々の研修生と学びたいことや興味がある

ことについて話し合って作成し、個別に近い形

で行っています。期間は 1ヶ月で、す。

あと 2週間ぐらいを討論にあてています。討

論のテーマは結婚に関してで、すとか、親の関与・

役割に関してです。各国でできていないことを

考えていただくことを目的としています。

問題点としましては、 ODAのお金を使うと

いうことで、しばりが多いことが原因になって

います。例えば、見学期間では、 1日lか所ど

こかに伺って見学をさせていただき、そこで討

論をするという形になっています。これは「税

金のムダ使いをせず効率良い研修を行う」為で

す。この 1日Iか所、それを毎日というのはか

なり厳しいスケジュールなんです。研修生の国

のサービスの成熟度によっても違うんですけど

も、その国のサービスがかなり成熟していたり、

または日本に近いことをやっているところの研

修生というのは、これかというように自国とやっ

ているものと比べたり、ここが違うなというふ

うに理解が早いんですけど、全くそういうこと

を聞いたことも見たこともないという固から来

た人にとっては毎日 lか所どこかを見て、その

ことを消化するというのは難しいんです。そう

いうことで、理解に差ができてしまうという問

題点があります。
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もう 1つは、最初の問題点と関連するんです

けれど、見学期間中に新しい情報が洪水のよう

にガンガン流しますから、次の実習のところで

研修のことを深めてくださいというのがこちら

の要求なんですけど、それは難しくて、あつあっ

と言っているうちに終ってしまうみたいな上す

べりなところがあるんです。そういうところが

問題点だと思っています。

課題としましては、対象が行政官であったり

国公立の施設長、または学校長なんですけども、

彼らが国に帰って何かプロジェクトをおこそう

とした場合に、色々な面でNGOの支援が必要

になります。ただ、 NGOと国との関係が必ず

しもスムーズにいってない場合が多くて、それ

がうまくいかないというのが彼らのかかえてい

る問題でして、その対象国のNGOとの関係を

どのようにして結べるのかということがこれか

らの課題だと思います。

私どものコースというのはやりっぱなしの感

がありまして、見てください、こんなふうなん

ですよ、じゃあ伺とかしてくださいねと言って

も、実際に帰ってからそれを実現するのに新た

な問題にぶつかってし、く。そこの協力をこれか

らどうしていけばいいのか、きちんと考えなけ

ればと思います。

座長: 今、 3人つづ、けて発題をいただきま

したけども、 J1 C Aの委託を受けている日本

精神薄弱者福祉連盟、それから日本障害者リハ

ビリテーション協会。

次にお願いする飯島さんは、 NGOで立場・

視点、が今までの 3者とは少し異なりますけどそ

のあたりを踏まえてお願いします。



アガペ交換研修プログラム

飯 島: 皆さん、こんにちは。アガペの飯島

です。アガペ交換研修プログラムは、社会福祉

法人日本キリスト教奉仕団の運営する神奈川県

座間市にありますアガペ身体障害者作業センター

が実施母体となっております。日本キリスト教

奉仕団は、ここにご出席の皆様の中にはララ物

資をご存じの方もいらっしゃるかと，思います。

私も実はララ物資のミルクのおかげで大きくなっ

たひとりでございます。

その窓口として最初おりましたけども、戦後

の貧しい時を経まして、これから何をしたらい

いのかという時に、丁度ESCAPの会がパン

コックで聞かれまして、過去30年の聞に急速に

発展した日本の社会福祉事業から受けた恩恵を、

福祉途上国である東南アジアの国々にお返しす

べきだと考えまして、障害を持った人々のため

に働く福祉途上国の指導者の養成を最優先事項

とするのが、日本キリスト教奉仕団の使命では

ないかと考えまして1980年に第 1回目のアガペ

交換研修プログラムを開催しました。

今年で第15回目を先月終わりました。そして、

この15年の聞にアジアの12か国の固から合計48

名の研修生が終了して母国に帰っております。

数字の上から見ますと、本当にささやかな研修

でございまして、研修費用は全て日本の皆様方

の温かいご寄付に支えられ、それから研修もボ

ランティアの方々の力を本当にお借りして今ま

でできてきた研修であります。

こうして振り返ってみますと、 15年の聞に第

l回目の修了生が母国に帰りまして、その人達

が今度はひとり立ちをして、自分で施設を聞い

ていくというような私どものアガペ交換研修プ

ログラムにとりましては、修了生の支援もする

というような段階にはいってきました。そのお

かげには本当に多くの方々のお支えがあったと

いうことを感謝の心でいつも振り返ってみてお

ります。

この研修プログラムは、毎年6月から10月ま

で5か月間アガペに宿泊して行われております。
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その選考は、必ず日本キリスト教奉仕団のボー

ドメンバー、またはアガべからの職員が書類選

考が終わりましてから、この人たちを呼びたい

という人たちのところに出かけていきまして面

接をいたします。

その面接を通しまして、この方々に来ていた

だいて研修を受けてもらいたいということでお

呼びするわけなんですけども、今まで多くて毎

年4名、いろんな都合でその 4名を研修するこ

とが維持できなくて一番少なくて 2名というよ

うな時期もございました。

本年は、過去15年間の研修生の母国に帰って

からの仕事がどういうふうになっているのかと

いうことを神奈川県から調査するように依頼を

受けまして、その調査をいたしました。

その結果、各現地に出向いて研修生にいろいろ

話を聞きましたところ、もう一度帰って再研修

をさせてほしいという声があがりましたので、

その要望に応えまして15回目の研修はリフレッ

シャーコースと名づけまして4名に再来日して

もらいました。みんな要職についている人たち

ですので、国を長いこと離れられませんでした

から 1か月の短期間で専門コースに焦点をしぼ

りましていたしました。タイから 1名、インド

から 3名、合計4名のリフレッシャーコースを

10月から11月の初旬までかけていたしました。

私としましては、ほっとしておりまして、これ

からその報告書の作成にはいるところでござい

ます。

私どもの研修につきましては数がたくさんご

ざいませんが、リーフレットにいたしまして準

備した紙がございますので、後程お読みになっ

ていただけたらおわかりいただけるかと思いま

す。少人数ですので、そこの利点を研修プログ

ラムをつくる者としては力をいれてよい研修が

できるように努力しています。日本語の勉強、

日本の社会福祉一般について学んだ後、福祉施

設、病院、作業所を訪問し現場での実習にはい

ります。

週末は日本の文化を通して、私どもと一緒に

交流の場も昧わっていただきたいということか



らホームステイが全部はいります。そして家庭

生活も昧わってもらうような研修になっていま

す。その聞にいろいろ国際会議とか、私どもは

日本キリスト教奉仕団でキリスト教の精神にも

とづいてやっておりますので、教会の皆様方と

の交流もありまして、その集会にも参加し意見

交換をすることにしてあります。

キリスト教と申しましたが、母国に帰っても

地道にしっかりと活動していただきたいという

ところに焦点を置いておりますので、研修生を

選考する際にはキリスト教でなくてはいけない

と言うことはありません。 5か月間学んだ後、

各国に帰っていくわけです。

今もって母国で地道に活動をしてくれている

修了生の一番多い国がインドなんです。インド

からは今22名の修了生が、特にインドのへき地

でもって活躍してくれています。

彼らから得た情報ですが、インドの数字がな

かなか見つからなかったものですから、皆様に

もおわかりいただきたいとd思いまして手紙を出

してもらいました。返事によりますと、インド

は今総人口が確かなものではございませんが 9

億からもう少しでているようです。その内、障

害を持った人たちは人口の約9%から10%近く

にまでのぼっているそうでして約8000万人から

9000万ちょっと欠けるくらいになっているよう

です。それで、障害を持った人たちの中で知的

障害を持った人たちが一番多く 2200万人いるよ

うです。

施設が、どれくらいあるのかということにな

りますと、インドの場合国の施設が全体で600

あるそうです。その中でも国が経営しているの

が25%、残りの75%がNGO関係だそうです。

アガペの研修に参加してくれています研修生

たちも全部NGO関係の組織を通してきており

ますが、修了生の一人がひとり立ちをして日本

の国際ボランティア貯金給付金が交付されまし

た。それはコミュニティセンターとして発展し

ていくように支援をしようとしておりますが、

たまたまインドにそういうセンターができよう

としていますが、私どもとしましては、日本の

若い皆さん方が東南アジアにも興昧を示してい

ただいて、あちこちにできあがっているそうい

う施設に自ら足を運んでいただいて実際に体験

をしていただきながらこの社会福祉問題を、私

どものアガペの精神であります、ともに苦しみ

を分かち合い、そして生きていくというそうい

う姿勢で、また歴史の負債も踏まえまして、謙

虚にアジアの人たちと同じ立場に立っていろん

な問題を解決していけたらいいなという願いが

あります。

座長: どうも、ありがとうございました。

ご質問があればその場で手をあげていただい

て

質疑

質問: こういう研修をやる時に、日本では

なくてアジアの他の地域でやる研修をつくった

方がよりたくさんの人を受け入れることができ

るし、地域的にも日本の文化や社会と全くかけ

離れていない似たようなアジアの人たちが集え

るところでやる方がより有効じゃないかなと常々

思ってるんですけど。そういうような研修の仕

方というのは今後日本の協力の中でできないも

のでしょうか。特に、 JICAの穂積さんの方

に聞きたいと思います。

穂積: 援助のスキームとしてはあります。

我々が、第2圏第 3国研修といっているもの

ですね。第3国研修は、その例を 1つだけ、私

も第3国研修の実績をくったんですが、その中

で障害者の分野で見つけられたのはこの 1つだ

けでした。 DPIのセミナーですね。これを J

ICAの第3国研修という形でやっています。

第3国研修というのは研修の場が日本から途上

国に移ったという話です。

それで、通常日本に複数の固から来ていただ

くんですが、研修の場をある国におきまして、

その周辺諸国から受け入れるという形をとりま

す。これも、いくつか条件がありまして、それ

をきちんと研修をやってくれる母体があるとい

うことですね。それから、施設等があるという
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ようなことなんですけれど。

メリットとしましては、日本にわざわざ呼ぶ

よりも安くつくということと、それから中南米

なんかの場合ですと、スペイン語で研修をおこ

なうことができますので、その意味では言語の

障害をある程度取りのぞくことができるという

ことができます。

これは、ある意味では日本からいろいろな形

で先生に行っていただくとかいうことになりま

すので、第3国研修数を増やしていかなければ

いけないという方向ではやっておりますけれど

も、まだまだ全体の中では少数ですね。

更に、研修の場をその固に移して、例えばタ

イでタイの国内の人たちを対象におこなうとい

うのが第2国研修と言われる形で、これは第 3

国研修よりももっと歴史は浅くて、つい最近は

じまった形態でございまして、事例もわずか数

コースぐらいしかございませんけれども。結局

それは、日本でかつて受け入れた人たちが講師

となり指導者となって、現地で自分の国の人た

ちに知識を広めるという形をとるものです。

他には、専門家で出ていった方々が現地でセ

ミナーをおこなうというような形態もございま

す。

飯 島: アガべでは正式にはなっておりませ

んけども、現地で研修とまではL、かないかもわ

かりませんけども、日本のボランティアの方々

に支援していただきまして一緒に働いていただ

きながらワークショップということで、今一番

要望がでているのが自助具制作なんです。それ

とか車いすの修理とか、ちょっと一緒にやれば

いろんなものがなおってしまうというのが使わ

れないままになっているというので、そういう

ようなワークショップをNGOでしてもらえな

いだろうかという声が出ておりまして、私ども

の研修と並行に年に一度そういう国のニーズに

そったワークショップを日本の若い人たちのボ

ランティアを募りまして一緒に汗を流して働い

てやっていこうというようなことも来年からは

じめようと思っています。

沼 田: アジアで研修をした方が効果的じゃ

ないかという議論は私どもの方でも企画委員会

の中で絶えず出ております。

92年に JICAの方でミッションを派遣する

機会がありまして、国はマレーシアとシンガポー

ルだったんですが、その時の報告書を見ますと、

今後の提案として 1つは第3国研修をやってほ

しい、もう lつはCBRの担い手の養成を行っ

てほしいという 2点が出ているわけで、すね。

日本でおこなう研修でも効果はあると思って

おりまして目から鱗が落ちるような体験を参加

者の方々がされているわけなんですね。例えば、

今年専門家に参加されたシンガポールの方なん

ですが、この方は横浜にあるレストランで知的

障害の人たちが働いていた。そこで、キャッシャー

として知的障害の人が働いていたのを見て、そ

れまでは知的障害の人が働くということを考え

たこともなかったけれども、シンガポールでも

できるのではなし、かという確信を得たといいま

すね。
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また、あるリーダーコースに来たフィリピン

の人ですけども、重度の障害を持つ人が瞬き l

つでテレビの操作をしていたのを見た。ブルネ

イの人は、白杖をついて日本で視覚障害の人が

ひとりで歩いているのを見たということで、そ

のように障害を持つ人が持つ恐れだとか鴎踏だ

とかを、いろいろな方法で取りのぞいていく解

決方法を多く見ることができたということで目

に見えない部分で伝わっていく部分も大きいと

いうように考えております。

座 長 ・ ありがとうございました。どうぞ。

意見: 兵庫県の県立総合リハビリテーショ

ンセンターの津村と言います。私も JICAの

プログラムにいくつか参加させていただきまし

た。

ISPOと言いまして国際義肢装具協会とい

う仕事を20数年間やらせていただきまして、東

南アジアのインターナショナルコンサルタント

を20年間勤めております。

その中で、最近例えばタイランドのパタヤで、

コンセンサス・カンファレンスをやったり、そ

れから来年はプノンペンで、アプロぺレート・



テクノロジーと言いまして、アジアに300万人

ほどの足の切断の患者がいるわけですが、その

人たちに対する義足の部品をどういうふうにつ

くろうかというコンセンス・カンファレンスで

すけど、そういうことをやるわけですが、スポ

ンサーを一生懸命捜しておるんです。 ISPO

だけではいきませんので、プノンペンの分につ

いてはUSエイド、これは日本でいうと日本の

JICAと一緒のプログラムだと思いますが。

それで、プログラムの中はWHO、それから I

CRCとか ILOとかが参加いたしまして、国

際協力の中でそういったセミナーをやるわけで

すね。

その予算の使い道は別にその国の人だけでな

くて、たくさんの人の参加を要請するわけでご

ざいますが、講師も欧米からたくさん参加する

わけです。そうでないとクオリティがよくない。

日本からだけですとクオリティが低いんじゃな

L、かという感じが私はいたします。そういうよ

うな関係で、 USエイドのお金を使ってやるわ

けです。

今ゃそういう状態の中で J1 CAにその話を

持っていったとしても、 J1 CAの方は日本人

だけでないと困りますとか、規制がたくさんあ

りまして、ニーズに合わなL、。それが、僕にとっ

ては大変な問題でありまして、なんでこれだけ

国際協力をやりながら日本が国際音痴なのかと

いうような感じが大変するわけでございます。

そういう意味において、義肢なんかにおいて

は足を切断する技術から義足を合わせる技術、

そして義足を供給するシステムということにな

りますと、人とものと金とが全部ひっついてく

るわけです。

ところが、人の教育を厚生省でやりましょう、

物の配布は私の関係でありません。これは、通

産省の仕事ですというような話になりますと、

全部縦割りの行政はズタズタに切られましてニー

ズに合わなし、。

従いまして、窮余の策として私は全国の市民

マラソンの会にお距品、しまして、ランナーズエ

イドという組織、これも NGOでしょうけども、

( 51 ) 

ひとりひとりマラソンに参加している市民から

100円ずついただく組織をつくりました。今年

は、 7万人の人が走ってくれましたので700万

集まったんですが、それをアジアに供給しよう

としてるんですが、そういったNGOとODA

の仕事をうまく合わせてやっていかないと本当

のニーズに合わなし、。どうかフレキシビリティ

を持った対応をしていただきたL、。

JICAに行くといつも大変僕は不愉快な思

いをして……(笑い)。特に、外務省に行きま

すと、本当にこんな人と一緒にしとってどうな

のかという腹立たしい感じで帰ってくるんです

けど、もう少しニーズをよく理解していただい

て、もう少し国際的に上手につき合っていただ

いて本当の意味でニーズに合うような仕事をし

ようじゃありませんか。私の提言でございます。

座長: 今の津村さんのことに関連して応援

演説でも結構ですが関連のご意見でも結構です

けどありませんか。

質 問: パキスタンの盲人会連合のメモンで

す。

穂積さんがおっしゃいましたように発展途上

国からの要請がないとか、うまく資源とかお金

がわたらないとかおっしゃいましたけど、そう

いう場合に政府ではなくてNGOの方をうまく

お使いになることはできないでしょうか。

特に、日本にもそういう NGOが来ておりま

すので、新しいネットワークもできております。

政府よりもそういうところが柔軟にできると思

いますが、そういうところにお金を出すことは

できないでしょうか。

それから、 J1 CAの研修プログラムに参加

する時にNGOを通して、そのアプリケーショ

ンが送られてきて、それによる選考の手順とか

の変更とかということも考えられるんでしょう

か。

穂積: 今の質問された事項は、今現存して

いる業務の流れですね。これを本当に大きく変

えることに係わりますので、ここで私が何か皆

様の希望にそうようなことを言って変に希望を

持っていただくのはかえってマイナスかと思い



ますので、あえてそういうことは申しあげませ

ん。

1つ、日本からNGOへ直接お金が行くルー

トとしましては、 JICAの所掌ではないんで

すけども、無償資金協力の一部として小規模無

償というのがあります。小規模無償は、現地の

NGOと日本の代表部ですね。大使館、または

領事館との直接の契約合意にもとづいて資金が

送られます。ですから、これは本当にNGOと

日本との直接のコンタクトができるという貴重

な機会であるかと思います。

JICAが直接、そのNGOとコンタクトで

きるかということについては、政府間協力とい

う一番のファンデーションの上に立って事業を

展開しておりますので、要はその土俵をちょっ

とはみだすことになります。

その方が方針としてこの分野では有効ではな

いかということは私も思いますので、これから

私の日々の仕事の中で折りあるごとにそういっ

たことをいろいろな人に提案していくというこ

とぐらいしか私はこの場でお約束できません。

実際にそうなるのかと聞かれでも、はっきり

言ってさあと首をかしげるしかないという頼り

ない返事なんですけど…・..。

座長: 委託で研修を受けてやっておられる

沼田さん上野さん。研修生を決定するのは J1 

CAの方で決めて送られてくるんですか、それ

ともそれぞれで選考するんですか。

沼 田: JICA、委託先と管轄省庁の合同

で決めます。

座長: この部分では、 NGOが参加者研修

生の選考で係わってやっているわけですね。そ

うですね。

質問: JICAの穂積さんの発言で、第3

国研修で障害インターナショナルの研修に資金

が出たということで、実際にNGOにお金が出

るということでしたら、そういう方法でもって

NGOビジョンネットワークというフォーラム

ができていますけど、それの会議などでもそう

いう資金が使えるものかどうかお聞きしたい。

2つ目は、こういう JICAの資金を使って
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できれば日本の人が他の途上国を訪問してそち

らで交流を深めるということにも使えるように

してほしいことなんですけど、それが可能かど

うかというのを聞きたい。

穂積: 我々の研修事業に対する要請という

のは原則として政府から出るんですが、研修の

中に国際機関の枠がございまして、国際機関の

方からこういった研修員を受け入れてくれとか、

こういったセミナーをやるんだけども第2園第

3国研修のスキームでやってくれないかという

ような話が出た時にはそれに応じるという形態

を取っております。

私もこの第3国研修は担当したことがないの

で設立の背景を全然知らないんですけども、恐

らくそういうような形でDPIからこちらの方

へ……。ただ、 DPIの方から JICAへ直接

来たかどうかということに関しては私も確信を

全然持てません。

国際機関という枠が現実にございますので、

そういった国際的なネットワークを通じて J1 

CAに、聞に外務省とかがはいるかもわかりま

せんが、コンタクトを取るということは可能で

あると思います。

それから、途上国の状況を見るということな

んですが、 1つにはこちらから研修のフォロー

アップの 1っとしまして、定期的にいくつかの

国に評価のためのフォローアップ調査団を出す

ということはやっております。

私どもの事業団の中にも企画部という部門が

ございまして、プロジェクトの立ちあげは全て

そこが基本的に窓口になるわけですけども。そ

こが仕事としてプロジェクトの発掘のためのプ

ロジェクト形成の調査聞を各国に出しているわ

けでございます。

そういったプロジェクト形成、どういったニー

ズがあるのかというような調査団がこの分野で

出ているのかどうかと聞かれると私はわからな

いんですけど、多分ないんじゃないかという気

がしますけども、そういったスキームを活用す

る可能性はございます。

座長: はい、ありがとうございます。



質 問: JICAのこの研修コースについて

の問題点は 2つあるとa思います。

lつは、研修の応募要領が送られてきてから

応募するまでの期聞が極めて短い。このために

適当な候補者をあげることができないという点。

それから、もう l点は、政府ベースでやるわ

けですから、日本としては政府から推薦してき

た人を取らざるを得ないわけでしょうけれども、

政府から推薦された人の資格を十分検討してい

ただいて、その方々が研修後その研修の目的で

ある障害者のリハビリテーションの高揚のため

にしっかり働ける人なのかどうかということを

見極めてもらいたい。

でないと、日本に来てもショッピングとか旅

行とかということでおわって後は何も残らない

ということになりかねない。

ですから、さっきに言った 2点について十分

の考慮をお願いしたい。

穂 積: ナロンさんがおっしゃられたような

情報をもらってから、応募に必要な書類を出せ

といわれるまでの時聞が非常に短い。ひどい場

合は自分の国を出発する 3目前にインフォメー

ションをもらったというような場合もありまし

て、どうしてそうなっちゃうのか我々も首をか

しげているというか相手の国の中で我々のつくっ

たパンフレットはどこに眠っていたんだろうと…

...。
原則としては、半年前にパンフレットはつく

られまして送られるんですが、 1つには相手国

の政府の中でインフォメーションがどんどんわ

たっていく際にものすごい時聞がかかっている

というような状況があるように，思います。

例えば、相手国の窓口機関と仰々しく言って

いますが、訪ねてみますと小さなオフィスに担

当者がひとりという感じですね。その人が、そ

の園に関する JICAの研修コースのパンフレッ

トを一手に握って関係する省庁に送るというよ

うな業務をやっているわけなんです。ですから、

当然その人がいない場合にはずうっとその机の

上にパンフレットが山積みになったままという

ような状況もございます。
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また、その人から行って省庁の窓口の担当者

の所でも机の上で寝たままというような状況も

ありまして、どうも相手国の中にはいってから

時聞がかかるというのは我々の身内であります

在外事務所の人からはよく聞く話であります。

もう lつ、資格要件をきっちり見てくれとい

う話についてはごもっともと申しあげるしかな

いんですが、一応私どもとしてはきちんとその

コースのパンフレットの中に資格要件を設定し

ております。基本的には要請書の中にその人の

現職務内容、その人が帰国してからどういう仕

事につく予定であるのかというようなことを書

かせる項目がありまして、それを材料に判断を

しています。

いかにもワンパラグラフとか数行の文章で書

かれておりますので、とてもじゃないですけど

も、その人がどれくらい重要なキーパースンで

あるのかというようなことまではなかなか読み

きれないというのも事実でして、来てみてなん

でこの人が来ちゃったのだろうとこちらで首を

かしげることがあるというのも事実です。

これは、 JICAが制度として持っているわ

けではないんですが、 JICAの在外事務所の

中にはそういった状況があるということで候補

になった人を事務所に呼んで、どうしてお前は

このコースにはいりたいのかというふうに面接

をして、その結果を私のところに送ってきてく

れるという事務所が数少ないながらございます。

よほど不明瞭な場合は事務所を通して本人に

あえてコンタクトをして、より詳細な業務内容

を提出させたりというような形でなるべく資格

要件に合った人を入れる努力はしております。

座長: ありがとうございます。

質問: 私は、韓国からアジア・太平洋ネッ

トワーク会議のためにこちらへ来ましたが、東

京で会議があった時に補装具・義手・義足に対

して私は話をしたことがあるんですが、恥ずか

しい話ですが韓国では交通事故がたくさん毎日

おきています。戦争の時に切断された人たちも

たくさんおります。この人たちが使う補装具を

つくる人は国家検定制度がまだありません。こ



の人たちは、どこで習ったかというと見て聞き

ながら習いました。

また、自分が障害者になって事故がおきて切

断されて自分の足が切られた後に自分で使って

みて自分自身で勉強して、こういうテクニカル

エンジニアになった人があります。この場合国

家的に資格を持った人がひとりもいないという

話です。

こういう補装具をつくる人たちはスクーリン

グがあまりないので、私がわかるのは J1 CA 

のフ。ログラムの中に補装具トレーニングコース

がリハビリテーションセンターの中にあります

が、この JICAのプログラムによってこのコー

スに入るためには、韓国では難しい英語の国家

試験を受けます。 60点以上とった人だけしかこ

こに入れないので、今、本当に切断者の補装具

をつくっている人が、全然来られないんです。

私は、東京の会議でこういう人たちのために

日本まで来る必要はないし、トレーニングコー

スをつくってこの国あの国と短期間にまわりな

がらこういうテクニカルエイドに対する技術交

流をしたどうかというのが私の考えです。

それから、この JICAのプログラムにタイ

ランドのナルンさんがお話しされたように、こ

の障害者プログラムに入るには、外国語(英語)

を上手に話すことが一番重要でしょうけれど、

その人が障害者であるという理由を一番上の資

格にして、障害者がこのプログラムの中に入れ

るようにしたら、このプログラムを通じて自分

もいろんなインフォメーションを受けて、自分

の国に帰って何か役立つ仕事がで1きるようにな

り、障害を持たない人はなるべくこの J1 CA 

のプログラムに入れないようにしたらどうかと

いうのが私の提案です。ありがとうございまし

Tこ。

座長: ご質問というよりご意見ご提案とい

うことで今後に向けてというので受けとめるこ

とにしましょう。

今の第3国研修は、先程から話が出ています

CBR、コミュニティ・ベースト・リハビリテー

ションを衰えてコミュニティ・ベースト・トレー

ニング、 CBTと言ってもいいかもしれません

ね。その地の文化、価値観に根ざしてという貴

重なご提案ありがとうございました。

意見: 日本障害者リハビリテーション協会

の丹羽でございます。

JICAの穂積さんからご説明がございまし

たので補足するわけではございませんけども、

J 1 CAも最近いろんな規則がありますけども

フレキシピリティという面で成長してきている

んじゃないかと私は思います。
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私は、長い間、 ILOという国際機関におり

まして、かつてはビュオクラティックな組織の

中で働いておったんですが、 ILOはもともと

政府機関でございまして政府の要請がないと援

助をしないという建て前を長い間とっておりま

したけど、ここ 10年ぐらい前からそういうこと

でなしにNGOからの要請がありましでも、そ

れに応えるという方向に動いております。ただ

し、 NGOからの直接の要請というわけにはい

きませんのでNGOが政府を通して援助を求め

てきた場合には ILOの援助を直接NGOに与

えることができる。そういうふうに変わってお

ります。

現に JICAもそういう方向に向かっている

んじゃないかと思いますが、先月私は第 3国へ

EPIの訓練セミナーの講師として招かれてイ

ンドネシアへ行っておりました。その場合も本

当の要請はインドネシアのNGOから日本のE

P 1に対して要請があったわけですね。だけど

も、 JICAの方は J1 CAのお金を使うため

には 2国間協定の原則にもとづかなければなら

ないということで形式的に日本の外務省を通し

てアレンジメントをしたわけでございますけど

も、実際の要請はインドネシアのNGOから日

本のNGOに要請があったと私は思います。実

際には、 JICAはそれをやってくださったと

理解しております。

さっきハックさんの方からご質問がありまし

たけども、数年前に私は JICAの調査団とし

て中近東に行ったことがございますけども、障

害者の問題で JICAベースで民間の専門家を



送りこんでいろんな調査をするという実例もご

ざいます。ですから、 JICAも随分変わって

きた。今後もますますフレキシビリティを生か

してNGOが働きやすいような場を広げていっ

ていただけたらいいと希望しております。

座 長: はい、ありがとうございました。

質 問: 名古屋のわっぱの会の斎藤と申しま

す。

先程のシンポジウムとか48ページのレジュメ

のところで、このCBRは我が国の従来の発展

途上国への援助のあり方を根本から問いなおせ

るともいわれているというふうに記載されてお

りますけども、先程の各シンポジストの方のご

発言で、どういうふうに今の圏内の研修という

ものが見直しをされているということがよくわ

からなかったので、その辺を教えていただきた

いと思うんです。私どもの考えからすると、日

本の福祉というものは従来施設収容中心主義で、

やってきまして、それを見直す中で在宅福祉と

いうものを地域福祉というものが言われておる

わけですけども、それは不十分であって十分な

公的福祉や公的保障はないし、さりとて障害者

の自立運動を支えていくような体制もないし、

そしてもともと本来日本の中であった近隣の助

け合いということもだんだん失われてきている。

そういう中でアジアの人たちにこれといって誇

るようなものがあるのかどうかというのを非常

に疑問に思うんですけども。そういう観点から

言いましでもアジアの方たちが何を日本で研修

したいのかという思いと、こちらが用意する研

修とのそういったギャップが生じてこないのか

ということもお聞きをしたい。

それから、日本で学んだことが本当に役に立っ

てアジアの各国に帰ってどんなふうに生かされ

ているのかということも是非お聞きしたいんで

す。要点だけでもいいですからこんなふうなこ

とがあるということを教えていただきたいと思

います。

座長: そうですね。これは 4人のパネラー

の方だけに限らずシンポジウムで発言をした小

林さんなんか特にその内容、日本の福祉の見直
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しになるフィードパックがたくさんということ

もありましたがどなたかいかがでしょうか。

アジアのCBRを学ぶ過程で、むしろ私たち

日本社会に多くのフィードパックを与えられて

いるということです。沼田さん。

沼 田: 研修を通してたくさん与えられてい

るかと言われると、それはあまりないというふ

うにお答えしなければいけません。と言います

のは、私どものコースの研修生というのは行政

官ですとか国公立の人が多いものですから、実

際にCBRに携わっている方というのは少ない

んです。

日本で地域のCBRがそんなに誇れるもので

ないのに研修生に何を見ていただけるのかとい

うご質問なんですけど、研修生が何を学んでい

かれるのか、そして何を参考にされるのかとい

うのはこちらで決めることではないと思ってま

すので。つまり、日本のシステムはすばらしい

からあなたの国で作ってくださいというのでは

なく、日本の現状を見てあなたの国のサービス

を考えてくださいということです。例えば施設

福祉が必要だと，臣、われる方もありますし、それ

はそれでどうぞという気持ちでいます。

ただ、研修のテーマはCBRというか日本の

地域福祉ということにしています。日本でこう

いう CBR、地域福祉をやっているのでやって

くださいというわけではなくて、日本にこれだ

けのリソースがあってその資源をどのようにネッ

トワークをしてこの地域ではこういうふうに地

域での暮らしを支えるようにやっていますとい

うことを見ていただいています。そこの中で研

修生が、これは使えるというものは国に帰って

やってもらっています。

例えば、マレーシアから来た地方行政官でし

たけども、ほとんど何もなしサ直方だったんです。

その人は、北海道の過疎での幼児の療育という

のを見ていきまして、そこは過疎地域での療育

を大施設から、例えば月に 1回、 2週間に 1回

職員が派遣されていって、そこにやってくる幼

児の保母さんたちとコンタクトをとりながらやっ

ていたんですけども。



それで、マレーシアの地域でそういうものを

つくりました。廃匡になっている元の県のオフィ

スを使いまして、そこで幼児の療育をはじめま

した。それは大きな近隣の病院からOT.PT
が通ってきて、あとは地域のおじさん、おばさ

んたちがその子たちの面倒をみるというような

ものでした。ですから、日本と同じもの、見た

ものをそのまま使うものでなくても、国情に合

わせて何かしらかえてサービスを作っています。

座長: はい、飯島さん。

飯 島: 私どもの研修にみえる研修生の例を

とりましでも CBRを見たいという研修生も近

年多いんです。特に、地域に根ざした活動とい

うことでいろいろまわって研修をしてもらいま

すが、彼らが言ってくれますことは、やはり日

本に来てよかった。それは、地域で女性が母親

が障害を持った人々と一緒に行政と手を組んで

一生懸命難闘を乗り越えていっているという少

しずつの働きが変えていくことにもなるんで、

今回10数年ぶりに来た人たちは一般の市民が日

本の女性、特に母親が本当に真剣になって取り

組んでいるということは驚きでしたと言って、

帰ったら親も一緒に取り組んでいきたいという

ふうに言っていました。何がというところでな

く私たちが気がつかないところでも視点はこう

いうものを見たいという強い願いで来ています

から何かを持って帰っていってくれているよう

で、それが5年10年先に母国で根ざしていって

くれればいいのではないかと，思っています。

座 長: はい、ありがとうございました。

穂 積: 私の書いたレジュメで紹介したこの

分野での JICAの研修コースの名前の中に指

導者という名前が多く入っているのがおわかり

かと思うんですが、これが私たちが日本での研

修に期待する基本的な姿勢を表していると思い

ます。日本でやるのは、最先端の人々というよ

りは、その人たちを自国に帰ってから養成する

仕事を担う指導者の資質向上であるということ

です。

それは、年 1回、 1か国から 1名という限定

された機会で最大限の援助効率を得るためには、

そのような設定が望ましかろうという考えに基

づいています。現実に今年の2月に精神薄弱福

祉コースのフォローアップで3か国ほど訪問し

ましたが、その中で帰国研修生に会った際に、

あのコースでは私はあのアイデアに気にいった、

あのスキームが気にいった、あの制度を非常に

感銘に受けたので、今積極的に働きかけている、

国でこういうような運動を後押ししたと具体的

に私たちにレスポンスを返してくれたのは、あ

る程度それなりのポジションにある人たちで、

現実に過去には最先端で障害者の方々と向き合っ

ている看護婦の人ですとか、特殊教育の先生と

かを受け入れたことがあるんですけども、そう

いう人たちに会って話を聞いて、あなたは自国

に帰ってから研修成果をどのように生かしてい

ますかと聞くと、彼らは首をかしげてお互いに

目くばせしてニッコリ笑って、日本での体験は

よかったという感想を述べるにとどまってしま

うということがあります。

日本での今の研修形態で最大の援助効果を得

るためには指導者養成という形で進めていくの

が妥当ではないかという考えでおります。

座長: はい、ありがとうございました。

質問: 私は、中国の留学生、テピと申しま

す冶今、日本福祉大学で勉強をしています。二

木先生のゼミ生なんです。

私の質問なんですが、アガペ交換研修につい

てです。アガペの具体的な研修の内容は何です

か? 社会福祉の研修が中心なのか国際交流を

中心にしているのか、それともキリスト教の宣

伝を中心にしているのか質問がありますけども…
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。
座長: じゃあ、飯島さん。

飯 島: 障害を持った人々のリハビリテーショ

ンです。ボケーショナル・リハビリテーション

の研修に従事している指導者の人材育成です。

その前に、一般的な日本の社会福祉がどうなっ

ているかということもわかっていただきたいと

いうことで一般的な講座を得まして、職業訓腕、

アガペは授産施設ですから、実際にアガペで研

修をしてもらいます。そして、既に専門を持つ



ている人でしたならば、その専門に即して、例

えば知的障害、耳の惑い方々、目の惑い方々の

施設に勤めている人たちでしたらば、そこの専

門教育・研修を 1か月して合計 5か月の社会福

祉の勉強をしてもらいます。

座長: 詳細は、アガペの後に資料がありま

すからそれをご覧いただくとより詳しくわかる

と思います。最後にハンドヨさん。

意見 : J 1 CAの方に、政府は大型の計画

とかそのフ。ロジェクトについてやるわけだ、す。

民聞は、スケールの小さいものをできるわけで

すが、そういうものが一緒に協調できるような

ことでやったらどうか。

政府を通してやりますと、政府はそういうこ

とがわからないので民間はわかっていてもその

やり方を政府は知らないということもあります

のでそういうことも考慮してやっていただきた

いと思います。

質問: こういったトレーニングの情報はど

うやったら得られますか。

穂積: 情報に関しては、基本的に現地の J

ICA事務所、それがない場合は日本の大使館

または領事館を通していただければ、その年度

にどういうコースが割りあてられているかとい

う情報は入手できると思います。

座長: この分科会は、国際交流・研修活動

をどう深めるかということですが、国際協力と

いった時に、ハンドヨさんも指摘してください

ましたが財政協力ですとか機材・資材の協力と

かありますが、今日は限定して人づくり、特に

障害分野に取り組んでいくワーカ一、人づくり、

そのための研修の場をどういうふうに今後つくっ

ていったらいいだろうかということでもちまし

た。

多くの質問が J1 CAに行きましたけども、

私たちの税金でもって大きな働きをしています

ので、だからこそ私たちは責任を持っています

し、関心を持っていますし、 1Ul待を持ちながら、

みんなで一緒によくしていきましょうというこ

とだと思います。そういうふうに持ち帰ってい

ただいて、総裁にどうぞお伝えください(笑い)。
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それから、今日はとても重要なことが多々出

まして、私もメモをいっぱい取ったんですが記

録につけ加えて報告書の中にでも少しでも入っ

たらと思うんです。

lつは、研修のニーズをどういうふうに発掘

をするか、どう把握するか、どう理解するか、

誰がどのようにそのニーズを把握するのか。こ

れは、研修を考えた時にとても大切なことです。

2っ目に、そういうニーズに応えるためにど

ういう研修内容の研修をどういう方法論でやる

か。もちろん、その前後には対象、人数、場所。

日本でやるかそれぞれのアジア各地でやるか、

期間、財政的なこと、言葉、それから評価をど

うするのか、たくさんいろいろな重要なことが

あります。

そういうニーズに合った研修をするための体

制づくりをどうしたらいいか。これが、 3番目

に大きな私たちが今後考えていくべき課題とし

てあげられると思います。体制づくりというの

は、どういうシステムをつくっていったらいい

か、政府と NGO、NGOとNGO、固と園、

それから地域と地域。私は、体制づくりという

のはハードな分だけでなくて人と人との、また

は人々と人々との関係づくりだと思っています。

持っているリソースを共有し合いながらどうい

うふうに進めていったらいいか。

今日の分科会ではネットワーキングという言

葉ですとか、研修指導者のトレーニングという

言葉で語られたと思います。リハビリテーショ

ンを考えた時に上田先生の基調講演にあった医

学的リハビリテーション・職業的リハビリテー

ション・教育的リハビリテーション、そして社

会的リハビリテーション、この 4つの中では、

私たちは技術を向上するためのトレーニングと

人間性開発というような人間の持っている潜在

的な力を高めていくトレーニングという 2つが

私はあると思います。

その方法でハンドヨさんの短い話の中に多く

の示唆が私たち日本にいるものとして受けとめ

なければいけないんじゃないかというのを感じ

ました。それは、コミュニティベースといった



時の理解の仕方ですね。その地域の人たちによっ

て.......。

石を置きながら問題を発掘したり円をかくと

いうのがありましたが、あれはパーティシパト

リー・ルーラル・アプレイザルと言いましてイ

ンドの社会では1980年代の中頃から随分実施さ

れています。それから、言葉を変えていえば、

パーティシパトリ・ピープルズ・プランユング、

またはビープルズ・パーティシパトリ・プラン

ニング、 PPPと言います。それは、何か状況

ニーズを発掘する時にパーティシパトリー・ア

クション・リサーチ、村人主体の問題発掘のプ

ロセスということと意味するところは同じです。

それから、研修をします時にエージェンシー

が中心の研修、カリキュラム中心の研修ではな

くて参加中心の参加者主体の研修方法論。これ

を英語ではパーティシパトリー・トレーニング・

メソドロジー、 PTMというふうに言います。

1980年代のはじめからこうした事柄が、特に

アジアの中では多く試行錯誤的に行われてきま
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して、今こういう考え方で研修活動を進めてい

くので日本は相対的に遅れているんじゃないか

という焦りもあります。

今日は、私は司会進行でしたので内容的なこ

とはお話しできませんが、私はアジア保健研修

所 (AH1)というところで働いておりますが、

政府の方とも連絡をとりながらこうした新しい

パーティシパトリーなハンドヨさんが示してく

ださったような、そこの地域の人たちが主体に

なって問題発掘をし解決方法を見い出していく

ような研修というものがこれから更に必要になっ

てきているのではないかと思います。

言いたりないことたくさんあると思いますが、

記録の方と問題点を整理させていただいて、今

後それぞれが現場に帰った後、 1つの参考にな

ればこの分科会は 1つの成果というふうに言え

るのではないかと思います。

第3分科会は、一応これでおわりとさせてい

ただきたいと思います。どうも、ありがとうご

ざいました。
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特別講演 E

「障害者の社会参加を支えるもの」

畠山卓朗(横浜市総合リハビリテーションセン

ター企画研究室主査)

それでは、特別講演のEをはじめさせていた

だきます。座長をおおせっかりました横浜市総

合リハビリセンターの畠山と申します。よろし

くお願いします。

本日、ご講演いただきますのは岐阜県にお住

まいの上村数洋さんです。上村さんは、顎髄

損傷という障害を持ちながらこれまでご自分の

生活を力強く切り開いてこられました。また、

最近では障害を持つ人々のよきアドバイザーと

して活躍をされています。それでは、上村さん

にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお

願いします。

上村: 皆さん、はじめまして。上村です。

今、すごくドキドキしています。こんな大切

な催しに出していただいて、自分がすごくいい

勉強をさせていただけるという感激とともに、

今回のお話をいただいた時に、自分の能力とい

うか、自分が日常日々の生活の中で、障害に負

けないように闘うだけが精一杯の私のような者

が、こういうところに出していただけるお話を

いただいて、何も皆さんの前で話をするような

材料がないものですから断わればよかったんで

すけど、どういうわけか元気な時に女性からも

てなかった反動が今きているせいか、人から声

をかけていただきますと断わるということを忘

れてしまいまして、安易に引き受けてしまった

もので・すから、昨日からこの催しの中でいろん

な先生がいろんなお話をされるのを聞いて、何

上村数洋

(頚髄損傷者連絡会・岐阜、 ALD岐阜)

か自分だけがすごく不つり合いで場違いなとこ

ろへ出されているような気がして反省しており

ます。

今さら逃げて帰るわけにはいきませんので、

お昼までの間つまらない話しかできませんが、

頭の中で今日のお昼は何を食べようと考えてい

ただいて構いませんので少しお時聞をいただき

たいと思います。
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それでは、スライドをお願いいたします。

スライドを使うことで、もしこの会場の中に

視覚障害者の方がみえましたら、私は自分自身

手が全く動かないものですから原稿を用意しで

もめくれないことと、いつからかスライドを使っ

て話をする癖がついてしまいましたので、私の

スライドは昨日、今日、皆さんがご覧になった

スライドに比べて自分がパソコンでつくるもの

ですから、そのパソコンの画面でつくったもの

をカメラで写しますので、今既に写っているの

を見ていただければわかりますように変形して

います。これは、スライドの係の方が悪いのじゃ

なくて、私の方のっくり方のせいですので我慢

してください。

今回、在宅重度障害者から見た地域リハビリ

テーションというタイトルをいただいたのです

が、私が地域リハビリテーションについてとや

かく言えるような立場ではありませんので、こ

の在宅重度障害者からの「からJを、在宅重度

障害者に見る地域リハビリテーションというふ

うに置き換えて聞いていただければ幸いです。

ここに、最初からあげましたが、この会場に



障害を持った方がたくさんみえる

と思ったものですから、どちらか

というと、そういう方むけにこの

ようなものをつくりました。
恩いやりの!)n'nI‘， 

私たち障害を持った者にとって、

自分の障害をいかに早く理解して、

それを認めるか、このことという

のはそれ以降の自分の生活を築い

ていく上で、よりたくさんの理解

者を得る上でも、とても大切なこ

とだと思います。それから、私た

ちは普段家庭の中では、私に限ら

ず、障害をお持ちの方は、自分の

障害を忘れて生活ができると思い

区了、
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ます。でも、それを今度は家庭か

ら出た時にいかに長い時間自分の障害が忘れら

れるか、そういう時聞が持てるかということが、

私たちの生活がより豊かに幸せになるものじゃ

ないかと思っています。

これは、今回のレジュメにものせさせていた

だいておりますが、私たちが、社会へ参加して

いく過程、復帰とか、目立をしていこうという

ことを、私なりに勝手にこんな植物に例えてみ

ました。植物が芽を出して茎を伸ばし、葉を広

げ花を咲かせて、やがて実をつける、その過程

にすごく似ていると思います。というのは、先

程お話したように自分の障害をできるだけ早く

ら忍めることが、根をはることにもなると思いま

すし、茎を伸ばしていった時に倒れないように、

また養分をくれるような地域の土壊も地域の理

解も必要だと思います。

それから、経済的な面も含めて、支えてくれ

る家族の愛、そういったことも必要だと思いま

す。そして、茎を伸ばしていく中で、余分な方

向に枝がL、かないように奥定をしたり、夏の日

照りなんかの時に、水をくれる周りの支援、そ

ういったこともとても大切だと思います。

最終的には、この地上に恵みの光を与えてく

れる太陽のような、温かい社会の心があれば一

番うれしいことですし、重要なことだと，思って

おります。
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領を tiろす/鴎奮の受容君~

ここで、私の日常生活にふれさせていただき

たいと思います。

これは、今から14年前にけがをした時の当時

のものです。そして、娘は、現在高校 1年生に

なっておりますが、この当時 3才半でした。私

自身この当時、自分の不注意から交通事故で頚

髄損傷になったわけですけど、自分が寝たきり

の生活になるのはどういうものかということが

あまりピンと来ていませんでした。

この当時、私の中にあった不安とか悩みとか

いうのは、この娘を将来いかに育てていったら

いいのかとか、それまで社会の片隅の中で、ま

がりなりにもたくさんの方と係わりを持って仕

事をしてきたんですが、その仕事ができなくな

ることによって、自分だけが社会からどんどん

取り残されていくような、そんな不安とか、途

絶感といいますか、そのことに悩まされていた

ように思います。そんな私が、今日こうして皆

さんの前に出させていただけるようになったこ

れまでを振り返ってみますと、私を支えてくれ

た大きな要因が 3つあったように思います。そ

れを私は宝物と言っています。

その 1番目は家族の愛です。

それから、 2番目は、先程、私をご紹介いた

だきました畠山先生をはじめとする福祉機器を

研究開発されるリハ工学と言えばいいのか、支



援技術の部門で働かれる研究者の方、そこから

生まれてくる福祉機器、そういったものとの出

会いがあったと思います。

そして、 3番目は、そこから自分の気持ちが

前に向いて社会へ出ていくことによって、新た

にいろんな方と出会う。そこから大きなものを

学んだような気がします。

この lつ 1つについて簡単にご紹介したいと

思います。

これは、今から12年半ほど前に病院から退院

しまして、まがりなりに住宅改造をしたお風呂

で、娘が背伸びしたような格好で私の頭を洗っ

てくれているところです。この時の感激という

のは今だに覚えております。

これは、皆さんご存じのように手動のハンド

リフターですが、日常生活の中でベッドから車

いすの移動、車いすからベット、または入浴、

そういったことをこのようなリフターを使って

妻の介護のもとに暮らしております。

これは、説明するまでもありません。リフト

付きの車です。後程ご紹介しますが、私の住ん

でいます岐阜県の郡上郡というのは、本当に山

奥なものですから、公的な交通機関に頼ること

ができません。だから、いろんな情報を集める

ためにも外出する唯一の道具として、このよう

な車をまっ先に手に入れました。そして、家族

とともに行動をはじめました。

2番目の支援技術との出会いについてですが、

私がまず生活の場にまっ先に取り入れたのが、

ここに書きました環境制御装置というものです。

これは、改めて私が設明するまでもないと思い

ますが、事前に自分の使いたい身のまわりの機

器とか家庭電化製品を15種類までつなぐことが

できます。そして、それぞれの障害に合わせた

スイッチを選んで、そのスイッチを操作するこ

とによってそれらの機器を動かすことができま

す。私の場合は、手が使えないものですから、

息を吸ったり吹いたりするスイッチでこの装置

を利用しております。これが紹介しました息を

吸ったり吹いたりすることで動かす呼気スイッ

チというものです。

これが、呼気スイッチを吹きながら電動キeヤツ

チベッドをあげているところです。

これは皆さんご存じだと思いますが、 NTT

から出ています「ふれあい SJという電話でモ

デルチェンジをした 2台目です。この電話は、

受話器を取ることなく、またダイヤルに手をふ

れることなく私たちのような者でも息を吸った

り吹いたりすることで電話もかけられますし、

かかってきた電話を受けることもできます。

それで、この電話が使えるようになったとい

うことで、それまでひとりで留守番をするとい

うことがとても大きな不安材料だったんですが、

電話がかけられるようになったことで、介護を

してくれる妻がどこへ行くのか行き先の電話番

号さえはっきりしておれば、電話をかけること

によっていつでも呼び出せるという安心感から

留守番できる時間がどんどん増えてきました。

これは、何でもない市販のラジカセですが、

手が使えないものですから、電話がかかってき

たりとか、私は元気な時から神経質なものです

から、今回のレジュメなんかの原稿の話をいた

だいても、夜寝てでも気になって眠れないんで

す。それで、夜中に原稿がフッと浮んでくると、

朝まで忘れないようにと，思っていると寝不足に

なるものですから、このようなカセットを環境

制御装置につないでおいて夜中に電源を入れて

吹きこむんです。次の日に再生をしながらワー

プロを打つんですが、夜中に勝手に電源を入れ

てゴソゴソやっていますと、妻や子どもが何事

かと思ってとんでくることがよくありました。

これも市販の玄関モニター用のテレビです。
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これをつけて環境制御装置に連動した玄関錠を

利用することによって来客を家の中に入れたり、

最近は少し横着になりまして、ここに写ってそ

の日の気分で出会いたくない人の時にはインター

ホンに出ないとか、押し売りの時は全く応答を

しないとか、そんなことにも利用をしておりま

す。

これは、今から12年程前のものになりますが、

ワープロの小型キーボードで・す。

病院のリハビリで少し電動カナタイプを習っ



たんですが、電動カナタイプは漢字が使えなかっ

たものですから、漢字が使えたらというそれだ

けのことで、当時ワープロが60万、 70万とする

時代で、メーカーも 3社ぐらいしかでておりま

せんでしたが飛びつきました。

その当時のワープロというのは、今のワープ

ロに比べたらはるかに機能が悪くて横並びのキー

ボードで、私たちのように口に棒をくわえて打

つものにとっては、端から端までキーを押すと

いうことはすごく疲れます。それを見るに見か

ねた研究所の畠山先生が、ここに写っているよ

うな市販のキーボードの3分の lほどのキーボー

ドをつくっていただきました。これが、できた

ことによってワープロがより身近なものになり

ました。

これは、ちょっと宣伝になりますが、ワープ

ロが使えるようになりまして、とにかくそのう

れしさから片っ端から友だちとか知人に手紙を

書きました。でも、そうそう手紙を書く相手な

んてないものですから、その喜びをどういうふ

うに伝えようかと考えた末、よく新聞とか雑誌

を見ていますと文章の募集が出ているんです。

それで、そういったのに応募します。意外と

障害者が応募してきたというお情けも多分にあっ

たかもしれませんけど、すごくいい確率で賞を

いただきました。安い時は2万円ぐらいから最

高20万円ぐらいいただいたこともありまして、

働くことはできないんですけど、その賞金で娘

のものを買ってやったりできました。その喜び

があって、ついついのめりこみまして……。

最近は、ちょっと遠のいておりますが、これ

によって結構いろんなものが購入できましたし、

賞金が入った時に、それまで欲しかった電化製

品なんかを買うものですから、近くの電器屋さ

んなんか、何かを頼む&、「おつまた何か賞金

が入ったか」なんて言ってくれるまでになりま

した。

ワープロで文字が自分のものになりましたら、

私は欲彊りなものですから、さらに自分の気持

ちを人に伝えるために絵とか図を書きたくなり

ました。そこで、何とかそれを実現してほしい
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ということでお願いしてできてきたのが、ここ

に写っていますキーボードマウスというパソコ

ンの入力装置です。

これは、同じように、口の先から伸びていま

す棒の先にありますタブレットと言いますが、

縦10畑、横15岨ぐらいの中にキーボードの機能

と絵や図を書くためのマウスの機能が全て含ま

れております。

これは、今から何年も前ですが、娘が夏休み

の工作で、丁度瀬戸大橋ができた時に「つり橋

をつくってみたい」と言ったものですから、私

はもし元気で手が動いていましたら親ばかです

から全部自分でつくって、「おいっ持っていけ」

と言ったと思うんですけど、それができない悲

しさで、このような下手な絵を書きまして、こ

の絵をもとに娘に「ここはこんな材料を買って

こい」、「ここは何個ぐらいに切れ」、「ここはこ

んなふうにしたらいいぞJという説明をしまし

た。それで、できたつり橋の工作がこれです。

パソコンとかワープロというと元気な方にす

ると、何か冷たいとか難しいとか思われるかも

しれませんけど、私たち全く手の使えない障害

者にとっては、こういう親子のスキンシップと

言えばいいですか。コミュニケーションの手段

にもなりうるわけです。

それから、これは何年か前に本が読みたいと

いうことから、自分で考えたページめくり機を

図に表したものです。当時ページめくり機とい

うのは、結構輸入品も含めてありましたけど、

高い割にはなかなか思うようには使えないとか、

操作ミスがおきるということで、自分で考えた

これでもということで、近くの大工さんにつくっ

ていただきました。それを使いながら読書をし

ているところです。これは、すごい大ぷりであ

まりお勧めではないんですが、一応こんな新閉

めくり機も考えましでつくってもらいました。

これを使うことによって 1面から最後の面まで

新聞を読むことができます。ただし、これは動

けない癖に目だけが2.0という特典があるおか

げなんです。

そうしたパソコンを使っていく中で身のまわ



りの福祉機器の使いにくいところとか、こんな

ものがあったらいいとか、それからいろんな研

究所の先生方が試作されたものを使わせていた

だいて、それの改良点なんかを言わせていただ

くようなことにもパソコンを使うことができる

ようになりました。

その中のこれは 1つで、例えば私たちが、車

いすに降りる時に従来ですとお尻の下にシート

をしいてつりさげてもらって移っていたんです。

そのシートというのはお尻の下からぬけないも

のですから、自宅にいる時はいいんですけど外

出する時は見た目は悪いんです。だから、何と

かそれを簡単にお尻の下からぬけるようなもの

を、という取り組みの時のものです。

これは、まだ完成品ではないんですが、試作

品の段階で試めさせていただいているところで

す。

そういった中で、今から 9年前に日本リハビ

リテーション工学協会というのが日本にできま

した。そこの中で、あくまでも障害者の立場か

ら参加して、いろいろ福祉機器に対する使い勝

手とか意見を言ってみないかと誘っていただき

ました。それまで、私は病院を出てから遠出も

外泊も一度もしたことがなかったんですが、そ

の時に恐る恐る参加をしまして 2泊3日無事に

過ごすことができました。

それから、自信がついたというのか、毎年そ

の時期が近づくと、社交辞令ですけどいろんな

先生方から「今年も来いよ」とか、「お前が来

ると面白いから絶対に来いよ」なんていうお手

紙なんかいただいて、ついそれに乗ってでかけ

ております。そういうところへ出ていくことに

よって、その場所で、また新たに開発された福

祉機器と出会い、試させていただいて、どんど

ん情報が入ってきます。

これは、起立補助機といって私たちのように

一生車いすの生活しかできないと思っていたも

のが、この装置を使うことによって立つことが

できました。これは、はじめて立ったものです

から、こわごわ立ってまして、一時はやりまし

た映画のキヨンシーじゃないんですけど、何か
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幽霊のように立っていますが、この時の立った

視界からながめた景色というのはすごく感動的

でした。

参考までに、車いす生活をしている者が立つ

ということは、血行がよくなるとか、内臓の働

きがよくなるとか、それ以外にも運動まではい

かなくても立つことで骨がもろくなることが防

げるそうです。

これは、何年か前に私が描いた絵の l枚です

が、何とかパソコンが使えることを、同じよう

な要望を持った、同じような障害を持つ人に伝

えることができないかということで、このよう

な絵を書きはじめました。時節柄、こんなのを

選んできましたけど、なかなか猫に見てもらえ

ませんが……。

これは、メザシですが、これを書く時には生

のいわしを買ってきてもらいまして、それを見

ながら書いてたんです。 1日で書けないもので

すから冷蔵庫に入れてもらって、冷凍にしてお

いては何日かかけて書いているうちに順番にひ

からびてきまして、最終的には、いい具合とこ

んなメザシにしてしまいました。そういう絵を

書いていく中で、たまたま作業療法ジャーナル

の編集者の方が「面白いから」ということで、

その月刊誌の表紙に 3年間使っていただくこと

もできました。

パソコンの使い方の中に、もう 1つ私が情報

を手に入れたり、いろいろたくさんの方とお話

をする手段として現在パソコン通信をしており

ます。このパソコン通信をすることによって、

私たちのように家から出る機会が極端に少ない

ものでも自宅にいながら遠くに離れた多くの方、

その中には大学の先生もあり、お医者さんもあ

り、主婦もあり、学生さんもあり、本当にたく

さんの方と知り合うことができました。

そんな通信の中のひとりで、この子は真紀ちゃ

んと言いますが、重度の脳性まひの方で表出言

語もなくて一部分しか動かない子ですが、この

子が何時間もかけてノンタッチキーボードとワ

ンセンサーを使って、ある日パソコン通信の画

面の中に、「今度カラオケオフをやりませんか」



と書いてきたんです。

そうしたら、反響がものすごくって障害者仲間

の人たちが、「やろうやろう」ということで、

その話で盛りあがったんで=す。

場所も決めて、いよいよ日にちが迫ってきた

2日ほど前ですけど、カラオケオフの幹事に選

んだ比較的障害の軽い方から電話がかかってき

まして、「本当にできるんだろうか、真紀ちゃ

んたちはカラオケに誘ったら失礼じゃないんだ

ろうか」という電話がかかってきたんです。私

もそれを聞いて、一瞬そうかなと，思ったんです

けど、そこまで来た話を急にやめるのも変なも

ので、すから、成り行き任せでやろうということ

で、当日会場に行ったんです。

そうしたら、我々の予想は、ふっ飛びまして、

私のように音痴だからと言ってみんなの歌を聞

いて 1曲もうたわなかったものに比べましたら、

この真紀ちゃんは各小節ごとの頭の音だけは出

しながら全身でリズムをとっているんですね。

誰よりもカラオケを楽しんでいるんですね。そ

れには、すごい感動を覚えました。

これは、そういう通信の中で知り合ったひと

りの方が、ある日「今度うちの娘が結婚する」

と書いてこられました。

私は、その結婚というのが自分の娘とダブり

まして、まだまだ自分の娘は、 10年も15年も先

にしか結婚なんてことはないと思うんですが、

その時には、それまでは頑張って生きて結婚式

に出たいと思ってるもんですから、その人に

「何が何でも結婚式に出た方がいいよ、例え羽

織、袴を借りてでも」と言ったんで、す。

でも、その人は「車いすに 1日2時間しか康っ

ていられないから結婚式に出ない」と言われた

ものですから、おせっかいなことに、奥さんに

まで「絶対に引っぱっていってくださLリと言

いました。そのことを私は無責任にもきれいに

忘れていたんです。それから 2、3か月してか

らこの写真が入った手紙がとどきまして、「お

前のおかげで結婚式に貸し衣装でなくて羽織、

袴を新調して思い切って出たら、 2時間どころ

か5時間でも 6時間でも車いすに座っていられ

て、結婚式から披露宴の最後まで出ることがで

きたから本当にお前のおかげだ」と、この写真

をいただいたんです。私は、何か自分の目標が

できたような気がして、この写真を本人の許可

をいただいて本日皆さんに紹介するようなわけ

です。

最近、そういうパソコン機器も含めてですが、

福祉機器を新しく開発されたものを使わせてい

ただくこともあってテレビとか新聞に何回かと

りあげられたことがあります。

そのことによって、全国の同じような障害を

持った方とか家族の方から相談を受ける機会が

どんどん増えてきました。そんな時、私たち障

害者は悲しいかなその日の自分の体調とか気分

によってどの方にも万遍なく均等にお応えする

ことができないものですから、いろいろ考えた

末、暇な時を使って文章を打ったり、さし絵を

書いたり、写真をはったりして相談内容の多い

ようなものをつくってコピーをしては、送って

いたんです。

またまた本当に幸せなことに、それに目をと

めていただいた出版社の方から 3年前、こんな

1冊の本にしていただきました。先程の山田さ

んではないんですけど、よかったら手に入れて

読んでください。そうすると、わずかですけど

印税らしいものが入ってきて、小遣いが増えま

すので・・・・・・。

( 64 ) 

今まで、あんなこともできるようになった、

こんなこともできるようになったと自慢をした

ようにとられたかもしれませんが、私たち障害

を持つものにとって、支援技術というのはとて

も大きな役割をはたしてくれると思います。

その役割を大きく分けると、機能の促進と言

いますか、今までご紹介したような真紀ちゃん

の例に見るように、表出言語もなくって全く動

けなくって何もできないという人でも、パソコ

ン通信ができてたくさんの人と知り合うことが

できたり、そういう本来隠されていた能力とか、

人によっては判断できない引き出すことができ

ないような能力を、今の技術の進歩が引き出し



てくれると思います。

もう lつは、可能性の拡大、私のように今か

ら14年前にけがをした時は一生寝たきりだとか

3年もてばいいなんて言われたんですが、今は

いろんなことに挑戦ができるようになりました。

そういう可能性をどんどん広げてくれると思い

ます。それと同時に介護にあたってくれる家族

とか、そういうことに従事してみえる方たちの

負担を減らし、また介護に係わる時間を大幅に

減少してくれる、そういう役割を持っていると

思います。私たちにとって、いろんな技術に支

えられてできることがあるということは、即生

きていく自信につながると，思っています。

私もそういう支援技術に支えられて生きる自

信がでできました。そのことによって、これは

今から 5年前ですが、岐阜県の梶原知事がテレ

ビで対談をさせてくれるというお話をいただい

たんです。それまで私は、冬場は雪が降ります

し、 10月のおわり 11月のはじめから翌年の 3月

いっぱいぐらいまでは、寒いと趨塑がひどいも

のですから全く出なくて冬眠と称して自宅に閉

じこもっていました。でも、折角知事さんがテ

レビで対談をしていただけるんだからというこ

とで思いきって出かけていってみますと、気を

張っていたせし、か意外と寒さがこたえなくて体

がもったんです。

それが、自分の中で大きな自信につながりま

して、それ以降どんどん冬でも出かけるように

なりました。そういった意味では、知事さんに

はいい機会をいただし、たと思って感謝をしてお

ります。

これは、鹿児島の福祉大会に呼んでいただい

た時のものです。

この会場に板山先生がみえていませんが、今

から 3年前に日米障害者会議に参加する機会を

いただいて、板山先生たちにアメリカまで連れ

ていっていただきました。その時のアメリカ側

の司会者の写真で、右端の方はかの有名なジュ

ディ・ヒューマンさんで、現在のクリントン大

統領の教育省のリハビリテーション部長を務め

てみえるようです。

この時、アメリカへ連れていっていただいた

ことで、自分自身が25時間近くの長旅によく耐

えれたということもさることながら、この会議

にアメリカから参加されていた代表の障害者の

方たちが、生意気のようですけど、日本の障害

者と比べて目の輝きから、体から溢れるパワー

というんで、すか、すごいものを持ってみえると

いうものを感じてきたんです。

それともう 1つ、その時にたまたま向こうが

私たちに見る機会を与えてくれた行事の lつの

中で、馬の上に乗っている小さなお子さんは脳

性まひの方です。日本だったら脳性まひの子を

馬に乗せるなんてことは周りが絶対にさせない

と思います。アメリカでは、本人やその家族が

望めばどんなことにでもチャレンジさせてくれ

ると言いますか、この子も話によれば最初は痘

撃がひどくて誰かが側で支えていないと乗って

られなかったんですが、最近では馬に乗る楽し

さから、そういった煙車がどんどん減ってきて

ひとりでもこうして乗ってられるようです。そ

ういう障害者に可能性を与えてくれるとか、い

くら重度の障害を持っていてもどんどん受け入

れて、社会も要職に就かせてくれるというアメ

リカの風土というのは、日本も見習っていかな

ければいけない部分だと思って感心してきまし

fこ。

これは、今までお話をしてきたようなことを

まとめるような感じですが、私たちが社会に参

加するということは社会に参加をしていけば、

そこから情報とか知識がどんどん得られます。

それが入ってくると自分の中に自信がつき、発

言の機会も増えると思いますし、社会性も備わっ

てくると思います。

そうすると、さらに社会に入っていく、入っ

ていけばまた情報、知識が増える。このサーク

Jレがと、んどん大きくなってくると思います。

( 65 ) 

だから、我々にとってはとても社会参加とい

うのは大きな要因だと思っております。

今までいろんなこと、あれもやっています、

これもやっていますと、自分の生活を紹介して

きましたが、そういういろんな機器を購入する



にあたっても、私たち重度の者が、山奥に住ん

でいますと働くこともできません。だから、少

しでも生活を安定させるには、一番手軽にでき

る方法は妻に働きに出てもらうことです。でも

このあたり、私は古いと言われるかもしれませ

んが、一家の主である男がうちの中におりまし

て、女を働きに出すというのはすごい抵抗があっ

たんですが、やむを得ないということで現在も

働いてもらっております。

これは、妻が障害を持った就学前の子どもさ

んたちの指導に携わらせてもらっている様子で

すが、最初の頃は月に 1回ボランティアで出て

いました。それが月に 2回になり、週に 1回に

なり週に 2固になっていくことでどんどん増え

ていきまして、最近では月曜から金曜までフル

に働いております。

よくしたもので、最近は女房のいない方がパ

ソコンなんかに向かっていましでもはかどりま

して、日曜日とか土曜日に女房が私のうしろを

パタパタ掃除してくれてますと何か落ち着かな

くて、そんな生活が変化もしております。

そういう生活の中で、昼間一人でいるもので

すから、パソコンだけに向かっているわけにも

いきませんし、できるだけ生活のなかみを増や

したいということで、こんなマグネット式の将

棋盤を使いながらひとり将棋もしたりしており

ます。

これは、ひとりでいる時、家族や娘なんかが

ピアノをひいたりする時に自分だけポツンとし

ているのもさみしいものですから、何かいい楽

器はないかと考えましたら、手が使えなくても

息を吸ったり吹いたりするだけで使えるハーモ

ニカがありまして、それを何とか自分で吹こう

ということで、こんな取り組みもしております。

元気な時に、娘が成長盛りだったものですか

ら、よく写真を写しておりました。いろんなこ

とができるようになって気持ちが落ち着いてき

ますと、そういう趣味とか娯楽の部分に気がい

くようになりました。そこで、「何とかカメラ

を写すことができないですか」とまたまたお願

いをしました。

(66 ) 

そこで、できたのがこのカメラで、現在一番

新しいものは息を吸ったり吹いたりするだけで

カメラのアングルと言いますか、上下左右、そ

れからズームレンズのテレ、ワイド、それから

フォーカス、シャッター全てがきれるようなと

ころまできております。

それまで外出する時は、女房にいろんなとこ

ろについていってもらっていたんですが、働き

に出ていくようになると、自分一人でうちの中

ばかりにいるのもいやですし、出てL、く機会を

断わるのもおしいものですから、何とか一人で

出ていきたいということで、電動車いすに乗り

たいと思うようになりました。それまで私たち

のように手が使えない者が使える電動車いすは

確かにありました。

でも、顎で操作するものしかなくって、私は

何かそれが体に合わないし疲れるということで

いやだったものですから、何とか私のように肩

だけしかあがらない者でも使えるような電動車

いすをつくってくださいとお願いして出来たの

が、ここに写ってますし、現在私が乗っている

電動車いすです。参考までに、私のわずかに動

く肩を持ちあげることによって肱の下にスイッ

チが入っていまして、そのスイッチで前進した

り、パックしたり、左右に曲がったりできるも

のです。

私の住んでいます郡上は別なんですが、ちょっ

と取り組みをしています可児市の方では、ここ

に写っていますようなリフトつきの車を貸し出

ししてくれる制度があります。それと、運転ボ

ランティアなんかがありまして、そういった方

の介助のもとに一人でいろんな催しとかいろん

な所へも出かけられるようになりました。

ここから、私の住んでいます郡上郡白鳥町と

いう山奥をご紹介します。このように冬になり

ますと一面雪が降ります。一冬の降雪量は2メー

ターを超すか超さないかくらいになります。私

自身もこういった初雪が降った日に、自分の不

注意から谷川に落ちていきまして頚損になりま

した。雪が降るものですから、ある意味では仕



方がないと言えば仕方がないんですが、これは

私の町の役場です。

雪が降ることと、こういうお役所の建物とい

うのは威厳を保つためか床が高いんで、すね。だ

から、私たち車いすの者には、なかなか大変で

す。

これも国保白鳥病院で、公の病院ですが、こ

のように階段がありまして、なかなか車いすの

者にとっては厄介なものです。

これは、近くの喫茶庖ですが、喫茶庖に行こ

うと思っても、このように階段がありまして、

喫茶庖 lつにもすぐには行けません。

最近では、わが家3人とも、娘までが車の中

から、私のはいれる喫茶庖を見つけるコツを覚

えまして、選んで喫茶庖にはいるような状況で

す。

最初にお話したように、公的な交通機関はパ

スかこのような第3セクターの長良川鉄道と言

いましてレールパスなんです。これは、入り口

が狭くて、ステップが 3段ほどあるんです。だ

から、私たちには現段階では無用のもので・す。

リフトつきの車で出かけていきます。出かけて

いきますと、確かに公的な施設には車いすのマー

クの駐車場がありますが、このように車が止まっ

ていまして、なかなか止めることもできません。

これは、たまたま東京なんかに出かけていく

時に、駅のホームで車いすをつっていただいて

いるところです。こういう時も電動車いすと手

動を使い分けているんです。なぜかと言うと、

駅員さんにお願いすると、向こうから来ながら、

「おっいいぞ、軽い車いすだから早く来い、早

く来いJと言われてるのを聞いたものでtすから、

電動車いすでは何となく気がひけるんです。

これは、岐阜県庁の中にあります車いすマー

クのついたエレベーターです。県庁へ行ってエ

レベーターを使いたくても、この横にもいくつ

か普通のエレベーターがあるんですが、いつも

このように満杯で、すぐに使えたことがないん

です。

この写真を写す時も、決してやらせではなく

て、女房に「エレベーターが着いて人がいっぱ

いの時にシャッターをきれよ」と言って、「少

ない時は写すな」と言ってたんです。すると、

一番最初に着いたエレベーターが、このような

状態でした。

最近、皆さんもご存じのようにノーマライゼー

ションだとかバリアフリーだとかいう言葉が叫

ばれるようになりまして、私たちにとっては受

け入れる社会とか住みやすい社会をつくろうと

いうことで取り組んでいただいてとてもありが

たいと思っております。

私が、先程自分が住んでいます町のことをご

紹介しましたが、そういったことを確かに早く

改善されて車いすでも動けるようになればいい

と思いますが、そういうことを急いでくれと言

うよりも、私が今すごく気にしていますのは、

この一番下にあります地域格差の問題なんです。

というのは、本当なら福祉が市町村におりて

きまして、よりきめの細かな地域に合った福祉

を目指しているはずなんですが、私の住んでい

ます町を含めτ岐阜県の中でも約半数、全国で

も恐らく 5割近くあると思うんですが、在宅福

祉の 3本柱であるホームヘルパーなどの制度、

これが高齢者だけで障害者は対象にしてもらっ

ていません。こういったことが現実におきてい

ますから、これらのことの方が私は気になりま

すし、早く解決してほしいなと思っております。

( 67) 

これは、後でこ潤介しますが、私たちがつくっ

ています会に初めて参加してくれました仲間で

す。

この彼は、けがをしてから 6年ぐらいになるん

ですが、岐阜県の山奥に住んでいて、病院を退

院してから一度も外に出たことがなくて、その

催しにも、このようなストレッチャーで参加し

てきたんで、す。

このストレッチャーに対して参加者が「どう

してそんなものに乗っているんだ」と言ったら、

彼は「僕はこれしか乗れないと，思ってたし、僕

に乗れるようなものがないと思ってたjと言う

んです。結局、情報が大幅に不足しているんで

すね。だから、こういった意味も含めて情報な

どが、もっともっと一人ひとりの障害者の手も



とに伝わっていくシステムが必要だと思います。

今、紹介しました彼のように、地方へ行けば

行くほど、病院を退院すると家庭の中に入って

しまう。その聞に何もないんですね。もちろん、

働くところまではいかなくともいいんですが、

その聞にもっともっと何か障害者が生甲斐を見

つけられるようなものがあっていいはずですし、

欲しいと思っています。

例えば、今日ご説明したような福祉機器、支

援技術、福祉の制度とか、それをひっくるめて、

私たちにより合うように研究された、そういっ

たものがあったとしても、それがそのまま即私

たち障害者が利用できるかというと、決してそ

うじゃないと思うんです。というのは、障害が

一人ひとり違うこともあります。生活環境が違

うこともあります。それから、今臼はよくても

明日になると障害が重くなる進行性の方もあり

ます。そういった 1つ lつの違いと、制度とか

福祉機器とか支援技術とかを結びつける、さら

にそこに支援の支援といったことも大切だと思

います。

もう 1つは、地域格差の問題だとか、地域の

中に私たち障害者と身近に接して指導をしてい

ただける人材の育成とか確保とか、最近は技術

がどんどん進んできまして、障害者でもパソコ

ンなどで働けるようになりました。

そういうものが発達してくると、それを持て

る人と持てない人、それから、それを使いこな

せる人と使いこなせない人の間で新たな障害が

生まれてくると思います。だから、それをなく

すサポート体制とか、そういったものを、経済

的に持てない人をどうしたらいいのかという、

そういう経済的な問題まで含めてこれからは取

り組んでいただかないといけないんじゃなL、か

と思っております。

突然、映画の「座頭市」のビデオのケースを

写しましたが、決してこれはふざけて出したわ

けじゃなくて、日本というのはすごく大昔から

福祉国家だったと思うんです。というのは、江

戸時代、この「座頭市Jでもわかるように目の

不自由な方には「座頭」という制度までつくっ

て職業を与えてくれていたと思います。

最近、日本の家庭からどんどん消えてますが、

縁側に靴をぬぐ縁石というんですか、石がよく

ありました。これは、お年寄りとか子どもとか、

縁側に直接座れないような人への配慮だったと

思います。早くいえば、現在のスロープと同じ

だと思います。そういう古くから日本には障害

者だけでなくて、人に優しい配慮という心、そ

れからこれは戦争と結びついたからいけないん

ですが、隣組制度という助け合う風土というの

は育っていたと思います。

現在でも、このスライドは、よくスーパーの

裏側などにある、荷物をおろす一段高くなって

いる配送用のプラットホームですが、これなど

も障害者ではないんですが、そこで働く人たち

がトラックの高い荷台に荷物を乗せたりおろた

りする負担を少しでも減らそうという配慮だと

思うんで、す。こういう配慮が私たちの身の周り

にいっぱい存在していると思うんです。こういっ

たものが広がって福祉の方にもくれば何も特別

な取り組みではないような気がしております。

これは、リフトっきの路線パスです。それを

利用している時のものですが、現在いろんなと

ころでリフトつきの路線パスを走らせようとい

う動きがありますが、必ずしも私はこういう動

きは賛成でなくて、むしろ反対なんで‘す。とい

うのは、先日ある障害者の機関誌の中に、東京

に路線ノぜスが走って何年かになるが、 1日中リ

フトパスに車いすの人が乗ってなかった日があ

るようなことが書かれていました。
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それと、路線パスにリフトがついていても、

これを利用できるのは車いすを使用している者

だけで、松葉杖の方とかお年寄りとか、それか

ら妊婦さんとか、そういった方は相変わらずス

テップを利用しないといけないわけなんです。

ここに写っていますのは、たまたま今年ドイ

ツへ行かれた私の知り合いが向こうで写して送っ

てくれた写真をスライドにしたんです。

私が、 3年前にアメリカへ行った時にも実際

に経験をしてきたんですが、外国にはこのよう

に油圧で車高がさがったり斜めになって、歩道



と一緒の高さになるパスがあるんで、すね。それ

と、歩道がないところではこのようにスロープ

が車から出てきて、わずかな傾斜だけで乗り降

りできるんです。これからは、こういった社会

的弱者といわれる誰でもが使える車を走らそう

じゃないかという取り組みに、私たち障害者も

含めて取り組んでいくべきじゃないかなと思っ

ております。

これは、 3年前アメリカに行った時見たんで

すが、例えば今お話しした油圧でさがるような

パスを走らせようとすると、きっと「高し、」

「お金がかかる」という反対が出ると思います。

何もそういう高価なものを求めなくても、これ

はアメリカであったんですが、バス停の横にキャ

スターのついたこのような鉄製のスロープがお

いであるんです。パスが来ると、これを誰かか

れかが動かしてくれまして、乗りこめるんです。

これでも十分対応ができるんじゃないかと思う

んです。

これは、私が事務局を置いている市内にある

スーバーの駐車場なんですが、ここの駐車場は

以前はいつ行っても、車いすマークのところが

いっぱいで止めることができませんでした。

ある日からこのように鎖がついたんです。そ

したら、全く止める人がなくなって、いつ行っ

ても私のように介助者が運転してくれる者の場

合はすぐに止められるからすごくいいんです。

でも、これは絶対におかしいと思って私はスー

ノfーへ聞きにいったんです。

そうしたら、この鎖をかける発端になったの

は、私と同じように介護をされている立場の人

が文句を行っていったから、スーパーとして急

速やったというんです。

このように、私たちの周りには、障害を持っ

た者が社会に望んでいく時に、一つ間違うと、

自分の立場だけで発言したりすると、かえって

自分たちが住みにくい社会をつくるんじゃない

かなという思いでご紹介をしました。

福祉には、物質的な福祉と内面的な福祉があ

ると思います。いろいろ設備なんかを整える方

は物質的なものだと思います。そして、物質的
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な福祉ばかり求めますと、お金もかかりますし、

それが実現するまでにはとても長い時間がかか

ると思います。

もちろん、この物質的な福祉も求めていかな

いといけないんですが、これから私たちが望ま

ないといけないのは、それと並行しながら内面

の福祉というか、困った時にすっと来て助けて

いただける、先程のエレベーターの時に言い忘

れたんですが、アメリカに行った時にエレベー

ターの近くに寄っていくと、それまで一番早く

着くエレベーターの前にたくさん待っていた人

たちがドアをあけて待っててくれて、それ以外

の人は、さっと次に来るエレベーターの方へ移

られるんですね。エレベーターが l本しかない

ところは階段でどんどんのぼられたんです。そ

ういう人の気くぽりというのは、これから私た

ちが社会に参加していく中でとても大切なこと

ではないかと思っています。

最近、私たち障害者も含めて、またマスコミ

も含めてですが、障害者が何か目新しいことを

したり何か変わったことをするともてはやして

くれます。でも、障害者が社会的な常識からは

ずれたこととか、何か間違ったことをした時に

叱ってくれる人が何人いるかというと、意外と

いないもので、「いいわいいわ障害者だから、

黙っていよう、我慢しておこう」という人たち

が多いと思うんです。それは、決して私たち障

害を持つ者にとって思いやりでも何でもないこ

とだと思うんです。

それとか、新幹線に車いすの人が閉じこめら

れて車庫までt行ってしまったとか、駅のエレベー

ターに閉じこめられて翌朝まで見つけられなかっ

たという話題がありました。確かに、そういう

設備が整ってないために障害者が一人で動けな

いことは罪だと思います。

でも現実問題として、そういうことがまだ実

現しない中で私たちが生活をしていく時に、本

当に駅側などの責任だと一方的に言っていいの

かなという気がするんです。私たち障害を持っ

ていても、配慮とか気配りとか思いやりという

ことができるはずです。



もちろん、そういった事故がおきないような

設備にしてもらうように声をあげていかないと

いけないんですが、それと並行しながら、自分

で自分の身を守る最低限の努力だけは常にして

いかないと、社会から逆に「障害者何をやっと

る」と言われるような気がしています。

そういったいろんな思いがありまして、私た

ちが住む岐阜県の中で、何とか少しでも福祉が

よくなるようにという思いが募ってきました。

一方的に、声を出して要求ばかりしていてはお

かしいと，思って、とにかく自分たち、同じよう

な障害を持つ仲間同志集まって、情報交換をし

ながら高め合っていこうということで一昨年か

ら頚髄損傷者の会もっくりました。それとAL

D、地域生活を支援するための情報を提供して

いこうということで現在取り組んでおります。

これは、頚損の集まりの様子です。このよう

に岐阜県は、交通手段がないんですが、本当に

へき地からたくさんの人が集まってきてくれま

す。

そうした活動の中で、私たち重度の者が働く

ことはできませんが、何とか就労の道を模索し

ていこうということで、とりあえず現在ここに

取りあげています「夢旅人」という機関誌をつ

くっております。この機関誌づくりに関しては、

私と同じような重度の四肢まひの頭損の者が3

人から 4人で、パ、ノコン通信とか、最近のDTP

ソフトなんかを使い自分たちで印刷の版下まで

つくって機関誌を発行しております。現在、発

行部数が650にまで来ております。これもまた

山田さんの真似ではないんですが、よかったら

購読会員になってください。

そういう活動と並行しながら、仲間同志、よ

そで頑張っている障害者のビデオを見たりしな

がら勉強会も聞いております。これは、仲間同

志で少しでも何かができるようになるようにと

いうことで、ワープロ教室なんかを聞いて取り

組んでいる時のものです。

日本では、「障害」という護学 2文字で全て

の障害を表現されていますし、この障害という
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漢字を使うことをきらう若い人たちがたくさん

出てきています。これは、私が生意気に言うま

でもないんですが、本当ですと障害の中には、

私たちが生まれたり、また中途の人の場合は、

受傷による機能的な障害の部分と、もう 1つは、

社会へ参加していこうとした時に新たに生まれ

てくる障害・障壁との 2つがあると思うんです。

これからの時代は、最初にご紹介したように

支援技術だとか制度だとかいろんなことで、私

たちが本来持っている機能的な障害は障害と感

じなくていい時代に入ってきていると思うんで

す。むしろ、社会に入っていくための障害・障

壁をなくしていかなければいけないと思います

し、下に書いてありますが3年前にアメリカに

行った時に耳にした言葉に、ビープルファース

トという言葉がありました。「健常者・障害者

という前に、まず一人の人間として……。Jと

いう意味でこの言葉にすごく感激しまして機会

あるごとに使わせていただいているんですが、

そういうふうになればいいなと思っております。

山奥の、夜8時になればお底がみんなしまっ

てしまうようなところに住んでいますが、最近

このような24時間のコンビニエンスストアが私

の町にも 2つできました。これは、東海北陸自

動車道がどんどん延びていまして、現在は美並

村まで延びております。平成9年には私の町ま

で延びてくるらしいんです。ただし、この高速

道路は美謹市までは通常の高速道路ですが、そ

こから以北は片側 l車線の高速道路で、高速道

路とは言えないと思いますが、私たち地方に住

む者にとっては、この高速道路が延びていくと

ともに、地域格差もなくなり、田舎にも福祉の

波がおしよせてくるだろうなと私は大いに期待

して、いつもこの下を通っているわけです。

最後になりましたが、何年も自分に言い聞か

すように使っていますが、今の高速道路しかり、

世の中の展開しかり、私が受傷しました14年前

は全く何もできませんでしたが、世の中がどん

どん進んでいくおかげで現在こうして皆さんの

前に出させていただいたり、またいろんなこと

ができるようになりました。これから10年と言



わないまでも 5年先には、もっと世の中が変わっ

てくると思うんです。

例えば、今障害と言われていた人が陣害者で

なくなって、今重度の障害者という人が単なる

障害者になる時代も絶対来ないとは言えないと

思うんです。だから、私は常にここに書いたよ

うに「夢と希望」だけは持ち続けて頑張りたい

と思っておりますので、今後とも皆さんの温か

いご支援をお願いしたいと思います。

今回このような大切な催しに出させていただ

きました関係者の皆さん、それから事務局の皆

さんにこの場を借りまして心よりお礼申しあげ

ます。ありがとうございました。

座長:上村さんとは、 10数年来のおつき合い

をさせていただいております。その問、私だけ

ではなくて多くのリハエンジニアを育てられて

きました。最後に、上村さんに感謝の拍手をお

願いします。
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(児)の在宅援助
ーその可能性と困難a性一」

シンポジウムH

重複障害者• 「重度

登茂子(名古屋市総合リハビリテーションセンターリハ部長)

六 朗(第二びわこ学園副園長)

次 男(厚生省児童家庭局障害福祉課障害者福祉専門官)

洋 弥(武蔵野市障害者総合センター)

香代子(名古屋機〔ぷな〕の森)

厚(第2分科会座長・江南女子短期大学教授)

歳

藤

辺

国

井

島

長:万

シンポジスト:遠

渡

柴

中

峰

座

現場の視点から考えていることを述べていただ

いて、フロアの方から皆さんと一緒に考えてい

きたいと思います。

進め方は、最初に 5名の方にお願いした内容

をお話していただいて、そのあと続けてシンポ

ジストの方にお話ししていただきたいと思いま

す。まず、最初に厚生省の児童家庭局障害福祉

専門官でいらっしゃる渡辺さんから、行政の立

場からということでこの問題をお話ししていた

だこうと思います。

まず、最初に問題を提起していただくという

ことで‘現状と今後の展望についてお話ししてい

ただきます。つづきまして、第二びわこ学園の

副園長でいらっしゃる遠藤さんから重度心身障

害児入所施設であるこの第二びわこ学園が地域

支援として取り組んでみえる滋賀県の重度障害

者の地域授業ということについてお話をしてい

ただいて、そして施設として持っている医療や

訓練などのノウハウを重度の人たちの在宅援助

にいかに活用していくかというお話をお願いし

ます。

そして、 3番目に武蔵野障害者総合センター

の柴田さんから知的障害の面から重度の障害者

が在宅生活を送るための問題点ということに関

しまして、現在行ってみえます精神薄弱者通所

更生施設で行っているデイセンターというもの
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座 長:それでは、はじめさせていただきます。

私は、今紹介をいただきました万歳と言います。

この非常に難しいテーマを取りあげさせてい

ただきましたのは、昭和54年に養護学校がの義

務教育化ということになりました。それまで、

非常に重度で在宅で就学猶予ということで過ご

していた重度、重複障害の障害児が学校に通う

ようになりました。これは意義深いことだと思

いますす。

ところが、 15年たちまして彼らが卒業するこ

とになりました。卒業したけれど、卒業後重度

である、重複の障害であるということで、既存

の施設ではどれもマッチするものがなかったわ

けです。

あるとするならば、通所回数の少ないデイサー

ビスがあるぐらいだったわけなんです。まずこ

ういう人たちをどうしたらいいのだろうかとい

うことが、新たな問題になってきたということ

で難しいこの問題を今日取りあげてみました。

この難しい問題に現在立ち向かつてみえる方

を、シンポジストにお招きしてお話を進めてい

きたいと思います。このシンポジウムというの

は、先程からお話ししていますように難しいも

のですから結論が出るものではないと思います。

ですから、シンポジストの方に、このリハビリ

テーション研究大会のメインテーマであります、



を通してお話をしていただこうと思います。そ

れに加えて、現在対応する十分な制度がないわ

けですから、この制度をいかに国に制度化とし

て働きかけていくか。そのためのネットワーク

の必要性についても少しお話をしていただこう

かなと思っています。

それから、 4番目には、ぶなの森の中井さん。

中井さんは、 6年前より重度障害者の施設づく

りを中心になって進めてみえました。今年の 4

月に、その念願の施設を開所されましたが、そ

の開所されるまでの聞にいろんな施設の情報を

集められました。そして、いろいろ勉強されて

きました。

その中で、いろいろな問題にぶつかられたこ

とをお話ししていただきます。中井さんのお話

の中からは可能性よりも困難性の方が多分多い

んじゃないかなと思うのですが、それに加えて

将来に向けての問題ということも是非お話の中

に入れていただこうかと思います。

最後に、峰島さんから昨日の第2分科会、家

族・家庭を支える地域社会の課題で座長をして

いただきました。その中で話し合われた重度重

複障害者と家族、それからその家族を支える地

域の問題ということに関してお話をしていただ

こうかと，思います。その後フロアの方から一緒

に考えていこうかと思います。

まず、最初に渡辺さん、よろしくお願いいた

します。

重度・重複障害者(児)の在宅援助(行政の立場

から)

一重症心身障害(児)者を中心にして一

渡辺:厚生省で障害福祉専門官をしておりま

す渡辺と申します。

私は、重障心身障害児の場合を例にとりまし

て、行政の立場からこの障害の重い人たちに対

する対応について少しお話しをしたいと思いま

す。

ご承知のように、我が国の障害福祉は昭和56

年の「国際障害者年」、そして58年からはじま
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りました「国連障害者の10年」を経てノーマラ

イゼーションの理念の普及・定着とともに質的

に大きく転換しました。

それは、端的にいえば、それまでの施設福祉を

中心とした考え方から地域福祉を中心とした考

え方への転換であるわけですが、このことは平

成2年の福祉関連8法の改正の中で今後の方向

として明確に位置づけられました。

特に、障害の重い人たち、そして障害が重複

する人たちの福祉は、主として入所施設を中心

にして対応してきましたが、このような人たち

についても、可能な限り生まれ育った地域の中

で障害のない人たちとともに生活をしていきた

い、あるいはさせたいという希望が高まってき

ています。

重度・重複障害といわれる人たちの豊かな地

域生活を実現するためには、彼らを支える人の

問題をはじめとして施設・設備、そして、財政

上の問題等地域の中に援助システムを構築して

いく上で、クリアしなければならない課題は山

積みにしており、行政としての本格的な取り組

みは今その緒についたばかりであるといえます。

昨年3月、総理府にあります障害者対策推進

本部から、これからの10年を展望した障害者対

策に関する新長期計画が発表されましたが、そ

の中心テーマは「障害者の自立と社会参加の促

進」ということであり、 5つの基本的な考え方

のlっとして「障害の重度化・重複化への対応」

ということがあげられております。

ここでは、最初にお話しいたしましたように

重症心身障害児(者)の例をとりまして現状と

今後の展望ということについて少しお話しした

いと思います。重症心身障害児、大変しゃべり

にくいものですから重症児というふうに、特別

なことがない限りそういう言葉で表現させてい

ただきます。

まず、対応の経緯と現在の状況ということで

すが。重症児の問題は昭和30年代に社会問題と

して注目を集めるようになり、昭和42年に児童

福祉法の一部が改正され、医療法にもとづく病

院としての機能を持った重症心身障害児施設が



新たに児童福祉施設として位置づけられました。

そして、当時の重症児についての認識はおお

よそ次のようでありました。 4つほどあげます

治宝、

① 重症児は寝たきりの小さな子どもで終日ベッ

ドで過ごす以外になL、。

② その介謹を家庭で行うことは経済的・技

術的に見て困難であり、社会的にも理解が

乏しく困窮を極めている。

③重症児の場合は、その障害の内容から見

て濃厚な医療的な管理が不可欠である。

④ どんなに手厚く養育しでも大半が10代な

かばまでに死亡する。

以上のような背景から重症児は、重症心身障

害児施設のような医療的な管理の整備されたと

ころでなければ十分なケアが困難であり、そし

てそこで例え短い一生であっても手厚くケアさ

れること、そういうことが彼らの人としての尊

厳を守る唯一の方法であるというふうに当時は

考えられておりました。

しかし、昭和54年養護学校の設置の義務化、

そして国際障害者年、国連障害者の10年を通し

てノーマライゼーションの理念が国民の聞に浸

透・定着する中で、在宅指向が高まってきまし

た。

つまり、昭和54年の養護学校の義務制の実施に

よって、それまで就学猶予を余儀なくされてい

た重症児も通学が可能になりました。

しかしながら、彼らのための通園の場は、ま

だ制度化されていませんでしたので、卒業と同

時に日常的に通う場や活動の場がなくなってし

まいまして、社会との接点が希薄な過去の在宅

生活へ逆もどりするか、あるいは施設に入所す

るかしか選択の道はありませんでした。一部の

人たちは、地域の小規模作業所に受け入れても

らうということもありましたが、そのような人

たちは極少数でしかありませんでしたので、養

護学校の卒業生を中心に卒業後の通園の場に対

する要望が高まってきました。

また、ノーマライゼーションの思想の浸透・

定着は、地域社会の障害者に対する障害者観と

いうものに変化をもたらし、そのことが障害児

(者)をもっ親の障害者観への影響を与え、家

庭内で療育することへの意欲というものをもた

らしはじめました。もちろん、それは医学の進

歩、それからこれまでの様々な福祉施策の向上

などが、大きな支えになっていたことはいうま

でもないことだと思います。

ですから、これまでは施設に入れたいけれど

も、空きベッドがないために仕方なく在宅を余

儀なくされているといった、いわば消極的な在

宅から、現在では社会にあるいろんな制度をで

きる限り活用し、親が元気なうちはできる限り

在宅で療育し面倒をみていきたいという、いわ

ば積極的な在宅へと親の意識は変わってきてい

るのではないかと思います。

さらに、重症児の実態として昭和沼年の島田

療育園の開設以来、重症児のための施設の整備

に国も努めてきましたが、現実に重症心身障害

児施設に入所している重症児は3分の 1ほどで

あり、残る 3分の 2は在宅であるという実態が

あります。

このような在宅指向の高まり、それからその

3分の 2は在宅であるという現実を踏まえて国

は施設整備を進める一方で、在宅サービスの充

実、充実といえるかどうかは評価が分かれると

ころだと思いますが、在宅サービスの充実に努

めてきております。

(74 ) 

具体的な在宅者のためのサービスとしては、

重症児だけを想定したものと限りませんけれど

も、いろんなものがありますがいくつか例をあ

げますと、例えば昭和42年から児童相談所を中

心にして重症児のための訪問指導をはじめてお

ります。それから、昭和47年からは、全国重症

心身障害児(者)を守る会の行っている療育相

談事業に対する助成を固として始めております。

それから、岡和51年からはじめていた緊急保

護事業、現在の短期入所事業、いわゆるショー

トステイですが、これに巡回療育相談、あるい

は短期療育事業等を加えまして、昭和'55年から

施設のオープン化事業、つまり施設がこれまで

に蓄えてきた人的・物的機能を、地域で生活し



ている障害者のためにも活用していただくとい

う、いわゆる施設のオープン化事業というもの

をはじめています。

それから、ホームヘルパーの派遣ということ

も昭和45年からはじめております。その他にも

手当等の経済支援の充実、そして補装具の交付

や修理、育成医療の給付、日常生活用具の給付

等の事業等も制度化されております。

また、特筆される動きとしては、皆さんご存

じの方もあるかと思いますが、横浜市にありま

す訪問の家「朋」、あるいは愛知県の愛光園の

ように、現在ある制度を利用して、つまり精神

薄弱者通所更生施設という形をとりながら、主

に重症心身障害児のための通園の場を確保しよ

うという新しい試みもでできました。

在宅の重症児を支えるための施策は、年々、

徐々にではありますが、充実してきております

が、彼らの在宅生活を支えるための施策の質的

な転換、つまりこれまでの対応から一歩踏みだ

した対応がはじまったのは、平成元年度の重症

心身障害児通園モデル事業の開始からといえま

す。

この事業は、「在宅の重症心身障害児者に対

して通園の方法により日常生活動作、運動機能

の訓緯等を行い、在宅重症心身障害児者の福祉

の増進に資する」というもので、これまでは十

分な医療的な管理が保障された入所施設で対応

するという方向から、先程申しましたように養

護学校の義務化から派生した在宅指向の高まり、

そして3分の2は在宅であるという現実を踏ま

えて通園という方法での対応に本格的に固とし

て取り組もうとしたわけです。

具体的には医療法にもとづく病院であると同

時に児童福祉施設でもある 5つの重症心身障害

児施設にモデル的な通園の場を設けまして、そ

の可能性を探ることにしました。この事業はモ

デルの段階ではありましたが、大変好評であり

まして、多くのところから早く一般事業化して

ほしいという要望もでておりましたが、その一

方でいくつかの間題点も指摘されました。

1つは、この事業は 1か所あたり15人ほどの

通固というものを想定したものでありましたが、

毎日15名の重症児に来ていただくためには、相

当広域から来ていただかなければならないとい

うことで、具体的には通園に 1時間以上もかか

るという人もいたということです。

もう lつは、医療的な管理が不可欠だという

ことで、重症心身障害児施設に併設という形を

とりましたが、県によっては重症心身障害児施

設がないところもあり、この事業を一般事業化

した時に、これらのところではそこに住んでい

る重症児たちはこの通園の場に通うことはでき

ない、そういう思恵を受けられないということ

がありました。そこで、これらの課題を解決す

るために、平成5年度から 1日の通園者が5名

ほどの小規模型のモデル事業を 5か所ではじめ

ました。

そして、この事業の実施施設は重症心身障害

児施設等というふうにしまして、この「等」と

いうところが大事なところです。つまり、医療

法にもとづく病院としての設備が整った重症心

身障害児施設以外でも実施できる可能性につい

て検討をはじめました。

実際のモデル事業としては重症心身障害児の

施設3か所、それから病院としての機能を持っ

ている肢体不自由児施設 1か所、それから精神

薄弱者通所更生施設 1か所ではじめました。そ

の通所更生施設の 1か所というのが先程申しあ

げました愛知県の愛光園であるわけです。

( 75) 

このモデル事業とは別に、もう 1つ大事な事

業をはじめております。それは、平成2年から

はじめた「心身障害児通園施設機能充実モデル

事業」です。

この事業は、通園施設に重複障害児が通える

ように、必要な職員を配置するというものであ

りまして、必ずしも重症児を想定したものでは

ありませんでしたが、結果として精神薄弱見通

園施設に重症心身障害児を措置することが可能

になりました。

このように、まだモデルの段階ですが重症心

身障害児(者)についてもようやく通園の場の

確保への道が聞けたわけです。



最後に、今後の課題と将来の展望ということ

ですが、まず我々がしなければならないこと、

それは今申しあげましたモデル事業というモデ

ルをはずして、できるだけ早くー殻事業化して、

日本中の全ての重症児がその通園という方法で

必要な療育を受けられるような場を確保するこ

とだというふうに考えています。

また、重症児の場合は、その障害の特性から

医療的なケアということは、無視できない大変

大きな問題だと思います。従って、医療的な機

能を持っていない施設が通園事業を実施する場

合に、施設との連係の中で医療を保障するシス

テムを地域の中にどう構築していくかといった

問題が、これからの大きな問題になってくるの

ではないかというふうに思っております。以上

です。

座長:ありがとうございました。

まずは、問題を提起していただいたというこ

とで、その中のモデル事業の 1っとして第二び

わこ学園の取り組みを遠藤さんからお話しして

いただきたいと思います。

重症心身障害児者の地域支援システム構築

遠藤:滋賀県にあります重症心身障害児施設

第二びわこ学園の遠藤と申します。

滋賀県の障害者福祉施策というのは市町村レ

ベル、それから福祉圏域、そして滋賀県全体の

3つの階層によって障害者の福祉施策が進めら

れてきました。とりわけ、学校にあがる前の時

期の乳幼児期におきましては乳幼児検診、障害

の早期発見。それで、第2次的に早期療育の場

を保障する。第3次的には滋賀県全体では総合

療育センターを持っています。そのように学校

にあがる前の時期には比較的システムが構築さ

れています。

また、滋賀県においては養護学校の校区もほ

ぼ、完全ではないんですが、福祉圏域とマッチ

ングするように、そういう努力がはかられてき

ています。そうしてきますと、養護学校卒業後

のシステム、つまり青年・成人期のシステムを、

どのようにつくっていくかということが大きな

課題になっているところです。

昨年、滋賀県は障害者対策新長期構想を発表

しまして、その中におきまして福祉圏域での障

害者地域総合ケアシステムの構築をうたってお

りまして、今回私が報告しますのは、現在県内

で5か所の通園事業を展開して、第二びわこ学

園が補助なり委託を受けて実施しておりますけ

れども、その経験を踏まえながら重症心身障害

児(者)、あるいは重度障害者のシステム構築

の可能性について述べてみたいと思います。

スライドをお願いします。

( 76) 



滋賀県の福祉圏
滋賀県人口

1，261.342人 (1~J !i 3年l.0月 i臼現在)

滋賀県内重症児者数(l9 9 3年度中央・彦被児相!t録数)

257名

滋賀県の人口は126万人。県内に 2つの児童

相談所がありまして、湖北福祉圏、愛犬福宅11圏、

これが彦根児謹相談所、あとのエリアは中央児

童相談所が管轄しておりまして、昨年度の計で

は257名の重症心身障害児(者)の方が畳録さ

れております。私どもは、推定値としては240

名と思ったんですけれども、若干それを上回っ

ているのは、京都、大阪の方から流入してきて

( 77 ) 

いるということが伺われます。

それで、福祉圏域は、 7つあります。琵琶湖

を囲みまして時計巨lりに湖北福祉圏、愛犬桶祉

圏、湖東福祉圏、甲賀福祉圏、湖南福祉圏、大

律相111:圏、そして湖西福祉園。大津福初1:固と湖

南福祉闘は、だいたい人口が50万で南部の方に

集中 しているということがいえると思います。



第一びわこ学園は1B、第二びわこ学園は2Bと略記

事 業 名 |実施開設回数

滋賀県重症児通園モデル事業(2B通園)!2 B ! 週5日

1994年度は約40名が利用 1995年度は約60名(予定)

第二びわこ学園は、倉l位以紛醐の方に係わっ

ていくということでいろいろ事業を展開してき

ていますけども、障害者外来相談、訪問事業、

通園事業、短期入所事業などです。

重症心身障害児(者)の方については、事前

の診察などを行っておりますけども、第一びわ

こ学園、第二びわこ学園を合わせて約200ケー

スが登録されて事前診察等を行っております。

訪問事業は、中央児童相談所、彦根児童相談

所の重症児巡回訪問事業に協力しまして必要に

応じて訪問看護を行う。

とりわけ、彦根児童相談所に関しては12年間

取り組んできていまして、だいたいひとりの方

について年間2、3回の訪問になっています。

その中で健康相談であるとか日常の状態把握、

あるいは時によっては生活介護相談なり、リハ

ビリスタッフが行きまして生活の中でのポジショ

ニングとかリハ相談を行っているとかいうこと

があります。この彦根相談所の訪問事業の中か

ら通園事業を利用されるという方がみえておら

れます。

それから、通園事業は、後に述べます。短期

入所事業については、先程も渡辺さんが述べま

したけども、長期入所と短期入所であったもの

を今年度から通園事業が拡大したということも

ありまして、有目的・有期限入国のベッド数を

設けました。

緊急入国と書いてありますけど入院のような

もので、この通園の対象者の方が緊急を要する

入院が必要な時に、施設の側にベッドが用意さ

( 78) 

れてないと非常に困りますので、そのために緊

急入院用のベッドを l床設けたということがあ

ります。

現在、通園事業については、表2のような事

業をおこなっています。

第二びわこ学園では、第二びわこ学園が現在

展開している 3つの通園について年に 1回全て

の通園者に対して検診をやっています。我々の

成人病検診のようなものですけども年に 1回保

障してやっていますけど、これをやっていきま

すと顕在化していく可能性のある成人病が発見

されておりまして、だいたい60から70%そうい

う可能性を持っているなということがあります。

また、第二びわこ学園に併設していないところ

の通園事業に関しては、月に 1回医療相談をやっ

ていまして、これは今年度の上半期の実績で42

件あります。主に、癒鋼、消化器、腎疾患、貧

血、皮膚、これは家庭での不衛生にともなう湿

疹とかの問題ですけども、耳鼻科的な問題、あ

るいは不眠。こういうふうな年 1回の検診、あ

るいは月に 1回の医療相談の中で医療的なフォ

ローをしています。

さらに、必要なものがでてくると、今年度に

つきましては、これは短期入所ですけど、通園

の中から有目的・有期限入国をして何らかの治

療なり、療育的な目的を達成するということが

必要になってきておりまして、第二びわこ学園

の通園で 1件、湖北通園で I件、愛犬通園で 1

件。とりわけ、この愛犬通園の 1件というのは、

緊急入園をされておりましてレジュメにもあり



ますミオクローヌス性癒摘による退行性疾患な

わけで、風邪をひく度に退行をしていくという

疾患を持っています。けれども、保護者の方は、

この子が悪くなる前に世の中で一緒に暮らした

い。そのために通園も利用したいという方であ

りまして、こういう方々のためにも緊急入院用

のベッドを確保したという背景がございます。

彦根児相の重症児(者)巡回訪問から通園に

利用される方が現在6名から 7名おられるんで

すけど、この多くは30代のなかばぐらいの方で

す。今までの養護学校に行くとか、そういう経

験がなくて長いこと在宅の中で暮らし、しかも

家族の中で大事に見守られてきた方々です。

私が、在宅期間の長い人の課題を自立の問題

というふうにとらえたのは、そういう方々の巡

回訪問、それから通園に迎える時に他者から、

あるいは他人から介護を受けることの経験の大

切さということを痛感しているわけです。

滋賀県の北部の場合には、家族共同体という

か、そういうものが強くて、それが他人を家の

中に迎え入れるということを拒否されるご家庭

もあります。そういうご家庭に対してねばり強

く訪問しながら信頼関係をつくっていくという

経過があるわけですけども、そういう意味で、

我々が訪問をした時に「今日はだっこしてあげ

られなかったね」というようなことがあるわけ

ですね。

だっこするだけでも筋緊張が強くて、あるい

はそのことによって発熱をおこすとか、そうい

う経験をしてまいりました。けれども、そのよ

うに他者から介護を受ける、もっと基本的にふ

れ合えるという経験、このことが自立という面

から見た時に最初の一歩になるんじゃないかと

いう意味で私は取りあげたわけです。

また、通園に来た時にも母親からしか食事を

介護してもらえなかったという経験が長いもの

ですから、我々スタッフからスプーン介助を受

けるということが拒否される。我々スタッフも

すごく悩むわけですけども。だいたい 3か月ぐ

らいかかって、ようやく食べはじめたという経

験がありますけども、そういう経験の中で自立

の意味というのは、介護の意味は基本的な仲立

ちをして他者との関係をつくっていくというと

ころを発見させられました。

また、これは生活のリズムであるとか、健康

面、例えば20代後半ぐらいになってくると成人

期的な疾患、糖尿病であるとか、あるいは腎臓

的な問題ですね。意外と腎結石が多いんです。

それは、なぜかと言いますと、在宅でおられた

時に水分補給が少ないんですね。凝縮尿によっ

て腎結石が多くなるということがありまして、

そのようなことでの指導が必要ではないか。そ

れから、栄養面でも非常に偏っていたりします。

( 79 ) 

私は、ここでも経験しているのは、「栄養的

にみて間違っているよ」と言うことはすごく簡

単なんですけど、家族の中で一生懸命頑張って

やっているわけですね。そのことを言うのは簡

単なんですけど、家族と私たちとの信頼関係を

損ねないように、そこには家族の方々のこの人

たちを受け入れていくキャパシティなり、そう

いうものをちゃんと見ながら進めていくことが

必要だなということも経験させられています。

養護学校卒業の方ではなくて、長いこと在宅

でいた方々が通園することになったとき、通園

することだけでも拒否される方もおられたんで

す。自分から離されると思うんでしょうね。 1

日朝来て、また夕方帰る、それが、通園である

ことを理解してもらうようにすすめています。

また、こういうケースもあります。いわゆる

ショートスティ(短期一時保護入園)を利用さ

れた方がたまたま第二びわこ学園の方に来まし

てショートステイですから、その目的がおわっ

たら、もう帰ってもよろしいわけですけども、

ドクターが私の方へ来まして、このまま返して

は困ると、とても癒摘発作のコントロールの状

態が悪い、血中濃度の管理もよくない。あるい

は、栄養状態が悪くて、ビタミン欠乏でくる病

であったんですね。そういうこともあって医療

的なケアがどうしても必要であるから家に帰る

ならどうしても通園へ行かせてほしい。長浜の

通園に来るようにしました。

もちろん、最初は週 1回レベルからなんです



けど、その中で月 l回の通閣の医療相談、ある

いは外来で改善されて今日に来ている。現在は、

週2回通いだして、恐らく週 5日行きたいなと

いうことになるんじゃないか。これは、逆にう

れしいことではありますが、 l日利用定員の枠

からみて、その調整というのは難しいというこ

とになるわけですね。

重症;児者の地域支援システム構築の可能性

家庭

在宅介護支援

地域社会参加支援

口

このように私が述べてきましたのは、第二び

わこ学闘が来年度は通閣を 4か所運営をしてい

くわけですけども、それが第二びわこ学園の持っ

ている技術なりノウハウなりを最大に通園、あ

るいは地域に返していくという場になっている

というようなパックアップがあります。

地域の中核としての遊園=障害者福祉圏域支援セシター{仮称}
医療機能の整備、各種相談事業(福祉圏在住の障害者の医疲リハビリ、相談)

二次性障害や成人期疾患等への対応

障害者健診の実施

レスIf.イト

コーディネーターの設置(圏域対応)

ホームヘルプ

lf 
入所施設(重症泥縄設〉 入所施設の地域化

有目的有期限入国

短期入所

長期入所

自ずとこれからの重症心身障害児(者)のシ

ステム構築というところで、私が考えています

のは表3のとおりです。このことは滋賀県の方

にも施策提言とか問題提起を行っているわけで

すけども、まず福祉圏域の拠点として、とりわ

け重症児(者)や重度障害者の通園には医療リ

ハビリ体制はかかせないというふうに私は思っ

ていまして、それを核にしまして各地の相談事

業ができなし、かなということなんです。地域の

通園、これがイコール障害者の福祉圏域での支

援センターになってほしいなという個人的な願

いです。その中に、医療機能の整備、各種相談

事業を入れていく。

こういうものがおきた時に、その福祉圏域の

( 80 ) 

中にあります通所授産とか小規模作業所、そう

いうところへ通っている方々の健康問題、その

中に二次障害の問題があるわけですが、二次障

害や成人期疾患等への対応は可能なんじゃない

か、あるいは障害者の成人病検診のようなもの

が実施できないか。そういうものを用意しなが

ら、そこの中にレスパイト機能、コーディネイ

卜機能を障害種別じゃなくて圏域毎に整備する

必要があるんじゃないか。

それから、ホームヘルプ機能ですね。このこ

とを核にしながら家庭への在宅支援と、この人

たちの地域社会参加支援を行っていくべきじゃ

ないか。そして、施設は、それを全体的にパッ

クアップしていく。



入所施設も入所施設の地域化をはかりながら

有目的・有j制限入閥、あるいは短期入所、こう

いうことを地やしていく必要があるんじゃない

かなということを考えています。現在、なかな

か長期措置以外に有目的・有期限とかを増やす

ということは経営的には、かなりリスクが高い

んです。これは、この中で施設関係者の方はお

わかりだと思うんですけど、そういう意味では、

施設が地域の中に伸ばしていくということは厳

しいんですけど、やっていきたいなと思います。

以上です。

座長:どうも、ありがとうございました。

遠藤さんからは、施設の立場からこういった

重度の方がどうやって在宅で地域で生活をして

いくかということをお話しいただきました。次

に、柴田さん、よろしくお願いいたします。

重度障害者のデイセンター(通所活動施設)

と地域生活支援

柴 田 I重度・重複障害者」というふうになっ

ておりまして、重度・重複障害者が何を意味す

るかということですが……。

一般には、重症心身障害、つまり重度の知的

障害と重度の身体障害を合わせもつ人という理

解をされることが多いわけですけれども、重捜

障害にはいろんな重複障害がありまして、特に

重度の知的障害と自閉症、その他の重複障害が

あります。それから、さらに重複障害ではなくっ

ても実際上授産施設とか作業所などでの、いわ

ゆる福祉就労が不可能な人たち、それにはつい

ていけない人たちもおります。

そういう意味で、もっと幅広く重度の人たち

と呼ぶことにいたしまして、そういう重度の障

害者の問題についてお話をしたいと思います。

最も、その身体的に重度であることだけとり

ますと、そのこと自体は現在では社会生活上必

ずしも就労ができないということもありません。

私の武蔵野障害者総合センターにも車いすに乗っ

て生活している人が、コンピューターの仕事を

してかなり高い工賃収益を得ているというよう

なこともあります。それとは違って作業などが

難しい人、 1日作業をすることが難しい人とい

うような意昧で使いたいと思います。

このような作業の難しいような人たちが一体

どういうようなところへ通っているのかという

ことなんですが、養護学校設置義務化後こうい

う人たちがどんどん卒業して地域社会に出てき

ているわけですね。

主に、今までとは違った傾向としては先程か

ら問題となっております重障者、それからもう

lつは重度の自閉症を合併している人たちが主

に顕著に表れてきているというふうに思います。

その他、さらにいわゆる発達期の障害だけでは

なくて、一旦社会生活をはじめた後で脳血管障

害であるとか、あるいは交通事故であるとかで

今までの機能が低下しまして、その中で特に知

的な機能が低下した人なども非常に社会適応が

難しいということがあります。この人たちも現

在の制度の中ではなかなか昼間通うところがな

いというような問題が出ております。そういう

意昧での重い障害を持っている人が利用をして

いる通所施設の種類としましては、資料にいく

つかあげておきました。

例えば、措置施設としては精神薄弱者の通所

更生施設というのがあります。これについては

後でお話をしますが、本来的には重い人のため

の施設ではないんですね。本来は軽い人のため

の施設。職場に就職をさせるためのと言いましょ

うか、そういう訓練施設であって授産施設より

も軽い人が通って来るということを想定してつ

くられた制度なんですね。それが、現実には、

かなり重度の人が通っているというような実態

があります。
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それから、身体障害者の場合には授産施設以

外には、デイサービスしかありません。

デイサービスは、現在の補助金の枠内で考え

ますと、毎日通所をしてもらっては職員体制が

できない、それだけの補助金がついておりませ

んので、たいていのところは通所日数を 1週間

に2日とかいうように限定せざるを得ません。

そうすると、毎日通所をしたい人たちは行き先



がない。そこで、身体障害者が現在の制度を使

おうとすると授産制度しかないんですね。国の

制度では。

身体障害者の通所授産施設ではありますが、

実際に大半の利用者が重度の知的障害と重度の

身体障害の両方を合わせ持っているという、そ

ういうような通所授産施設が首都圏には増えて

きております。それから、精神薄弱者の通所授

産にも重度の人はかなり入ってはおりますけれ

ども、この場合は更生がありますのでそちらの

方に流れております。

補助金の施設としては、さっき言いましたよ

うにデイサービスというのがあります。精神薄

弱者にもつくられました。

このデイサービス事業なんですが、現在のと

ころは週5日間受け入れられるような体制には

なっておりませんので、その点に非常に大きな

弱点があるんで、すね。実際には、地方自治体が、

この国のデイサービス事業を使って、さらにそ

の上に補助金を上積みして毎日通所にしている

というようなところもあります。

私のところの武蔵野にありますデイセンター

ふれあいという在宅障害者のデイセンターがあ

りますが、これもベースは国のデイサービス事

業を使い、それに市が補助金を上乗せして毎日

通所にしています。

それから、身体障害者B型センター。これは、

本来的には建物なんですけれども、このB型セ

ンターというものをつくって、その中に自治体

が独自に重度の障害者、これは身体障害者、知

的障害者を問わず重度の障害者の通所部門を設

けるというような形のものが、東京都内には相

当にあります。こういうものが、およそ30数か

所ありますね。

それから、先程からお話しになっている重症

心身障害児(者)通園モデル事業。これも国の

制度はこうなんですけれども、この他に名古屋

の制度もありますが、東京都では東京都民生局

がっくりました重症心身障害者の通園施設とい

うのがあります。

この重叫断の場合も完全医療型と言いましょ
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うか、いわゆる病院に併設した通所と、そうで

はない診療所対応のものとがあります。私は今

武蔵野ですが、その前に国立市の障害者センター

の所長をしておりました。その枠の中に民生局

対応の重心通所をつくったわけですが、それは

診療所がありまして、ごく近くのお医者さんの

協力を得るという形で地域の医師会が運営する

診療所というのがある。実際には、お医者さん

はそこに常駐しているわけでなくて何かあった

らすぐ対応してもらえるという形で運営されて

おりました。

都内に区立のものも含めまして11か所になり

ますが、約半数弱が完全な医療対応ができるも

の、あと半数強は毎日お医者さんがいるという

わけではないという形で運営されております。

それぞれに特徴がありまして、通う人も自ずと

分かれてきております。気管切開等で常時お医

者さんが必要な人たちは医療制度の整ったとこ

ろへ通います。医療が充実している反面、日中

に行います様々な活動、社会参加であるとか、

あるいは文化的な活動とかという面はかなり制

限される。それほど幅広い活動が行えるわけで

はありません。

それに対して、医療の手薄な方は、その反面

積極的に喫茶屈に出かけたり散歩に出かけたり

様々な社会活動を展開する。活動面では内容が

豊富であるということがいえます。

それぞれのよさというのがありますし、それ

ぞれ補い合う関係にあるというふうにd思います。

そのようなものが地方ではで、きつつあります。

その他に、障害者通所援護事業とか精神薄弱

者通所援護事業、これは普通小規模作業所と呼

ばれているものですね。この小規模作業所と呼

ばれるものに重度の人たちが通っているという

事例が大変多いわけですね。地方にいくほと多

いんですね。

この小規模作業所というのは現在は国の補助

制度が大変貧弱、年間100万程度の補助しかな

い。それに都道府県、あるいは市町村などが補

助金を上乗せしているところもありまして、こ

の格差は大変大きいですね。東京では、年間20



00万円ぐらいの補助金をもらって運営している

小規模の作業所もありますから、そういうとこ

ろと年間100万円でやっているところではかな

りの格差があります。

そういうところに、いろんな意味の重度の障

害をお持ちの人たちが通っているo なぜかと言

うと、今言いましたようないろんな制度や施設

はあるわけですけれども、実際にその地域には

そういうものがないという場合には小規模作業

所に入っていく。それをほっておけないという

ことで小規模の人たちが必死になって支えてい

るというのが現状です。

今言いましたような制度は、いずれも重度の

人が毎日通えるような本来そういう制度ではあ

りませんので、どこも運営には大変苦労をして

おります。

その 1っとして、通所更生施設のお話をしま

す。

精神簿弱者通所更生施設と言いますのは、本

来は障害が授産よりもさらに軽い人を対象にし

て、その人を企業に就職させていくための通過

訓練施設としてつくられたわけですね。

従って、職員数も通所授産よりは少ないんで

す。

今から15年ほど前に、重度者のための施設が

ないものですから、横浜市がこの通所更生施設

に市単独で職員を増やしまして、そして重度の

人のための施設をつくったわけですね。それが、

この15年間に全国的に大変普及しまして、現在

全国で200か所の通所更生がありますが、その

大半はこのような重度者のための受け入れとい

うことを意識して運営されている施設です。

中には、同じ通所更生施設でも、従来と同じ

ように軽い人を受け入れて毎年何人も就職させ

ているという通所更生もはあるわけです。

それから、比較的障害の重い人はお断りして

授産施設とかわらないような運営をしていると

ころもかなりあります。

最近の傾向としては、どんどん重度化してお

りまして、現在には重度の知的障害の人の数、

それから身体障害の合併している率、あるいは

自閉症の合併している率、どれをとりましでも

精神薄弱者入所の更生施設よりもさらに重度化

をしております。

特に、自閉症に関しましては、現在利用して

いる人の12%が自閉症ないしは自閉傾向を持つ

というような数字が出てきております。

この他に、横浜がそのように通所更生施設を

重度施設として使いはじめた同じ頃に東京都は

心身障害者生活実習所という都独自の制度をっ

くりました。それは、重度の身体障害を持っか、

または重度の精神薄弱を持っか、いずれかの人

を対象にしたわけですね。

従って、現在の縦割りの法律制度にはなじみ

ませんので都独自の制度で運営をしてきました。

これが、ある程度充実してきたんですが、途中

から方向が変わりまして、約10年前からは生活

実習所を増やすよりも通所更生施設にしてそれ

に区とか市が補助金を上乗せして生活実習所と

同じように運営するというようなところが増え

てきております。

現在、東京都内には137か所の重度の障害者

が通っている作業中心ではない通所の施設があ

ります。その内約25か所が生活実習所、残りの

25か所が通所更生、合わせて50か所があります。

〔回〕

それから、 B型センターか身障のデイサービ

ス、これらが約40か所あります。

それから、重症心身障害の通所が11か所、残

り約35か所が小規模通所訓練事業というふうに

言われています。この小規模訓練事業は補助金

制度で行われておりまして経営状態は大変悪い

わけですけれども…・・・。

通所更生施設なり、重症心身なり、生活実習

所なり、あるいはB型センターなりを一生懸命

つくって対応している区と、ほとんどそういう

手を打たない区がありまして、これは名前をあ

げると語幣があるかもしれませんが、同じ東京

都内23区の中でも相当の格差があります。

そういう対応がおくれている区では、このよ

うな小規模の作業所のようなものが残っており

ます。行政がきちんと対応しているところでは、

小規模で重度者を受け入れているということは



もはやありません。

そういうような状態の中で、今後重度障害者

のデイセンターという問題を提案しているわけ

です。それは、現在の制度どれをとりましでも

帯に短し穆にも短いという、どちらにしても長

いものはないんです。いずれにせよ間に合わな

いものぼっかりなんですね。

これは、きちんとした制度をつくる必要があ

るだろうということでデイセンターというもの

を提案しております。

そのなかみですが、先程滋賀県でありました

ように、対象は小さな地域、通える範囲ですね。

いろんな障害をお持ちの方が通える。多機能で

あるということ。希望すれば週 5日通えて 5時

聞から 6時間はそこでいろんな活動ができる。

そのようなものが必要だと思います。

もう 1つ大事なポイントは、これは通過訓練

型ではないということです。それは、どういう

ことかと言うと、訓練施設でもない、指導施設

でもなし、。これは、おとなとして生活をする施

設であって社会参加をする。そこで自己実現を

はかる、友だちをつくる、そういう施設であり

ますから、ここでは指導とか訓練というのはご

く一部であって、ある目的を持ってだけ行われ

るでしょうけれども、指導・訓練が全体の目的

ではないということになります。

現在の通所施設でも、特に精神薄弱者の関係

に多いんですが、食事指導とか外出訓練とか調

理実習とか宿泊訓練とか。とにかく何でも訓練

とか指導とかhう名前がついておりまして、そ

こで働いている人は先生と呼ばれまして、そこ

に通っている人は園生とか寮生とか呼ばれて生

徒扱いというふうな施設が、まだかなりありま

す。

これは、基本的におとなとしての人格権の侵

害ではないかというふうに思います。障害が重

いからといって一生生徒で終わっていいはずが

ない、一生訓練で終わっていいはずがないわけ

でありまして、訓練というのはある成果を目指

して、ある目的のもとに短期間行うものであり

ます。基本的なおとなとしての生活を保障する、
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そういうデイセンターというものが必要だろう

というふうに思います。

問題点としましては、現在あるデイサービス

制度と毎日通所型のデイセンターというものを

どういうふうにつなげていくのかということ、

それから現在ある通所更生施設も新しいデイセ

ンターに大半は移行することになると思います

が、そういうデイセンターというのは現在の措

置費制度との絡みで措置制度として残すのがい

いのか、介護保険などの問題もあります。新し

い仕組みの中でどういう制度として位置づけて

いけばよいのか。

さらに、通所の問題だけではなくて重度障害

者については、生活を成り立たせるための様々

な制度が大変おくれております。住まいの場所、

グループホームもありませんし、地域生活に対

する支援システムは大幅におくれておりますか

ら、これらの問題をどう充実させるか、その中

でのデイセンターということでありますから、

それらの問題もこれからの大きな課題として残

されております。

いずれにせよ、そういう中で私たちは今まで

お互いにばらばらにいたわけですけれども、ょ

うやく全国社会福祉協議会の中で心身障害児

(者)団体連絡協議会で重度障害者のデイセン

ターを研究するという会がはじまったばかりで

あります。

また、関東の通所更生部会が主催しまして、

障害種別を問わず全国の重度の障害者の通所施

設のリーダー職員の研修会を昨年からはじめた

ばかりであります。 200人集まって熱心に討議

しましたが、今年も200名全国から集まってや

ります。お互いに英語やドイツ語やフランス語

をしゃべる人が集まってしゃべっているみたい

なもんで、重心関係の人も来れば身体障害関係

の人も来れば知的障害関係の施設の人も来る。

そういう関係者が来まして、使っている言葉は

みんな違います。その中でお互いに共通理解を

っくりあげるというところから私たちも運動が

はじまったばかりというところで一旦おわらせ

ていただきたいと思います。ありがとうござい



ました。

座長:ありがとうございました。

柴田さんからは、新しいデイセンターという

提案がありました。

次に中井さんから実際に今年の 4月にできた

ばかりのほやほやの施設をつくられましたその

経過、苦労話なども含めて今後の問題点を定義

していただこうかと思います。お願いします。

重度・重複障害者(児)のための施設づくり

中井.今、柴田さんからデイセンターという

すばらしい提案がありまして、そのようなもの

が実現しておれば私たちは子どもをお願いしま

すと言っておればすむ立場だったかもしれない

と思いながら伺っておりました。

私たちは、重い障害を持つ親fこちでつくって

おります任意団体という小さな団体でございま

す。

卒業後、子どもたちがどういうふうになるの

だろうかということをまず心配しはじめて考え

ましたところ昭和54年の養護学校義務化以降、

経管栄養の子どもとか、疾がからむからしょっ

ちゅう親がついていなければならないというよ

うな子ども、また重度・重複で身体障害も最重

度だけれども、知的の障害もあるという子ども

たちが一応は養護学校も縦割りになっておりま

して、肢体不自由児養護、精神薄弱者養護、盲、

聾と分かれておりますが、義務教育になりまし

てからは全ての通学を希望する子どもたちを受

け入れてもらえるようになり、また名古屋市の

場合は高等部は義務教育ではありませんけれど

も希望する肢体不自由児は、とりあえず現状と

しては受け入れていただいているという実績が

できております。

そして、 18才になると、この人たちが社会に

出ていったところ受け入れ先がない。

先程、厚生省の専門官の方からのお話の中に

重心施設というのは幼くして亡くなる予定の人

たちという話、当初その制度ができた頃はとい

うお話がありましたが、私どもの子どもたちは

学校に通うということでとても大きな生きる力

を与えられて、生きる力を強くしながらいろい

ろ学ぶこともあるという形で生きながらえるこ

とができるようになってきたと私は受けとめて

おります。そういうデータもあるそうですが、

同じように重い人も在宅でおかれている、また

は施設内におかれているという形よりも家庭か

ら地域を通って養護学校に通学するということ

でリズムもでき張り合いもでき、そしてそうい

う移動を含む学校での生活が生きる力となって

この子たちを18才になっても、これから先のこ

とをどうしょうかといって通うところがほしい

と思う子どもたちに育っていけるようにしてく

れたのだと思っております。
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その子どもたちが、卒業していった時どうな

るかというところでは、皆様方のお話にでてお

りましたように縦割り行政の中で重度・重複の

人たちの制度はまるでない。そして、手のかか

る重い人たちはデイサービスというところで運

がよければ受け入れてもらえる。また、デイサー

ビスをやっていらっしゃるところでは「定員が

ないんだから申し出れば入れてあげるよ」とおっ

しゃっているところもあるということが、私た

ちがあちこち見学に行ったりしてわかりました

が、そこの現状を見ると職員が手いっぱいで過

労で倒れそうになっている。結局は、そうおっ

しゃってくださっても入る枠はないという現実

がわかったわけです。

そこで、私たちは親たちを中心とした施設づ

くりに取り組まざるを得ない。この子どもたち

が通うところが必要だという現実がわかってし

まった関係者という立場で、それに取り組みは

じめることになりました。通うところが必要と

いうことは夏休み40日間子どもたちがどうなる

かという短い期間ではありますが、その様子を

見ただけでも明らかなんでtすね。 9月になると

l学期にした取り組みがすっかり無になってし

まったと先生がなげくほどに訓練も学習も後も

どりしている。少し動ける子どもはパニックに

なって家の中でものを投げたりということもあ

る。



40日間が在宅という状態におかれた、その短

い期間でもそうなってしまう。

これは、どこか日中活動をするところを家庭

でないところに求めていかなければということ

になりました。

ところが、東京や京都とか学校関係の方のご

支援の多い地域もあるようですが、愛知県の場

合は学校関係の方も行政の方もそういう施設づ

くりを指導してくれたり推奨してくださる方た

ちがおいでにならないということで自分たちで

仲間づくりからはじめてやってきました。

重い障害を持った親たちは当初からあきらめ

ている人が多くて私たちに何ができるか。これ

は、重度な子どもをかかえていますので、養護

学校に子と、もが行っている聞はっきそいを要求

されている一部の親の他は動けます。しかし、

家に帰るとその子どもをかかえてずうっと介助

をしなければならない。もちろん、主婦業もし

なければならない。子どもが遠い地方から離れ

た養護学校に通っているということで、地域の

人たちとのつながりもとても希薄であって子ど

も会に入れてもらうとかそういうこともできな

いし、障害のために学童保育にも入れないしと

いうことで親たちはあきらめざるを得ない、動

くのがとても難しいという状態の中でひとりず

っ声かけをしながら仲間づくりをしなければな

らないということではじめました。

そして、大事なことは学習という形でした。

1月に 1回ぐらいの頻度で制度がどうなってい

るのか、私たちが望むような通所施設がどうし

たらできるのだろうか、そのなかみはどういう

ものをつくれば障害の重い子どもたちに適する

のであろうかということを講師の方々にご無理

を言ってお願いしたり見学をしたりして学習す

ることを繰返しました。こういう障害の人たち

の自立というのは何なのだろうかということを

考えました。

とても重い障害を持っていますから経済的自

立だとか授産所で働いて、それなりの仕事をし

ていくということもおぼつかない。こういう人

たちは、一生自立できないのか。また知的にも

3か月の壁を越えてない者もいれば 1才前後と

いう者もいる。そこで、いわゆる世間でいう学

習はとてもできていかない。身体は、寝たきり

で思うように動かない。身辺の自立も経済的な

自立も精神的な自立も何もかなわないのではな

いかということになるんですけれど、私たちは

そうではない人として生まれてきたということ

で、この人たちの障害はこの人たちの責任では

ないし、親の目から見ると不自由な体でとても

頑張って毎日を暮らしているんですから、それ

だけでも忍耐力とか、こういう人たちがいて私

たちの手足が動くということがどんなにありが

たいことなのかということもわかるし、いろい

ろ人の痛みを感ずるということもできるという

意味での社会貢献がこの人たちはできるのでは

ないか。

で、は、自立はどんなふうなのかというふうに

考えたのですが、愛知教育大学の松下先生とか

他のいろいろな先生方のご指導もいただき私た

ちが考えましたこの人たちの自立ということは、

どんな人の介助であっても日常生活が送れると

いうこと。それは、先程の第二びわこ学園の遠

藤さんがおっしゃいましたように、だきあげた

だけでも緊張が定ってしまって何もできなくな

る。そういう重度の障害の人もいっぱいいるわ

けですが、やはりこの人たちが自立するために

は、どんな人の介助でも日常生活を円滑に進め

ていけること、それから地域社会のどんな人で

も一緒にいきあえるということ、そして暮らし

ていく中で自分が生甲斐と喜びを見いだして日

常を送ることができること、それをもってこの

人たちの自立と考えていこうというふうに私た

ちは考えました。
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そして、それをはたす通所施設をなんとかつ

くっていこう。それには、千差万別な障害を持っ

ている人たちに個別の取り組みができるところ、

そしてやはり養護学校で力がついたということ

は1か所に家庭の中にいて、訪問の先生が来て

くださるというのでは得られない大きな力がつ

いたと思っておりますが、それは通っていくと

いうこと、リラックスする家庭ときちんと日中



活動で頑張っていこうという周りにも仲間や先

生がいて親・兄弟がいない、そういう 2つの場

を持ってその閣を通っていくということで大き

な力になったと思っておりますので、通所の施

設をつくろうということを考えました。それが、

私たちが7年間学習をしてきた結論と言えると

思います。

行政への制度要求ということも長い間、会報

を読んでいただいたり、陳情ということを 2固

いたしましたりしてやってまいりました。

これは、縦割り行政の中で、どちらかの障害

をあきらめなければならない。知恵遅れの方を

重視してもらうとエレベーターもないところで

いなければいけないよ。身体障害の方たったら

コンビューターでもばんばん打ってちょっとし

た介助があればきちんとやってください、ハー

ドウェアさえしっかりすればいいでしょうとい

うことでできている制度では、とても追い付か

ないので何とか重度・重複の人たちもそれなり

の職員配置をしていただけで、それなりの支援

がしていただける施設を望みたいということで

行政への制度要求を繰り返してまいりました。

また、資金づくりは手づくり品をつくったり、

廃品回収をしたり、賛助会員を募ったり、寄付

を募ったり、シンポジウムをしたりして世間に

アピールをしたりということで、どんなところ

でも自分たちの必要をお話をして協力をしても

らおうということで長年やってまいりました。

これには、親たちの足並みがそろわないとか、

自分たちの先行きが見えてし、かないということ

に対するあせりとか、何でこんなことをやらな

くてはいけないのという愚痴とか、いろいろな

ことがございましたけれども、何とか継続はし

てきました。

地域や市民への理解の要請というところです

が、何とかお願いして賛助会員になっていただ

いた方に会報を読んでいただく。またシンポジ

ウムを催す。地域にはピラ配りをしたり、拠点

を置いていた地域ではそこの区政協力員さんと

かご近所の方とか、そういう方をお呼びして地

域懇談会を聞くとか、そういう形でいろんな要

請をしてきました。
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私たちが、地域に施設を聞いても全くポツン

としていて周りの方と没交渉でしたら、塀の高

い施設の中にいるのと全く同じことになってし

まうということもありまして、地域の方たちへ

の理解ということは大事に思ってきましたが、

この点はとても難しいことでしてなかなか十分

な成果をあげておりません。

行政にアピールするために、実績づくりとい

うか自分たちがどんな施設がほしいのかという

ことを試行してみようということで、この春に

関所します前を遡りまして 3年半、養護学校に

通っております子どもたちは週6日通っており

ますのに、その後他の取り組みをするのは大変

ですので月 l回しかできませんでしたが、日曜

作業所という取り組みをし、そこでいろいろな

ことをやってまいりました。

私たちのところにいる重い障害を持った人に

は、もちろんマン・ツー・マンが望ましいけれ

ども最低10人の通所者が集まっていた場合6、

7人のよくわかってくれる専従の職員さんがい

なければやっていけない、介助にあたる人がい

なければやっていけないという結論に達しまし

て、それも行政へのお願いの資料といたしまし

た。

そういう活動を経まして、今発表なさいまし

た皆様方の認可の立派な施設とは違いましてプ

レハブの粗末な建物ですけれども、ここでこの

春「ぶなの家」という前の小さな無認可の施設

を聞所いたしました。

そして、行政への制度要求は名古屋市が市の

単独事業として重症心身障害児小規模通所援護

事業というものを新たにつくってくださいまし

て適用第一号ということで今年度助成を受ける

ことができました。

私どもの願いのとおり重い障害の人たちが日

常生活動作訓練ということで、いわゆる小規模

作業所ではないので作業に専念しているという

内容ではないということを認めていただいたわ

けです。

1つ問題として、どうしてもこれでないとい



けないのでしょうかということで名古匡市にお

願いしたけれどもかなわなかったところは、重

症心身障害児小規模通所施設というところであ

るという位置づけなんですね。

これは、対象のところに書いてありますよう

に義務教育修了後の入所心身障害児(者)のた

めの場所であるということになっておりますに

もかかわらず、重症心身障害児の小規模施設で

あるという位置づけ、これは縦割りで制度がな

い、福祉の方の制度では身体障害者の福祉法と

精神薄弱者福祉法と縦割りになっておりまして、

重症心身と言われなくても重度・重複の人たち

のための施設もないということで、重症心身と

いう言葉は児童福祉法にのっとっている重症心

身障害児施設しかないのであって、それの小規

模版であるという認識を持たれていらっしゃい

まして、こういう形になって児(者)としてく

ださいと言ったんですが、それも退けられて児

ということになっております。

そのように成人をして障害が重複しておって、

作業なり授産なりについていけない人たちのた

めの制度は国の制度として皆無だということで

す。

でも、おかげ様で職員2人分の助成をいただ

くことができまして、今年度は実際問題として

871万の助成をいただくことができて、それで

足りてはおりませんが、ぶなの森からの助成で

思ったより楽に運営していくことができており

ます。

中身は、どういうふうかと言いますと、通所

者が6名、男 3、女3、18才から27才まででご

ざいます。そして、障害のレベルは全員身体障

害は 1級です。そして 3人までが療育の方も最

重度の 1度を持っております。それから、療育

のない方のものでは進行性の筋ジストロフィー

のものもおりまして夜中呼吸器をつけて次の日

の活動にそなえておりますし、また日中はでき

れば30分おき、遅くとも 1時間おきぐらいに体

位変換をして休みをいれていかなければ活動で

きないという重度の身障の人も含んでおるとい

うことです。

それで、制度としては職員が2人分の助成と

していただいておりますけれども、現実には 3

人であたっておりまして、だいたい 4人ぐらい

来る日の方が多いもんですから、それで何とか

まわっていくということです。
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そして、取り組み内容は、緑色の紙のたばね

てある最後のところに、取り組み内容というこ

とで2週間サイクルをのせております。このよ

うな取り組み内容でやっておりますが、いろい

ろな社会参加と学習というふうな両方の位置づ

けで、例えば銀行に口座を聞きにいくとか、そ

ういう取り組みも職員が考えてやっていくんで

すが、銀行には一度も行ったことがないという

のが全員でありました。そんなふうにその人の

必要な社会参加と学習のための取り組みをメイ

ンとしてやっております。

そして、医療との連携というところですが、

今、申しあげてきたような重い障害のものが重

心施設という小規模版であるという言われ方を

しておりますが、当初のお考えの重症児という

のは常時医療が必要ということで設定されてい

たようですけれども、授産にはとてもなじまな

いし、とても手厚い介護がいる重い障害を持っ

た人でも毎日医療の接した場にいなくても医療

は大事なことではあるけれども大丈夫という人

も養護学校が義務化した後、大勢出てきていま

すので、そういう人たちの新たな制度を要求し

たいなというふうに思っているのです。

現在、医療の連携はぶなの家でどうやってい

るかと言うと、年3回の検診と、ゆくゆくはカ

ルテ保存をしてだんだん親が医療機関にも通わ

ないでもいいようにしていきたいなと思ってお

ります。途中ですが、また後で時聞があれ掛…・。

座長:中井さんには、後で、将来の展望につい

て、最後に皆さんと話し合うところで発言をお

願いしたいと思います。

昨日の第 2分科会の方で家族がいかに地域と

結び、ついていくかというところで座長をなさい

ました峰島先生からお願いします。



家族・家庭を支える地域社会の課題

峰 島:ただ今紹介していただきました峰島で

す。昨日、第 2分科会で家族・家庭を支える地

域社会の課題ということで、この座長を務めさ

せていただきました。

その討議を踏まえてということでこれから報

告いたしますけれども、昨日の分科会の討議は

重度・重複の障害者に視点をあててというもの

ではないものですから、その点で少し私の方か

らアレンジさせていただいて、それともう lつ

は私の研究ということから考えて、実践論とい

うような視点から少しお話をさせていただきた

いと思います。

1つは、家族の介護を中心とした困難の実態

ということですけれど、これは昨日の分科会で

重度・重複の障害者に視点をあてたわけではあ

りませんけれども、さらに幅広い形で様々な角

度から実態が出されまして、非常に深刻である

ということが明らかにされました。本人の自立

を支援するためにも実際には家族全体の自立を

支援しなければならないという状況でした。特

に、主要な介助者である母親の健康状態が深刻

であるということが出されて、統計では 9害IJの

方が健康状態について何らかの異常を訴えてい

るというデータも出されております。

さらに、もう 1っつけ加えますと、家族の今

の実態が深刻であると同時に、これをどういう

ように解決するかということで見通しとか展望

が十分もてていないということも出されており

ました。

先程からお話がありますように空きがないと

か、あるいは場合によっては今ある施設に入れ

るよりもうちの方がいいというような指摘もか

なりありました。こういう事実は、重い人に視

点をあてた場合にはもっと顕著な形で出るだろ

うと思います。

ただ、実際にこれをどう見るのかということ

で私の方で少し提案をさせていただきたいと思

います。重度・重複障害者についても基本的に

は在宅生活の展望、あるいは可能性をつかもう

と思った場合には、それを担ってきた家族の長

い陪史、これを消極的あるいは積極的な事実と

してみるのかその評価を私自身まだできないん

ですけれど、事実としてはここに力が蓄積され

てきているということは疑いもないこととして

あるだろうと思います。現実にはこれをどう発

展させるかという課題として見ていく必要があ

るだろうと思います。

その際に事実として昨日の実態調査でもいろ

いろ指摘されたわけですけれども、家族が介護

を中心にして担っているわけですけれども、そ

の実態は非常にぎりぎりの状態で余裕がなくて

深刻な切羽つまったという形になっているわけ

です。今まで蓄積されたものを正しく発展させ

るということでは、様々な問題とか考えの問題

も含めまして、先に解決すべき課題があるとい

うことを見ていく必要があるだろうと思います。

これが、家族の実態からということで問題提起

されていると思います。

それから、昨日の分科会でも出された議論で

すけれども、こういうようにして家族で担って

きた事実を発展させていく上での「ある過程」

とか「ある取り組み」が必要なのではないか。

これは、私自身、重い人も含めて考えていく必

要があるだろうと思います。

例えば、昨日のレポートではクツレープホーム、

親子の関係を空間的に分離するわけですけれど

も、実際には親からすると子離れという表現が

されました。
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それから、実際に精神障害者をかかえている

家族の中で子どもの目立を疎外するような親の

介助の仕方が指摘されるわけですけれども、そ

れは親の介助の負担を軽減することによって介

助の考え方はかなり変わってくるんじゃなし、か

というような指摘もありました。

いわゆる実際の状況でみますと、対等でない

介助とか、あるいは従属の関係においてしまう

ような扶養関係とか、あるいは束縛し合うよう

な親子関係の実態があるわけです。これらはま

さしく今まで蓄積されてきた私的な育児といっ

ていいと思うんですけれど、これが社会化され



ていないがための問題として考えてしかるべき

だろうと思います。

そういう点では、第ーに負担を軽減してゆと

りのある介助とか、あるいは扶養とか、あるい

は親子関係を築くことによってかなり考え方は

変わってくるんではないかと思います。

さらに第二に、自分だけがやってきたことを

客観化して見る機会をつくる必要があります。

どんな人でも介助を受けられるようにという形

で指摘がありましたけれども、他人に介助して

もらうことで自分の介助のやり方を考えるとい

うようないくつかの取り組みも昨日出されまし

た。自分だけしかできないとか、お母さんだけ

にしかわからないというようなものを実際には

客観化してそれを考えることで社会化して受け

つぐものもできてくるんじゃないだろうかとい

う。これは親の場合には言えるだろうと思いま

す。

もう 1つ、本人についても昨日の分科会では

身体障害を持っている方、および当事者の方か

らも報告していただきましたし、岡崎の 5人の

身体障害の生活史を調査した報告も出されまし

たし、それからグループホームの経験も出され

ました。

例えば、身体障害者のご本人の方から 9つの

在宅のサービスの制度を使って 8年間ひとりで

生活をしているというような報告がありました。

いずれも、今まで守られたり保護された過程か

ら実際に自分自身の生活をっくりはじめるとい

うことで制度を活用して、かっ友だちをつくり

つつ、あるいはボランティアをつくりつつとい

うような形で実際に考え方を変えながら現実に

自分の生活をっくりだしているということが報

告されました。

ただ、実際に、それはどういうようにして変

わっていったのかという過程は残念ながら昨日

の討議では明らかにされませんでした。

現実に、重い人と考えた場合にも自分の生活

を築いていく、自分自身から生甲斐を持ってそ

れを実現していくために築いていく、となって

いく過程には、昨日の報告でも共通していまし

〔ω〕

たが、生活を築く力を新たに獲得していった人

たちの経験の中には個人の力ではなくて運動と

か集団の取り組みがそれぞれありました。

そういう点では、重い人にも可能かどうかと

いう議論は成立するとは思いますけれども、そ

ういう力がでてくるのは必ずしも個人の力では

なくて、集団の中でいろんな試行錯誤を経なが

ら集団の中でつくられる力として考えていく必

要があるのではなかろうかということを昨日の

討議から学んだところです。

もう 1点だけ指摘します。

それは、昨日の分科会の討議ではされなかっ

たことですけれども、重い人の今後の方向を考

えるということで lつの提案をします。先程か

らもいくつか議論が既に出ておりますけれども、

重度重複の人たちが今いるところの力を発展さ

せるという視点で考えたら、確かにその人に合っ

た居場所がないという問題は指摘しなければな

りません。そして、さらにどのような居場所を

つくるかという視点の lっとして、ひとりぼっ

ちではなくて集団を保障するというような視点

で考えた場合には今後の方向も別の角度から考

えられるのではないだろうかということを思っ

ています。

先程の指摘でも通所の授産施設、あるいは無

認可の小規模作業所の中には確かに重い人たち

は私が知る限りでも 1人2人というのがポツポ

ツといろんなところに入っているわけですね。

そこで、 1人2人というようなことで考えると、

ただでさえ厳しい条件の中で大変ですし、その

人に合った仕事ということで 1人2人のために

全体をということが非常に困難だという実態が

あって、そしてついて行けないとか就労は無理

であるとか、あるいは場合によっては無視され

ているというようなことが言われるわけです。

それを 1人2人しかと考えないで、その人た

ちに合った視点をあてるような取り組みが可能

な、場合によっては数人ぐらいの集団をいろん

なところにつくるというような形で考えた場合

については必ずしもそうではないだろうと私自

身は考えています。



そうすると、集団という形で考えると、いろ

んな集団がいるということでは自分の一歩手前

を行く集団が日常的にいるわけですし、私は作

業についても背伸びをして一生懸命頑張らなく

てはならないというのは 1日やるのは無理だけ

れども15分ぐらいは他で働いている人たちと一

緒になってやってみるとか、あるいは重い人た

ちだけではなかなかできないけれども、みんな

でワァ~ッワァ~ッ言いながらできるようなも

のをやることもできる。その上に、数人いれば

その人たちに視点をあてたような固有の取り組

みもできる。

こういうようにして考えると職員配置は、そ

れにふさわしいものをつくる必要があるわけで

す。その人たちに合った場所をつくるというこ

とでは施設というような考え方だけじゃなくて、

その人たちに必要な集団をどういうようにして

保障するかと考えると、もっともっといろんな

形のものを考えられるんじゃないか。その点を

話して私の話をとりあえずおわります。

座長:ありがとうございました。

昨日の分科会では重度・重複障害児のことは

でてこなかったようですが、その辺のことをう

まくまとめていただきました。

それでは、シンポジストの方とフロアの人で

残された時間、話し合っていきたいと思います。

中井さんには、残念ながら時聞がなくて 4番目

の「将来展望と問題点」は、レジュメの方でわ

かりやすくあげでありますので、参考にしてい

ただくこととしますが、この「将来展望と問題

点」の中で見ただけではうまく説明できない、

もう少し言葉でお話ししたいという項目を 2、

3お話ししていただきたいなと思います。

それから、フロアの方も手をあげてご意見を

述べてください。

補足と質疑

中井:それでは、「将来展望と問題点j とい

うところでいろいろ項目をあげておりますけれ

ども、法人格取得に向けての問題点というとこ

ろを説明させていただきます。

法人になるには、福祉施設を運営しないとい

けないということで法人格を取るのと施設開所

が同時でないといけないということですので、

何らかの施設を今ある制度の上で開いて中を変

えていこうというのはとても難しい話ですが、

国の制度に私どものほしい施設がないものです

から、制度をつくっていただいてからでないと

看板となかみと一緒の法人がとれないというこ

とがありまして、その辺はどうしていったらい

いのかと悩んで考えております。

先程、柴田さんから出ましたようにそういう

新しいものを何とかネットワークを組んでつくっ

ていくというところでの活動に大いに期待して

いるものです。
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それから、グループホームのことですが、知

的障害などの軽い人たちのグループホームがぼ

ちぼちでできているということですが、重い重

複障害の人ほど通うということの与える大きな

刺激と生きる力がとても大切なことだと受けと

めておりますので、何とかして小人数の地域の

中でのグループホームをつくっていくことがで

きないだろうかと考えております。そして、知

的障害はあまりないけれども、とても身体障害

が重くて全てに介助がいる人たちが相模原とか

あちこちのグループホームで自立した暮らしを

していらっしゃるという例も見てきたりしまし

て、私たちは地域に潜在しているボランティア

とかそういう方たちの力を何とか結集活用する

手段はないだろうか。

そういう人たちの力を借りて24時閣の介助を

望むものに与えられるという、例えば、食事づ

くり入浴、夜中の体位交換とか、トイレ自立の

できてない人は夜中のおむつ交換とかそういう

ことも含むシステムが何とかできないかという

ことで、それにはコーディネイ卜する人たち、

自分で自分の生活プログラムを介助者に示すこ

とができない人のための生活プログラマーの人

たち、ケースワーカーの人たち、そういう人た

ちを周りにいっぱいつくっていって実現できな

いだろうかと考えています。



座長:ありがとうございました。それでは、

フロアの方ご意見があれば手をあげてください。

いかがですか?

シンポジウムの中から各市町村諸々の独自事

業ででているということに関しましてどなたで

いきましょうか。柴田さん、よろしくお願いし

ます。

柴 田:先程、説明がたりなかったんですが、

通所更生施設の中に渡辺専門官からも話があり

ましたが、重症心身障害者専門といっていいぐ

らいの通所更生施設が既に何か所かできている

んですね。

それから、自閉症専門の通所更生施設という

のもありまして、私のところは重症心身の人も

いれば自閉症の人もいる。一緒に同じ空間で同

じように活動するということは大変難しいこと

ですので、それぞれにグループ分けをして数人

の小グループで活動をしております。

今の通所更生にはいろんな障害の人たちが実

際には通ってきているわけですが、制度的には

先程言いましたように、それほど手厚い職員数

が保障されておりませんので県とか市がそれな

りの補助金を出してくれるところはやれるけれ

ど、出してくれないところはできないというよ

うな地域格差が大変生じているというような実

態です。

地方自治体が独自の制度をつくっていること

について、先程東京都の例をいくつかあげまし

たけれども。 栃木県にO市という人口10万人

ぐらいの町がありますが、ここで昨年精神薄弱

者入所更生施設が lか所オープンしたわけです。

その町にとってみれば、唯一の福祉施設なんで

すね。またたく聞に、町と福祉施設との聞に話

が進みまして、入所施設にくっつけて身体障害

者のデイサービスをはじめました。

あるAさんという人、この人は重複障害なん

ですが、昼間のデイサービスは身体障害者手帳

を使って毎日そこへ通ってくる。緊急に必要に

なると、今度は療育手帳を使って、つまり知的

障害者という扱いを受けて入所施設を利用する

というようなやり方をしています。

そこに、さらに高齢者のデイサービスもやっ

てくれということではじめた。障害幼児のデイ

サービスもやってくれということでそれもはじ

めた。

こういうように急速に事業を拡大しているわ

けですけれども、やってみると小さな地方の町

では障害種別に高齢者と障害者を分けることす

ら大変難しいというような実態がありまして、

今後の方向性としては通える範囲で多機能な通

所施設、そういうようなものが必要じゃないか

と思います。
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そういう例は、どんどんできているんですよ

ね。あっちの県でも、こっちの町でも始めたと

いうような感じで、身体障害と知的障害の区別

をしないで重度の障害者のデイサービスという

ような形で始めているところが増えてきていま

すね。

座長:はい、ということは渡辺さん、国のモ

テ・ル事業というものと、今言った各市町村の独

自事業というのをどうとらえてみえるでしょう

か。

渡辺:大きな方向としては、今、柴田さんが

言われた方向に向かつておるんではないかと私

自身も思っております。障害種別に、さらに細

かくしていくことが本当にいいのかということ

が一つあります。

もう 1つは、これから地方分権の方向が強ま

り、ますます市町村のはたす役割が大きくなっ

ていくと考えられます。その中で障害種別に細

分化することによって、たとえば重症心身障害

児は全国に 3万人前後といわれていますけが、

小さな市町村ということになるとほとんどいな

いところもあるはずです。そうなると、細分化

があまりし過ぎると市町村で対応しきれなくなっ

てしまうという問題も出てくるんではないかな

という心配もしております。

先程、モデル事業の一般化ということを言い

ましたが、現時点ではそういう方向で我々は進

めようとしておりますが、今年9月22日に厚生

省の中に事務次官を長とする「障害者保健福祉

施策推進本部」というものが設けられまして、



l年聞かけてこれからの障害福祉全体の大きな

枠組みについて検討していくというふうになっ

ております。

その中でどういう結論が出てくるかわかりま

せんが、その流れというのを見てみますと、陣

害種別を越えた対応ということも検討課題になっ

ています。

座長:ありがとうございました。

いかがでしょうか、フロアの方からご意見は

ありませんでしょうか?

それでは、先程医療がどれくらい必要かとい

う問題がありましたけれども、遠藤さん、いか

がでしょうか。実際、施設としてやっておりま

して、各演者の方が医療のことを述べてみえた

と思うんですけれど、柴田さんでしたか、医療

が多過ぎると自立活動が低調になってくる。そ

の辺の調合具合というのはどんなふうにお考え

でしょうか?

遠藤:今年度、滋賀県とのやり取りの中で課

題としてどういう医療のサービス供給体制をつ

くったらいいのかという宿題を承っていること

はあるんです。

そこで、第一びわこ学園なり第二びわこ学闘

があるところは、その日に悪かったらすぐに来

て風邪ひいたとか癒摘がおきたとか、そういう

ところでの薬など対応ができるんですけれども、

遠隔地でやっている通園事業の場合、現在のと

ころ先程お見せしたようなところでは対応がで

きているんですけれど、将来的にいろいろ問題

が出てくるわけですね。

例えば、食事をしている時に、いつの聞にか

肺の中に入っている。そういう誤聴なんですけ

れど、何気なしにやっていてもレントゲンで造

影してみると誤聴がおきているとかいうものが

見つかってきています。そういうものへの対応、

あるいは癒摘はその通りなんですけれど……。

それから、呼吸器関係のところですね。これ

が、通園のところでは一番気を使うところなわ

けです。

そう考えると、県にいただいている予算のと

ころでは看護婦雇用の人件費がついてないんで

す。ついていないけれども、びわこ学園として

は、これは必要だからということで看護婦雇用

を独自にしていまして、少なくともそういう対

応ができるということと、その時に地域の地元

の医療機関とちゃんとタイアップできていると

いうことが最低必要なんじゃなし、かなと思いま

す。

それで、医療リハビリ体制を欠かせないとい

うのは、昨日のシンポジストの打ち合わせの中

にあったんですけれど、医績はいらないとかそ

ういうことではなくて、どういうレベルの、あ

るいはどういう質の医療サービスが必要なのか

ということと、それぞれの地域の中での医療資

源の確保状況の中で、それは当然ネットワーク

をつくっていくべきではないかなと思います。

座長:ありがとうございました。

この事に関してフロアの方から何かご意見が

ありますでしょうか。

今、滋賀県の方でも宿題がでているとのこと

ですけれど。

( 93 ) 

それでは、中井さん、課題の中でもあったと

思うのですが、また先程の問題点のところで省

かせていただきましたが、実際に地域の医療機

関とどのような連携をとったらよいのか、その

辺りについて理想とかありますでしょうか。

中 井:重い障害を持った人たちは年を経るに

従って、 2次障害がとてもきつくなってくるん

ですね。いわゆる病院のベッドで行う医療とい

うよりは医療機関の指示のもとにきちんとやれ

るいろいろな理学療法士さんのやる訓練とか、

日頃日常的な取り組みの中でもOTさんに入っ

てもらっていくとか、また自分で運動して体操

もできる人たちではないので、そういう配慮を

日常の取り組みの中で朝から晩までの聞にそう

いう行き届いたアフ。ローチの仕方でやっていく

ということを一番望んでおりますけれども。

その他に、現実ではいろんな施設に通わせて

いらっしゃるご家庭では学校なり施設なりに通

うこと、ほとんどの者が蹴摘も持っております

から定期的に薬をもらいに行くこと、その他に

訓練などで通うこと、それをみんな家族の力で



与えている状況なんですけれども、それが何と

か保障されていくような日中活動の場ができる

とこういう重い人たちのグループホームもっく

りやすいのではないかと考えています。

検診とか投薬が必要な人に投薬が日中施設で

得られるようになるということ、それからきち

んとした指示のもとで訓練がゆきとどいて得ら

れるということ、最低そこのところを望んで、

その他は重篤な医療施設が必要で、そことタイ

アップしていないといけないというと設置が難

しくなるということで何とか自由な形でできる

だけ小さい地域で遠くから通わなくてもいいよ

うにしていけることを望んでいます。

遠藤:僕が、一番注目しているのは滋賀県で

も乳幼児検診とか障害の早期発見が随分早い時

期から行われて、早い時期に医療を利用すると

いう保護者の訓練という言葉はあまりよくない

ですけれど、そういうことができだしてきてい

るわけですね。そのことが、できてきているか

らこのような通園事業も可能になったというこ

とも大事なこととして踏まえておく必要がある

と思います。

座長:フロアの中にも、生活の中で訓練をと

りこむ、その可能性とかPTの方、 OTの方、

それから指導員の方みえると思うのですが、先

程中井さんの方から提案がありましたが、実際

やる面ではどうなんだろうかということで指導

員の方PTの方おいでの方、どなたかコメント

がいただけませんでしょうか。

柴 田:先程の話の中にもありましたが、重症

心身の分野は「児童」という扱いなんですね。

25歳過ぎても30歳を過ぎても「児」なんですね。

これは、やっぱり基本的にはおかしい。また、

「療育」という言葉が使われるんですね。

治療も必要だし教育も必要かもしれないけれ

ども、それは部分的であって、おとなとしての

人生を支えるという、どういう言葉がいし、かよ

くわかりませんが、例えば「援助」であるとか、

そういうような姿勢が基本的に必要ではないか

と思うんですね。

東京のほとんどの施設でも、訓練施設なんで

す。「何とか訓練施設Ji何とか実習所」とか

「更生施設」とかね。ここで「練習したら次に

何かいいことがあるよ」という時に「訓練」と

いうんですね。訓練で人生が終わってしまうと

いうことは、これは人格権の問題としておかし

いと思いますね。
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今まで児童を対象にやってきた内容をおとな

の問題としてどう練り直すかということを、私

たちはやらなければいけない。今までやってき

た、例えば自閉症の治療とだとか療育だとか重

症心身障害児の治療だとか教育だとかいうもの

を、おとなの問題として、練り直すという、そ

ういうワンクッションをおかなければいけない。

そこのところをどう対応するかというのが現場

の私たちの問題として考えているわけです。

座長:フロアの方でも気になっている方はあ

ると思うのですが、渡辺さんは児童家庭局とい

うことで、今の「児」と「者」の問題は難しい

ことはわかっておりますけれど、あえて厚生省

としましては、この重症心身障害児をある程度

年齢が来たら者に変える方向というのはどんな

現状なんでしょうか。

渡辺:現在のシステムの中ですと、大人の問

題は精神薄弱の問題を除いては社会・援護局の

更生課が所管しておりますので、我々のところ

ではその対応ができないというのが現実です。

しかし、重症心身障害児については、これまで

の経緯もありまして、児童家庭局の障害福祉課

というところで所管をしています。

最初に言いましたように、かつては10代で亡

くなってしまった人が非常に多かったという現

実がありまして、そのために重症心身障害児施

設という範囲で対応してきたわけですが、現在

の姿を見てみますと、平均年齢が重症心身障害

児施設でも20才を超えているところがほとんど

というような状況ですから、これは何らかの対

応をしなければいけないと私自身も感じており

ます。

ただ、この問題につきましては先程申しあげ

ましたように今年9月22日にできました「障害

者保健福祉施策推進本部」で縦割りがこのまま



でいいのかということ、それから18才で処遇が

変わるということは本当にこれでいいのかとい

うことも検討される予定になっております。

座長:明るい回答をいただきましたが…。

フロアの方、どうぞ……。

質問.日本ALS協会の福井支部の事務局長

をしています小林です。

重度の方の問題に難病の患者さんのことがな

かなか取りあげられないように思うんですけれ

ども。進行性の難病の患者さんの場合ですと、

どんどん病気が進行するわけで、その時に私は

患者さんと接していて思うのは、悪くなって車

いすが必要になってくる時期になると手帳の申

請をします。

やっと 2級を取るのに申請をして取ったなと

恩うと、すぐに悪くなって l級になるんですね。

そして、その申請の過程で 1回申請してその手

帳を取るのに3か月とか4か月とか時間がかかっ

て、そして車いすができた時期には乗れなくなっ

てしまったりとか。そういう行政上のおそい対

応というのが気になるんです。

それと申請する時に患者さんの方から判定す

る場所に出向かなければいけないというような

ことも多々ありまして、大変さというか、これ

だけ在宅ということが言われている時に何でも

そちらに行かないとなかなか判定ができないと

いうのも 1つ大変だなと思います。

それと、車いすだけでなくコミュニケーショ

ン機器などの申請などもそうですけれど、申請

すると、決定するまでに非常に時間がかかる。

そうしているうちに患者さんがどんどん悪くなっ

ていってしまうというようなことで進行性とい

うことも視点に入れた重度の方の対応というの

が必要ではないかと思うんですけれど……。

座長:どなたでもというと私でもよろしいで

すか。

今のことですと、各市町村の在宅の身体障害

者法の中で在宅者の訪問診査といういい制度が

あるはずですから、昨日も少し話題に出ていた

のですが、いろんな制度があるんですけれど皆

さん意外とご存じないんで、すよね。いかにその

制度をうまく使っていくかということだと思う

のですが……。峰島さん、先程のお話の中で8

種類のいろんな制度を使って単身生活をしてみ

える方がありましたが、それをうまく使えるコ

ツと言うんですか何かありましたでしょうか。

峰 島:詳しく聞いているわけじゃないんです

けれども、制度自体は申請主義ですので、実際

に知らないと使えないというのが、まずあって、

昨日報告された方はそういうのを知る機会を自

分で学ぶということも含めていろんな形でされ

ている。
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それが lっと、もう lつは今ある制度がその

人にとって全部うまい具合になっているかとい

うと必ずしもそうでなくて一長一短あるものが

かなりあるわけです。その点では昨日のお話の

方も 9つの制度を使っているという形でお話を

されましたけれども、それが全て合ってるわけ

でなくて私に合うようにこういうようにしてく

れという形の個人の交渉ももちろんありますけ

れども、実は運動もあったんです。

その辺は、手続き的に時期をどうするかとい

う問題と、それから本人が必要としているもの

が今の制度でピシッと合うものがあればいいわ

けですけれども、必ずしもそうではないのでそ

の両方を考えていく必要があるだろうと思いま

す。

座長:他にフロアの方からご意見がございま

すでしょうか。

質 問:豊中で小規模作業所の運営をしている

ものなんですけれど……。

私もそうなんですけれど、地域で24時間介護

体制をボランティアの方とかへJレパーの方だと

か、そういう人たちに支えられて24時間体制で

生活をやっているものなんです。

第 1分科会で、地域での障害者の自立という

ことについて発言されてたんですけれど、現状

だとそういうボランティアの方だとかは不安定

な状況で、公的な介護システムがなければ私た

ち障害者というのは地域で生活しようと，思って

もできません。

私は、施設に入った経験があるので施設とい



うのはあまり広くない経験を持っていますので

入りたくないんです。施設というのは、あくま

でも社会資源の lつだと思うんですね。

生活の場を捨てず、にというのは無理があると

思うんで、これから考えていかないけないのは

個々のニーズに応じたシステムが大切になって

くると思うんです。そこで、教育にしても労働

にしてもそうです、生活にしてもそうなんです

が、設備がどれだけよくても精神面において情

報不足だとか不安だと，思っているのを除かない

と、地域で生活をするということはすごく難し

くなってくると思うんですね。それをどう今後

解消できるのかと考える時、今、高齢者の方で

ゴーJレドプランというのが厚生省の方から出さ

れていますけれども、そこで医療と保健と福祉

の連携と先程は言われましたけれどもソーシャ

ルワーカーが必要になってくるのではなL、かと

思いますけれど、その辺をどう具体的にお考え

になっているのかお聞かせいただきたいなと思

います。

座長.今のご質問は、個々の人びとに合わせ

たものが必要だということは、このことは全部

のシンポジストの方が皆さんおっしゃっており

ました。今の質問の中でボランティア、それか

らソーシャルワーカーがうまく働く必要、個々

の障害者に合わせた支援をするにはボランティ

ア、それからソーシャルワーカーのことが必要

だということだけをピックアップさせていただ

いて、渡辺さんでよろしいでしょうか。

渡辺:僕は厚生省の専門官になりまして、ま

だ3年しかたっておりません。それまでの20年

間、精神薄弱者の施設で働いてきました。

施設で20年間働いて、厚生省に来まして、今

僕が強く反省していることは、僕が知らない制

度が実にたくさんあったということです。

施設で働いていた頃の私がそうであったよう

に、活用できる制度であっても、知らない方が

多いのではないでしょうか。それらの制度をう

まく組み合わせればかなりの生活が今の制度の

中でもできるんじゃないかなと思います。

私は、先日、早期発見から療育へとどうつな

がっていくか、制度がどうなっているのかとい

うことを調べてみましたが、その時に感じたこ

とは制度としては確かにできている。しかしな

がら、そこをつなぐ人がいないというのが最大

の問題だなと感じました。それをソーシャJレワー

カーといったらいいのか、どういう人がいいの

か僕もわかりませんけれども。

結局、たまたまいい人に出会った時に、非常

にいいサービスが受けられる、しかし、そうい

う人に出会わない、その方たちの方が多いんじゃ

ないかなという気がします。そういう人の場合

には十分な制度がありながらそれを利用できな

いということになります。

そういう意味では、制度をいろんな形でさら

に整えていく必要もありますが、そこを支える

人、あるいはつなぐ人をどう養成し、そこに配

置していくかということも lつの大きな問題で

はなL、かなと，思っています。

座長:ありがとうございました。
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時間も来ましたが、今日はフロアから 1つも

質問のないシンポジウムになってしまうかと心

配してましたが、最後に非常にいい質問があり

ましでありがとうございました。

今日ここにご参加の方は、皆さん全部が重度

障害者に直接係わっている方ではないと思いま

すが、いつまた係わるかわかりません。

それで、最後の意見のところにありましたよ

うに、みんながいろんな制度を勉強し、その制

度をいかにうまく使うかということに尽きるか

と思います。是非皆さんいろんな勉強会に出ら

れていろんなことを聞いて、それをうまく使え

るようにしたいなと思います。少し時聞がオー

バーしましたが、ご協力ありがとうございまし

Tこ。
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プレゼンテーション

「愛知のリハビリテーション実践活動の紹介」

座長:児 島美都子(龍谷大学社会学部教授)

報告者:三田 勝 巳(愛知県心身障害者コロニ一発達障害研究所治療学部長)

秦 安 雄(社会福祉法人ゆたか福祉会理事長)

山 田 昭 義(社会福祉法人AJU自立の家常務理事)

島 崎 春 樹(社会福祉法人あさみどりの会専務理事)

尋 木 佐 一(名古屋市総合リハビリテーションセンター職能開発謀長)

司 会:今日はじめのフ包ログラムは「愛知のリ

ハビリテーション実践活動の紹介」のテーマで、

この地域で活躍している方々の発表を聞きたい

と思います。座長は龍谷大学社会学部教授の児

島美都子先生にお願いしておりますので、よろ

しくお願いします。

座長:ご紹介いただきました龍谷大学の児島

でございます。今回の交流セミナーのテーマは、

「現場の視点で考える」ということでございます

が、レジュメの63ページをお聞きください。そ

こに、今日の報告者が並んでおりますが、文字

どおり現場の視点で考え、実践をしてこられた

方々 です。

最初の演者は、愛知県心身障害者コロニーの

三田勝巳さん。ご専門は、生体信号処理という

ちょっと聞きなれない名前でございますが、愛

知県コロニーの研究所で約20年間運動機能障害

のリハビリテーションに取り組んでこられまし

た。それでは、三田さん、よろしくお願いいた

します。

肢体不自由児の運動機能の発達障害について

三 田:スライドをお願いします。私は、愛知

県心身障害者コロニ一発達障害研究所に勤めて

おります三田でございます。

愛知県コロニーでは発達障害研究所を設ー置し
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て、発達障害に係わる様々な研究的な活動を行っ

ております。研究の課題は 3つに大別されます

が、第 lは発達障害の発生と原因、あるいはそ

のメカニズム、その予防対策を目指すものです。

第 2は、心身障害者の精神機能、身体機能の維

持改善をはかる?と 8のところですが、治療教

育の方法であります。第3は、 9番目の社会福

祉に関する研究でございます。

私が、所属しております、ここの赤く書いた

7番目の治療学部は治療教育の課題の一端を担

う部門でございます。特に、今回は私たちの運

動機能障害のリハビリテーションに関する研究

の方針について、次にその研究成果の一部を紹

介させていただきます。

運動機能障害のリハビリテーションは、第一

次世界大戦による戦傷者の治療と社会復帰のニー

ズに応えて着手されたといえます。そして、 19

30年代のポリオという大きな問題と取り組むこ

とによって、学問的あるいは技術的基礎を形成

してまいりました。さらに、 1940年代後半から

は、その主題を脳性まひや脳血管障害など中枢

性の障害へ移行し、整形外科学、あるいは神経

学を基盤とした診断や治療・訓練が幾多の成果

をもたらしてまいりました。

運動機能障害のリハビリテーションにおける

医学と工学との係わりを見てみます。

リハ医学では治療や訓練によって機能の回復



を目指してまいりました。一方、リハ工学の方

では機能を代行する補装具や代行機器の開発に

携わってまいりました。そして、両分野とも輝

かしい成果をあげてまいりました。しかし、同

時により効果的なリハビリテーションを実現す

る上で、様々な問題も指摘されてまいりました。

つまり、リハ医学では障害の評価や機能訓練が

経験的な手段に依存しがちであるとの指摘がな

されております。また、リハ工学ではテクノロ

ジーに傾倒するあまり、実用にならない多くの

機械を生みだしてまいりました。

若干専門的になりますが、私たちはその対策

としまして、 1つには豊かな生物学的な知識を

蓄積する医学、とりわけメカニズムを追及する、

この生理学、もう 1つは、優れた数理科学的な

手法をもちます工学、この 2つを融合しました

リハビリテーション生理工学なる概念を提案し

てまいりました。つまり、リハ生理工学とは、

障害を受けた機能を定量的に計測・解析して障

害の背景やメカニズムを明らかにし、そこで得

られた知識をもとに効果的なリハビリテーショ

ンを実現しようとするものであります。私たち

は、対象とする運動機能の要素化、あるいは体

系化を行いましt:.o ここにあげました一番上の

ところですが、つまり障害が重度になるほど生

命にかかわる機能に注意を払わなければなりま

せん。そこで、調節・適用といった自律神経機

能を取りあげ生存の要素といたします。生存の

要素が確保された段階では身体を動かす動きの

要素が必要となります。このために、まず他動

的であっても手指や体幹が十分に動く状態、つ

まり柔軟性が必要となります。次いで動くため

の駆動力である筋力が加わり、さらに意のまま

に動きを調整するたもの制御性、あるいは調節

能力があげられます。最後に、獲得された動き

を実用的に活用するには長時間持続する能力、

即ち持続の要素が必要となります。そこでは、

まず局所的な筋持久力を確保し、つづいて心肺

機能も動員する全身持久力の改善をはかります。

このように運動機能障害のリハビリテーション

を考える際には、その機能に生存・動き・持続
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という順序をつけ、それぞれの要素における障

害のメカニズムや背景を明らかにし、これを基

盤として評価法・機能訓練法・支援機器を検討

していくことが肝要であると思います。

それでは、こうした概念にもとづいて行って

きました具体的な研究、特にこの生存の要素に

かかわる研究の一部をご紹介させていただきた

いと思います。重度の肢体不自由を持つ人たち

は長期の臥床を余儀なくされて、自力で寝返り

すらできない方が多く見られます。長期にわた

る臥床生活は体力を著しく低下させます。健康

にも大きな障害をもたらします。時には、生命

を脅かすこともあります。ここに示しましたよ

うに、安静臥床が引きおこす弊害は全身諸器官

におよびます。水平臥位では身体諸器官に加わ

る重力の影響が著しく減少し撮似的に無重力状

態になります。つまり、この状態は重力のない

宇宙空間になぞらえることができます。宇宙飛

行士は長期にわたって無重力環境に滞在する結

果、飛行中または飛行後も様々な機能障害を訴

えます。

先般、宇宙飛行士の向井さんも、もともとは

心臓外科医でしたが、宇宙を飛ぶことの苛酷さ

について興味深い話をされておられます。その

機能低下は、寝たきりの人たちと共通しており

ます。ここに示しましたように飛行中、あるい

は飛行後に様々な機能障害が宇宙飛行士に見ら

れます。

再び寝たきりの人たちに話をもどします。水

平臥床の状態、つまり循環系に対する重力の影

響が著しく減少した状態が続きますと、循環調

節機能の低下を生むことになります。しかしな

がら、地球上にいる限り依然と重力は存在する

わけですから寝具に接する体表面は圧迫されま

す。やがて祷癒を生むことになります。そこで¥

この 2つの対局した障害を取りあげることにし

ます。まず、下半身陰圧負荷法と呼ばれる方法

によって、重障心身障害児の循環調節機能を分

析した研究を紹介させていただきます。時間が

あれば、もう 1つの話題、新合識のマットレス

を使いました床ずれの予防についてお話をさせ



ていただきます。

重症心身障害児、以下重症児と略しておくこ

とにします。重症児は、寝たきりの人たちが約

25%を占めております。日常の医療行為や生活

の介助のために座位や立位をとりますとチアノー

ゼや浮腫、脳貧血をおもわせるような顔色の変

化がしばしばみられます。こうした状態は、長

期臥床に伴う循環調節機能の低下を推察させ、

生存の要素にかかわる大きな問題となります。

循環調節機能を検査する際の重力負荷としまし

ては、写真の上に示しましたような下半身陰庄

負荷装置を利用しました。この装置は英語では

略してLBNPと呼ばれております。 LBNP

は下半身を減圧することによって、上半身の血

液を下へ送りこみ貯溜させる方法です。つまり、

寝たままの状態で、循環機能に対して立位や座

位と同様な効果を発生することができます。 L

BNP法は、もともと宇宙医学の分野で開発さ

れ、循環調節機能の評価や維持改善に使われて

おります。この先端的な科学技術を重度の運動

機能障害者に導入したのは今回がはじめてであ

ります。

それでは、専門的になりますが重力負荷に対

する循環反応について見ていきたいと，思います。

一般に私たちが座位の状態から立位になります

と、約100皿 Hgの圧力差が心臓と下肢との聞

に発生いたします。そうしますと、血液が下肢

に貯溜することになります。この血液の貯溜は

今度もどる静脈還流と言いますが、つまり心臓

にもどる血液の量を減らし、さらにその結果と

し心臓が 1回抽出する度に送り出す血液量、こ

こでは l回拍出量と書いてございますが、この

l回拍出量が減少してまいります。その結果と

して血圧の低下を生むことになります。血圧が

低下しますと、私たちの脳にいきます血液が減

りますので、ある一定レベルより低下してしま

いますと脳貧血がおこり立位が不可能となりま

す。これを防御するために、ここにあげました

ような 2つの防御装置が私たちの体の中ですみ

やかに働きます。つまり 1つは、心拍数が増加

して l回拍出量の不足を補います。また、血管

が収縮しまして末梢血管抵抗といわれる血管の

抵抗が増えてまいります。これらの、一連の反

応によって血圧が回復して私たちは立位を継続

することが可能になるわけです。

LBNPに対する重症児の反応を見てまいり

ます。この図はLBNPを加えない状態と負荷

を加えた場合の血圧の変化を見たものです。実

線は、健常な方の回帰直線です。破線の方は、

標準残差と言われるもので、この点線より上の

ものが正常域というふうに考えることができま

す。一般に健常な場合には重力負荷、あるいは

立位に対して平均血圧というのはほとんど変化

しないか若干増加するのが一般です。そこで、

この回帰分析をもとにしまして、点線より上に

あった重症児、青丸で示しでありますが、これ

を血圧維持群Hlというふうに表わすことにし

ます。そして、血圧が低下したもの、つまり立

位をとった時に血圧が低下してしまう赤い人た

ちのことを血圧低下群と呼びます。これをH2

といたします。

私たちの体にある 2つの重要な補償機構が、

正常に働いているかどうかを見ることにいたし

ます。健常者の方は白丸で示しであります。心

拍数は無負荷の状態から負荷をかけますと上っ

てまいります。これは、正常な結果ですが青色

の血圧維持群といわれた方はほとんど上がりが

見られません。赤丸の血圧低下群としました方

たちはかえって心拍数があがるどころか下がっ

てまいりました。
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もう 1つの補償機構であります血管の収縮と

いうものを見てまいります。ここでは、ノルエ

ビネフリンと書いてありますが、末梢血管の抵

抗の指標としてノルエビネフリンというホルモ

ンを見たものです。健常者のノルエビネフリン

濃度は無負荷より有意な増加を示します。重障

者の場合も LBNP負荷時に増加傾向が見られ

ますが、その増加率は健常者に比べて少なく、

特にH2群の増加率は健常群と有意な違いを示

しました。

こうした結果をまとめてみますと、血圧維持

群Hlの循環反応は質的には健常群と類似して



いると見ることはできます。しかし、量的には

非常に緩慢であり循環調節機能の機能低 Fとい

うことを推察させます。一方、この血圧低下群

の方を見ますと、本来増大すべき心拍数に低下

が見られますし、ノ jレエピネフリンの変化もほ

とんど見られません。これは、単に機能の低下

ということではなく循環機能の機能不全という

重篤な状態を推察させるものです。

さて、大切なことは、ともに寝たきりである

H 1、H2の問で循環調節機能に違いが生じた

背景を見てみますと Hl群の大半の人たちはよ

りかかりの座位や食事保育の時間に定期的に座

位姿勢をとることがありました。一方、 H2の

方、機能不全を呈したH2についてはこうした

機会が全くありません。このことは循環調節機

能を維持する上で定期的な抗重力姿勢、立位や

座位が極めて重要な役割をはたすことを確認さ

せるものです。なお、 LBNPは無重力に起因

する体液の減少を防ぎ、圧反射機構という血圧

を調節する機構を刺激することが証明されてお

ります。スペースシャト lレの中でも積極的に使

われております。寝たきりの重障者の循環調節

機能を改善する上でも、 LBNPは非常に有効

な方法になるものと考えております。

リハ生理工学の概念および生存の要素に関す

る具体的な研究の一部を紹介させていただきま

した。

この課題以外にも様々な研究を進めておりま

す。なお、リハ生理工学は私たちのマイナーな

提案にすぎません。しかし、多くの具体的な課

題と取り組む中でその方法論の体系化と一般化

をはかつていきたいと思っております。

ご静聴、ありがとうございました。

座長:ありがとうございました。ちょっと難

しかったかもしれませんけど、安静の弊害につ

いて学問的な基礎研究というところでお話をい

ただけたかと思います。

次の演者は、秦安雄先生。ゆたか福祉会理

事長という肩書きをお持ちですが、一方で日本

福祉大学教授として福祉教育にず‘っと携わって

おられます。先生の教え子とともにはじめられ

ましたゆたか福祉会にも創設以来ずっとかかわっ

ておられますoそれでは、秦先生お願いいたし

ます。

障害者の労働の場の確保と生活向上ヘ向けての

活動

秦 :スライドをお願いします。右の方は主

として施設の設立経過を示します。

1969年、昭和44年ですが、ゆたか共同作業所。

実は、左のプレハブが一番最初のもので認可に

あたって右の方の大変みすぼらしい建物で、 25

年前に出発したわけです。ゆたか共同作業所か

ら出発したゆたか福祉会は本年3月で事業開始

25周年を迎えることになりました。ゆたか福祉

会の事業の到達点、そして目指すもの、課題に

ついて簡厳に報告をいたしたいと思います。

左の方でご覧いただきますとおわかりだと思

いますけども、一口に言いまして、総合的で多

様な一貫性のある施設・事業等になってきつつ

あるということです。そして、青年・成人期の

障害者の労働と生活の必要に応える事業として

取り組まれています。障害者の皆さんの多様な

働く場として、精神薄弱者授産施設、身体障害

者授産施設、無認可小規模作業所合計10か所

(要項66頁参照)。そして、生活の場として精神

薄弱者更生施設、通勤寮、福祉ホーム、グ、ルー

プホーム(9か所)合計12カ所。利用者が、作

業所の方253、生活施設の方が112。その他、資

源回収の事業、受託事業、そしてデイサービス、

短期療育事業、ショートステイ等があります。

また、岐阜県下ですけれども山の家、木の実農

場なども制度にはありませんけれども法外施設

として運営をしています。
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これは、ゆたか福祉会の組織図(別表)でし

て随分複雑多岐で、こちらが施設部門ですが、

あとは運営の組織やプロジェクトの研修組織だ

とか長期構想のプロジェクトチームだとかいろ

いろあります。施設の地域分布を示しているん

ですが、南区それから中川区、港区、緑区、そ

して師勝町にもありまして、それぞれのブロッ
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クの体制をとっているわけですが、南区をl↓1心

にして展開されています。

それで、現在の職員数は正規には142、非常

勤27合計169名となります。会計の規模で言い

ますと、これは決算だけですけど93年度は約15

億4000万という規模になっております。このス

ライドは、授産会計だけですけども、売上高の

89年度から93年度までです。昨年度の決算状況

が、総計約 l億9000万です。

障害者の人たちを仲間という呼び方をしてい

るわけですけども、仲間のひとりあたりの月平

均給与額ですけども、作業所によって障害の重

い人と軽い人の比率がいろいろございまして格

差がこやざいますが、さわやか作業所というのは

パンをつくっている無認可の小規模作業所です

が、比較的軽い人たちということになるんでしょ

うか。平均で47，000円。リサイクルは身体障害

者の授産施設ですけども平均43，000円、空き瓶

とか空き缶の分別収集されたものを処理してい

るという作業所です。

それから、ゆたか作業所、一番古いところ、

このゆたか作業所を移転改築した新しいところ

で作業をしているわけですけども、平均24，000

円。っゅはしは、廃油を回収して無公害の石鹸

をつくるということを主な仕事にしています。

みのり作業所、なるみ作業所、あかっき作業所

は比較的障害が重いということで平均4，600--

7，000円の額になっています。

授産協の方の資料を借用して全国的にどうなっ

ているか見てみます。これは、昭和63年度の実

績ですけども、月額工賃で身体障害者のここの

あたりは28，000円になっています。それから身

体障害者の授産施設ですね。精神薄弱者の授産

施設でありますと、平均が l万円を切るという

ような額になっている。こちらが通所で、これ

もだいたいそうですね。

こういうことと比較で、ゆたか福祉会で、の授産

の事業が全国の平均をかなり上回わっていると

ころ、もちろん障害の重さとかいろいろありま

すけれども、そういう点での実績をあげている

かとjaいます。

ゆたか福祉会の事業の展開、歩みは詳しい年

表を掲載しでありますので、そちらの方をご覧

いただきたいと思います。

スライドで各施設の外形をみます。これがみ

のり共同作業所、第2号の施設です。第 l号の

ゆたか作業所ができても、 20名定員の作業所で

はすぐ待機者がいたということで、すぐに共同

作業所で出発しました。今年の 4月に新しく移

転改築、定員増をいたしまして 3階建ての立派

な建物になっていますo丁度エアロビクスをやっ

ていたところがありましたのでちょっと写して

きましfこ。

第3番目のなるみ作業所が右の建物です。左

の方は、希望の家になっていますが、ここもな

るみ共同作業所という形で無認可で出発しまし

て、皆さん方の協力で運動を通じて資金を集め

たりしながらも新しく認可施設になっていって

いるわけで、す。

ここまでは、個人の借地利用の土地なんです

けども、以後、ゆたか福祉会の事業が大変大き

く展開していることの中には、愛知県はじめ、

特に名古屋市が土地を貸与してくださるという

ような行政の大変なパックアップがあって、他

県にない有利な条件の中でここまで来ているん

じゃないか。そういう点で行政のパックアップ

というのは非常に大きな力だというように思っ

ています。

ここは、ゆたか作業所、新築・改築と定員増

で移転してきたところで=す。そして資源の再利

用ということで、これも清掃労働組合だとか障

害者団体の方たちと協力して資源再利用、それ

から高齢者や障害者の働く場づくりということ

でですが、リサイクルみなみ作業所という形で

瓶、缶の処理をする作業所です。ここには、先

程のゆたか作業所が移転してここで仕事をする

ようになってきていますし、この土地は名古匡

市にお借りしているものです。これも全景です

が、右側がゆたか作業所で左の方がリサイクル

みなみ作業所で分別収集されたものが運ばれて

きているわけです。

これは、ゆたか作業所の中で、「共作連ふきん」
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と言ってますが、台所で使うかやふきんです。

それを縫製現場でつくっているところの場面で

すo ここはリサイクル作業所の中で、ガラスピ

ンやカレットがベルトコンベアで回わってくる

のを色で分別したり、それからそのまま使える

生き瓶といって使えるものを取り出す作業です。

上の方では下からあがっていったのを白、緑、

茶、黒と色分けをしている作業なんです。これ

が、先程の 2階から分別されたものが分けられ

て、こういう形で出されて業者に持っていって

いただくということになっているわけで、す。こ

れは、鉄なりアルミの缶をベルトコンベアの上

で磁石でもって分けられ、つぶされブロックに

なります。

これは、っゅはし作業所です。これも名古屋

市の土地に建っているわけです。ここは、石鹸

をつくっていまして、この中に廃油とカセイソー

ダを入れます。かなりの温度で煮えたぎってい

るところです。これは、できた石けんを上にあ

げる装置です。

これは、師勝町のあかっき共同作業所で、無

認可の共同作業所ではじまりましたが、ゆたか

福祉会の中にとりあえず参加をするということ

で、ゆたか福祉会が軒下を貸しているような形

になるんです。そういう形で、ふれあい作業所

も無認可の作業所が、ゆたか福祉会の施設とし

て参加しています。

これが、ふれあい作業所でゆたか作業所の分

場になっています。 20名未満ですから分場で出

発をしているわけです。ゆくゆくは認可施設に

したいという要望があります。

これが、新しく出発した港の資源選別センター

ということで環境事業局が土地・建物を用意し

て、そこの委託をゆたか福祉会が受けていますo

これは、先程の市のリサイクルみなみと同じ作

業の中身になります。機械装置だけですけど新

い装置が導入されています。

これは、パンのリサイクルショップで新しく

移ったところですが、パン工場の中は写しであ

りませんけれども、ここでお庖も聞いていると

いうことです。

今までのスライドは働く施設ですが、つぎは

生活の場です。

ここは、なるみ作業所とゆたか希望の家の更

生施設が併存している場所です。右の方がなる

み作業所、左の方が希望の家更生施設です。

これが、希望の家です。生活施設の中核にな

るものです。それぞれの作業所や施設がパック

アップ施設としてあり、そこで自立して生活が

できるような力を持った人たちが、グループホー

ムで生活をしています。これ以後、福祉ホーム

やグループホームの紹介になります。

これが、二村台のグループホームです。 1軒

家を借りて立派な建物ですけど個室をつくり共

有の部屋をっくり、そこに指導員がひとりとい

う配置で地域で生活をする場所になっています。

これは、なるみ作業所のグループホームです。

これが建物です。これも長屋を借りているわけ

ですね。こういうのを借りている場合は10万円

前後の家賃で、高いところ安いところいろいろ

あります。これは内部ですが、お風呂の入り方

ということで指導員がいろいろ工夫をされてい

るわけです。

ゆたかホーム太陽ですが、ゆたか作業所で仕

事をしている仲間の自宅を 1軒借りて、本人と

他の仲間が生活をするという形をとっています。

ここには、隣に空き地がありまして、新築で40

00万かかりましたが、左がその全く新しいグルー

プホーム、ここは利用料は40，000円でなくて

60，000円と高いのですが、新しいグループホー

ムの lっとして存在しています。右側の太陽の

家が第 lで左が第2ということになります。こ

れは通勤寮です。通勤寮を中心に就労とくらし

のネットワークを形成しています。

これは、長屋を借りた弥次エホームになりま

す。これが第 1八光荘です。これはアパートで

す。ここが第2八光荘で、この下には食堂だと

か入浴もできるようになっていて、近くのグルー

プホームに住んだり、あるいは独立してアパー

トやマンションで生活をしている仲間たちが集

まって交流ができる場をつくっています。

これがその奥にあります第2八光荘。

似



このスライドは、たまたま学生と周りに住ん

でいるグループホームの仲間たちが集まって交

流会を聞いた場面です。真ん中に結婚して近く

のマンションに住まっている仲間がいまして、

子どもさんが生まれて育てているわけです。あ

と結婚している仲間もこの中に 2組いますし婚

約をしている仲間も 2組ぐらいいるようですけ

ど、学生たちの印象によりますと全く普通の人

たちと変わらない。あとから家庭訪問をしたり

グループホームの訪問もしたようですが、飴を

しゃぶっていた母親が、うちへ帰って子どもを

見る顔は母親の顔になっていた、というような

印象を述べていました。丁度、青春まっただ中

で、学生たちと同じ世代の人たちというような

ことでした。

一言だけまとめてみます。基本は障害者の権

利保障、人間に値する生存・発達への権利の保

障を目指すということで進めています。障害者

や家族のねがいに依拠すると、それに応えて、

ねがいをどう実現するか、そしてそのためには

現行制度を最大限に活用し、改善していくこと、

制度がない場合は新たな制度を創設するという

視点で、しかも地域住民の方たち、関係の諸国

体の協力や共同を得て、協同の力で拡充し発展

してきているということが一番の基本にあるわ

けです。運営については仲間たちを主人公とし

て民主的な運営を目指して地域と連帯しながら

施設づくりをしてLぺ。

就労と暮らしのネットワークづくりというこ

とで、地域に住み働く条件として、通勤寮をセ

ンターとしてグループホームをいくつか用意し、

地域の企業に就職をしているという状・況をつく

りだしています。

将来構想を策定し、当面の課題として、これ

は全国的にも共通ですが、身体障害者の療護施

設、あるいは精神薄弱者の更生施設が定員一杯

で待機者が多い、それらの施設をつくり、さら

に力を持った人たちが働いて高い収入が得られ

るような福祉工場などを設置する。そしてさら

に高齢障害者、あるいは職員も親たちのことも

含めて特別養護老人ホームをつくる必要がある。

というようなことで、将来的な計画をいろいろ

考え、推進しているところで、す。以上でおわり

ます。

座長:ゆたか福祉会は、 29の施設の責任を持っ

ておられるそうで、それを15分でお話しいただ

けるというのはとても無理な話だったと思いま

す。

次の報告者は、山田 昭義さん。昨日のシン

ポジウムで当事者の参加がCBRにとって大変

大事だというご指摘がございましたが、山田

昭義さんは当事者であり、またAJU自立の家

は当事者がつくった地域のリハビリの拠点だと

いうことで、どうぞよろしくお願いいたします。

重度身体障害者の在宅生活向上を図る活動

山 田:紹介いただきました山田でございます。

レジュメを出せということで出しまして、ここ

に来て一番にパラパラと読みましたら、たった

3行書いてあるだけで大変だなと思いながら、

「わしは学者先生と違うんだからええだろう」

と言ったら、うちの職員が「山田さんいいです

よ。眠たくなるから書きこめということを言え

ば理解してもらえますよ」と言いましたので、

眠たくなった人はここで書きこんでいただきた

いと思います。

それから、もう 1つは皆さんの手もとに黄色

か水色のパンフレットが入っておるし、我々ド

ラゴンズブルーと言っておりますが、『優しい

心をありがとう』というパンフレットも入って

る。これを、ちょっと見ていただきたいと思い

ます。これは、後援会の会報です。 1口1，000

円でよかったら入ってくださいという宣伝をし

たいと思いまして入れました。皆さんのこうい

う善意でうちの自立の家は成り立っております。

それから、こういう B4の半分に折ったのが

あります。これは、 AJU自立の家の中でわだ

ちコンピュータハウスというのがあります。そ

こでは、コンビューター、パソコンと汎用機の

小さいのを使って実態調査の集計なんかを非常

に得意としております。ですから、老人保健福
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祉計画の時には、今は東洋大学に変わられまし

たけど大友先生とか県大の小園先生とか宮本先

生、あるいは杉崎先生に手伝ってもらって愛知

県の88市町村あるそうですけども、 11の市町村

の集計と計画を仕事として受けとりましたもの

ですから、そのおかげで去年までは潤いまして、

先程ゆたかの方から出ておりましたけど、数字

を見ておって、「うんうちは約倍だな」と思い

ました。昨年 1年閣の平均の給与月額で84，000

円ぐらいでした。 8万円だからいいだろうと思っ

ていますけども、一応我々としてはつくった時

から月10万円を目標にして頑張ろうということ

でやっております。なかなか10万円にはとどき

ませんけども、是非皆さんの中で先生が多いと

いうことですから、研究の中で調査がありまし

たらAJUわだちコンビュータハウス方にご用

命いただければ幸いです。

実は、 AJU自立の家とはというふうに書い

てありますけども、座長の児島先生からお話が

ありましたが、当事者運動でAJUはどうして

できてきたのかということからお話させていた

だきます。昭和48年に我々車いすの仲間が外に

出ょうということで動きはじめました。その時

にたまたま偶然キャンプに大学の先生にひとり

来てもらうといいということで、朝日新聞の厚

生文化事業団に誰か紹介してもらえませんかと

言ったら児島先生に来ていただいた。その時、

児島先生から、「障害者も勉強せないかんよ」

と、スウェーデンとデンマークの5古をしていた

だいて、「あっちの方でもはじめからああいう

ふうになっていたのではなくて、障害者の人が

声を出してああいうふうになったのだからあな

たたちも勉強しなさい、 1年間勉強したら福祉

事務所の窓口に座っとるぐらいなれるよ」とい

うのがきっかけで、それから第4日曜日は「愛

知県重度障害者の生活をよくする会」という名

前になったんですけども、「ょくする会」と言っ

ています。ょくする会は、それ以来、今年で21

年になりますけども、児島先生とご主人の長先

生が今でもずうっとボランティアで第4日曜日

に勉強会を続けています。

そういう勉強会の中から国際障害者年の次の

年、昭和57年に児島先生の方から、移動と働く

問題と自立ということをテーマに勉強しましよ

うという事の中で、働く場ととしてわだちコン

ビュータハウスというのができてきたわけです。

わだちコンビュータハウスは昭和59年に無認可

でスタートし、当時はAJUわだち作業所とい

うことでした。それが、きっかけでわだちコン

ビュータハウスは、平成2年に法人になったも

のです。法人になってわだちコンビュータハウ

スと福祉ホーム、いわゆる僕らは下宿屋といっ

ています。下宿屋だから 4年たったら出ていけ

ということで、 4年たちましてひとりを除いて

全部が出ていきました。

それから、もう 1つはデイセンター。いわゆ

るホームに来れない、もっと重度の人を受けと

める場としてデイセンターをつくろうというこ

とで、 3つの施設を何とかうまく機能させて施

設ができないか。どちらかというと、我々は障

害者運動をしてきたものですから、施設があっ

た方がいいか、ない方がいいかと言ったら、な

い方がいいにきまっとる。ない方がいいという

ことで運動してきた仲間が、施設をどうやって

つくっていくかということが我々の課題だった

わけです。我々は福祉ホーム、いわゆる下宿匡

をベースにして、 3つの施設を運営しておるつ

もりです。

ですから、どういうふうにするかと言うと、

地域社会の中で生活をしていきたい。そのため

には何がいるのかと言うと、昨年の10月から名

古屋市との折衝が非常にうまくいきまして、自

立支援事業という国の支援をうまく活用しまし

て下宿屋を出た人が全く寝たきり、いわゆる筋

ジストロフィ一正確にはウェルドリッヒ病の人

がおるんですけど、指先が少ししか動かない彼

女でも、朝 7時から夜11時まで、その人によっ

て原則 5時間、上限 7時間ケアスタッフを派遣

することによってその人の生活を支える。しか

も緊急の場合、例えば今日熱が出ました、ある

いはどこかに行きました、あるいは夜中にトイ

レに行ってひっくり返りましたという時にはす
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ぐにとんでいって、少なくとも今我々が派遣し

ておるところで言いますと、 20分以内にはとん

でいって対応できるような形になってしておる。

そういうのを 9人利用しています。それも朝7

時から夜11時まで自分としてはこの時聞がほし

いということで話し合ってその人に行く。今 7

時間派遣しておる人が2人おります。 5時間が

ほとんどで4時間がひとりということで派遣を

しております。

我々としては、この場で専門の人たちが多い

ということでお願いをしたいのは、僕はもう l

つ全国自立生・活センター協議会の全国の代表と

いう形で活動をしています。これは、自立生活

センターを全国に広げていこうというもので、

当事者運動の最たるものであり、我々の自負と

して一番先頭を走っておるものだと思っており

ます。これは、今まで施設におった。例えば、

ホームで言えば下宿屋に来た仲間で、愛知県で

今重症心身臨量のこばと学園から療護施設に行っ

て療護施設からうちの下宿屋に来た仲間が、近

い将来地域社会の中で生活をしていく。これは、

10年前には絶対に考えられなかったことだし、

我々がなければ彼は恐らく一生もの心ついた時

から一生を施設で終わってしまうだろう。

また、今施設が、どうなんだということを我々

今非常に問題にしていかなければいけない。日

本の福祉というのは基本的に施設の上に成り立つ

ていると思う。愛知県で言えばコロニーもそう

でしょう。私もゆたか作業所もそうでしょう。

全てが施設の上に乗っかつておるんだ。ここに

僕らは問題を感じております。

例えば、療護施設でもそうで、す。ついこの間

我々が施設の勉強会をはじめて次に我々が下宿

屋で、優等生ばかりじゃありませんので、行か

ない人たちの受け皿をどうつくるのかといった

時に、施設というものが見えてくるけども、施

設じゃない、しかも自立支援でどうにもできな

い部分をどう受けとめるかということを考えて

いこうよということで、最終的には我々も療護

施設みたいなものが必要だという認識を持って

おります。そうじゃない部分をどう受けとめて

いくのかということにいくと、現実の施設の上

に乗っかっとるという部分で、その施設が障害

者の願いを聞いておるかというと聞いてない。

受けとめておるかというと受けとめていない。

申しわけないけどもこう言わざるを得ないだろ

つ。

例えば、働く場所でもそうです。身体障害者

の授産所というのはあまり満員になっていかな

い。それは何でか。月々の手当を見てもわかる。

お前障害者だからと言われると返す言葉がない

けれども、月々うちらで8万何ぼですよね。 8

万何ぼで職員として皆さん勤めますかと僕いつ

も言うんですよね。すると、勤められない。障

害者だからいい。ここのギャップをどう埋めて

いくのかということの解決がないと身体障害は

授産所には行かないだろうということになって

しまうんではないか。

また、療護施設でいえば、この間メモしたも

のがありますが、朝5時半から起こされる。お

昼も夜もそうですけども、食事は25分以内に食

べなければいけない。

更生援護施設はというと、まだ電動車いすす

らない。しかも一生訓練、訓練、訓練H ・H ・で終

わっていかなければならないというところに非

常に疑問を感じておる障害者が、山ほどおるん

だということを理解してもらわないと福祉の問

題は解決してこない。

重複障害とかいろんな問題を僕らもかかえて

おります。だから、一概に全てを解決できると

は思いませんけども、何かそこに障害を持った

人に響くものを我々が出していかなければいけ

ないんじゃないか。

AJU自立の家は、今24人ぐらい職員がおり

ます。その中の 8人が世間で言う l種l級の障

害を持った職員です。そして、わだちコンピュー

タハウスは 8万いくらだと言いましたけど、ト

イレ介助、食事介助を延べ22人の者が必要であ

るということを理解してもらうと、意外に障害

が軽いからいいとか、重いとか安いとかという

ことじゃないんじゃないかと思います。そうい

う部分で皆さんのご協力をお願いしたいと思い
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ます。

最後に、名古屋で今年「ゆめびっくあいち」

ということで身障スポーツ大会をしました。我々

は3年に 1回ずつガイドマップをつくっていま

すが、身障スポーツ大会があると各行政がガイ

ドマップをっくります。しかしほとんど業者ま

かせです。我々のは名古屋市から委託を受けて

今年8版目です。是非見ていただきたいし、外

で1，500円で売っております。業者がつくるも

のと障害者がつくるものとの違いというものは

あると思います。それを是非受けとめていただ

けるためにも1，500円で買っていっていただけ

たらいいな。

最初と最後が宣伝になりましたけども、どう

もありがとうございました。

座長:ありがとうございました。発言内容に

は、かなり挑戦的な問いかけもありましたので

後で討論をお願いしたいと思います。

次は、あさみどりの会の島崎春樹さん。ボラ

ンティア活動の中から生まれた会があさみどり

の会。愛知県でも長い古い歴史を持った会であ

ります。記念講演の中で上田先生が日本のリハ

ビリは小児の領域からはじまったと言われまし

たが、愛知でもはじまりは小児の領域でござい

ます。その草分けである島崎さん、よろしくお

願いいたします。

心身障害児の療育援助活動の展開

島 崎:この地でささやかな活動をしておりま

すあさみどりの会のことを少しお話しさせてい

ただきたいと思います。

私たちが、行動をおこしましたのは1959年頃

でしょうか。 30数年前になりますが、詩人であ

るとか、国語の教師であるとか、塾の先生であ

るとか、そういうような子どもにかかわる人た

ちの数人が子どもの生活を考える、子どもの精

神衛生を考える、そういうことの勉強会をして

おりまして、「青い空Jという雑誌を出しておっ

たんですね。そのグループのひとりが、特殊学

級の担任になられたということで¥その子ども

たちのことを 8ミリ映画で記録をしたり、親子

の合宿をやったりすることにグループの仲間が

みんなして参加するようになった。

そこで、知恵遅れといわれる子どもたちとこ

のメンバーが出会ってしまったんで、す。その時

に、私どもの法人の設立者になりました伊藤方

文さんという人がおります。 15年前に亡くなら

れまして、私がその後継者のような感じになっ

たんですが、その人の文章の中に、いわゆる知

恵遅れの子どもとかかわるようになった時の感

想ですけども、「私は純真なこの子らの仲間に

加えてもらったおかげで、それまでの私の生き

ざまを少しずつ変容させられることになっていっ

た。そして、その生きざまがもうぬきさしにな

らない状態になってしまったなと自分でも気づ

いたのが、糸賀一雄先生の『この子らを世の光

に』という言葉にガックリとうなだれた頃で、

その後の私は一途にこの子らに導かれるままに

生きてきたといえよう」と、その当時のショッ

クを書いていらっしゃいます。

結局、そういうことに気づいてからは、この

メンバーは知能に障害を持った子どもたちのこ

とを焦点にしぼって活動していこうということ

に決めました。このようにして、あさみどりの

会の運動が起こっていったのです。

その後、知恵遅れって一体どんな子なんだろ

うというようなことで、精神科の人とか臨床心

理学者とかいろんな人のところをこのグループ

は尋ねるようになります。そして、そういう人

たちがその後ボランティアとして参加をしてく

れるようになって、グループのメンバーが広がっ

ていったわけでございます。

そういう中で、こういう知恵遅れの子どもた

ちのことはあまりにも社会の人は知らなさすぎ

るんじゃないか。たまたま伊藤さんは、記録映

画をつくる技術を持っていましたので、盛んに

啓発映画をっくりました。例えば、「あなたは

ご存じで、すか」。障害の発生の原因について説

明する映画ですね。あるいは、糸賀先生の「こ

の子らを世の光に」を映画化したり、「広がれ

愛の波紋」とか「コミュニティケアへの道」と
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か、私が、その後受けついでつくったのを入れ

ますと、この20年間で10本ほどの映画を製作し

ております。そして、中には台湾とか韓国に売っ

たこともございます。

その後出版活動も盛んにやりまして、例えば

「赤ちゃんの脳」であるとか、この障害の問題

をいかに伝えるか、それは一般社会の人に伝え

るだけじゃなくて障害児の親にもっときちんと

知ってもらおう、あるいは職員に知ってもらお

うという職員教育もあります。

それから、研修活動では私がこの時からあさ

みどりの会に参加したのですが、昭和43年から

ボランティアの研修会を聞いてまいりました。

あれ以来27年目になりますけれども、この研修

を受けた人は延べ2千数百人にのぼります。現

在では、 57回目か8回目になっております。 1

講座が12回ずつの講座をやってまいりました。

それから、一般の啓発のためのシンポジウム等

もやってまいりました。

結局、一貫して、なぜこの知的障害児に焦点

をしぼって活動を展開してきたかというと、そ

れは心身に障害を持った子の問題に取り組んで

いくということは全での子どもたち、あるいは

全ての人たちの幸せにつながる課題なんだ。こ

の問題を解決したら社会全体の問題が解決して

いくんだという観点に立って活動してきたとい

うことであります。特にこの頃、今から20数年

前の障害児たちはと、こへも通うところがない。

特に重い自閉症児、多動な自閉症児、そういう

人たちをかかえた家庭は地獄のようだという訴

えを盛んにしていたわけです。

そういうことで、 1966年(昭和41年)には療

育相談所を開設しております。そして、そうい

う人たちを何とかしなければいかんということ

で、名古匡中どこか貸してもらう部屋がないの

かといって歩いて、ょうやく城北カトリック教

会という教会の 1部屋をお借りして幼児の集団

訓練をはじめたのが1969年でございます。わず

か週 1回か2回の療育でありますけども、その

子どもがすばらしい変化をすることにびっくり

した親たちが、何とか専用の場所をつくってほ

しいといって積み立てをしたり運動をはじめま

した。それが実って、さわらび園という通園施

設が誕生しました。

その通園施設をつくるにあたっては、名古屋

市に土地を貸していただきました。名古屋で障

害者の福祉施設に最初に名古屋市の土地を提供

されたのは、この時がはじめてであろうと思い

ます。 1972年に、さわらび園が誕生いたしまし
円

，~。

しかし、幼児の療育をはじめてみて、お母さ

んたちとお話をしますと心のバランスが悪いん

ですね。非常に防衛的ですし狭いし、そういう

お母さんと圧倒的長時間子どもは過ごすわけで

すから、この子たちをしっかり育てるためには

お母さんへの援助が必要です。母子通園を行い

一貫して親の援助と子と、もの援助を並行してやっ

てまいりました。しかし、これにはかなり行政

的なしぽりとの抵抗がありまして、今だに葛藤

が続いておりますけども、母子通園やめろ、パ

スを買って通園させろとかね。そういうような

しぼりがちょいちょいございまして、大変苦労

をしてまいりました。

どう考えても、お母さんへのアプローチをし

た方が子どもが発達するというところで私ども

がやり続けてきたという経緯があるわけでござ

います。このことは、早期発見・早期療育とい

うことを今から20数年前に、とにかく打ちこん

でいったのは、いわゆる予防福祉といいますか、

どうにもならなくなった人たちがたくさんおり

まして、例えば愛知県コロニーができた当時、

あそこへ収容されてきた人が四つんばいでしか

歩かない、食べるのも犬のように手をつかわな

いで食べる人がいたとか、そういうのを見るに

つけて幼児期からの育てをきちんとやることに

よって、予防的な福祉ができるんではないか。

そういう点では、家庭に対する援助というのを

かなり重視してまいりました。

さて、その後私どもも今から13年前に成人施

設、通所授産ですが、今私が所長をやっており

ますけど、それをつくることになるわけですが、

知的障害児の行き先に見えているのは入所更生
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施設しかないのか。愛知県の 8か年福祉戦略と

いうのを拝見いたしましたけども、その中に出

てくるのは待機を解消しなければいけないから

更生施設の定員を倍増しなけえばいけないとい

うことですし、名古屋市におきましでも、みん

な待ってみえるからつくらなければいかんとい

う傾向が非常に強いわけであります。

手ムどもはノーマライゼーションというものと

か完全参加と平等というのが大変空しく聞こえ

るような昨今でありますけども、それを叫んで

いるだけで現実に、特に私どもが担当をしてお

ります知的障害については進まない。しかも幼

児期の対応、学齢期の対応、青年期の対応。学

齢期になると学校教育の範曙になるとか、それ

ぞれの文部省であるとか厚生省であるとかとい

う行政の壁が厚いのかどうか。学校へ幼児通園

施設から送り出すと霧の彼方へ行ってしまう。

それぞれのテリトリーの中で自己完結型の処遇

が行われている。しかもその自己完結型のとこ

ろでいじくりまわされていて、養護学校の先生

がおっしゃるのは年々重度化していますとか、

あるいは厚生省の誰かが立派な名前をつけてく

れたんですが、強度行動障害なんていう人が増

えている。これだけ教育にお金を使ってたくさ

ん先生を雇って、施設をたくさんつくって、そ

れなのになぜそういう人がどんどん増えていく

のか。誠になさけない現状ではないかと私は思

うわけです。

そういう中で、パブリックな部分では幼児期

から成人、あるいは死ぬまでの一貫した生涯の

ライフサイクルを見通した、一貫した体系的援

助というのは望めないんじゃないかというふう

に感じるようになりまして、私はとにかく家族

をキーマンにしていかなければならない。特に、

父親をキーマンとして子どもが5才の時点から、

10年のサイクルを 2スパンでプログラムを完成

させるという父親のグループをっくりまして計

画を立てております。ハード面では、父親たち

が積み立てをしまして10年目には 1億というお

金をつくっておこうよ。 l億という自己資金が

あれば、そこへ行政から資金を導入したり借入

金を導入したりして、この子たちが地域社会の

中で暮らせるような、しかもなるべく小規模な

場所で働けるような場所を保障していこうじゃ

ないか。そのためには父親とか家族がソフトの

面でしっかりと勉強をしていく。

さっき山田さんがおっしゃいましたが、障害

者自身も勉強をしなきゃいけない。障害児の親

も一生懸命勉強していこうじゃないかと、今4

つの父親を軸としたグ、ループが取り組んでいる

ところであります。

ある重い自閉症をもっ父親が言いましたのは、

ノーマライゼーションと言うけれども、今のこ

の社会の状況を見ておりますと、今の社会に、

とても我が子をノーマライズする気にはなれな

い。何とか社会の一角にこの子たちが安心して

暮らせる場所をつくっていく。それは、大きな

入所型の施設では決してないんだ。そういうよ

うなことを、お金も貯めながらしっかり勉強を

しているところであります。その 4つの父親の

グループの lつは、海部郡の方ですが二百数十

坪の土地を10人ほどで確保いたしました。

18人のもう 1つのグループは家を 1軒、今子

どもが4年生の時点で将来のグループホームの

第 l号館だといって手に入れた。そんな活動を

やっております。

今、私は施設を建設いたしております。なる

べく小さい、最低基準の最小限度の施設をつく

ろうということで名古屋市にご協力をいただい

て30人の入所更生施設と20人の適所授産施設の

複合施設をつくっておりますが、何とかこの入

所施設は、 15才で義務教育を終了したらすぐに

更生施設に入っていただいて、親元ではどうし

ても自立へ接近できない部分について、施設と

家族と協力しながら施設を 1つのトレーニング

のステーションとして、その人の持てる能力の

いっぱいのところまで近づけて、その聞に親た

ちが働き盛りですので地域社会の中で受け皿を

用意していただいて送り出す。何とか施設から

出す流れと言いますか、施設とは去る場所であ

るという流れを何とかつくっていけないだろう

か。そういう意味での知的障害者のリハビリテー
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ション施設であり、たくさんのスモールグルー

プがあちこちにあって、それのキーステーショ

ンとしての役割をはたすような施設活動を展開

していくことができるならば、施設というもの

が従来の施設というイメージから今 lつ脱皮でt

きるんじゃないか。そういうことを目指して私

なりに実践をいたしております。失礼いたしま

した。

座長:これからの大きな課題であります、高

次脳機能障害の職業リハビリテーションに先駆

的に取り組んでおられます、名古屋市総合リハ

ビリテーションセンターの尋木佐ーさんにお願

いいたします。

高次脳機能障害者の職業リハビリテーション

尋木:

1.はじめに

高次の機能障害者の職業的な社会参加の課題

に対する職業リハビリテーションの方法につい

て、どんな障害なのか、そしてどのような方法

や手段で安定就労につなげていったらいいのか

といったことについて、高次脳機能障害の中で

も特に重たい障害が残ると言われている脳外傷

者について報告をさせていただきたいと思いま

す。事業主やご家族、あるいは就労援助をされ

ている方々に気持ちが伝われば幸いで・す。

まず、施設紹介をさせていただきます。

リハビリテーションセンターは医療部門、調

査研究・開発部門、訓練指導部門として更生施

設、視覚訓練指導、それから職リハ部門により

構成されています。そのほか敷地内に更生相談

所、福祉スポーツセンターがはいっています。

リハセンターは脳血管障害や脳外傷の方の利

用が大変多く、職リハ部門の利用については更

生施設の入所と通所部門で受け入れています。

国の措置では対象はいずれも肢体不自由の方に

なります。それでは対象が限定されるために、

肢体不自由以外の身体障害者や手帳を持ってい

ない高次脳機能障害を対象とできるように名古

屋市の単独事業がつくられました。あとでふれ

ます事例もこのサービスの対象者です。毎年利

用者の 1/3くらいの方が一般就労し、福祉的

就労を含めると半数以上の人が就労につながっ

ております。

本日は、図のような流れで報告させていただ

きます。まず、高次の機能障害の中でも特にと

らえにくい脳外傷についてその障害特性につい

て概観いたします。

次に職業リハビリテーションは個人の特性と

個人をとりまく環境の両面からはたらきかけま

すが、どちらも大事だったりどちらかにウェイ

トがかかる場合もあります。本日は職場の理解

や働きやすい職務設計などの職業環境の他、家

族や制度の支援がないととても働けないという

事例を紹介させていただきます。

職業リハビリテーションでは、就労にもって

いくためにはその人の職業的な「障害を知る」、

そのためには目に見えにくい高次の機能障害を

その人がどのように「体験するか」。次に経験

した後に「代償行動の修得」が可能なのかとい

うことがテーマになろうかと思います。そして、

最後に就労の条件、支援環境の課題を提示しな

がらまとめていきたいと，思います。
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2.職業的に障害となるのはどんなことか

( 1 )事例にみる障害特性

高次の機能障害とは、脳の高次の機能である

認知や記憶、注意、思考、判断などが障害され

た状態のことです。

脳外傷(外傷性脳損傷)の特徴や問題点は①

情緒不安定、人格変化、易激怒性、易興奮性、

脱抑制的な行動などの精神的な面。②発達年齢

よりも未熟だったり問題行動など。

@失調、振セン、運動緩慢などがあります。身

体障害者手帳が交付されないくらい身体障害は

軽いという人も多くこの場合、後遺症として認

知や行動面が障害されていて職業的には重度の

障害をもっということが大きな問題となってい

ます。

以下に事例をとおしながら、職リハアプロー

チの各段階でみられる職業的な問題及び援助方

法について紹介していきたいと思います。

男性、交通事故による脳挫傷の結果身体障害

は手帳がでないくらい軽いが認知・行動・精神

面で障害が残存。

受傷前は 9年間病院で事務職をしていました。

受傷後は3年間で8回以上離転職を繰り返した

後、困り果てて当センターに相談にみえました。

性格的には非常に軽くなって、コミュニケー

ション面では会話参加のタイミングも無視して

介入したり、会話の主題とズレた返答が返って

きたりというふうでした。指摘すると興奮して

激怒するといったことの繰り返しでした。行動

面でも今までにない妙な行動が増え、母の買い

物に同行しては試食コーナーの食べ歩きがとま

りませんでした。また、必要でもないものを買

わされて金銭的に大きな損害をこうむるという

こともありました。

以上の生活と職業行動をまとめると、このよ

うになると思います。

①行動について選択や遂行には基本的な技能

が欠如しているので、毎日のスケジュールは父

母が管理している。

②安定した職業生活には至らず、離転職は一

時的なこととがらは考えにくい。

③職業行動については多くの失敗をしている

にもかかわらず、自己の能力について把握され

ておらず自己の有能性を主張している。

④支援環境はは両親のみで、父母は疲れてい

ました。

そこで、個人の能力向上の可能性について、

どの程度有能性を獲得できるかは探索が必要で

したが、むしろ個人の能力向上と職業環境や支

援環境がお互い近寄ってくることによっていか

に適応の質を高めるかが重要と思われました。

(2 )職リハアプローチでは

①障害を知るためには体験した種々の心理検

査や要素的な作業ワークサンプルでは、中度の

記憶障害はありましたが知的にはノーマル領域

でした。また、職業にお直して要求される知的・

精神機能は平均と比較的良好でした。

②しかし、場面設定の実際的な作業検査や模

接的なワークショップなどの実際的な場面、さ

らに職業実習など応用的場面では見通しをもっ

た行動ができない、不注意の多発、手順接得に

相当時聞を要する、作業速度のムラなど多くの

問題が出現しました。

以上の職業的障害の要因は、行きあたりばっ

たりの問題解決行動であって、例えばミスの原

因を考えられない、つまり再学習がなかなかで

きない。原因と結果、目標と手段というこ者関

係、あるいは必要な情報を取り出したり、それ

を統合したりする情報処理のコントロール力が

低下しているというようなことが考えられるの

ではないかということです。

さらに、自己覚知という面では体験しでも自

分に障害があるということがわかりにくいので

障害が自覚できない。従って代償行動がなかな

か修得できないということがあります。

(3)就労援助、就労の条件、生活面の条件

就職活動については身体障害者手帳が取得で

きない場合も多いので、自ずと競争的な労働市

場での一般対応になります。スライドで見てい

ただいたように日によって仕事の出来ぱえにム

ラがある、仕事を覚えるのに相当時聞を要する

などの問題は職場の理解が必要となってきます。
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また、標準化されたテスト場面では障害が現れ

ないが、実際的、応用的な場面に近づくほど障

害が出現する特徴は、訓練センターと実際の職

場がもっと緊密に連携しあって移行されなけれ

ばならないことを示唆しています。

さらに生活条件としては家族の理解や援助が

必要な場合が多く、家族の中での適切感情温度

の維持や適切な消費行動の指導などが重要で、

生活に密着した援助は継続的になされる必要が

あります。

3.まとめ

認知・行動面の障害が職業生活に重大な影響

を及ぼし、かつ身体障害者手帳が取得できない

高次脳機能障害者が安定して働けるようになる

ためには、医療リハから中断することなく社会

リノ¥職リハへつなぐことが必要です。就労に

関する要因は、①職歴、生活歴 ②知能、認知

面の程度 ③障害の自覚と補償行動の修得 ④ 

家族、職場、ワーカーの長期支援 ⑤福祉、労

働の施策の拡大などでそのアプローチはまだ始

まったばかりですが、その人にあった環境が用

意されれば外的環境には適応していってうまく

就労している場合が多いのです。

身体障害者福祉法の対象とはならない高次脳

機能障害者の制度化にご尽力をお願いして終わ

りといたします。

座長:ありがとうございました。折角の機会

ですので参加という意味を尊重して、会場の皆

様方から 2人にしぼってご発言をいただきたい

と思います。お手をおあげいただけますか。

質疑

質 問:岐阜市社会福祉事業団身体障害者のデ

イサービスセンターに勤めます長谷川と申しま

す。

三田先生にお聞きしたいんですが、 LBNP

のいろんな効果を判定されたようですけど、そ

の時の被験者の数とか、あるいは 1日あたりの

回数とか時間、有意差の判定方法について教え

ていただきたいと思います。

座長:はい、ちょっとお待ちください。他に

お手をおあげになった方いらっしゃいますか。

質問だけ最初に出していただいてお答えいただ

きます。

質問:小林と申します。今日、難しいお話を

なさってくださったお 2人の先生に、専門家と

して一般の方々に優しい言葉でわかりやすく、

リハビリテーションの場合に具体的なことをお

話ししてくださる先生がいらっしゃらないなと

いうことを痛感しているんですけど。そういう

意味で、今日のようなお話を一般の方々にわか

りやすく地域に出向いてお話ししてくださる機

会があるかどうか、それからそういう機会が少

ないとすれば、つくってくださるようにお願い

をしたいと思うんですけども……。

座長:それでは、最初のご質問は三田先生、

次のご質問を尋木先生にお願いいたします。

三田:先に LBNPの件についてお答えさせ

ていただきたいと思います。

私たちが、この研究をはじめましたきっかけ

と言いますのは、実は私たちの所に「こばと学

園」という重症心身障害児の施設があります。

遠足を年2回やるんですが、その時2週間ぐら

い前から子どもたちを起こしておいた方がパス

に乗った時に顔色がいいという。起してないと

どうも顔色が悪い、難しい顔をしているという、

そういう保母さんのお話しをいただいたのがきっ

かけです。つまり、寝たきりになっていますと

立ちくらみがおこりやすい状態になっているの

が事実です。
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それで、ご質問のお答えなんですが、 1日に

どれくらい、あるいは何回ぐらい起したらいい

のかということは今もってまだわかっておりま

せん。ただ、私たちの基本的な考えは、今まで

は時々食事でおこしていただいたり保育で起し

ていただいたりしているお子さんたちの方が機

能の低下が少ないという事実です。全く寝たき

りの状態で食事をさせていただくんではなく、

あるいは横になった状態で保育をするんではな

く是非起して座らせてあげていろんな日常活動



を進めていただいたらいい結果がでるんではな

いかというふうに思います。事実、そういうこ

とを試みられている施設を訪問しましたところ

重症児の施設なんですけども、顔つきすら随分

明るくなっているというのが事実です。

それから、もう 1つのご質問なんですけど、

二分脊椎を守る会で時々こういうお話をさせて

いただいておりますけども、時間を十分いただ

いた時にはある程度の技術的な言葉を使わざる

を得ない部分がありますので、予め解説をしな

がら内容を理解していただいてご両親あるいは

年長の子どもさんたちには聞いていただいてい

るということです。以上です。

座長.はい、それでは次に尋木……。

尋 木:3点ほどお話しさせていただきますと、

私達の仕事はどうしても外的環境とのやり取り

で成り立っていますので、このような質問は尤

もなことでご、ざいます。それで、 l点目には私

どもの仕事というのは、昨日からお話になって

いますように医療リハ・社会リハ・職リハとい

う一貫した流れがあってはじめて成立するもの

でございますので、是非ネットワークを組んで

勉強会をやっていきたいと思っております。名

古屋では、例えば養護学校を卒業した方に対す

る連続したサービスのあり方や従事者の勉強の

ための連絡協議会があります。そういった活動

が活発になっているところです。

もう 1つは、一般と申されましたけど、特に

家族へのサービスといたしましては、名古屋市

総合リハビリテーションセンターの場合はプロ

ジェクトをっくりまして、家族の方にわかりや

すい冊子「脳外傷者のマネージメント」を目下

製作中でございまして、これからシンポジウム

で司会されますドクターを中心にプロジェクト

が組まれているところでございます。それを配

布するというようなことに今後なっていこうか

なと思います。

3点目ですが、私たちは職業人ではございま

すけれども、地域に住んでいる者でございまし

て、地域の中でどう自分たちの専門性を活用し

ていくかというような視点が重要だと思います。

私事でございますけども、少年野球のコーチ

をやっているんですけども、野球以外で保護者

同志の知り合い度が深くなり、家族に脳卒中が

いて障害をもって生きるということに話が広がっ

たり、また地域の社協から勉強会に招かれたり、

そこでさらに民生委員を通じて個別相談があっ

たりというふうに発展していったケースもござ

います。そういったことでよろしいでしょうか。

座長:はい、ありがとうございました。まだ、

ご意見があろうかと思いますが、時間の制約が

ありますので、これでおわらせていただきます。

最後に、まとめるという役割もありますので

1分間時聞をいただきたいと思います。

今のような難しい話というふうに小林さんは

表現されましたが、難しいけれども基本的な基

礎的な研究というのは、とても大事なんだとい

うことがわかったということも言外にこめられ

ていたと思います。

そういう交流ができるのが、この交疏セミナー

のいいところではないかと思います。

昨日のシンポジウムで国連の専門官の高嶺さ

んが、地域リハビリテーションというのは、国

が指導するものではなくて下からつくっていく

という視点が大事だということを言われたと思

いますが、愛知の地域リハビリは下からつくっ

たものが多いと言えるのではないかと思いますo

もちろん、愛知が全国から学ばなければなら

ないこともたくさんあると思うんですけれども、

何もなかった20年前、その20年間に築いてきた

プロセスが、または経験が少しでも皆様方のお

役に立てれば大変幸いだと思います。簡単では

ございますが、まとめにかえさせていただきた

いと思います。

それでは、これでおわらせていただきます。

ご協力ありがとうございました。
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第 1分科会

「地域における新しい生活づくり・しごとづくりと
ネットワーキング」

座 長 : 柴 田 謙 治(愛知教育大学総合科学課程人聞社会コース助手)

発言者:北川 惰 子(野方の福祉を考える会コーディネーター)

竹中 ナ ミ(プロップ・ステーション代表)

久富 靖(名古屋勤労市民生活協同組合事務局)

高石伸人(直方市社会福祉協議会)

座長: 本日は、 4人の方に発言をお願いし

てあります。早速、北川さんお願いします。

野方の福祉を考える会の活動

北 JII: 東京からまいりました中野区の野方

の福祉を考える会の北J11と申します。日本では、

世界に例のないスピードで高齢化が進行いたし

ております。行政施策の充実を手をこまねいて

待つてはいられなく、東京中野区の野方の地域

では、住民が助け合いの仕組みをつくりまして、

老人にとどまることなく、地域の人たちの誰に

とっても住みよいまちを目指して、平成元年4

月に野方の福祉を考える会を設立しました。そ

して、すぐに在宅サービスに取り組みはじめま

した。実践と学習と問題提起、これを 3つの柱

にして以来活動を続けています。

老人問題から出発して仕組みをつくるまでに、

地域の人たちで毎月 l回話し合いを重ねて 6年

聞かかりました。この野方の福祉を考える会の

母体は、野方住区協議会と申します。

この住区協議会というのは中野区独自のもので

ありまして、地域の問題を地域の住民で話し合

い解決していくための住民組織であります。こ

の住民組織の運営がスムーズにいくように区が

ノぜックアップをしております。ある意味で区の

支援があって、この住民組織である野方の福祉
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を考える会を産みだすことができたともいえま

す。

野方の福祉を考える会のことについてお話を

させていただきますけども、野方地域と言いま

すのは東京都中野区の北部にありまして、人口

は約2万5000人の地域でございます。中野区の

全人口は約30万人でございます。

野方の福祉を考える会の特徴をかいつまんで

申しあげます。

まず lつは、住民が主体で活動をし、行政は

この会に事務所を提供しております。利用者と

協力者を結び、つけ連絡調整をするコーテーィネー

ターは専門職を置かずに、住民7人が交代で行っ

ております。サービスは原則として有料・有償

で 1時間500円です。サービスは年中無休、 24

時間体制であるということで、す。今まで利用依

頼にはほとんど断ることなく応えてまいりまし

た。といいますのは、これまで潜在的であった

ニーズを掘り起こしていく、そういうことが住

民の活動にもあったと思いましたので、依頼に

はあまり断らずに応えてまいりました。

どういう活動をしているかはレジメに書いて

ございます。 1つ事例を紹介させていただきま

す。

「心病む四季子さんと共に」というタイト Jレ

をつけさせていただきました。この事例に係わ

る発端から少しお話をさせていただきます。こ



のケースに係わりはじめて今年で5年目になり

ます。

発端は、平成元年11月、野方の福祉を考える

会が開設して間もなくの頃でございました。保

健婦さんからの相談がございました。この方は、

当時39才の女性。仮名ですけど四季子さんと申

します。精神の病気のために入院中でございま

した。四季子さんは、地域の支えがあれば何と

か家で暮らしていける人なので、野方の福祉を

考える会でお世話してもらえないだろうか。本

人も退院を希望しているということでございま

した。

私個人としては、どんな障害があっても住み

なれた家で暮らしていける条件をつくっていき

たいと考えておりました。けれども、私ひとり

がどんなに頑張ってもできるものではありませ

ん。

野方の福祉を考える会には、先程申しました

ようにコーディネーターが7人います。この 7

人のコーディネーターの同意を得ることからは

じめなければなりません。そこで、コーテ'ィネー

ター会議に保健婦さんと精神科のお医者様に出

席をしていただきまして、どんなサービスを私

たちがすれば、その四季子さんの在宅を支える

ことができるのかについて説明をしていただき

ました。

ご本人は、自発性の欠如、ひとりにしておく

と何もせずに自分の部匡に閉じこもってしまう

人で10年ほど前に発病したということです。お

母さんは、糖尿病と心臓病、それに痴呆症も少

しおありの方です。けれども、自分のことは何

とかおでもきになるということでした。

その四季子さんについては、私たちがどうい

うことをするかと申しますと、一緒にお昼を食

べる。それは調理をしてもよし、それからお弁

当を買ってきてもよし、庖屋物を取ってもよし、

とにかく一緒にお昼を食べてほしいということ。

それから、 2番目は、服薬の確認をすること。

3番目として、身の回りのことが自分でできる

ように援助してほしい。しかも毎日 5年くらい

は細く長くお世話が必要である。

人との関係ができれば病気がよくなる可能性

が大きい、ということでございました。話を聞

けば聞くほど、はたして私たちにできるかしら

と不安になります。コーディネーターの何人か

は私たちには荷が重い、難しいと、消極的な人

もいましたけども、結論として引き受けること

にしましfこ。

保健婦の協力に対する考え方といたしまして、

チームで対応すること、保健婦の協力を得るこ

と、それから記録をつけること、ケース会議と

学習会の開催をしていくこと。以上のことを私

どもは考えました。

そこで年があけてすぐに協力員4人を決めま

した。全員女性で、年齢は30代、 40代、 50代、

70代の方々で、そのうちおひとりだけは以前病

院の看護婦さんをしていた人ですけども、他の

人たちは精神障害の人にかかわるのははじめて

でございます。はじめての場面では、必ず保健

婦さんが同行することと、なれるまでは協力員

が2人でペアで活動することを条件にいたしま

した。

活動の経過ですけども、いきなり退院なさっ

てから係わるよりも、入院中に面会を重ねなが

らお互いに知り合うことからはじめた方がいい

のではないかということで月に 2回協力員はぺ

アで病院で面会し、なれるに従ってひとりで行

くようにしました。協力員は、それぞれ差し入

れに工夫をこらしながら面会をつづ.けました。

次に、退院の準備としまして、自宅に帰る練

習がはじまりました。日帰りから 2泊3泊と日

数を延ばしていきました。自宅泊まりの日は協

力員が訪問し、食事をし、お掃除を一緒にして

おりました。

平成2年8月、四季子さんは退院をいたしま

した。退院の感想として、やっぱり家が落ち着

きますと彼女は言っておりました。退院直後は

週6日、 1日2時間協力員は訪問をしました。

自立を考えながら家事援助を中心に活動をいた

しました。なれるに従って回数を減らしていき

ました。回数を減らしたところで、お母さんが

心臓の発作で突然亡くなりました。平成2年12
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月のことでございました。四季子さんは、お通

夜には喪服を着て参加することはできましたけ

れども、お母さんとの結び、つきが非常に強かっ

た彼女のショックははかり知れないものがあっ

たと思います。

翌週、お母さんが亡くなった後の援助の方法

について精神科のお医者さんを交えて学習会を

聞きました。お母さんが占めていた心のすき間

に妄想がはいりこまないよう頻繁な訪問が必要

なこと、何もしなくてもいい、側にいることが

何よりの薬だというアドバイスをお医者様にい

ただきました。

お母さんが亡くなって、四季子さんにとって

ははじめてのひとり暮らしがはじまりました。

四季子さんは、お母さんの死をなかなか受けと

めることができませんでした。母は、死んでい

ません。薬で眠っているだけですというような

ことも言っておりました。そして、食事もほと

んど取らなくなったこともございますけども、

ほぼ 1か月で立ちなおることができました。こ

の頃から 1か月の訪問予定表に入浴、掃除、洗

濯、買い物など曜日ごとの日課を書きこんで渡

すようにいたしました。

平成 3年4月頃、四季子さんはめざましい変

化を見せ協力員を喜ばせました。このままよく

なるのかと思うほどに非常に変化を見せた時期

でございます。

学習会で、協力員の今後のつき合い方の姿勢と

して、親しくなりすぎず適当な距離を保ってっ

き合いを持続すること、ひとりでt親密につき合

うよりも複数でほどほと、のつき合いが望ましい。

それから、四季子さんの自由を保障するように

というお医者様からのアドバイスをいただきま

した。

お母さんが、亡くなりまして 8か月を過ぎた

頃だったと，思います。近隣の方から四季子さん

の様子がおかしい、大声をだして道路を歩いて

いるという連絡が朝早くはいってきました。す

ぐに協力員に様子を見に行っていただきました。

その時には、臨時に薬を飲んでいただいて病状

は何とかおさまったのですが、その時近隣の方

たちは、精神障害者のひとり暮らしをどう考え

ているのかと、非難めいた気持ちを持っていらっ

しゃいました。

そんなことがありまして、一度近隣の人たち

と話し合いを持った方がいいということになり

ました。近隣の方々と保健婦さんと野方の福祉

を考える会と民生委員13名が集まりました。

その話し合いの席で協力員は四季子さんの様

子を実に素直に語ってくれました。保健婦とい

う専門職ではなく、同じ地域に住むボランティ

アが自分の言葉で語ることには真実が伝わりま

す。

そこでわかったことは近隣の方々の一番の不

安は、保健所の閉庁日、最近土曜、日曜、祝祭

日保健所はお休みでございますけども、その閉

庁日に緊急の連絡先がないということです。そ

こで、早速私たちは自分の自宅の電話番号を書

いて近隣の方々にお渡しいたしました。近隣の

方々に夜中でも結構です。いつでもお困りのこ

とがあったらお電話をくださいと言いました。

その後、 3度ほど近隣の方からお電話がありま

したが、いつも幸いにしてお昼間でした。その

都度協力員がすぐにかけつけました。

その後は、四季子さんを温かく見守ってくだ

さるようにだんだん近隣の方々が変わってくだ

さいました。話し合いを持つまでは近隣の方々

と目が合っても話をすることがなかったんです

が、だんだんそういうことがあって協力員と近

隣の方々は話をするようになりました。今日は

調子がよさそうとか、今日は悪そう、調子が悪

い時には服装がチグハグ、そんなことを近隣の

方々はよく見ていてくれます。今では、よき理

解者に近隣の方々はなってくださいました。
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現在、四季子さんは服薬、通院、身の回りの

ことはだいたいできるようになりました。

訪問の時に協力員と歌をうたったりお茶を飲ん

だりするようにまでなりました。今後は人間関

係をどう広げていくかが課題でございます。

引き受けた時には 5年くらい見てほしいとお

医者さんに言われたんですけど、正直言って 5

年つづ、けられると思いませんでした。なぜ5年



つづけられたのか、いろんな要因が考えられま

すけど、 lつは専門家の支援が得られたことで

す。保健婦さんにいつでも sosがだせました。

保健婦さんの不在の時には直接病院に連絡をと

ることができました。それから、精神科のお医

者さんに時に応じてアドバイスを受けることが

できました。こうした二重にも三重にも支援体

制があることで素人の私たちは安心して活動す

ることができました。

もう lつは、ひとりでかかわっていなかった

こと、仲間がいたということです。そして、何

より四季子さんが家で暮らしたいと望んでいた

から 5年つづ.けることができたと思います。協

力員は、ひとりが週 1回のペースで5年間、暑

い日も雨の日も、必ず予定日には訪問をしてく

れました。

そして、近頃では四季子さんの様子が心配な

時には、夜の訪問を自発的にしてくれる協力員

もでてまいりました。協力員は妄想の時のつき

合い方も非常に上手になりました。最近では、

自然につき合えるようになったと言っておりま

す。

最近の学習会では、あと 7年ぐらいはサポー

トが必要だと病院の PSWは言っております。

現在、週3回訪問をいたしておりますけれども、

今後は回数を減らしたりメンバーを変えていく

ということも考えていくつもりです。

私たちの活動を 5年間通して、住民としてど

ういう意味があるのかというふうに私は考えま

した。 lつは、補完的な役割でございます。本

来、行政としてするのが当然だけども、行政が

できないからとりあえず住民が代わってする。

これまでの活動の大部分は補完的な役割が多かっ

たのですけれども、今年度より急激に減少して

きましfこ。

中野区の場合、高齢者のための登録ホームヘ

ルパーを採用しまして、そのホームヘルパーが

活動するようになったこと、それが住民が肩代

わりしていく量が減ってきたというように思い

ます。

それから、つなぎの役割があります。まだま

だ日本のお役所はお上という意識があります。

私たちが中にはいりながら、だんだん行政へつ

ないでいく。

それから、先駆的な役割。新しいことに取り

組みながら何年か後には行政に制度化をしても

らう。そういうことを前提としながら活動をす

る。この先駆的な活動。時間も労力もエネルギー

もいりますけれども、住民としては一番わくわ

くするものです。

それから、住民独自の役割、住民がかかわっ

た方が味がでる活動、そういう 4つの役割があ

るのではないかなと私は思います。

私たちは、老人問題から出発して、誰にとっ

ても住みよい地域を目指している中で、たまた

ま精神障害者のサポートをするようになったと

いうことでございます。精神障害者が家で暮ら

していくにはまだまだ難しいのが現状でござい

ます。

スウェーデンでも、こういう住民の活動から

はじまって、ああいう福祉の充実した国になっ

たといわれております。そういう意味で私たち

は今後も頑張っていきたいと思います。

私たちの活動は、まず実践をし記録をまとめ

る過程で次のステップを見いだし、更に実践を

重ねるというパターンで定着をしてきました。

今後もこのような方向で活動をし、地域の人た

ちの理解を求めながら、時には行政の手を借り

たり行政に手を貸したりしながら、より豊かな

地域をつくっていきたいと考えております。

これでおわらせていただきます。

座長: ありがとうございました。さらっと

ご報告をしていただきましたが、さらっとこれ

だけのことをなさっていたというところにすご

昧があると思います。
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それでは、つづきまして久富靖さんにお願

いいたします。

住民主体の仕事づくり・生きがいづくり

久 富: 名古屋勤労市民生協のコープくらし

たすけあいの会というところで仕事をしており



ます久富です。

生協と言いますと、安心、安全な食品を販売

しておるというイメージが100%かと思います

が、くらしたすけあいの会とかくらしのたすけ

あいの会とか生協によって呼び方が様々ですが、

ホームヘルプサービスも行っております。

今、全国で40生協が活動をしております。ほ

とんどが家事援助サービスということでござい

ます。揖除、洗濯、買い物、調理、あるいはベ

ビーシッター、話し相手といったことです。昨

年度 1年間、およそ40の生協の活動時閣の累計

は、およそ35万時間ということになっておりま

す。

今日、私はその生協の職員ということではな

くて地域に住むひとりとして、主として高齢者

の方々の生甲斐づくり、それに結び、つく仕事づ

くりということに焦点をあてて少しお話をして

みたいと思っております。

高齢者や障害者の皆さん方が生甲斐を持って

生活をできるか、あるいは生甲斐のないままに

生活をしておるか、この辺の意味合いは大きい

と思います。それは、毎日の生活が単に楽しい

か楽しくないかということだけではなくて、例

えば生甲斐を持って生活をしておりますと、年

を取っても生き生きと毎日をすごすことができ

る。あるいは、生甲斐のない生活を送っており

ますと精神的にも肉体的にも不健全な状況を招

きやすい。そういったことだろうと思っており

ます。

お年寄りの皆さん方、あるいは障害を持った

皆さん方の生甲斐づくり、これは仕事というこ

とカ~100%ではありませんが、仕事を通しての

生甲斐づくりというものはかなり大きなウェー

トをもっているというふうに思います。

従って、仕事づくりというものは生甲斐づく

りと直結するがゆえに、予防的社会福祉の一環

であり、重視されなければならないというふう

に考えます。この仕事づくりと言いましでも、

高齢者のお仕事ですから多様な選択肢が必要だ

と思います。業種は、もちろんのことですが、

長い人生経験を通じて培ってこられた知識・経

験・技能といったもの、そういうものを生かし

た仕事、あるいは 1週間に 2日か 3日働く。 l

回の労働時間というのは 2、3時間であったり、

あるいは希望する方はフルタイムで働いていた

だいたりするような、多様な選択枝が必要だと

考えております。

お年寄りは、収入をともなう仕事よりもボラ

ンティア活動をというふうにおっしゃる方もあ

ります。もっともだと思いますが、私は収入を

ともなう活動とボランティア活動というものは

共存するものだと考えております。

なぜ住民主体の仕事づくりが必要なのか。そ

れは、レジュメの②③のところに書きました社

会的な背景があるというふうに，思っております。

まず、 lつは国の貧困な高齢者雇用政策とい

うことでございます。今、国の高齢者雇用政策

というのは、高齢者の範暗に入らない64才まで

が雇用政策の対象になっております。 65才以上

の方に対しては、シルバー人材センターがある

ではなし、かというような反論があるかもしれま

せんが、これは短期的臨時的な仕事のあっ旋に

すぎません。レジュメに書きましたような軽作

業とか、あるいは庭仕事、大工さんの仕事、家

事援助活動、あて名書きといったものが中心に

なっているようでございます。

また、高齢者事業団というものがあります。

これは、ピルのメンテナンスだとか、あるいは

広場の草刈りといったことがその仕事の中心に

なっております。
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また、高年齢者雇用安定法という法律もあり

ます。最近できた法律ですが、これも65才まで

の方の継続雇用を政策課題にしているというこ

とでありまして、 65才以上の雇用を云々するも

のではありません。 65才以上の方は政策的に何

の対象かといえば、これは福祉の対象と言わざ

るを得ないと思います。

つまり、国は64才までは働いてください。 65

才以上は、もう働かなくても結構です。どうぞ

福祉の方のお世話になってください。そういう

ふうに言っているように思われます。

障害者の法定雇用率、これが満たされていな



いということも事実でございます。罰金さえ払

えばよいというような考え方の企業が多いと聞

いております。

③のところです。総務庁の老人対策室という

ところが5年に 1回、「老人の生活と意識」に

ついての国際比較調査を実施しています。一番

新しいのは、今から 3年前、平成3年の秋から

冬にかけて調査した資料でございます。欧米3

か国と日本、韓国合計5か国からそれぞれ60才

以上のお年寄り1000人を抽出しましてアンケー

ト調査を実施したものです。

それによりますと、老後の夫は妻と家事を平

等に分担すべきだと考えている方は、アメリカ

が60%、日本はわずか5%しかいない。そうい

う数字がでております。病気、心配事の相談相

手は誰ですかという設聞に対しては、アメリカ

やイギリス、ドイツは家族だけでなく友人・知

人にも相談します。日本と韓国は家族だけです

というふうに答えた方がほとんどです。親しい

友人がいますかという設聞に対しては、アメリ

カ、ドイツは60%がイエスと答えております。

日本は10%ということです。

こういう調査を見て感じますことは、要する

に日本の高齢男性は自立・自助の意欲に欠けて

いる。あるいは、地域で彊立をしている。地域

のネットワークもできていない。そういうこと

が言えるのだろうとa思っております。従って、

住民主体の仕事づくり生甲斐づくりというもの

が非常に急がれている。それが現実だというふ

うに思っております。

生協が模索している仕事づくり生甲斐づくり

は、一体どういうことがあるのかということで

す。

先程申しあげましたように、高齢者の皆さん

方が長年培ってこられました知識とか技能とか

経験、そういうものを活用した仕事づくり。し

かし、これはまだ模索の段階です。これが具体

的になって、こういう成果があがりましたとい

うような話は聞いておりません。

その下のところホームヘルプサービス、生活

援助型食事サービス、デイサービス、特別養護

老人ホームなど福祉施設の運営というところ。

これは、一部の生協でかなりの成果をあげてお

ります。 40ほどの生協でホームヘルプサービス

がおこなわれております。これは、今後もどん

どん増えていくという傾向にあると，思います。

生活援助型食事サービス、この辺は一番弱いと

ころですが、模索が盛んにおこなわれておりま

す。デイサービス、現実にやっておる生協があ

ります。生活クラブ生協神奈川です。 3か所で

デイサービスを実施しております。特別養護老

人ホームをつくった生協もあります。具体的に

は、生活クラブ生協神奈川とコープこうべでご

ざいます。この2つは、社会福祉法人をつくり

まして特別養護老人ホームを建設し運営してい

ます。

地域における仕事づくり、生き甲斐づくりと

いうものは、まだ緒についたばかりだι思いま

す。一部の住民有志によるホームヘルプサーピ

ス、デイサービス、生活援助型食事サービスな

どは全国的に盛んになってきましたが、これは

仕事づくりとか生き甲斐づくりというより、在

宅福祉が全面に出ています。老人会などでは、

資源回収や再生、公有地の管理、街路樹の手入

れなど、さまざまな実践を試みていますが明確

な展望はなく、模索の段階にあると思います。

ところで、昨年度政府が発表した国民生活白

書によれば、我が国の50歳以上の有職者のうち、

生き甲斐は仕事だけという人は8割以上を占め

ています。定年ということによって、ただ一つ

の生き甲斐を奪われてしまった人たちは、当惑

するばかりです。長くなった高齢期の生活の質

的向上を考えるとき、地域における仕事づくり、

生き甲斐づくりの必要性は、高齢化の進行とと

もに高まる一方といえます。

仕事づくり生甲斐づくりを進めるための必要

な条件ということですが、私は住民側に求めら

れることは何かということをお話し申しあげた

いと，思います。絶対に必要なことは職場人聞か

ら地域人間への脱皮ということだと思います。

意識の変革ということです。日本の男性は仕事

だけが生甲斐という生活を送ってきました。今
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でもそういう方が多いと思います。

従って、地域とは無縁の生活を送ってきまし

た。地域とは、自分の家が単にそこにあるだけ

ということにすぎませんでした。そういう方々

が定年ということになって、ただ 1つの生甲斐

をもぎとられてしまう。生甲斐がなくなってし

まう。何とか地域と向き合って生活をしていき

たいと思いますが、地域についての知識が全く

ない。あるいは、人脈もない。さあどうしたら

いいのかよくわからないというようなことで粗

大ごみになる。あるいは、ぬれ落ち葉になる。

ぬれ落ち葉としての存在も奥さんに疎んじられ

るようになりますと、次にはテレビしかない。

友だちはテレビだけである。そういう生・活を送っ

てらっしゃる高齢者は結構おいでになると思い

ます。そういう生・活は心身ともに不健全な状況

をもたらします。

この辺の意識の変革ということ、地域の人間

として生きるという、そういう意識をはっきり

と固めるということ、これが大切だというふう

に思っております。地域と向き合って生活をす

るということは、地域活動へ参加をすることだ

と思います。

地域活動に参加することの意味、それは単に

もぎとられた生甲斐を補填するだけのものなの

か、それともそれ以外に何か意昧があるのかと

いうことですが、私は大きな意味があると，思っ

ております。地域にはいろんな団体があります。

自治会とか町内会とか、あるいは子ども会とか

老人会、婦人会、あるいはボランティア団体と

かがありまして様々な活動を展開しております。

そういう活動に積極的に参加するということは

大きな意味を持っています。

それは、どうしてかと言いますと、そういう

日常的な活動は周囲に対する無償の活動である

からで、す。いわば幅広いボランティア活動だと

いうことができます。身の回りの日常的な地域

活動を改めて見直してみんなで進んで参加する

という風土の中ではじめて福祉のボランティア

活動というものが盛んになってし、く。日常的な

ボランティア活動を無視して、あるいはないが

しろにして福祉のボランティア活動だけを活性

化させるということは非常に難しいことではな

いか。一時的に活性化できたと見えても、それ

は永続性があるのだろうかというようなことを

思います。

要するに、地域活動の第ーの価値というもの

は、周囲に対する無償の活動だから、無償の奉

仕だから、そういうところにあるというふうに

思っております。

2つ目というのは、日常的な地域活動に従事

することによって政治や行政の仕組みとか実態

といったものが実感として理解できる、実感と

して受けとめることができるということだと思

います。地域活動に従事しておりませんと、行

政の矛盾といったことを観念的には理解するこ

とができるけれども、実感として理解すること

はできないと思います。観念的に理解するのと

実感として受けとめるのでは随分大きな聞きが

あると思っております。

実感として受けとめるということは、やがて

その矛盾を何とか解消したいというような住民

側からの運動に発展する可能性がある。従って、

実感として受けとめる必要があるというふうに

思っております。

繰返しますと、住民が身の回りで、小さなボラ

ンティア活動を日常的に続けていく内に、その

地域住民の聞には連帯感が芽える。これは、ま

さに福祉風土、まちづくりの原点ではないか。

そして、福祉のボランティア活動の母胎ではな

L、かということです。

また、身の回りの活動に参加しておりますと、

地域が見えてくる。同時に政治・行政の仕組み

とか実態といったもの、ょいところも悪いとこ

ろも含めて、そういったものが次第に実感とし

て受けとめることができるようになる。その実

感として受けとめたものは矛盾を是正しようと

する働きに発展する可能性を持っている。この

2つの意味合いがあるのではないかというふう

に考えております。
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おしまいに、地域によって福祉サービスのレ

ベルの高いところ、あるいは相対的に低いとこ



ろ、地域によって様々ですが、その行政サービ

スのレベルというものはどこに起因するのかと

いうことを考えたいと思います。私たちは、住

民が自分たちのレベルにふさわしい政治や行政

しか期待できないのではないかと思っておりま

すo

地域活動、この場合の地域活動というのは単

に狭い地域、 lつの町内会というような具合に

狭い地域でおこなわれる活動だけではなく地域

社会において営まれる様々な実践活動という意

味も含んでおりますが、そういう地域活動を通

じて政治・行政と住民との関係を明らかにして

いくことは、行政に対するインパクトを強める

と同時に、一方で主権在民の意識を高めること

になります。それは結局、行政サービスの水準

を規定することにつながるわけでありまして、

これからの私たちは、主体的に仕事づくり、生

き甲斐づくりを進めていくに際して、黙って実

践活動をしているだけではダメ、実践活動をし

ないで要求運動をするだけでもダメで、実践活

動と要求運動を並行して進めていくことが大切

であろうと考えている次第でございます。

大変不十分ですが時間がたちましたので、こ

れでおわらせていただきます。

座長 : ありがとうございました。つづ、きま

しては、そのような住民の活動、これを側面か

ら支える役割をいたします社会福祉協議会。そ

の活動について高石さんにお願いします。

地域をリハびる

高 石: 高石といいます。直方市というと、

魁皇というお相撲さんがおりますが、この人の

出身地であります。北九州の少し南の旧産炭地

筑豊の一隅にある人口 6万2000人の小都市とい

うふうなところでありましょうか。

今日は、障害を持った方たちとの係わりを軸

に、お話しをしたいわけで、す。

77年ぐらいからのことなんですけど、それま

で障害を持った方たちが環境的にも制度的にも、

このまちで生きてし、く条件というのはいかにも

不整備な状況でした。

77年にたまたま脊髄損傷の方が社協をお尋ね

になって、生活福祉資金というのを借りたいと

いうことでお見えになったのが出会いのきっか

けで、私が傍らでお話を聞いていますと友だち

がいない、まちに出られないという思いをお母

さんが語られていまして、それで家庭訪問をす

ることになりました。

それが、きっかけで彼と一緒に地域をいろい

ろまわりはじめたわけであります。身障者福祉

会というのがあるんですが、あまり動いてくれ

ない、重度の方がいないというようなことで、

78年に何とか若い人たちの組織を社協でつくっ

ていこうということで、ゼロの会という、つま

りゼロから出発しようじゃなL、かということで

そういう会をつくったのが出発点でした。

これは、まちに出ょう、まちを変えようとい

うことをテーマにして毎月集まって、少しずつ

まちの中へ出ていって、環境点検をするとかそ

ういうことからはじめたわけであります。

それで、たまたまその会の中にポリオの方で

すけども、仕事をしたL、。何をしたいのかといっ

たら、市役所の職員になりたい。市役所みたら

障害持った人がはいっとらんじゃなL、かという

ことで、みんなで優先採用の要求運動をしてい

こうということになりまして、市職員優先採用

要求というのをだしたわけであります。これが、

2年かかって、やっと彼がはいれるということ

になって、そのあたりから行政への障害者の生

活の基本的条件の保障の要求というものを、少

しずつだしていったわけであります。

並行して、行政要求だけでなく自分たちでも

どんどんまちに出ていきながらまちの状況、ま

ちの環境、特に精神的な障壁というのを変えて

いかないかんのではないかということで、国障

年あたりから月例車いすでまちを歩く会という

のを、現在も続けています。 128回になります

けど、毎月第 1日曜日に直方市のまちの繁華街

にみんなでくりだすということをやっておりま

して、これは市街地の環境整備の要求に結び、つ

けるための点検だとか。とにかく難しいことを
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言わずに、まちに出ていろんな人と係われるよ

うな場をつくらないかん。あるいは、買い物を

するということも「なかなかできんとパイ」と

いうようなこともあったり、家での親とのトラ

ブルとか地域の人たちから冷たい目で見られる

とか、そういう話をみんなで喫茶庖で話すよう

な時間もとりながら続けていったわけです。

つまり、そのあたりで物理的な環境の問題、

それから制度的な環境の問題、そのあたりを少

しずつ意識的にっくり変えていこうという方向

を打ち出してきました。

ただ、そうしていく中でゼロの会だけが突出

しているじゃないかと。 6万ぐらいの都市です

から、そういう批判というか若い連中が偉そう

にしているというようなことがあってこれはや

ばいかなというのがありました。

それから、もう lつは国障年にかかわって行

政だけで長期行動計画をつくったりという方向

があって、住民が全くはいってないじゃないか、

当事者の要求というのは反映されていないんじゃ

ないかということで、もういっぺん社協の方に

集まってもらって当事者組織の連合体みたいな

もので、障害者の住みよい風土づくりを進める

会というんですけど、これを81年2月に結成し

て、市職員の優先採用の問題などをもういっぺ

んいろんな団体の統一要求という形でだしてい

けるような組織体をつくっていこうじゃないか

ということで結成をしたわけであります。

その頃持ちあがってきたのが、第 2章に書い

であります全盲の男の子なんですが、田丸敬一

朗というんですが、九州ではじめて普通学級に

はいりたいということを要求としてだしてきた

わけです。彼は、保育園で目の見える子と一緒

に育ってきましたので、親ごさんも難しいかも

しれないけど、可能性にかけたいということで

相談に見えたことがきっかけで、それは是非応

援していこうということになりました。このよ

うな例は全国にその当時32例あったと思います。

実現した方々を講師として社協の企画でどん

どんお呼びして、それからマスコミの方にも継

続して支援していただくということとか、支援

者の組織化、これは教科書づくりの問題もあり

ましたし、田舎のことですから手をつなぐ親た

ちの会というのはこれに反対しました。目の不

自由な方は盲学校へ行くのがいいんじゃないか

とか、そういうことじゃなくて彼の普通の要求

として受けとめていきたい。そのためには、で

きるだけ僕らが支援体制をつくって、それから

考えてみようじゃないかというふうに親の会さ

んとも話し合いをしながら、そういう啓発も並

行して社協の方で連続シンポジウムをうっとか

いう形でやっていきました。

教育委員会の方も、そういう住民の支援とい

うのか多くの人たちが彼をフォローしていると

いうようなことを感じていく中で、これは通さ

ないわけにはいかないんじゃないかということ

で先にOKをだす。現場の先生の方がちょっと

待ってくれという話になったりするというよう

なこともありました。

83年になったら、ある知的障害の方が障害が

重いという理由で施設を追い出されるというこ

とがおこって相談に見えました。、行政が昼間

の生活を保障できるのかというやり取りが先に

あって、これもそう簡単に行政は、はい何とか

しましょうかと言わないわけで、行政要求の傍

ら自分らでボランティアさんの手で通園施設を

実際にやっていこうということで、直方に小規

模通園施設をつくる会というのをつくって、つ

くるための会だけど実際に運営していくという

形をとって、これは 7年後に行政の補助金を引

きだすという取り組みになるわけですけど、そ

ういうことも次々に問題がでておりました。
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そういうようなことをやりながら片方で自分

たち当事者を含めて住民が気軽に集まる場がほ

しいねという。公的な施設って、その辺でいっ

ぱい限界があるねという話をしていて86年に我

が家の敷地の中にそういうたまり場をっくりた

いという、障害を持った人たちと一緒に集まる

ちくほう共学舎「虫の家」というのがたまり場

の名称です。虫の目の視点で人や社会を見てい

きたいねという願いでつくったんですけども・…・・。

そういうたまり場をっくりました。



これは、作業所というふうに言うとあたらな

いというか、緊急避難の場である。つまり、障

害を持った方が家庭から親とけんかをして泊ま

りにくる場になったりとかいろんなふうに形を

変える場です。

ここには、 l代目が脳性麻揮の全身性の障害

を持った人、 2代目がしゃばの事でいえば精神

分裂と精神薄弱という 2つのラベルをはられて

いる人、そして3代目が全身性の障害の方が住

んでいます。

そういうふうに少しずつ筑豊の中でも虫の家

が中心となって自立生活という動きがでできま

したので、介護支援センターをつくらないとい

かんということで、社協と虫の家が、この辺は

公私混同なんですけど、タイアップする形で介

護支援センターというのをこの10月から発足さ

せています。時給500円なんですがなかなか集

まってくれないというようなところがあります。

そういう自前の活動を片方でやっていまして、

83年から9坪までの1昨聞にいろんなことをやっ

てきたような気がするけど、何か変わったかと

いう話をみんなでしているとあんまり変わっちょ

らんパイということになって、みなで集まろう

ということで総括集会をしたら、その中で聴覚

障害の方が、結局俺たちのことは何も変わっちょ

らんという話をグパッとされまして、手話通訳

がおらんやないかという話になって筑豊には専

従という形ではいないんです。福岡県には3、

4市ぐらいしかないのかな。これはほったらか

してきたねということで、みんなでもういっぺ

ん話し合いをやって、この10年を契機にこの専

従者通訳問題というのを障害者団体の共通課題

にして、多くの住民に呼びかけて何とか実現さ

せていこうじゃないかということを、去年から

課題にして取り組んでいるところです。今年の

4月からやっと専従ではなくて手話通訳兼任者

までこぎつけてまして、ここにでてくるまでに

要望書をこの辺は社協職員の役割なのかと思い

ますが、このようなしかけは僕が書いて、僕は

知らん顔して交渉にはついていくというふうに

してやっています。合わせて社協の方で音頭を

取って、去年の12月から行政に長期行動計画を

先につくられる前に、自分らで住民側から長期

行動計画をつくろうじゃないかということで、

社協で17回会議してきて、 11月に一応できまし

た。決して専門家といわれる人たちがはいって

ない分だけ、不適切な部分もあるかもしれない

けど、そこには当事者の肉声がいっぱいこめら

れているし、そういう意味では、これは大事し

てほしいということで、今行政に送りこんで、

多くの住民の方々に読んでもらいたいというこ

とでPRをしているところです。

更に、今後は、そういう傍らで専従通訳問題

を含め、基本的な生活条件というのは行政がき

ちんと保障すべきだと、社協が全国的に事業体

化、見える社協化、委託事業先として野都合に

なっている時だけに、僕は社協の役割というの

はあるんじゃないか。そういう当事者の側、住

民の側に立ちつづけて、時に行政と対立しても、

それが自治ということなんだろうと思うから、

それと同時に社協というのはボランティアの人

たちを組織化することも大事な仕事で、そうい

う要求と自前のことというのは両方やっていく、

そういうセンター的な役割を社協というのはは

たすべきだというふうに思っております。

それで、最後に今からの課題というのはグルー

プホームだとかまちの中に障害を持った人たち

が気軽によれる庖、情報センターを兼ねた庖、

そういうものをつくっていきたいということで、

これもプロジェクトをつくって今検討中であり

ます。

エピローグ。今社協は人をつなげるかという。

1つには、これまでのことを振り返って思う

のは当事者の組織化、特に小都市というか田舎

の方での当事者組織化というのは非常に難しい

ですね。なかなか言いだしっペがでてこないと

いう。そういう意味では、社協あたりがひとり

ひとりのところでsosを発信しているところ

にパチッとアンテナを立ててその声をひろって

いくというか、そういう役割というのは社協に

はありそうな気がする。まだできるかもしれな

いとa思っているところがあります。その人を中
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心にした当事者の組織化、つまり権利擁護とい

う視点に立った当事者の組織化という役割が大

きいんじゃないか。

それから 2つ目に、住民意識の変革、あるい

は住民主体が問われるだろうと思います。直方

の場合は、リーダ一層に焦点をあてながら市民

塾という、本当は筑豊民塾とつけたかったんで

す。筑豊というのは様々な人権問題のるつぼで

ありますので、そうつけたかったんだけどちょっ

と抵抗があるかなということで譲って市民塾と

L、うことにしましfこ。

ここでは、高齢者・障害者・子どもたちの問

題というのはもちろんですけども、アイヌ民族

の問題、それから在日の問題、原発、水俣、沖

縄、そして筑豊、それから様々な新しい運動の

あり方にも学ぼうということです。

それもアイヌ民族の問題でいえば、このほど

議員になられました萱野さんを直接呼んでくる

という形できちんとその人の立場で語ってもら

わないと、ただご紹介教養主義の市民塾ではい

けないということがあります。そういう形でラ

ジカルなというひんしゅくをかった部分もあり

ますが、命、人権、平和、自治というか、その

あたりをキーワードにした塾というのを継続的

に50回にわたってやってきています。

そういう学習活動のかたわら柔らかいものも

やっています。福祉まつりとかよこいと運動会

とかいうのもやりますし、少し固めのやつもや

るという形で、やっています。ソーシャ Jレアクショ

ン、行政へのアクションももちろんだけど、市

民にわかりやすいソーシャルアクションも必要

だろう。

もう 1つ、小地域での支え合いという。確か

に、行政にやってもらわないといけないことが

いっぱいあるけど人の肌に合った関係づくりと

いうのが社協の 1つの大きな役割だろうという

ふうに思っています。その辺は、小地域でAさ

んBさんを「どけんすっとな」という、そうい

う支え合い、地域組織化というんですけど、そ

のあたりの役割も大事だろうと思います。

いずれにしても、そういうことを通じてハン

ディを持った人たちが文化をつくっていく。そ

の人たちの文化というのは、実は樹書面白いぞ。

スロープができた。スロープにみんなお世話に

なっとるじゃなし、かという。そういう視点でま

ちを変えていく。それが、僕はもう 1つのしゃ

ばづくりということになっていくんじゃないか

と思っております。

丁度時間だと思いますのでおわります。

座長: ありがとうございました。住民の持

つエネルギー、あるいは当事者のエネルギー、

それが感じられてきたと言いますか、だめ押し

ではありませんが、当事者で斬新な活動をはじ

められた竹中さんにお願いします。

障害者の就労支援に関わる、

ボランティア活動

竹 中: 皆さん、こんにちは。プロップステー

ションの竹中と申します。

皆さん、大変刺激的な話が3名の方からつづ

きまして、私も大変勉強させていただいてるん

ですが・......。

OHPを使いながらお話をしてみたいと思い

ます。

名前は竹中 ナミというんですが、世間の皆

さんからはナミネエと呼ばれていますのでお気

軽にナミネエと呼んでいただいたらうれしいな

と思います。

大阪ボランティア協会というところは非常に

ユニークな活動をしている人たちが多いところ

で、コテコテの関西というようなんでもす。その

中で特にケパイのが私でございまして、こうい

う会に来ると誰やこんなところにオカマパーの

ママ呼んだのはと言われましでも平気です。

何をやってるかということなんですが、障害

を持つ人たちの自立の支援にコンビューターを

使おうという活動をやっています。今日おこし

の方でコンピューターをパリパリ使える方おら

れます?仕事とか趣味とかで……。ひとりもお

られません? そしたら、ワープロぐらいだっ

たら打てる。ワープロはかなりいらっしゃいま
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すね。コンビューターなんかは全然さわれない?

あるいは、コンビューターきらい? コンビュー

ターはきらいじゃないし、何か役に立つやろう

と思うけど自分には無縁と思う方。手をあげな

い人は一体何?

それで、私たちの組織の名称をプロップステー

ションと呼んでいるんですが、このプロップと

いうのは支え合うという意味の言葉です。その

支え合いの材料にコンビューターを使おうじゃ

ないかということなんですが、今の会場の皆さ

んの反応を聞くと、とてもじゃないがコンビュー

ターのような冷たい機械が、人を支え合う道具

になるわけがないと目がシラッとしてますので、

支え合いになるというところをお話ししたいと

思います。

最初に書いてあるんですが、「みんなでプロッ

プ、それが私たちの合言葉」。カッコいいでしょ

う。コンビューターを媒体にして障害を持つ人

たちの自立と社会参加、その後なんですけど雇

用の創出。

今日、実は前半のパネルの前にも全体の会合

があって、あの時最後に雇用の問題については

どうなんやと、あるいは国の施策全体の中では

どうなんやというような、住民がやっている C

BR運動というのが、国の施策とぶつかってく

るような時代が近々来るんじゃないだろうかと

いうようなお話があったんです。

実は、理念でも障害を持つ人にとって、今一

番山が高いと言いますか谷が深いと言いますか、

それが雇用の創出というか雇用の促進という部

分なんですね。これを何とか私たちはコンビュー

ターを媒体としてやってみようじゃないか、全

体の自立の中の特に雇用の部分にしぼってみよ

うじゃないかという主旨を持っています。支え

合いを意味する言葉で、その下にいろいろ活動

の内容を書いてますが、もう少しわかりやすく

図にしたものがあります。

これが組織図ですが、プロップステーション、

一応顧問という先生方がおられます。それから、

役員会というのがあって、そこに事務局があっ

て機関誌編集部門、機関誌の名称がフランカー

というんです。年に 4回、季節ごとに出してい

ます。

それから、障害者向けのコンピューターのセ

ミナーの部門があってノfソコン通信の部門があっ

て、それから実務営業部門があって、シンポジ

ウムの部門があって、曽我部さんという理科の

先生ですが、アフリカで熱気球が落ちて首の骨

をおられて最重度の障害者になられた彼女にコ

ンピューターを使った授業ができるように支援

をしている。そういう部門ですね。それから、

視覚障害の方の部門。これは、全盲の男の子た

ちが数名おりましてフリーのプログラマーをやっ

ているんですが、この子らのグループ。

こういうふうに見ると、すごく大きな組織み

たいなんですが、事務局というところには私ひ

とりしかいない。事務局のスペースは畳一畳と

いう裏話です。

コンピューターのセミナーについてちょっと

詳しく言いますと、障害を持つ人を対象にした

コンビューターのスクールというのを毎週2回

やっております。水曜日の夜と金曜日の夜なん

ですけど、水曜日の方がアップJレコンビューター

とかNECの98シリーズとかいう機械の 2つの

セミナーをやっているんです。どちらも障害者

の人たちにとっても非常に出にくい夜間なんで

す。なんで夜間かと言うと、私はこのコンビュー

ターのセミナーの目的を雇用の創出というか、

就労の促進というところにおいていますので、

このコンピューターのセミナーの中で、何とか

企業人の人たちと出会っていただいて企業の人

たち、特にエンジニアの方たち、だいたいはま

ず障害者のことをほとんどご存じないんですが、

そういう方たちと障害者の方にじかに出会って

もらって、そこでお互いが現状を教え合いっこ

をする。持っている知識をおEいがお互いしか

持つてない知識を、交換し合いっこするという

場にしたいというのがコンビューターのセミナー

です。
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どういう人たちがボランティアでかかわって

くださっているかと言いますと、一番上が顧問

の先生、太田 茂先生、次は中野秀夫先生、早



瀬昇さん。早瀬さんがボランティア協会の事

務局長、太田先生は障害者とハイテクを結ぶ活

動で日本のオーソリティといわれている方です。

通産省が、コンビューターなどハイテク機器の

アクセシビリティ指針といって障害を持つ人や

高齢者にとって優しいコンピューターにしてい

こうと、よりいい道具になるようなものにして

いこうという指針を出した、その指針の案をつ

くられたのが太田先生なんです。

中野先生というのは、大阪大学の通信工学の

助教授なんですが、関西ネットワーク接続協会、

略してウインクと言うんですが、これがいろん

な書物で話題になっているインターネット、世

界を結ぶパソコン通信とパソコン通信をつない

で挙げ句のはてに世界をつないで、例えば首相

官邸というようなところへ、あるいはクリント

ン大統領へ、家から誰でもパソコンでお手紙が

出せるというものですね。そういう方の専門家

でいらっしゃいます。なおかっこういうネット

ワークこそがこれからの障害を持つ人の雇用の

創出に、最も大きな情報のインフラになってい

くであろうということをおっしゃっている先生

です。

早瀬さんは、私たちの事務所を無償で使わせ

ていただく以上にいろんなご支援をくださって

いるということで、この 3人の先生に顧問には

いっていただいて、ボランティアのメインスタッ

フと書いてますけど、ご覧のようにほとんどが

企業人、あるいはデザイナーさんとか開発のエ

ンジニアさんとか、こういう方々がいらっしゃ

る。

ここに名前があがっているのはメインの方ば

かりです。この中でメインのスタッフというの

はコンビューターの超プロの方ばかりで、普通

でしたら会社で噺人研修なんかで、コンビューター

のことを指導されるといったら、 2，3時間教

えて10万とか20万とかお取りになるような先生

方が、ずらずらと並ばれているわけです。

それ以外に下にサブのスタッフと書いてあり

ますけど、このサブのスタッフという方々はコ

ンピューターに精通されてなくてもいい、ちょっ

と知っていればいい。メインの先生が前で教え

られたことを障害者の方がきちんと聞きとれて

いなかった。あるいは、教えてもらった通りの

操作ができなかった。あるいは、非常に操作が

しにくかった。先生、質問とか言いたかったけ

どもすばやく言葉が出ないとか、すばやく手が

あげられないとか、いろんな状況がありますね。

それから耳の聞こえない方の場合は手話の通訳

がつくことも必要ですし、そういった意味でサ

ブのスタッフはそんなに精通してなくてもよく、

約30名。全体ではもうちょっと人数は増えてる

と思います。

一応こんなメンバーが私たちの呼びかけに応

えてボランティアで活動していただいておりま

す。

役員の説明をしますと、私が代表兼用務員さ

ん兼何でもかんでもありで、こうやって広報に

来てるんですが、そういうふうに何でも屋です。

私自身は、娘が重症心身障害者ということで

22才になるんですけどね。その娘がおりまして、

こういう活動をして今日にいたっているんです

が、 2番目のセミナー担当役員の榊原というの

は二分脊椎という生まれた時から下半身不随と

いうお嬢ちゃんが、今年小学校におあがりになっ

た若いパパです。企業のエンジニアさんです。

坂上正というのが、関西学院というところ

でラグビーの選手をやっていて首の骨を折って、

自分自身電動車いすに乗って自宅が農家兼マン

ション経営をされているんですが、そういった

経営管理をコンピューターでやってらっしゃる

という事務能力の高い人です。

それから、鈴木茂明。彼はもとエンジニアだっ

たんです。彼は、はじめメインスタッフという

ところのボランティアで、来たんで、す。お父さん

が、脳卒中で倒れられて10数年お母様が介護さ

れている。本人は、介護の手伝いをやらずにこ

んなボランティア三昧やっている人間だったん

ですけど、私たちの活動の中でこういうセミナ一

部門のより高いレベルで仕事に直結するような

部門をつくろうということで、それに大阪市の

助成金が認められまして、今年の 8月からマン
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ションの l室でコンビューターを 5、6台並べ

て、ここの職員セミナーで勉強された方をより

以上高めて、実際の企業の仕事ができるように

していくという部門をつくった時に、そこの専

従の所長さんがいるということになりまして、

この鈴木に白羽の矢があたってしまいまして、

給料は半分以下になってしまいました。彼は、

エンジニアをやめてプロップウイングという実

務の部門の方の所長になっています。

私たちのスタッフは80名ぐらいいて全員がボ

ランティアなんですが、彼ひとりだけが有給と

いう栄えある有給職職員ということになってお

ります。

こういうメンバーでこんなことをやっていま

す。

それで、現在、私たちのこんな活動が思惑通

りに企業だとか、そういう社会的に認知を受け

つつあるかというところなんですが、それをご

覧いただきたいと思います。この機関誌が丁度

10号になるんですが、この記念として応援して

くださっている方の一覧をつけたんです。

まず、本会活動への支援団体・企業一覧とか

でカッコよく書いてあるんですが、ボランティ

ア協会ですね。大阪府から地域福祉振興助成金

をいただきました。大阪市からプロップウィン

グの助成が決まったり、朝日新聞の厚生文化事

業団、毎日新聞さんの社会事業団という福祉的

な団体がつづ、きまして、アップルコンビューター

さん。アップルさんからは、マッキントッシュ

11台が、その日台が壊れそうになったので、あ

と10台もらいますということで21台もらいまし

た。その21台は、できるだけ持ち運びのできる

のにしてほしいというのをお願いしまして障害

者の皆さん車いすに積んで毎週 1回家で予習・

復習をしながらこられているわけですね。

それから、日本電気さん。日本電気さんは、

いわゆる NECと呼んでいるあそこですが、毎

週私たちに最新鋭のコンビューターが並んだ会

場を無償で開放してくださっています。

電気通信普及財団さん。これは、 NTT関係

の財団だそうですけど、パソコン通信の方の機

械の整備をするための助成をくださっており、

日本船舶振興会さん、ここからもいただいきま

した。

大阪コミュニティ財団さん。これは、こうい

う助成財団として大阪ではじめてできた、大阪

の間工会議所の中にある財団です。

それから、経団連さん。経団連さんの 1%ク

ラブというところで推薦をいただきまして、い

ろんな企業にここの団体に助成してやっておく

んなはれやという推薦リストがあるんですけど、

それにのせていただ、きました。ライオンズさん

のチャリティファンドなどなどがつづきまして

...... 。
コンビューターというのは、実はソフトがな

ければただの箱という言葉を聞かれたことがあ

るかと思うんですが、コンビューターだけでは

何もできない。コンビューターを動かすのは、

こういうフロッピーというようなものをいれで

はじめて計算ができた。動くというのはそこか

らはじまるんですが、計算ができたりデータベー

スがつくれたり文章が書けたりするんですが、

それが実は高い。こんなフロッピー 1枚 2万、

3万というのはざらなんですよね。高いのにな

ると十何万、二十何万、プロでお仕事で使うの

になると百数十万、二百何万だのというような

世界なんで、私たちが公益的な活動としてやる

時に、違法コピーというのでは事業ができませ

んから、セミナーをしたいからということでソ

フトの開発会社にお願いにあがりまして、「一

太郎」とかいうワープロソフトなんかは皆さん

よくご存じじゃないかと思うんですが、それか

ら「桐」というようなデータベースとか日本で

一般的にいろんな方がお使いになっている、シェ

アの高いところのソフトを、全部開発されてい

る会社から教育するだけのものを頂戴している

というか、無償で借りるという格好をとるんで

すけどね。そういう形でやらせていただいてい

ます。
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この役員 4人でまとまった金額を出して自分

たちでつくって、今だに赤字といいますか、プ

ロップウィングを立ちあげる時は助成金をくれ



るんですけど、立ちあげた後はお金をくれない

んですよ。ついに私は500万借金をかかえてお

りまして、あんたを信用して貸してやろう、利

子はいらんというてくれる人がし、ますから、 50

0万の借金で身をしばられて悲しそうに苦悔に

身を沈めている私なんですが、全員ボランティ

アで頑張っています。

最後に、障害者の雇用の促進のために何が一

番必要か、何をしようとしているかというと、

私たちはすごい野望を持っておりまして、国の

システムを変える、これを私たちの夢にしてい

ます。

憲法というと、すぐ 9条の話ばかりがでるん

ですが、私たちが関心を寄せている憲法という

のは国民の載務というやつで、す。国民の義務に

教育と就労と納税というのがあるんです。教育

というのは、障害を持つ方は昭和54年まで受け

んでもいいと言われていました。

うちの娘は54年に小学校にはいったんで、最重

度だから猶予になるところなんですけど、猶予

にならずに訪問教育ということで、週に 2回ぐ

らい先生が 2時間ぐらい来るという生徒になっ

たんです。こんな形で教育に関しては54年度に

義務化になった。それでも、その義務化という

のは養護学校の義務化というのが頭についちゃ

いましたから、結局一般の人たちと勉強するこ

とは、国としては推進しないよという形の義務

化で今日まで来てます。

その先の就労と納税の義務に関しては、これ

は一切障害者に対しては保障はしていません。

その1.6%という数値も、雇用率はある程度罰

金を払えばそれで逃れるという形で、企業の方

もさほど切迫感を感じてないので・すo

ですけども、私たちはこういう形で企業に切

りこんでいくというか、企業もこういうことで

貢献活動ができるんだと、前向きにこういう活

動を支援していくというところを是非見せて頂

戴ということで切りこんでいっています。企業

が変わってほしいというのが lつ。

それと、国の施策に対して障害を持つ人がき

ちんと憲法の義務がはたせるように、納税者に

なっていけるように、そしてプロップという言

葉は支え合いと最初に言いましたように、障害

者は支えられるだけじゃなくて、一般の方々と

一緒に国を支え住民として地域を支える側にま

われる人にというのが私の切なる願いです。

うちの娘は、最重度の心身障害者で22才で生

後2、3か月ぐらいの赤ちゃんの状態なんです

が、そういった重度の子どもたちとか、あるい

は痴呆性のお年寄りであるとか難病の人である

とか、本当の意味で福祉で彼らから社会貢献を

することが難しいという状況の人たちを守るた

めのお金を、きちんと出してくださる側に他の

方はたくさんなれるということをいっぱい見て

きましたので、障害を持つ方の潜在能力を信じ

て私はやっております。

どうも、ありがとうございました。

討議・質疑

座長: 私なりのまとめをさせていただきま

す。事実として、こういう形で生活づくりや仕

事づくりがおこなわれている。それを何となく

知っていただけたかもしれません。

皆さんが、実際に生活をしている地域に帰っ

て、高石さんのような人はいないよ、うちは野

方の福祉を考える会のような会はないよという

ところに考えがいってしまうかもしれませんが、

その場合、皆さんの地域で発展する可能性があ

る活動をどう支えるかというふうにお考えいた

だけたらと思います。

こういった活動は多様であり、その中にはし

なやかな活動があったり、あるいは直方の事例

のように一見我々が聞いているとすごく順調に

進んできたようですが、毎回毎回ある時期ごと

に振り返ってどうしたらいいんだろうかと考え

ながら地道に広げてきた、そういう面があるか

と思います。
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あるいは、直方のように専門家も含めて支え

てきた所もありますが、住民によるサービスと

いう点に特徴があるでしょう。あるいは、住民

だけでやる限界があるかもしれないがその中で



専門家とどう協同してきたか、そういった非常

に大事なところがあった。これは、今日のご参

加の施設とか作業所の専門家の方、あるいはケー

スワーカーの専門家の方と共有できるところで

あればいいかと思います。

そういったサービスの提供、エネルギーの中

で当事者もボランティアも、あるいは地域全体

も主体形成されていく、そういったものがある

んじゃないか。それは、まさに住民が成熟して

いく実際に活動する中で、あるべき姿について

これだけ考えることができる。

更に行政との関係についてもゆったりとした

形で冷静に話を交換できる、そういう能力がつ

いたと言っていいかと思います。

その中で、皆さんにご理解いただけたらと思

いますのが、自分たちの活動だけをやるんでは

ない。自分たちもこれだけ頑張っているんだか

ら行政も同じように自立してほしい。そういう

ところで行政とのかかわりが問題になるかと思

います。

日本の社会福祉は行政が自前でやる時期が非

常に少ない。むしろ民間に任せる中でやってき

て、その中で独自の権力構造、行政は自分では

何かをせずにお金を流す中でやってきた。民間

でも独自の権力構造ができた。その中で、住民

運動がおこった頃というのは、そういった社会

的な盛りあがりがあり自治体の首長を代えた。

それによって通りやすかった。それが過ぎてし

まった今はどうか。

lつは、そうあってもインフォーマルな影響

力で、民生委員さんが強いところでは民生委員

さんをヨイショし、施設が強いところでは施設

をヨイショし、そういった権力構造のすき聞を

何とか縫ったりして、あるいは行政と話し合う

中で一生懸命何かをつくってきた。そういう面

があるかと思います。

私が、愛知にはじめて来たのは3年前ですが、

県段階の職員で「ほいで先生、お金がないだで、

ね」というところがありました。その瞬間、こ

ういう水準なのかなと、つまりちゃんと科学的

に調査を持ちだして、これだからここまではで

きるがここから先はできないという成熟した行

政能力ではなくって、お金がないからという水

準なんだなと。住民が、これだけ住んでいると

ころで果たしてこれでいいだろうかということ

を感じました。

日本の社会の中で、住民全体が歴史的には福

祉を厄介者として見てきた。ところが、国際障

害者年を通じて住民が福祉を厄介者として見る

状態から大部変わってきた面もあると思います。

行政も国づくりの中で産業基盤の整備だけで福

祉を厄介者として見てきた。

行政は、まだ変わりきれていず、例えば芸術

文化センターをつくる時にお金をやり取りした

り、美術館を誘致する時にお金を出したりと、

そういうところは融資していて、その中で、も

しかしたら福祉行政の職員もしんどいのかもし

れない。そういったことも若干感じております。

その中でご発言の皆さんからこんなことをもっ

とつっこみたし、。あるいは、皆さんからもっと

つっこんだ議論をしたし、。そういう時間にした

いと思います。ご自由にどうぞ。

久 富: さっき高石さんのお話にわくわくし

たんですが、その中で思ったのは市民塾をやら

れていて、そこでアイヌ問題や原発や水俣とい

うすごくオルタナティブな運動をしている人た

ちと直接ふれ合う場を設けているということで、

いわゆるお利口さん的な市民講座だけじゃいけ

ないということでやられているなということで

感銘したんですが、その中で当然おこるであろ

う対行政であったり、反体制というものがはいっ

てくるわけですから行政との乳離があったり市

民との札機もあると思いますが、そういうもの

をどうかわして、もしくはどう相手に説得して

いるのかということと、そういう講座を通して

そこに参加されている方がもう lつのしゃばと

いうことで、そのしゃばのイメージが今どれく

らいできているのかということをお聞きしたい

と思います。

高石: 多分、想像のとおりというか、社協

というのは半官半民的印象を多くの方はお持ち

だろうと思います。うちの場合は、事務局長は
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行政の退職者でありまして、僕は事務局次長と

いうところにおるんですけど、その分今おっしゃ

るように風あたりが強いというほど風を感じて

ないんですけど、それは結構ありますね。

それから、企画にチェックがはいったり……。

こういうものはあきらめていただけるというも

のはあるというか、しつこくやっていくと、も

うしらんというか、勝手にやれというか、そう

いうのはありますね。うちの機関誌は「少数者」

というんですけど、この題名が気にくわんとか、

なかみが12月号はライ予防法を考えるというこ

とですけど……。これは、福祉の今の問題とは

ずれているじゃないかみたいなことはずうっと

言われてきましたけども、これは構わずにやっ

てきたということが lつあります。

それから、おっしゃるように地域のいろんな

ボスさんたちが社協の中には役員としてはいっ

ていて、その人たちもいろいろ影では言ってい

るでしょうけども、僕は結構腰が低いんです。

愛婿もいい方ですし、うまくっき合うことにし

ています。ただ、譲れないところはあるという

感じでつき合っています。

市民塾をやってきたのは、当事者、ボランティ

アの人たちのリーダーが外堀を埋めていくとい

うか、社協の外堀をそんなふうにしてどんどん

埋めていくことによって、気がついたら役員さ

んたちは少数派になっていたかもしれないとい

うようなことはなかなかないだろうけど、そん

なふうにしたいと，思っています。

もう 1つのしゃばのイメージというのは、少

数のグループのネットワーキングで異種交流ネッ

トワーキングという集まりを、今年から企画し

はじめているんです。つまり、大きな組織をつ

くることはやめてちいさなグループをできるだ

け多くつくるという、つまり多数派の側を少数

に解体していくというイメージなんです。だか

ら、拠点づくりというのは建物というふうに思つ

てなくって、人間関係も含めたグループづくり

という地域イメージを持っています。

もちろん、縦軸として小地域というのも 1つ

考えているんですけど、田舎のことで、すから地

域というのは長がつく人が偉いと思っているら

しくて、なかなかうまく組織が運ばないですね。

そういう意味で、崩し方としては小グループづ

くりというところに視点を置きたい。そこに必

ずハンディを持った当事者が参画しているとい

うか、そこに在日の人とかがいてくれるので自

然に問題が深まっていくというか、そういう筑

豊の地域のある種の面白さというのもまだあり

ます。そんな感じですね。

久富: 公民協同という言葉があります。公

と民聞が協力して働くといったようなことです

ね。要するに、民間の活力と行政の援助をどう

いう具合にうまく結びつけるかということにつ

きると思います。そのために、地域福祉振興基

金というものを各自治体が設けています。

全部の自治体があるかどうか知りませんけど

も、多くの自治体はそういう基金を持っている。

その運用益と言いますか、利子でもっていろん

な民間の福祉活動を援助しているという自治体

がたくさんあります。

私は、その中で非常にいい例と非常によくない

例を 2つあげましてご参考にしていただけたら

というふうに思います。

よくない例から言いますと、これは名古屋市

です。

どうしてよくないのかと言うと、ボランティ

ア団体は頭から助成しないということになって

おります。どういう団体ならいいのかと言いま

すと、例えば社会福祉法人は助成の対象になり

ます。それから、行政の息のかかった団体はよ

ろしいということになっております。ですが、

名もないボランティア団体は一切だめです。門

前払いです。

いい方は、東京都ということですが、東京都

地域福祉振興基金の助成基準というものは社会

福祉法人はもちろんよろしい、公益法人も結構、

それから公社など第3セクターもよろしい。そ

れ以外に任意の民間団体という 1項目がはいっ

ております。助成の対象にならない、門前払い

になるのは営利団体だけです。これは、あたり

前のことだというふうに思います。
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助成のはじまった昭和63年度から平成5年度

まで、東京都の助成の実績というものを調べて

みました。全部で210団体に助成しております。

その中で、任意の民間団体というのが135団体、

実に65%を占めています。東京都の場合には、

助成の基準として先駆的・開拓的・実験的な事

業ということになっています。

要するに、ハングリーな民間団体は先駆的・開

拓的・実験的な事業をおこなえるような自由な

発想だとか大胆な取り組みが見られるというこ

とだと思います。

例えば、措置費だとか各種の助成金でもって

最低限の経営を保障されておる、そういった社

会福祉法人には、意外と自由な発想だとか大胆

な取り組みはしにくいのかなという感じを持っ

ております。それが35%にしかすぎない。そう

いう実績になっておるのではないかというふう

に思っておりまして、団体の格だけで頭から対

象を選別してしまう。これは、公民協同にはな

らないだろうというふうに，思って大変情けなく

感じているということでございます。Ja上です。

質問: 名古屋市のリハビリテーションセン

ターで職能指導員をやっております桂川といい

ます。

竹中さんの活動に非常に興味を持ったんです

けど、企業の人の名前とかがでてきたんですけ

ど、障害者の方が出会うという話なんですが、

例えば障害者の方はどうやってこのセミナーに

参加するとか募集するとかという形を取ってい

るんでしょうか?

竹中: 募集というのは、こういう機関誌で

もしますし、口コミでもやりますし、パソコン

通信のネットワークを持っていますのでそれで

もやるんですが、基本的には新聞報道です。

私は、 20年こういう活動をしていまして就労

の問題にしぼってこれを何とかせないかんなと

いうことでプロップステーションをしだしたの

は3年前からなんですが、 20年ほど前から様々

な身障の方々と一緒に自立活動をやっていまし

たので、いろいろ私らが100回叫ぶより新聞の

1行を見るということの効果というのはよくわ

かつております。広報担当だから新聞社の方の

社会面で福祉を熱心に応援されているような記

者さんとか、そういう方とのおつき合いカ浸かっ

たものですから生徒さんの募集であるとか、そ

れからボランティアさんの募集とか、ほぽ各新

聞横並びで全紙にのせていただくみたいな形で

す。

来られる時というのは、原則的にコンピュー

ターを勉強することによって自分自身がこんな

ことをやりたい。それは趣味でもいいですし、

職業に就きたいでもいいし、まず意欲を持って

いること。それ以外は部所の制限はありません。

来年からは、シニアということで年齢の高い

方にも広げようと思ってますので、全く年齢も

男女別も障害者別も関係なく募集をしています。

来ることが困難な人の場合に、障害を持つ人

が自立に向かう時に、今一番欠けているのはご

本人のコーディネーター能力だと思うんですね。

そのコーディネーター能力をまず私たちのセミ

ナーに来るために発揮していただくという、そ

の送迎のボランティアさんを自分で捜してご覧

なさいという言い方ですね。

手話通訳のグループなどもたくさんあります

けど、もし通訳が必要な方の場合は、自分で手

話の通訳さんがローテーションを組んで毎週セ

ミナーについてきてくださらないか捜してご覧

というところからはじめます。そこで、「あん

たのところでしてくれへんのやったらやめるわ」

という方なら、来なくてもいいですとはっきり

言います。

頑張って本当に来たい方はされます。全く自

分で手も足も動かない方の場合は、全く自分で

車いすがこげないわけですからボランティアさ

んを見つけられ、必死で声かけをされたり、そ

れをきっかけに介助のコーディネーターをして

いるグループと出会うとか、そういったことで

来られます。
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だけども、それだけ熱心に来られようとして

も、来られない時がでできますよね。ボランティ

アさんのご都合とかで。そういう時には対応を

こちらがきちんとしますけど、基本的には自分



自身でコーディネートをして自分に必要なサポー

トを捜してきていただく。来られた以上は、全

てこちらでサポートします。この方の努力でど

うしても見つからなかった場合の対応はします。

それから、訪問という形も取っています。ど

うしてもその方が来れない時には、訪問という

形も取っていますし、特にパソコン通信の場合

というのは、コンビューターはできるけと、パソ

コン通信はセッティングというのがややこしい

ものがありまして、そういうところは全部ボラ

ンティアさんがその方のご自宅に走ります。コ

ンビューターを買われる時も東京では秋葉原だ

そうですけど、大阪では日本橋という電気街が

あってコンビューターの安いところの津々浦々

を知っているようなボランティアさんが、障害

者の方を連れて一緒に値切りに歩くとかいうよ

うな形で、とにかくご本人が希望さえもたれれ

ば様々な必要なサポート、ご本人がそれをコー

ディネートする意欲さえもたれれば道は伝捜で

きるという状況になっております。

質問: ご本人さんの希望する、例えば仕事

に就きたいというレベルとか趣味でやりたいレ

ベルがあると思うんですけども、仕事に就きた

いレベルを希望しでもやってみてできないことっ

てありますよね。コンビューターを倣うにはそ

れだけの高い能力がいると思うんですけど、そ

れに合わなかったりするということはあります

か?

竹中: 当然ありますo ほとんどそうじゃな

いですか。皆さんだって万一習いたいなと思っ

て、これで仕事ができたらなと思っても、多分

習いに行って、それが仕事にできる人というの

は50人か100人にひとりぐらいじゃないですか。

ですけども、コンビューターが様々な道具に

使えるということが、今わかっている以上はそ

れにふれたというか、その基本の部分を覚えた

ということでその方の人生が広がりますね。そ

れは、私たちしみじみ感じます。

特に、パソコン通信で北は青森から南は大分

まで重度の障害者の方の会員がいらっしゃいま

すけれど、そういう方があたかも時間も距離も

飛び越えて自分の好きな時聞に、あたかもその

障害がご本人にないかのごとく変身できる。私

はナミネエですという一言を言うのに 5分ぐら

いかかる方も行では l行なんですね。変身願望

が人聞にはあるみたいで、パソコン通信する人

は男の人が女の人の名前でやったりとか、そう

いった楽しみも含めて、コミュニケーションツー

ルとしてのパソコンを楽しむというようなこと

でも、可能性はいっぱいあります。

座長: ありがとうございました。この場で

意見の交流ができなくても、皆さんが地域とか

職場に帰って何かをはじめるきっかけの種がで

ることを祈っております。
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事例発表の皆様、並びに手話通訳をしてくだ

さった皆様、おなかの大きな方から身体の不自

由の方々、裏方で筆記なり機器なりを設定して

くださった皆様に、最後にお礼を申しあげます。

ありがとうございました。
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第 2分科会

「家族・家庭を支える地域社会の課題」

座長 : 峰 島 厚(江南女子短期大学教授)

発言者:池末 亨(東京学芸大学助教授)

平川毅彦(愛知県立大学助教授)

宮

座 長: 私の方からこの分科会の趣旨につい

て提案させていただきます。

リハビリテーションの効果を高め継続性を保

つためには、生活の拠点である家族・家庭のニー

ズにも応えていく必要があります。折しも国際

家族年は、「家族から始まる小さなデモクラシー」

をスローガンにかかげていますが、障害者リハ

ビリテーションにとってもこの課題は重要な意

昧をもってきています。国連・障害者の 10年

は、障害者の自立そしてそのキ一概念として自

己決定を提起しましたが、それらの個としての

人権保障の具体化は、生活の拠点である家族・

家庭あるいは住まいからはじまるといえます。

しかし、家族に扶養を押しつけ、貧しい援助

施策で家族に扶養責任をも転嫁してきた長い歴

史は、解決すべき多くの問題を提起しています。

例えば、障害者をもっ家族は、今なお、家族自

体が肩身の狭い想いを強いられる実態がありま

す。貧しい家族への援助施策のもとで、障害者

を含む家族構成員が、互いに犠牲となる等して

人権を削りあって個を保障している実態もあり

ます。さらに、扶養や養育が家族内の閉ざされ

た狭い関係の中でしか蓄積されず、それ以外の

援助や援助者をひき出す壁になっている実態、

等々もあります。

これらはいずれも、陣害者が自己決定し、家

族や地域、行政等の援助を対等平等に堂々と受

邑 弘 光(ゆたか福祉会つゅはし作業所長)

回 鈴 枝(愛知県障害者(児)の生活と権利を守る

連絡協議会顧問)

けていくことを困難にしています。長年の生活

によって形成されてきた意識と、それを醸成し

てきた物的環境の、両方の問題が重なり合って

いるだけに複雑です。

この分科会では、こうした問題の実態と課題

を明らかにすることを重点にします。具体的な

ニーズを明らかにしてリハビリテーションの方

法を検討することも求められていますが、各論

でなく総論としてとりあえず討議したい。障害

者の個としての人権保障にあたって、家族・家

庭がどのような問題を抱え、位置を担っている

のか、その実態と課題を明らかにしつつ、地域

社会として援助すべき方向を探っていきたいと

考えています。

この分科会については事前に 4人の発言者を

指定しております。それぞれ家族・家庭の問題

について精神障害の分野、身体障害の分野、そ

れから知的障害の分野、それから高齢で実際に

ひとり暮らしをされている障害者の方という形

でそれぞれ20分ほど実態と課題について発言し

ていただき、残りの時間はフロアの方も含めて

一緒に討議をしていくという形で進めさせてい

ただきたいと思います。
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それでは、最初に、東京学芸大学助教授の池

末先生です。「精神障害者の家族の保護・扶養

の実態と課題」についてお願いします。



精神障害者の家族の保護・扶養の実態と課題

池末:全国精神障害者家族会連合会は平成3

年11月に精神障害者とその家族の福祉ニードに

関する調査を実施しました。これは、全国8300

人ぐらいの家族を対象にした調査ですが、医療

の状況、経済生活、制度利用など様々な角度か

ら精神障害者の実態を明らかにしていますが、

家族の生活の困難度について入院している人よ

りも在宅での家族の負担、それから父親と母親

を比較するとはるかに母親の負担が著しいこと

を分析しています。

そこで、東京都精神障害者家族会連合会で、

私は副会長をしておりますけども、平成4年に

対象を在宅の精神障害者をかかえる母親にしぼっ

て、その負担度を様々な角度から分析し、本人

および家族に対する社会的援助のあり方を検討

するための基礎資料を得るために実態調査をお

こないました。

1.調査の内容は以下に書いてあるとおりです。

私のゼミの学生6人に協力をしてもらっておこ

ないました。

配骨骨田島令諸国骨自由出世田明開。田明由骨四団国骨由時四時四骨担曽田韓国韓国明国骨国明由明国四四冊世帯由主有国骨出椙田明暗冊目韓国明国型自明智骨相冊目骨由韓国揖曽曽盟国明明明輔自相自制曽田掛

1.調査の内容

(1)郵送調査

1)基礎的項目(本人の年齢、性別、病名、病歴、家族構成など)

2)母親の健康状態(ストレスなどの症状、本人の病気と母親の健康状態の関係等〉

3)本人に対する母親の関わりの度合い(食事、掃除、洗濯、金銭管理、服薬管理)

4)本人との関わり以外の生活(家族会活動、近所付き合い、趣味、旅行など)

5)本人の状態、社会資源の活用度(本人の精神状態、グループホーム等〉

(2 )面接調査(発病から現在に至るまでの本人と母親の関係について)

2.調査の方法

1 992年11月1日(1)調査基準日

(2 )調査日程 1 992年 7月......8月……調査内容・対象・方法の検討、設開設計

9月29日……各家族会に対する対象者抽出の依頼

1 0月27日……調査票発送 (29 0通)

1 1月 …...・H ・..調査表集計(有効回答 168通)

1 2月 ・・H ・H ・-…訪問・面接調査(1 5件)

1 993年 1月......4月……分析、報告書作成

2.調査結果の概要。これは、 【資料 1】を参

照しながら説明をさせていただきます。

問11を見てください。本人の世話を誰が何割

ぐらいしているかということなんですけども、

本人の世話をしているのがほとんどが母親で父

親や兄弟はあまり係わりをもっていないことが

わかります。母親が世話をしている割合が8割

と9割と10割のこの 3つをたすと60%以上にな

ります。それに比べまして、父親・兄弟はゼロ

割と 1割と 2割に集中しております。

それから、次に問16を見てください。本人が

病気になる前に比べ母親の健康状態はどうか。

やや思わしくない、思わしくないを合わせると

5割以上になります。
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問16の2。本人の病気と母親の健康状態の関

係で思わしくないと答えた人の割合はどうかと

いうことで、大いにある、やゃあると答えた人



精神障害者の家族の保議・扶養の実態と課題

資料 1

問11 本人の世話を誰カ可可富IJぐらいしているか

項 目 人数(%) 人皇賞(%) 人数(%)

母親 父観 兄弟

O割 34( 24. 6) 13( 20.6) 

11l1J 1( 0.6) 37( 26.8) 27( 42.9) 

2習j 1( o.ω 32( 23. 2) 9( 14. 3) 

3割 4( 2.4) 15{ 10.9) 2( 3.2) 

4割 6( 3. 6) 9( 6.5) 

5W1J 21( 12. 5) 10( 7.2) 

6~J 11( 6. 5) 1{ 0.7) 

7割 16( 9.5) 

8~J 32{ 19.0) 

9割 33{ 19.6) 

10割 43( 25.6) 

回答なし 10( 7.2) 12( 19.0) 

合 言十 168(1∞'.0) 138(1∞'.0) 臼(100.0) 

問16 本:力精気になる前に比べ
母親の健康状態はとうか

項 目 人数(%)

変わら也、ぃ 51( 30.4) 

やや思わしくない π( 45.8) 

思わしくない 19( 11.3) 

回答なし 21 ( 12.5) 

dロh 言十 168(1∞1.0) 

岡敏韓簿?諜議j
項 目 人数(%)

大いにある 39( 39.0) 

ゃゃある 48(綿.0)

あまりない 11( 11. 0) 

わからない 2( 2.ω 

ぷE語3、 計 1∞(1∞1.0) 

問23劉定会に出席しての具体的メリット

問 17 本人日常$舌 (5項目}についてのl親との関係
A 食事の支度 B 摘際

1頁 目 人数(%)

ほとんど母線 111(伍1)

母親が主で本人が従 37( 22.の

本人が主で母親力従 3( 1.8) 

ほとんど本人 3{ 1.8) 

その他 l( 0.6) 

回答なし 13( 7. 7) 

a 計 1伺(1∞'.0)

C j先j窪

I頁 目 人数(%)

ほとんど母親 111{凪1)

母親方t主で本入力従 26( 15.5) 

本人が主で母親力従 5( 3.0) 

ほとんど本人 12{ 7.1) I 

そ刷也 3( 1.8) I 

回答なし 11 ( 6. 5) 

合 計 168(1∞.0) 

E 限翠管理

項 目 人数(%)

ほとんど母親 25( 14.9) 

母親が主で本人力喰 18( 10.7) 

本人が主で母親力従 34( 20.2) 

ほとんど本人 82(相.8)

その他 6( 3.ω 

回答なし 3( 1.8) 

合 計 168(1∞1.0) 

項 目 人数(%)

病気についての斑鼠脚纏えた 115( 84.6) 

同じ立渇の仲間(調書)と知り合えて、孤立感がなく怠つだ 114{凪 8)I 
明るく積闇~Iこ毎日を過ごすようになった 61{斜、9)

本人と気楽につき合えるようになった 67( 49.3) 

福祉医震の諸制度・社会資額等の利用ができるようになっだ 84{ 61.8) 

lその他 24{ 11.6) 

(復劉亘答、対象者136名〉

項 自 人激(%)

ほとんど母親 87( 51. 8) 

母親が主で本人力曜 46( 27.4) 

本人が主で母親方曜 9( 5.4) 

ほとんど本人 8{ 4.8) 

その他 6( 3.6) 

回答なし 12{ 7.1) 

a 計 1ω(1∞1.0) 

D 金銭管理

項 目 人数(%)

lまとんど母親 58( 34.5) 

母親が主で本人か曜 42( 25.ω 

本人が主で母殺が従 15( 8. 9) 

ほとんど本人 ね(25. 6) 

その他 8( 4.8) 

回答なし 2( 1.2) 

a 計 1印(100.ω

問1Qi 本人r@甥例話し合ラ~匁主I.:iðしかける人

項l
一一

自 人数 母 甥 本入 両方

繍慌状につして
ーー

121(5) 42 43 33 

病院.r醸掃などについて 118(9) 24 53 37 

本人・家旗の今後について 107(4) 37 18 50 

日常当括態度にヨ，、て 123(5) 74 17 31 

髄の閥について 130(8) 32 33 61 I 

休日の畑ごし方について 99(1) 27 30 40 

友逮ti;どとの交際について 1∞(1) 41 18 38 

ぞの倒 40α) 9 19 6 

あまり置はしない 18 一
[(複数酪、 ( )内(;:1r愚もよく話し合うJと答えた人数)

問305会壊舗について

項 自 人数(%)

満足している お(14.9) 

やむを末ない 88( 52.4) 

わからない 17( 10. 1) 

他のことをしたい 35(加.8)

回答なし 3( 1.8) 

合 計 168(100.ω 

間24 家族会以外の近所づきあい
問25 近所づきあいの際、本人の

立とを話すか項 日 人数(%)

ょくする 59(お.1)

普通 70( 41.7) 

あまりし鉱い 19( 11.3) 

しない 8( 4.8) 

巨浴主主し 12( 7.1) 

a 計 1ω(1凪 0)

項 目 人数(%)

話をする 34( 2D.2) 

あまり諮さない 59( 35.1) 

まったく話さ制，、 62(お.9)

酪なじ 13( 7.7) 

合 計 168(1∞.0) 

問31 母親(;:1、本人の現在の状態
についてどう考えているが

項 自 人D(%) 

満足している 19{ 11.3) 

やむをえ広い 94(ヨ;'0)

{也のことをさ世史い 51{ね4)

回答なし 4( 2. 4) 

合 計 168(1∞，0) 

問33 勿Ir-ブホ-!~の利用

項 日 人s(%) 

利す用ぐにさぜでもたい
20( 11.9) 

家く族ながっ世た話b利をで用きすなる 46{ 27.4) 

論警警警おたら
76( 45.2) 

利用さtきたくない 10( 6. 0) I 

ぞの他 11( 6.5) 

時同 計品設|
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が全体の 9割近くになっています。そういうこ

とから母親の健康状態と本人の病気とは大いに

関係があるということがわかります。

次に、問17がABCDEとありますが、そこ

をご覧ください。食事、掃除、洗濯を誰がして

いるか。ほとんど母親が主で、本人が従。それ

をたしますと 8割から 9割という状態で母親が

中心に行っています。服薬管理、金銭管理は変

化がありますけども、母親が全面的に本人の世

話をしてるという状態がわかります。

問19の方を見ていただきたいのですが、本人

と母親の話し合う話題ということで見ますと、

2番目の病院、作業所などについてで、は本人か

ら話しかける割合が多いんですが、その下の本

人、家族の今後について、あるいは日常生活態

度についてでは母親から話しかける割合が圧倒

的に多くなってきています。これを見ますと、

母親が話したいことと本人が話したいことの意

識にかなりのずれがある。日常生活態度などに

ついて母親の話すことは、「あんたしっかりし

なきゃだめよJとかの小言が多い、そういう関

係があるということがわかります。

問23、家族会に出席してのメリットというと

ころで、病気についての知識が増えたとか、同

じ立場の仲間とも知り合えて孤独感がなくなっ

たなどの回答がでております。これは、東京都

の家族会連合会の会員を対象にした調査ですけ

ど、東京都の家族会には約1000人の会員がいま

す。精神障害の数が100人にひとりと言われて

おりますので、その数から推測しますと 1%ぐ

らいの人しか家族会には加入していないという

ことがわかります。それ以外の人たちは、そう

いう悩みを話し合える仲間もなく非常に苦しん

でいるということが推測されます。

東京都では、つい最近ですけど、東京都の家

族会連合会で「道しるべ」という冊子を 1万部

刷って保健所とか福祉事務所、病院などに配布

をしました。この中には、家族会活動とは何か、

家族の悩みをどう解決すればいいか。相談医療

機関、福祉施設にはどういうところがあって、

どういう利用ができるか、仕事の関係の職安と

か、職業センターではどういう精神障害者の制

度があるか、福祉制度、年金・手当、生活保護

などの紹介、医療保障制度などを家族にわかる

ような形でつくって大変好評です。

こういうような形で、悩んで孤立している家

族を何とか家族会に集めたいという取り組みも

しております。そういう中でひとりひとりがか

かえこまないでみんなで協力し合いながら考え

ていくということがでてくるんではないかと思

います。

次に、間24、25を見てください。ここで、近

所づき合いはよくする、普通というのを合わせ

ますと 8割近くになっているんですけど、その

中で25の方で近所づき合いの際、本人のことを

話すかどうかということでは、あまり話さない、

全く話さないということで、隣近所でお子さん

どうですかという話をすると思うんですが、精

神の場合にはそういう話をしない、隠している、

その分つき合いが十分できないというふうなこ

とが窺われます。

問30と31。本人は、現在の状態についてどう

考えているか、母親は本人の現在の状態につい

てどう考えているかということで、やむを得な

いという意見が半数以上占めていますけども、

他のことをしたいという部分、それから母親の

場合他のことをさせたいということで本人は他

のことをしたいはそれほど多くないんですが、

母親の方はこれじゃだめだから他のことをさせ

たい。ここでも本人と母親の意識のずれが窺わ

れます。

問33、グループホームの利用。これは、私も

非常に驚いたんですけども、すぐにでも利用を

させたい、家族が世話できなくなったら利用す

る、本人が希望したら利用させたい。これを合

わせますと、 9割近い人たちがクツレープホーム

のことに注目しております。
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それから、資料2の方にうつります。資料 1

は、単純集計なんですけど、資料2の方は母親

の年齢別の分析です。

問10を見てください。 50代の場合は5.8%、



精神障害者の家族の保護・扶養の実態と課題

資料2

問10 同慰字削蒙鯵欄~
「ーー-・.._-ーー・目ー ーーーーーー司自ーーーーー「

頂 目 人数(%) 関"-'59才 砂 4吋 7旬以上

両親と本人 ち(“、9) 16( 30.8) 初(56. 3) 19( 43. 2) 

母線と本人 30( 1&0) 3( 5.8) 13( 1& 3) 14( 31.8) 

両線と兄弟と本人 45( 26. 9) 25(綿.1) 12( 16. 9) 8( 1& 2) 

その他 17( 10.2) 8( 15. 4) 6( &5) 3( 6.8) 

合 計 167(1胞の 52(1∞.0) 71(1∞.0) 44(1∞1.0) 

問17 本Iσ日常主治 (5項目Jについての母婚との関係
A 食事の受1Jl

項 国 人数(%) ぬ"-'5材 砂 州9才

ほとんど母親 111( 71.6) 36(η'.0) 回(76. 9) 

母親が主で本人力曜 37( 23. 9) 10( 20.0) 13( 20.0) 

本人が主で母親が従 3( 1.9) 2( 4.ω 

ほとんど本人 3( 1. 9) 1( 2.0) 2( 3. 1) 

その他 1( 0.6) 1( 2.0) 

a 計 155(1∞'.0) 50(1∞'.0) 65(1∞.0) 

問11 本人の世話を家族の中で母親が何富lJぐらいしているか B 掃除

項 自 人重量(%) 野崎吋 ωへる崎 1(可:Ill 項 目 人数(%) 切"-'59才 Sト毛i9:t

1割 1( 0. 6) 1( 1.9) ほとんど母親 B7( 55.8) 31( 62.0) 34( 51.5) 

2割 1( 0.の 1( 1.4) 母親が主で本人が従 46( 29.5) 12( 24.0) 21( 31.B) 

3剖 4( 2.4) 2( 3. 8) 2( 2.8) 本人が主で母親が従 9( 5.B) 3( 6.ω 4( 6. 1) 

4剖 6( 3.6) 2( 3. 8) 3( 4. 2) 1( 2.3) ほとんど本人 8( 5.1) 2( 4.0) 6( 9.1) 

5剖 21( 12.5) 6( 11.5) 6( 8. 3) 9( 2D. 5) その他 6( 3.8) 2( 4.0) 1( 1. 5) 

6割 11( 6.5) 4( 7.7) 5( 6. 9) 2( 4. 5) 合 E十 156(1ぬ0) 50(100.0) 66(1∞1.0) 

7O1J 16( 9.5) 7( 13.5) 7( 9.7) 2( 4. 5J C i鎗畢

8d1J 32( 19.0) 11( 21.2) 14( 19.4) 7( 15.9) 項 目 人数(%) 5か--59::才 ωヘイ59::才

9割 33( 19.6) 11( 21.2) 17( 23.6) 5( 11.4) ほとんど母親 111 ( 1Q. 7) 3B( 76.0) 46( 68. 6) 

10~ 43( 25.6) 8( 15.4) 17( 23.6) 18( 4Q. 9) 母親が主で本人が従 26( 16.6) 5( 10.ω 15( 22.4) 

aロh 計 1関(1∞.0) 52(1∞.0) η(1∞'.0) 44(1∞1.0) 本人が主で母親が従 5( 3. 2) 3( 6.ω 1( 1.5) 

ほとんど本人 12( 7.6) 3( 6.0) 4( 6.ω 
E 服薬管理

項 目 人致(%) 50"-'59::才 砂吋9才 7時以上

ほとんど母親 25( 15.2) 7( 13. 5) 10( 14.0) 8( 18. 6) 

その他 3( 1. 9) 1( 2.0) 1( 1. 5) 

tコh 富十 157(1∞.0) 日(1∞，0) 67(1∞'.0) 

D 金銭層建
母親が主で本人力世 18( 10.9) 6( 11. 5) 6( 8. 6) 6( 14. 0) 

項 目 人数(%) 5小-59:才 ω凡-69::司「

本人が主で母親が従 34(2Q.ω 16(犯.8) 13( 18. 6) 5( 11.ω 
ほとんど母親 58( 34. 9) 16( 31.0) 26(お.6)

ほとんど本人 82( 49.7) 20(現.5) 4O( 57.1) 22( 51.2) 
母親が主で本人が従 42( 25.3) 15( 28.8) 15( 21.1) 

そ制也 6( 3.6) 3( 5.ω 1( 1.4) 2( 4.η 
本入力t主で母親力曜 15( 9.0) 4( 7.η 7( 9.9) 

合 計 1白(1ω.0) 52(1∞1.0) 70(1∞'.0) 43(1∞1.0) 
ー-ー一一一 ほとんど本人 43( 25. 9) 15( 28. 8) 18( 25.4) 

問20 母線の息苦全体の中での本人に対する関わりの~后

I員 自 人数(%) 関"-'59才 ω"-'fB.才 7(可与は
|その他

ー...-.-.ーー 一 一 一
B( 4.8) 2( 3. 8) 5( 7.0) 

合 計 165(1∞.0) 52(1∞.0) 71(1∞1.0) 

4O!似下 51( 33. 1) 22(ぬ.1) 23(砥的 6( 17.1) 

5割 42( 27.3) 11( 21.ω lB( 26. 5) 13( 37.1) 

6d1.必L上 61( 39.6) 18( 35.3) 27【39.7) 16( 45.7) 

a 計 154(100. 0) 51(1∞.0) 68(1∞1.0) 35(1∞.0) 

7吋以上

25( 62.5) 

14(お.0)

1( 2.5) 

40(1∞1.0) 

70才院は

22( 55.の

13( 32.5) 

2( 5.ω 

3( 7.5) 

40(1∞'.0) 

70郡比

27( 67.5) 

6( 15.0) 

1( 2.5) 

5( 12. 5) 

1( 2.5) 

40(1∞.0) I 

70才以上

16( 37.2) 

12( 28.ω 

4( 9.3) 

10( 23. 3) 

1( 2. 3) 

43(1∞.ω 

問33 ~Jl戸プホームの利用

項 自 人数(%) 印"-'59:才 骨VfB才 7吋.~I

高品552ぃ 2O( 12. 3) 9( 17.6) 6( &6) 5( 11.9) 

号営宮雪縮努 46( 28. 2) 12( 23. 5) 17( 24. 3) 17( 4Q. 5) 

本手l閉人方さ噌世望1eいしたら 76(ぬ.6) 25( 49.0) 4O( 57.1) 11(筏.2)

利用さ也記くない 10( 6. 1) 3( 5.9) 1( 1.4) 6( 14. 3) 

ぞの他 11( 6. 7) 2( 3. 9) 6( 8.6) 3( 7.1) 

合 計 163(1∞.0) 51(1∞1.0) 70(1∞.0) 42(1∞~O) 

【表7]本人闘控の棚こついてどう考えているか{悶30)と、本人の息苦糊
昨9)~0)鵬

会担 アルパ 家事 作業所 何も 入跡事 ぞの他 合計(X)
イト 手伝い u・'.Ji' しない

満足して 5 13 4 25 
いる (20. 0) (38. 5) ( 5.0) (20.6) ( 7.7) (ヨ).8) (16. 3) 

やむを 7 13 33 13 5 7 81 
えない {凪仰 (53. 8) (65.0) (52.4) (50.ω (3&5) :53. 8) (52. 9) 

わから 1 5 5 2 15 
ゐ;い (2Q. p) ( 5.ω ( 7.9) (19.2) (15.4) 7.7) ( 9.ω| 

他のこと 5 12 8 5 32 
をしたい ( 7.7) (25.0) (19.0) (30.8) (お.5) ¥ 7.7) (20.9) 

a 計 5 13 20 ω 26 13 13 153 
( 1句)( 1∞) ( 1∞) ( 1∞) ( 1∞) ( 1∞} " 1∞) (100.ω 

【表8]醜 l持人の現在の慨についてどう考えているか(問3')と本人の自
部兄(問29)との関係

会祉畏 アルパ 家事 作業所 何も 入院沖 ぞの{恒 合計(Xj
イト 手伝い u・'17 しない

満足して B 3 1 9 2 18 
いる (ω.ω (23. 1) ( 5.0) (14. 5) 15.4) (11.8) 

やむを 9 7 41 16 9 5 88 
え訟い αo.p> (69.2> (35.の (伍1) (61. 5) (69.2) .お.5) (57.9) 

{也の事を 12 12 10 4 6 46 
さ也たい (2O.P) ( 7.7) (印，0) (19.4) (38. 5) (30.8) (46. 2) (30.3) 

a コ 計 13 20 62 26 13 13 152 
( 1∞} ( 1∞} ( 1∞} ( 1ω} ( 1∞} ( 1∞) I i 1∞) (1胞の
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それが60代18.3%、70代になると31.8%と母親

と本人だけの世帯構成が高齢化すればするほど

増えてきています。

問11。本人の世話を家族の中で母親が何割ぐ

らいしているかということですが、ここでも10

割のところを見ていただきたいのですが、 50代

で15.4%、 60代で23.6%、70代になると40.9%

ということで高齢化すればするほど母親べった

り、母親と本人だけの生活というのが時間的に

も長くなるということがでております。

問20は、母親の生活全体の中での本人に対す

る係わりの割合。これを見ましでも高齢になれ

ばなるほど母親の生活全体の中で本人に対する

係わりの割合が増えているということがわかり

ます。 70才以上で6割以上のところが45.7%と

いう数字になっております。

次に、問17のABCDE、食事の仕度、掃除、

洗濯、金銭管理、それから服薬管理とあります。

これを見ますと、 20年も30年もつき合っていれ

ば、だんだんと本人が食事でも掃除でも洗濯で

も、少しずつでもできるようになるんではない

かという淡い期待をいだいて分析をしたんです

けども、ほとんど変わらなし、。 20年たっても30

年たっても母親と本人が一緒に生活をしている

場合には母親が中心になって食事、掃除、洗濯、

本人の身の回りのことをしている。そういう結

果が伺われます。

問33、グループホームの利用。ここで見ます

と、 50代と70代ではちょっとした違いがありま

す。 50代の場合は、本人が希望したら利用させ

たいというのが49%と一番多くなっているんで

すけども、 70代を見ますと、家族が世話ができ

なくなったら利用するが17人40.5%ということ

で、 50代の母親と70代の母親で意識の違いがあ

ります。 70代の母親が目いっぱい頑張って親な

き後、そこまで目いっぱい頑張ってるというあ

たりのことがよくでていると，思います。

表?と表8というのは、問30と問29のクロス

集計。表7が本人の意識、表8の方は母親の意

識とのかけ合わせです。これでもやむを得ない

というのが全体的に圧倒的に多いんですけども、

その中で満足をしているというところで伺もし

ていない人で満足している人はひとりもいませ

ん。

作業所、デイケアに通っている人、アルバイ

ト、あるいは会社員などの場合には満足してい

るという人が数はそれほど多くないんですけど

も、他のものに比べると満足の度合が高いとい

うことは何かそういう場の提供があると本人も

充実した感じを持つし、母親も充実した感じを

持つということが窺われます。そうした意味で

も、そういう社会的な制度、施策を充実してい

く必要があるんではないかと思います。調査結

果の説明は以上です。

3.面接調査の概要

面接調査、これも15件おこなったんですけど

も、 6人の学生が2人 1組で 5件ず、つそれぞ、れ

担当して 1時聞から 1時間半ぐらいかけてやり

ました。面接をした学生が異口同音に言ってい

たのは非常にショックを受けた、自分がもし母

親の立場であればとっくに耐えられなくなって

いる。あるいは、もうおかしくなっているんで

はないか、よくこういうことに耐えているなと

いうような感想を持っていましたが、 10年も20

年も場合によっては30年もつき合っていると、

それがあたり前というふうになっているという

調査結果がでております。

医療機関から適切な支援が得られず家族の協

力もなく負担を母親が一身に背負っている。そ

の結果、ストレスがたまり本人との関係も悪く

なっている。食事、掃除、洗濯などやらせれば

できるのについ手を出してしまう。本人にやら

せるより自分がやった方が楽などの本人の自立

を疎外するような係わり方をしている傾向が強

いというのがでています。
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ひとりの例だけ取りあげてみたいと思います。

この人は、 78才の母親と50才の本人の 2人暮ら

しなんですけど、 30数年間そういう生活がつづ、

いています。その問、病院を何か所も点々と変

えています。自殺未遂を何回かおこしています。

そういう中で、本人と父親は小さい頃から仲が

悪くて言い争いがたえなかったので、現在は父



親は長男の家にいて顔を合わせることは、ここ

10数年皆無だそうです。兄弟も本人の病気には

無関心で娘は母親以外の家族とはほとんど会っ

ていないということで、母親は週 l回だけ長男

の家に行って父親と会って身の回りの世話をし

ている。それ以外は母親と娘だけの生活という

ことで、母親は医師やカウンセラーに様々なア

ドバイスを受けていて何が正しいのかわからな

いで混乱をしているという状態がずうっと続い

ています。食事の仕度を本人に任すと、できあ

いのものばかり買ってきて食べるので、ついつい

母親が全部している。本人は、常に母親べった

りの状態、外にも出たがらない。そういうよう

な状態が面々と書いてありますけど、そういう

状態がこの人に限らず15件面接した人たちの大

方の傾向でした。

4.調査結果にもとづく提言

今回の調査結果で様々な側面から母親は目の

前のことに必死で、ゆとりを持って本人と係わ

ることなどとてもできない状態であることが明

らかにされました。

15件の面接調査を見ても母親が頑張れば頑張

るほどそれが裏目にでてくることがたくさんあ

りました。本人の状態をよい方向に向けていく

ためには母親にこれ以上の負担を求めるのでは

なくて母親の負担を軽減し、それ以外の方法を

考える必要があるのではないか。そうした中で、

これまでとは違った母親と本人との関係を新た

につくっていくことができるのではないだろう

か。

そのために、私的扶養から社会的扶養へとい

う発想の転換が必要だと思います。

グループホームの利用について様々な条件っ

きであるが9割近い母親が利用させたいと答え

ています。ここには、本人の全てのことを一身

に背負ってきた母親の卒直な気持ちが表れてい

ると，思います。

現在の状態をやむを得ないと半数以上の母親

が考えているが、その母親たちにしても遅々と

して進まない精神障害者の福祉施策にあきらめ

の気持ちを持っているから、「やむを得ない」

と思うのであって、これでよいと思っているわ

けでは決してないと考えます。

他の障害者の分野ではかなり以前からおこな

われている「自立生活訓練事業」やホームヘル

パー制度を精神障害者の分野でも普及し作業所

やデイケアが利用者の希望に十分応えられるよ

う、質・量ともに拡充され精神障害者の障害を

配慮した雇用の場が確保され、そして昨年度か

らはじまったグループホームが各地域に必要な

だけ確保され「利用してよかった」という内容

になっていった時、母親の状況は大きく変わる

と思います。

そうなった時、母親が本人とつき合うことが

「病気を再発させる要因」から、母親は、本人

が地域で自立した生活をしていくための有効な

社会資源の lつに変化していくと，思われます。

東京都ではグループホームが現在14か所あり

ます。去年7か所でしたから倍に増えました。

来年度の精神保健課の概算予算要求では35か所

を要求していて、恐らくこれは実施されると思

います。去年から今年、今年から来年とグルー

プホームの数が増えています。ところが、行政

がつくってくれるわけではなくて、家族会など

地域の作業所だとかの運動に係わっている人た

ちが血のにじむような思いで必死になってつくっ

ていて、数が増えてきているということです。

私は八王子に住んでいますけども、昨年7月

にはじめてのグループホームをつくりました。

その時に自己資金が約300万円必要でした。家

族の人たちから1000円、 2000円という寄付をも

らって病院や関係者からももらったんですけど

も、 300万円集めるのにとても大変な苦労をし

ました。それから、不動産匡を何件も回って断

られてやっと見つけて、スタートしました。 5

人のグループホームでしたけども、そこに30数

人の希望がありました。

スタートしてからも問題があって職員はとて

も大変です。ひとりではとてもできなくって多

勢の関係者が協力をレCいます。そういう中で

グループホームの需要が、八王子でももっとつ

くってほしいとあって、本当に大変なんですけ
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ど、来年の4月に新たに 2ついっぺんにつくる

ことを決めています。今、そのための準備で職

員を中心に関係している人たちは大変な思いを

しています。

それと同じようなことが東京都の全域で35か

所、今の14か所から倍以上になるわけですけど、

そういう努力をして広げている、という実態が

あります。

来年、精神保健法の改正があります。その中

で、今までの精神保健医療の分野から福祉を重

視するということがうたわれています。具体的

には、精神障害者にも手帳を、それからホーム

ヘルパー、他にもいくつかありますけれど、 3

点のみ提起します。

手帳を厚生省の案では保健所と考えています

けども、これは身障・精薄と横並びの障害者と

考えた場合には福祉事務所で手帳を交付すると

いう考えが必要だと思います。

ホームヘルパーの派遣事業を制度化しなけれ

ばいけない。これは、訪問看護があればことた

りるんではないかという考え方が多くの関係者

の中にありますが、保健医療と福祉は違うこと

で、福祉的な援助が精神障害者にも必要だと思

います。

最後に、今、精神の施設は第2種社会福祉事

業になっています。これを身障・精薄並みに第

1種の事業にする。これも絶対的に必要なこと

だと思います。そうしたことで、今まで市町村

は精神の福祉に関係ないという考え方が克服で

きれば市町村それぞれの地域で精神障害者を福

祉の対象として援助していく、そういうような

ことがでてくると思います。

座 長: どうも、ありがとうございます。

「重度身体障害者にとっての二つの家族と地域

社会」について愛知県立大学の平川さんお願い

します。

重度身体障害者にとっての

「ニつの家族」と地域社会

平 JII: 愛知県立大学の平川です。

座長の峰島先生から今日のお話をいただきま

した時、比較的軽い気持ちでお受けしました。

ところが、いざここでの発表を前提として準備

をはじめますと、大きな問題が待ち構えている

ことに気づきまして、樗然としました。一言で

申しますと、家族と地域社会、この 2つを同時

に扱うことというのは無謀なことではないだろ

うかということです。

過去の研究をざっと見わたしますと、現在の

我々が生きております社会がかかえる諸問題を

解決をするための、最後のよりどころとして家

族か地域社会かのどちらか 1っという選択がし

ばしば迫られてきたわけです。

つまり、一方のグループでは、家族というも

のはもう解体しているから地域社会こそが重要

であり、地域社会を再建しなければならないの

だという主彊があります。他方、解体している

のは地域社会なのであって、家族こそが最後の

よりどころなんだというような主強。この 2つ

が一緒に存在してきたわけです。

もっともこれはあくまでも理屈の上でして、

日常生活を営んでいる個人から、更に障害当事

者の生活を考えますと、こうした家族か地域社

会かどちらかという議論は不十分であるという

ことはいうまでもありません。しかし、だから

と言いまして、安易に家族と地域社会とをーま

とめにすることもできません。

一番の問題は家族、地域社会いずれもひとり

ひとりの生活の実感に裏づけられている、日常

的な用語であるということにあります。家族、

地域社会ないし一般的に「地域」と呼ばれてい

るものは個別性が強く、同じ言葉を使っていて

も、それを使っている人の社会背景によって随

分巽ってきます。

そこで、家族と地域社会という考え方を整理

して障害当事者にとっての家族、地域社会の意

義と課題とを考えてみたいと，臣、います。

そこで、まず家族の方です。
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これは、本人自身からみて大きく 2つのタイ

プに分けることができます。つまり、自分が生

まれた時から育ててもらった家族と、自分が大



人になってから配偶者と一緒につくる家族です。

はじめの方の家族は、定位家族、親の家族と

いうふうに言っておきます。後半の方は、生殖

家族、自分の家族というふうに家族社会学の領

域では一般に呼ばれております。

このように家族を 2つに分類した上で重度身

体障害者の生活を考えますと、彼らの家族生活

の意昧内容も随分異ったものになるかと思いま

す。そして、従来の重度身体障害者の家族と言

われる場合に、その多くははじめの方の定位家

族の方を意昧していることが多かったのではな

L、かと思います。

そして、在宅生活という言葉が親との同居生

活と等しいものであると考えられていた場合、

家族というものがさすものは定位家族を示すだ

けで十分だったのではないかというふうに思わ

れます。ところが、親の家族からはなれて、自

分の生活を模索しようとする障害者が我が国で

も登場するようになりまして、家族が定位家族

という言葉では不十分になってきたわけで‘す。

既に定着しました自立生活という文脈で、彼

らの生活が家から出ると表現される時、それは

あくまでも自分の親の家族である定位家族から

出ることであって、自分自身が家族をつくるこ

と、そこまで否定しているわけではないからで

す。つまり、定位家族という考え方に加えて、

自分の家族をっくり子どもを産み育てるという

生殖家族の考え方が必要になるわけです。

もっとも、この生殖家族という表現自体には

若干抵抗を感じております。というのも、私自

身結婚しでかなりになるんですけど、子どもに

恵まれていないからで、す。子どもを持たないと

家族自身は家族を形成していないのかという問

題がおきてしまいます。まさに、これは私自身

の「現場の視点」でもあります。 そこで、定

位家族と対をなしている生殖家族には、子ども

がいるのかどうかということではなく、血縁と

いうものさえも問わない、一種の擬制的な家族

関係、血縁を問わないで一緒に住むことを中心

とするような家族関係を含んでいるというふう

に考えたいと思います。ここまで生殖家族の範

囲を広げた時、恐らく会場の皆様でもお気づき

の方もいらっしゃるかもしれませんが、一種の

「コミューン」と呼ばれるような地域社会に近

いものになってくるわけです。

先程あげられましたようなグループホームな

どでの生活形態というものは、まさに定位家族

から離れ、かっ血縁などにとらわれない自分の

家族と呼べるような生活のあり方なのかもしれ

ません。そして、このように範囲を広げてまい

りますと、例えば「福祉コミュニティ」である

とか「地域コミュニティ」といった考え方の接

点も生まれてくるわけです。

次に、地域社会と呼ばれているものの側から

家族との接点をさぐることにしたいと思います。

この「地域社会」、あるいは「地域」という

存在は使用する人々にとってかなり違いがある

わけです。重度身体障害者の生活をここでは基

準として地域社会というものがどのような意味

で使われてきたのかということを列挙いたしま

すと、大ざっぱに次の 5つぐらいになるんじゃ

ないか。それぞれの立場で様々な地域、あるい

は地域社会というものが使われてきたのではな

いかということが明らかになります。

一番目の「在宅生活モテ'ル」と名づけたもの

を考えますと、これは定位家族をつつみこむも

ので、いわば施設と反対の極に位置しているも

のというふうに考えられます。近隣ですとか小

学校区などといった近隣というようなイメージ

ともかなり重なり合うものじゃないかと思いま

す。

これに対して、 2番目の「自立生活モデル」

というもので考え合わせますと、これは定位家

族と収容型施設とのどちらにも属さない空間と

いうふうに扱われているようです。ただ、その

実態というものは必ずしもはっきりしていない

ような気がいたします。
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他方、この 3番目の「聞かれた施設モデル」、

施設の側にひきつけて考えた場合、地域という

ようなことは「聞かれた施設モデル」とでもい

うような言葉で語ることができるのではないか

と思います。家族と反対の極に位置しているの



かもしれません。

それから、 4番目の「行政区画モデル」、こ

れが恐らく今日会場に来られている方々で、一

番使われる機会も多いのではないのかと思いま

すが、「行政区画モデル」というものは、いわ

ゆる市町村等々、各種の施策の単位であり、ま

た運動をおこす団体からみると要求をするため

の単位でもあります。一番はじめにふれました

ような、「在宅生活モデル」と同じくらい多く

の頻度で使われているのではなL、かと思われま

す。

最後に 5番目の「社会関係モデル」ですけれ

ども、「ネットワーク」、あるいは「福祉コミュ

ニティ」の概念とかなり近似しておりまして、

必ずしも空間的に完結するような広がりをもっ

ているとは限らないと思います。友人関係であ

るとかボランティアの広がりなどでとらえられ

るものです。場合によっては、障害当事者が行っ

ているパソコン通信ネットワークなんでいうも

のも、この「社会関係モテ'ル」としての地域社

会の中にはいってくるんではないかと思います。

このように地域社会の概念を整理しますと、

はじめの方で検討をいたしました家族との接点

も一層明らかになってくるかと思います。そこ

で、こうした概念整理の作業と現場の事例から

引き出されたものをつき合わせて今後の課題等々

を提示してみたいと思います。

私自身は、ここ l、2年ほど愛知県の岡崎市

で重度身体障害者の生活史を聞きとるという作

業を行ってまいりました。ここから紹介します

事例もその事例の中から引き出されたものとい

うふうに考えていただきたいと思います。

ここで、紹介する事例というものは、愛知県

の三河地方の中心都市の 1つである岡崎市で生

活をしております重度身体障害者5名、 30才台

の未婚男性2名。この 2人はいずれも脳性麻療

です。それから、 40才代既婚女性2名。ひとり

は脊損で、もうひとりはポリオの後遺症です。

それから、もうひとり40才台の既婚男性が l名。

これは脳性麻煉です。この 5人へのライフヒス

トリー、生活史を中心とした面接調査から引き

出された内容です。

限られた時間ですので、ひとりひとりの事例

をここで紹介することはできません。個別の事

例に関しては、愛知県立大学の文学部紀要に収

録された拙稿をお読みいただければと思います

(平川毅彦「愛知県岡崎市における重度身体障

害者の生活史と『地域社会~J 愛知県立大学文

学部論集第43号， 1994年， 49-71頁)。

ここでは、これらの事例から導き出された課

題だけを提示したいと思います。

まず、彼らの生活の背景を考慮いたしますと、

彼らが育ってきた家族や自分の家族、そして様々

なタイプの「地域社会」との関連性が明らかに

なります。

一言で述べるのならば行政区画としての地域

社会とは別に、こうした区画を越える「広い範

囲の地域社会」と世帯を中心とした「狭い範囲

の地域社会」という 2つが彼らの生活の中でと

もに存在しているということ、それから「親と

一緒に暮らす」のか「離れて暮らす」のかとい

うことが、「親からの生活の援助」とはっきり

と対応しているわけではないということが明ら

かになりました。

まず、「広い範囲の地域社会」を規定する要

因として学校があげられます。

学校教育という点では、学齢期に養護学校が

どこに位置していたのか。就学が義務化される

以前なのか以降なのか。更に、当事者の家族成

員が通学のためのフルタイムの介助者として同

伴できるのかどうかということが大きな要因と

なっています。

例えば、 40才代のMS氏は、普通小学校の途

中で学校教育を受ける機会を失いました。両親

が共稼ぎのために学校に行けなかったためです。

40才代の岡崎市内の人は岡崎市内に養護学校が

できるまでは名古屋市内の養護学校に通学しな

ければなりませんでした。また、岡崎市内の養

護学校に通学するため30才台の STさんは家族

全員を伴って学校の近くに転居しています。
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両親とも働いていたために30才代のAHさん

は中等部近くまで在宅という形で籍はあったん



ですけど通学をすることはできませんでした。

対象者が通学をしていた岡崎養護学校は現在で

も岡崎市よりもはるかに広い範囲を通学校区と

しておりまして、我々が健常者の感覚で考える

「学校J= I地元J= I近隣」という発想を難

しくしております。

その反対に、この卒業生でつくりあげられて

いる同窓生のネットワークは岡崎市という行政

範囲をはるかに越えたものになっております。

そのため地域社会での活動と彼らが言った場合

に必ずしも岡崎市というような行政区画に限定

されないということがおこってきます。

他方、「狭い地域社会」の方は養護学校卒業

後の就職の難しさというものが影響しているか

と思います。岡崎養護学校高等部を卒業した後、

定まった職に就くことが容易でないというのは

本研究の対象者だけではないと思います。作業

所や授産所への通所を考慮したとしても学校卒

業後の彼らの生活空間は世帯を中心とした範囲

に限られ、広い範囲の広がりを持ちにくいと考

えることができます。養護学校の通学区域とい

う視点から考えた場合とは反対にこうして相対

的に狭い範囲の地域社会がっくりあげられます。

そして、在宅生活が中心となるのであれば、こ

の狭い範囲の地域社会というものははじめに述

べた家族とほぼ同じ範囲になるのではないのか

ということが考えられます。

今度は、家族の側から地域社会を見ようとす

ると厄介な問題が生じてきます。特に、親との

同居・別居と親からの生活援助という関係は極

めて複雑です。障害者の在宅生活は、自分の親

の家族成員との同居と同義語とされることが少

なくありません。他方、自立生活では親の家族

から離れたひとり暮らしとイメージされること

が多くなります。

ところが、障害者同志が夫婦の人、ひとり暮

らしで親から離れている人という事例ではどち

らにもうまくあてはまらないわけです。いずれ

も同じ市内に居住する自分の親のかなり手厚い

援助を受けながら、親から離れた生活を営んで

いるからです。しかも障害者夫婦の場合は、主

な介助者としての親というのはあくまでも夫方

の親に限定されているわけです。

他方、 AHさんというのは自分の親と同居し

ているわけなんですけど、かなり強い独立性を

維持しようとしています。 AHさんは電動車い

すを利用して家業の手伝いをしています。そし

てこうした仕事を通じて「地域社会」で自分の

プライベートな空間を見つけだしてきました。

AHさんは、ひとり暮らしをしたいと考えては

いますが、現時点では自分の親からほとんど介

助を受けています。

ともかく細かいことはさておき、「親の家族

との同居による在宅生活」と、「ボランティア

の手を借りたひとり暮らし」との聞にも実は多

様な生活形態というものが存在しているわけで

す。これらの全てに安易に「地域生活」という

言葉をあてはめてしまうと、大切なところが見

えなくなってしまうのでないのかというふうに

思います。また、生活援助および介助という要

因を考慮した場合、家族そのものを単に 2つに

分けていいのかどうかということについても、

さらなる修正が必要になるのかもしれません。

以上、理屈っぽい話をしてまいりまして大変

失礼しましたけども、私が行ってまいりました

経験的な調査というものは、極めて限られた範

囲のものでしかありません。また、対象者も30

才台、 40才台の重度身体障害者に限られていま

す。彼ら彼女らは、いずれも青年期を障害者と

して経験をして、そこから自分は何者なのかと

いう考え方をつくってきたわけで、高齢者で中

途障害者になった場合等々とは、かなり事情が

異っているのかもしれません。
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私が、勉強させていただいている岡崎市とい

う人口30万規模の地方都市の事例だからこそ、

こんなふうに親が近くに住んでいるのではない

かとか、地域社会というものもかなり人間関係

が濃いのではないだろうかという考え方もでて

くるのかもしれません。

しかし、しばしばこのような文脈で語られる

「地域社会」というものが、東京や大阪、そし

てこの地区では名古屋市というような大都市で



あるということを考えますと、岡崎という人口

30万程度の地方都市における、重度身体障害者

の地域社会における生活を検討すること、それ

はその他の地方都市においてもかなり通用する

要素をもっているのではないかと考えています。

「家族」と「地域社会」という日常生活でも

しばしば使用される言葉が示す内容を整理しま

して、現実の生活と対応させながら導いていく

ことによって、ひとりひとりの生活をしている

個別のケースということを見落とすことなく、

なおかっ同時にある程度の抽象的な要素を持っ

た理論的な検討も可能になるのではないのかと

思います。

そして、私自身としまして「地域社会とは何

か」、あるいはそこでの「家族とは何か」とい

う時に、恐らくこれは決して重度身体障害者だ

けではなく、たまたま運よく障害を持っていな

い人聞にとっても同じような意味で「家族」と

か「地域社会」ということを考えるためにも使

うことができるのではないのかと思います。そ

して、私自身にとって地域社会はひとりひとり

が成長していく上で様々な人と接して、様々な

経験をしてきた蓄積ではないだろうかと考えて

おります。

このように考えるのならば、安易に「地域」、

あるいは「地域社会」に全部目落とすことなく

話を持っていくのではなくて、このような多様

なタイプの、あるいはさきに述べましたような

「家族」と対応させながら、個別の事例を考え

ていこうというような、発展的な検討ができる

のではないのかと思います。

座 長: どうも、ありがとうございました。

それでは次に「知的障害者のグループホーム

づくりに見る親離れ子離れ」について小邑さん、

お願いします。

知的障害者のグループホーム作りに見る

親ぱなれ・子ばなれ

小 邑: つゅはし作業所の小邑です。

私どもはグループホームをつくっていくとい

うことだけではなくて、障害者が地域の中で、

大手をふって生きぬいていくような仕組みをつ

くっていく。つまり障害者問題を解決をすると

いうところに、戦略方針を置いている法人であ

ります。

障害者に何もさせないで大事にするというの

でなくて、地域社会の中で生きぬいていく、そ

ういうシステムをどうつくっていくのかという、

その 1っとしてのグループホームと考えてお聞

きいただければいいと思います。

私どもの法人は大小とりまぜて29ほどの事業

所を持っているわけですけれど、さらに今後も

施設づくりをしたり検討をしているのがたくさ

んあります。近々、愛知県の設楽町の方に福祉

村をつくるということで、大きな理想を掲げて

具体化のために奮闘をしているところでもあり

ます。

グループホームを1989年に関所しまして数年

になりますので、問題も整理されてきておりま

す。ホームづくり運動の過程についてふれなが

ら今日の問題はどこにあるのかについて簡単に

述べたいと思います。

私どもの作業所が開所したのは1983年4月1

日のことであります。認可直後の親の会で、親

なき後の「共同ホーム」づくりというのが役員

より提案され承認されました。毎月親の方は

3000円ずつの積み立てをはじめていったわけで

あります。認可後入所した親の感想は、「うち

の子どもが仕事ができるかどうかわからないの

に、共同ホームをつくるなんでいうのは本当に

夢の夢、どういうことを考えている人たちだろ

う」というものでした。けれど、無認可時代の

人たちにとってみればあたり前の話であったわ

けです。

グループホームと言いますと、どうしても法

律の範囲の制約の多いものということになって

しまいますが、そうでなくてもっと障害者の願

いや希望をうんと盛りこんだものと考えて、私

たちは「共同ホーム」という言葉を使い、かな

り広い範囲をカバーしております。通勤寮だと

か福祉ホームを含めて「共同ホーム」というふ
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うに考えています。

認可直後に親の会で話し合われたように、

「親亡き後」ということでありますが、これは

マスコミ受けもするし、世間の協力も引き出し

やすいし、そういう点では金集めもやりやすい

等、いろんな点でメリットが世間的にはあるわ

けです。しかし、「親亡き後」というのはその

実現を永遠の彼方におしゃってしまうという、

大変大きな問題を持っているわけですし、例え

実現したにせよ親は実現の時にはもうすること

がないわけであります。何しろ死んだ後を想定

してつくっているわけでありますから。

これでは問題があるということで「親亡き後J

ということではなくて、「親も子も安心して長

生きをするための共同ホームづくり」、あるい

は「親も子も安心して長生きをするための生き

るシステムづくり」という、ここに最大のポイ

ントを置いたわけであります。

この考えは、この運動の過程でいろんなとこ

ろを見学したり調査をしたりした中で親の方か

ら出てきた考え方であります。

いずれにしても、 3000円の積み立て金がある

わけでありますから、これを使って何とかしよ

うということで、 1986年借家を借りまして半年

間全員を対象としてひとり 1週間共同ホームの

実習をしています。この実習や実習の前後大変

大きな取り組みをしております。

あちこちの見学会をやりますと、民主的に運

営されているところもあれば、「こういう人た

ちに買い物をさせると食べ物でも何でもいらん

ものでも買ってくるからそういう人にやらせな

い」とか、「お料理をさせると水をジャージャー

出すから損だから、この人たちにはやらせない」

という方針を持っている大変なところもあるわ

けですから、そういうところもきちんと教訓を

引き出してきたわけであります。仲間たちも l

泊旅行にひっかけて似かよった施設を見学をす

るとか、あるいは買い物実習をするとか、そう

いう経験をしながら「自立宣言」をする。仲間

たちが自立宣言をするというようなことを取り

組んできたわけであります。

自立宣言の内容は「朝ご飯を食べよう」とか、

普通に考えたら何だと思うようなもの、「食器

を洗います」、「朝顔を洗います」、なんでいう

のも自立宣言の 1つでありますし、「タンスか

ら服をだして自分で着ます」とか普通に考えた

らこれが自立だろうかと思えるような事柄も大

変大事な自立の lっと考えて大いに取り組んで

きたわけであります。

当時障害児を持つ親の皆さんの気持は深刻な

状況にあったわけであります。

例えば、「賀沢な願いだけれども」という 1

つの歌があります。これも私どもの運動の中で

生まれてきたオリジナル曲であります。

「鏡の中で笑うあなた、はじめてつけた口紅、

ピンクのスカートよく似合う年頃の娘、見とれ

ている私の髪は過ぎし日々のしるし、気がつけ

ば白いものがいつの間にか。とても賛沢な願い

だけど、あなたより 1日だけ長生きをしたい」

というわけであります。こんな親の気持を受け

とめ、取り組みの後には必ずそういう人たちの

感想や実感を述べ合ってまとめをしていく。そ

ういうことをしてきたわけです。その感想文を

読んでみますと、その取り組みの後の反省会と

いう名目ではあるけども、反省ではなくて今度

は、ああしたい、こうしたい、ホームができた

ら仏壇を置こうとか、そういう願いがいっぱい

でてくるわけです。

その中で面白い取り組みがありまして、自立

をするためにはご飯をつくるとかみそ汁をつく

るとかいうことが重要な取り組みであるわけで

すね。ある人は、毎朝毎朝卵焼きを数か月にわ

たって、お母さんと一緒につくったという実践

も生まれているわけです。生卵を割るなんでい

うのは、知的障害者とか脳性麻揮の人にとって

は、中間動作ですから極めて苦手なわけです。

これを毎朝毎朝、数か月にわたって取り組んだ

お母さんもすごいと思いますけど、とにもかく

にも目玉焼きができるという実践もこの中で生

まれているわけであります。
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1989年の 4月1日に名古屋市にできました新

たな制度を使いまして、生活ホーム仲間の家と



いう共同ホームを関所いたしました。

ここで、私どもが気になりますのは、こうい

うホームをっくりますと、地域の皆さんが反対

運動をおこしたり非常に極端な場合には排斥運

動をおこしたり、そういう地域との摩擦を非常

に心配するわけです。私たちは地域に根づくた

め、ごあいさつコンサートをやったり、バザー

を聞いたりしているわけです。

このごあいさつコンサートの中でできたのが

先程のような歌だとか「私のはじめての名前」

だとか全てオリジナルなんですが自分たちの実

感や願いを歌にしたものです。それから、ホー

ムの中庭でその地域の皆さんから提供されたも

のを持ち寄ってバザーを聞いたりする、そうい

う地域に根ざす取り組みというのを何かをやる

度にやってきたわけであります。

このホームを聞きまして、原則として 1週間

とか10日ほとんど寝たきりに近いような人はホー

ムを見学するとか、あるいは 1泊2日とか2泊

3日とかそういうような長短期も含めまして全

員を対象とした実習をやったわけであります。

これは、全ての仲間たちと全ての家族、全ての

職員が係わってボランティアの皆さんにもお力

ぞえを得てやるわけであります。

グループホームと言いますのは、脆弱な基盤

しか持っていないわけでありますけど、一応公

的な制度で運営されていますから、こういう実

習というのは受け入れられない制度であります

けど、そこのところはいろんな工夫をしながら

居住と合わせて実習を繰返し繰返ししてきたわ

けであります。

その実習だとか居住をする中で様々な教訓も

たくさんでてきたわけであります。

途中、事情で移転をするということもあった

わけでありますけども、落ち着いた生活にはいっ

て、この共同ホームの中で居住をしている人と

いうのが 4人ばかりおります。それ以外に実習

のスペースというのがありまして、それを使っ

て実習を繰り返すというようなことを何回も何

回も積み重ねてきたわけでありますが、こうい

うことを積み重ねてまいりますと、障害者の皆

さんや家族の中に大きな変化が生まれてくるわ

けであります。

この共同ホームというのは、知的障害者がは

じめてっくりだした家庭だということがいえる

と思います。もともと我が国の歴史の中では、

知的障害者の住み家と言いますのは、収容施設

というようなまとめて面倒をみるという発想の

ものが長い歴史を支配してきました。

プライベートな生活を保障すると言いますか、

自立をしていくということでいきますと多分通

勤寮が一番早かったと思いますが、それでも20

年そこそこの歴史しかありませんし、全国的に

言いますと50数個しかありませんからほとんど

影響力はない。福祉ホームにいたっては、もっ

と歴史が浅いし数はもっと少ないわけでありま

す。

グループホームというのは、それぞれの自治

体や国がやるものをいれますと相当たくさんで

できておりますし、毎年毎年数が増えています

から、やがて天下の大道の lつになると思うわ

けでありますけども、この実践の中から、これ

がはじめて障害者がっくりだした家庭になるん

ではないかと思います。

親から自立し自己決定ができる生活の場面を

持って、生き生きとした生活が生まれてきてい

るわけであります。週末になると、自分のうち

に帰るというよりも自分のうちへ「行ってくる」

と、お客様として帰っていくわけです。今まで

は介護してもらっていたうちがお客様になって

いくということが生まれてくるわけであります。

また、そこの家庭そのものは手がすくわけで

すから、お母さんは老人に対するボランティア

をやったり作業所のつくっている商品をあちこ

ちの人に広めたり、今の時期になりますとカレ

ンダーを売ってボーナス資金をつくったりする

わけであります。四国の八十八か所に団体で行

く時には、その団体さんの聞に作業所のことを

訴えたり自分の子どもが行っている共同ホーム

のことを訴えたりして、その団体の参加者を作

業所の後援会にしてしまうというような実践も

生まれてきているわけであります。
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ですから、障害者が自立して自分の生活の拠

点をつくって、そこで生き生きと生活をしてい

くということと、もう lつ手のすいた親が大変

社会的に大きな貢献をするということが同時進

行をしていくわけであります。

しかし、必ずしもそんなことばかりではなく

て、長い日本の障害者政策が色濃く反映をいた

しまして、親子の関係が自立的でないという家

庭もよく見えてくるわけであります。例えば、

言葉で表現するならば、家庭での援を絶対化し、

その延長としての共同ホームの存在を期待し、

うちでやっていることと同じことを共同ホーム

がやらないとよくないホームだと評価する風潮

があったりで、いろいろと問題も顕在化してく

るということになるわけであります。

一方、共同ホームの運営上の問題からします

と、公的責任が大変あいまいな伽肢であります。

公的責任ということでは脆弱な基盤しか持つて

ない。法律にもなってない。単なる要項で運営

されているというようなものであります。また、

人的体制、財政の大変脆弱な施設であります。

国の制度でいきますと、ひとりのパートの世話

人による援助と管理。パートの職員さんであり

ますから、ちょっとのぞいて「みんな元気でやっ

ているわね」と声をかける程度ですまさなけれ

ばならないような制度であるわけであります。

幸いにして愛知県や名古屋市の場合には指導員

の格づけがされておりますけど、そういう点で

は多少いいわけであります。しかし、たったひ

とりの指導員によって全ての生活と全ての援助

がなされていかなければならないという点では、

働く側、管理運営をする側からいきますと非常

に厳しい職場であります。

こうした、障害者にとってすばらしいという

側面と、あるいはこういう運営をすることを通

して親の新たな問題、あるいは制度上の様々な

枠組みの問題等が見えてきたわけであります。

これから、どうしていくのかが大切なことか

と考えます。単にこのグループホームというの

は、親に死に別れて困っている障害者の寝る場

所を提供するというようなものではないわけで

あります。

両親と死に別れて、障害者は23年生きていく

という計算上の数字がでできますが、この23年

間というのは泣いても笑っても、こういうとこ

ろで生きていかなければいけないわけでありま

す。そうしますと、こういうところが社会的に

整備をされてL、かないと、親はなかなか安心し

て自分の人生というのを子どもとは別枠でつくっ

ていくとか、あるいは、子どもを手離した後の

人生を社会のために貢献をするということもで

きないわけであります。

親からの自立というのがうんと追及されなけ

ればいけないわけでありますが、それは同時に

親の生甲斐づくりも一緒に考えていかなければ

いけないということであります。それから、膿

というのが家庭内で蓄積されているだけですが、

それを引きつぐ人がいない。それは、大変個別

性の強いものでありまして、そのことを基準に

して共同ホームの実践を善し悪しというように

決めこんでしまうような実態から早くぬけだし

て、共同ホームの実践とすり合わせながら、個

別的な実践を社会的財産に昇華させて共有財産

として蓄積する。そういう必要がでできている

と思います。

もう 1つは、この制度が大変脆弱な基盤しか

持っておりません。しかし、どんなに脆弱な基

盤であろうとも障害者の当面の要求、あるいは

部分的な要求でも満たすならば、この伽肢を使っ

ていく。そして、この制度を使いながらこの制

度と闘い、この制度を変えていく。こうしてい

かないと障害者の未来というのは見えてこない

わけであります。制度の枠の範囲内で事業をす

るというのではなくて、制度の枠組みそのもの

を変えていく、拡大していくという視点と努力

が求められるのではないかと思います。

座長: どうも、ありがとうございました。

最後に「高齢障害者のひとり暮らしと地域社

会」について宮田さんの方からお願いします。
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高齢障害者の一人暮らしと地域社会

宮 岡: ご紹介いただきました宮田です。

私の場合は高齢になった障害を持つ当事者と

して、公団住宅での実生活を通して、 8年になっ

た自立生活のお話をさせていただくということ

で、私にとってはどの話も非常に生々しい話で

一応組み立ててまいりました。

最初に、私のこれまでの人生の流れを大づか

みにお話をしておきたいと思います。

昭和4年 1月に名古屋市で生まれました。た

だ今65才です。障害等級は身体障害者福祉法が

できた時に、 1種2級という認定を受けており

ますが、昭和62年に再交付の申請をいたしまし

て、ただ今 1種 1級です。これは、症状の進行

によるものです。

7人兄弟の2番目、長女として育ちまして、

女学校の 2年生の時、 13才でしたが、慢性関節

リウマチを発病しました。時が太平洋戦争の 2

年目で、「戦争のために薬がなくて手当てのし

ょうがない」と初診の時に言われまして、シッ

プ薬をもらっただけでした。 4年生から軍需工

場に学徒動員で通い、秋口に倒れて以来、病床

で連日連夜の空襲という状況になっていく中で、

医療が全く受けられずに病気は進行するままと

なって両手足に障害を残しました。

今日、午前に上田先生の記念講演がございま

したけれども、戦後のリハビリの話の中に疾患

と障害とが共存するものということで、筋ジス

とか慢性関節リウマチなどあげられておりまし

たが、病気の性格上、今も悪いところが増える

ことに加えて、老化問題などをかかえてきて、

そのあたりにふれてお話をしたいと思います。

敗戦の時は、 16才でした。その後の10年聞は

在宅生活をいたしまして、 26才で就労、これで

社会との係わりができまして、急速に自分の視

野が広がりました。それとともに地域社会の皆

さんとの人間関係も豊かにふくらんでいきまし

て、働く意味というのを自分も大切なものとし

て実感しております。

56才までの30年におよぶ就労と、それから30

才なかばから参加してきました障害者運動など、

この間の私の社会参加とか社会活動は本当に私

の手足となって支えてくれた両親あってのもの

だったと，思っております。

その両親が、 56才の時に相次いで世を去りま

して、私は親がいなくなった後は、自立をする

というのを希望して長年胸にあたためておりま

したので、その時点で自立生活を目指して両親

と住んでいた家を去って、ひとり暮らしをはじ

めて今日にいたっております。

そして、現在の公団住宅での8年のひとり暮

らしを通しまして、これからも住みなれた地域

社会の中で、できる限り今の住宅で、主体的に

自分の人生をなお築いていきたいという願いを

持っています。そのことは多くの障害者の立場

も含めて発言をしていくこととなると思います。

最初に、親がなくなると自分の人生はその時

点でおわりだと昭和20年代までは思っていまし

た。先程もお母さんが「あなたより 1日だけ長

生きをしたい」と願う歌の紹介がありましたけ

ども、私の母もこういっておりました。「お前

よりも 1日早くも 1日遅くも死ぬのはいやだ。

だから一緒に死ぬのが一番幸せじゃないか。」

そんな親子の認識の中から、現在ひとり暮らし

が8年継続しているということは、全国各地の

運動で障害者問題の施策がかなり前進してきた

ということが背景にあるのと、それから私自身

が障害者運動の中でみなさんとともに、生活実

態の中から、人間らしく生きるための要求を持っ

て、医療費の無料化やタクシー料金の補助制度

など、多くの制度を実現したり改善したりとい

うような運動に参加してきたので、それに希望

を持ち、ひとりでも何とか暮らしが成り立つと

いうような予測のもとに転居いたしました。
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住宅は、公団の lDKです。生活費は、今年

から老齢基礎年金になりまして、それから、父

が残しました恩給の扶助料、それに県の在宅重

度障害者手当で現在12万円弱です。しかし、昨

年までは障害基礎年金でしたので8万ばかりの

年金でずうっと長年赤字生活を続けてまいりま

した。



生活の支えとなる最も大きな部分として、年

金をはじめいろんな制度の利用というのがある

んですが、私はただ今9つばかりの制度を活用

しております。

医療費の助成、補装具の交付。これは、両足

裏に補高具と呼んでる装具としてつけておりま

す。それから、今日乗ってまいりました電動車

いす。それから、日常生活用具の給付は、両手

の指が変形しておりまして、自分で歯ブラシが

使えませんので電動歯ブラシの給付を受けまし

fこ。

それから、外出には、一般の交通機関は使え

ません。 15年から20年ぐらい前までは市バスも

地下鉄も利用しておりました。結局、リウマチ

が進行してきて現在はバス停や駅まで歩けない

とか地下鉄の階段がだめということで外出はもっ

ぱらタクシーです。これは料金の助成制度があ

ります。それを利用しております。今日のよう

に電動車いすで来ます時は、 3年ほど前に事業

化しましたリフトタクシーを利用して来ました。

一番生活の部分で大きな支えになっているの

がホームヘルパー制度で、す。現在、週 l回3時

間の割合で掃除・洗濯・調理などをお願いして

おります。

あとは、テレビの放送受信料の全額免除とか

水道・下水道の使用料の免除。それから、参政

権でいえば、投票所まで歩いていくのが大変と

いうことで在宅投票に切り換えました。

先程、手足になってくれた両親ということを

申しあげましたが、親が生きていました時は靴

下などは親にはかせてもらっていました。それ

は時閣の問題でです。自分でする今では冬の朝

の着替えは、くつ下も含めてと、うしても 1時聞

かかります。据え膳・据え床・据え風呂で働い

て、そして運動をしていましたので、うちに帰

れば食事ができていてお風自にはいって、そし

て寝るというパタンキューですむというような

生活をしていましたが、両親が亡くなってから

は、日常生活の一切を自分がすることになった

わけでtす。

そのためには、ソックスエイドを使~'，自分

の手では頬とか顎の届かない顔を枝を足したフェ

イスブラシで洗うとか、牛乳パックをあけるた

めの自助具、それから蛇口の水道栓を回す道具

だとかドアノブの回しとか洗濯物を干したり取

りいれたりする手づくりの道具とか、本が好き

で本をよく読むんですけど、本箱の上段の方が

手が届かなくて取りだせませんので道具を使っ

ております。

その他にもお風呂の出入りに自分の足では入っ

たりできませんので、固定できるような甑をわ

たして、お尻を乗せてから足も入れて安全に入

る工夫しています。トイレには、手すりに代わ

る棒を設しまして、しゃがむ時立ちあがる時に

すがっております。

それから、肘が伸びませんし、手指が曲がっ

ていて、普通の洋服ダンスに洋服をかけるとい

うのはできませんので、注文品の本箱の一角に

洋服がけを低いところにつくっていただいて、

そこで重宝に使っております。いすは体に合っ

た手づくりのものをつくっていただいており、

寝台とか鏡台にはキャスターをつけまして、い

すももちろんですが、自由に動くようにしてお

ります。

外出についてですけど、働き始めてから 50 

才までは、ほとんど毎日出ていたわけです。ひ

とり暮らしをはじめましてからは、現在週に平

均3回ぐらい出ております。この場合、先程話

しましたタクシーの料金補助というのはチケッ

トが月割りにしますと 4回の往復分しかござい

ませんので私にとっては非常に不十分ですね。

何に外出するかと言いますと、通院はもちろ

ん、障害者運動関係の会議や学習、時には講座

の受講とか、いろんな集会や文化的な行事など

に参加しています。で、ある月などは30回以上

も外出しましたので¥タクシー料金の補助チケッ

トを使いましでも 3万円を越す出費になってし

まったんですね。家賃が2万8700円なものです

から、支出の 6割が家賃と外出のための交通費

で占めてしまったこともあって、タクシ一代が

自分にはストレスになっています。

しかし、今は体力も衰えてきまして、昼から
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のことに参加し、また夜の会議に参加するとい

うことはなかなかできなくなり、 1日何か lつ

ということで、しかもそれに加えて送迎の保障

をしていただく場合を優先するというそんな選

択をしています。

タクシーの場合は、なるべく相乗りをしてい

くとか、そういうような工夫も仕合っています。

さて、私が60才になった時でtす。 60才という

と還暦でお祝いをされることがまだ残っていま

すね。私どもでは正月になると兄弟が集まりま

す。そこで、私は60才なんだ60才なんだと言い

ましたら、ああそうかと。でも「何か食べて騒

いでおわるというのもつまらないから、今まで

のことを本にまとめて出版したらどう」という

ような提案が弟からでまして、そうしよう、そ

の時に合わせてお祝いをしようということにな

りました。ところが、それから 4年間たってし

まったんですね。

なぜかというと、おびただしい資料があちら

にゴロリこちらにコ事ロリと積みこんでありまし

て、それが整理できないのです。自分の生活を

日々やっていくだけで精一杯ですから手っかず、

になっているわけで、す。自分の半生の歴史を整

理していく上で、そういうものに目を通したい

気持ちがあって、そんな状況で過ぎていったん

ですが、たまたまある方を介しまして 2部の大

学に行っている学生さんが去年から係わってく

ださいました。その資料を整理し自分史といえ

るかどうかわかりませんけれども、それをつく

るために協力をしていただけることになりまし

た。それで、みるみる資料は片付いていきまし

た。今年の 5月からもう一人学生さんが加わっ

てくださったのですが、その聞にも、障害者関

係などの依頼で書くこともかなり割りこんでき

ます。なかなか自分史作りが進みません。

10年ぐらい前まででしたら徹夜で原稿を書く

ということもできていたんです。それが、そう

いう体力もなくなりました。そのうえ、手で原

稿用紙に字を埋めていくのが l日に 2枚くらい

でそれ以上は書けなくなってしまうという状況

になってきています。こんな状況で手伝ってい

ただいて、今遅々としてですけど何とか学生さ

んたちが卒業される来年にはまとめたいと思っ

ております。去年、お正月に協力してくださっ

ている学生さんに年賀状を出したんですけど、

その時にこんな文面で出しております。

1120枚の年賀状を書きながらこの l枚は格

別な思いです。 00さんのご協力で滞留してい

た(動脈硬化)、私の暮らしに血が流れはじめ

たのですから、今、私の胸はとても温かです。

ご無理のない限りで新年もよろしくお願い申し

あげます。」

そんな風で 1年がたってきたんですけど、今

年も協力いただいて、完成への意欲を継続して

います。今、私にできることは、自分の生活の

歴史から障害者の生きてきた 1つのケースとし

て、自分史が時代を背負う若い人たちへのメッ

セージとなるよう本を残すことだと思っていま

す。

それから、もう 1つホームヘルパーさんが週

l回来てくださっているという話をしましたけ

れども、それでは、不十分さを感じはじめて、

ここ数年週 2回にならなし、かと申し出てきたん

ですけども、それは多くの独居や寝たきりの老

人が増える中で私ぐらいの状況ですと週 1回以

上にはなりえないということです。

一昨年の暮れにこれからどうしょうか、自分

でやりきれないなという状況になったんですね。

その時、たまたま地域の婦人運動をやっている

方が用件があって尋ねてこられましたが、その

時言うつもりもなかったのに思わずほとばしる

ように自分の実状を訴えていました。野菜を洗っ

て刻むというところからやるのは大変だから、

例えばほうれん草など茄でたものをいただいて、

私がそれを素材にしておかずをつくるから、そ

ういう協力していただけませんかと言いました

ら、その方はすぐ他の人にも話をされて、次の

日から 2人で交互につくったものを持ってきて

くださるようになったんですね。それで、立ち

なおれたのです。この社会というのは話をし訴

えると、動きが出てくるものだなということを

そのことからも学びました。
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その後、その中のおひとりが昨年の夏に引っ

越しされるということで、皆さんが話し合いを

されまして、今度は6人のお仲間を集めて 1週

間の担当曜日を決められて、ほとんど毎日夕食

のおかずを届けてくださるようなことが続いた

わけです。「お正月と盆が来たようだわ」とい

う感想を述べ、本当にうれしく、ほっとしまし

た。

その中に、今年にはいりましてから、またひ

とりが前半ぐらいで引っ越ししますという話と

か、働いてなかった方が働くようになられたと

か。それが5人まで30代の若いお母さんだった

ものですから、就学前の小さなお子さんを持っ

ている方たちぽっかりだったんです。寒いにつ

け暑いにつけ、お母さんの足音と子どもさんの

足音が連なってきて持ってきてくださる。寒い

時は大変だなとa思っていました。

ところが、働きはじめたお母さんの方ではだ

んだん持ってくることが大変になったんですね。

自分のおうちのことがあるし子どもがあるとい

うことで、見ている中にこれは大変だから、無

理はされない方がいいわということで、無理し

ないでお電話いただければ 1日ぐらい何とかな

りますからということでやっていまして、そう

いうように相手の方の状況が変化してくれば、

気持ちがあっても協力できないという方が何人

かでてこられました。

とうとう今年の春先に集まってどうしょうか

という話し合いがされて、「当面私はまだ続け

ます」という方おふたりが残られて、今ヘルパー

さんが金曜日ですので、月曜日と水曜日におか

ずを持ってきていただき、私にとってはありが

たく順調に流れています。が、それがおひとり

でも欠けたりすると問題が新たに出てきてしま

います。

こうしたことを通して、ボランティアでは安

定的に供給できないという問題が実感されまし

た。私だけではなく地域にはいっぱい老人も障

害者もひとり暮らし、あるいは夫婦でお住まい

になっています。そういう家庭の希望者に給食

サービス、宅配サービスがあったらどんなに安

心か。私がどんなに皆さんから温かい心や生き

るための支えをいただいたかということを思い

ますと、地域社会の中に公的にそういうものが

実現することが必要だと痛感し、直面する課題

として訴えていきたいことです。

時間ですので。ここで一度打ち切って、また

後に補足させていただきます。

討議・質疑

座長: どうも、ありがとうございました。

これから、 4人の発言者も含めまして皆さん

と意見交換という形で進行させていただきたい

と思います。

4人の方からは、家族内の民主主義と自立の

問題、あるいは家族の扶養責任、特に、社会的

な扶養との問題。それから、家族・家庭を単位

とする地域社会での生活の問題ということで、

いろんな形で問題提起がありましたけども、討

議はどの点にしぼるという形を特にせずに全体

としては家族の問題をどのように解決していく

のかという改善方向について議論をしたいと考

えております。どの点を改善すべきか、あるい

は研究の課題等の今後の方向について、それぞ

れ意見をいただきたいと思います。

どうぞ、フロアの方からも発言をお願いした

いと思います。

質問: 池末先生にお願いしたいのですけど

も。所属は、地域療育センターの増田と申しま

す。精神障害者の手帳のことですけど、保健所

ではなく福祉事務所でということなんですけど、

どのように違うんでしょうか。

座長: こういうような質問がありましたら

最初に受けましょうか。
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よろしいでしょうか。その点に限ってという

ことで池末さん、お願いします。

池末: 例えば、地域精神医学会とか精神病

院協会、それからPSW協会なんかでもそこら

辺はあいまいな態度というか、どっちでもいい

んじゃないかみたいな考え方を持っています。

私は、家族会の立場から全国精神障害者家族



会連合会を通じて、厚生省の方に絶対に福祉事

務所でなければまずいという意見をあげている

んですけども、その理由としては保健所という

のは保健の機関です。福祉事務所というのは福

祉の機関です。身障・精薄も手帳は福祉事務所

を通して交付されています。

ということで、今回の基本法の改正で身障・

精薄と同じように精神が福祉の対象者となった

わけですから、その交付の窓口は当然福祉事務

所でなければいけないと思います。

理屈はそういうことですけれども、実態とし

ては現在市町村では精神障害者の問題というの

は、医療保健の問題で自分たちの問題ではない

という考え方が行政の中に強くあります。保健

行政の中で処理すればいいんじゃないかという

ことが、今回の法改正でもそのままになってし

まうと、いつまでたっても自治体が精神障害者

のことをきちんと対応しようとしません。基本

法が制定されて、それぞれの市町村でも障害者

の基本計画をつくるということが努力規定になっ

ています。当然、そうなると精神障害者も含ま

れます。その場合に、手帳の交付の窓口が福祉

事務所でないということはおかしいですね。

へJレパー制度というのも今回の法改正の中で

は具体的には検討されておりません。精神障害

者の社会参加促進事業という 8億円のモデル事

業の中に、かろうじて足をつっこんでいるとい

うだけで、これもどう考えても身障・精薄並み

に法改正の中で法律にもとづく事業として、ヘ

ルパーの派遣というのも含まれなければいけな

いと思うんですが、そこの部分も含まれていま

せん。

そんなことも含めて手帳の窓口は福祉事務所、

保健機関でない福祉の機関である福祉事務所と

考えています。

座 長: それでは、討議にはいっていきます

ので、どなたか口火を切っていただきたいと思

いますがいかがでしょうか。発言者の方も挙手

をしてください。

質問: 豊中で市会議員をやっています。

今の話、精神障害者の手帳に関係した話をし

たいんですけども。精神障害者の場合、今の現

状を見ると、早く福祉サービスをやっていかな

いといけないというのがありますけど、いざ手

帳をということになると私たち障害者もそうな

んですけども、手帳で重度とか軽度とか中度と

いう感じでH ・H ・。精神障害者の手帳になると、

また問題が多くでてくるんではないかと，思うん

です。

私の仲間にはいっぱい精神障害者もいるわけ

ですけど、手帳をつくる時というか手帳がいい

のかどうかこれも問題なんですけども、身体障

害者の手帳がどういうふうにつくられたかとい

うと、戦後に戦争で帰ってきた人の救済のため

のそういう状態からつくられたというのがある

と思います。それから見直さないでずうっとき

ているわけですね。

だから、この問題はもっと討議してほしいと

いうのが私の意見です。

座長: よろしいですか。全体として討議は

家族、あるいは家庭の問題という形で少ししぼ

らせていただきますので、もちろん精神障害者

の手帳の交付の問題も検討しなければならない

課題だろうとは思いますけども、できますれば

ここではちょっと置かせていただくということ

でご了承願えますでしょうか。

質問: ここでは、家族のタイトルでお話し

をしていただいて結構なんですけども、講師で

おいでの方にも私からお願いしたいのです。

池末: 精神障害者が手帳を取ることはいろ

いろ問題があるということで、一般の会場の人

たちに誤解を受けるといけないので少し補足さ

せていただきたいと思います。
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現在の手帳は身障でも精薄でもそうですけど、

申請主義ですから、本人が取りたくないと言え

ば取らない。それは、当然のことです。それか

ら、現在の福祉サービスの制度では手帳をもと

にして様々なサービスが受けられるようになっ

ています。私も将来は、例えば身障でいえば l

級から 6級まで細かく分かれているあんな制度

をなくして手帳がなくても必要な人には必要な

援助を受けられる制度になった方がレッテルを



はらなくていいと思うんですけど、現在それを

急に変えることはできない。そういう中で精神

障害者が福祉サービスを受けるためには希望す

る人には、手帳を交付するということが現段階

ではどうしても必要なことだということを補足

しておきます。

座長: すみません。討議は、もっと課題は

あるかと思いますが、この点についてはこれで

切らせていただくということでよろしくお願い

したいと思います。

それでは、家族・家庭の問題について皆さん

の方からこういう問題があるんじゃないか、更

にもっとこういうふうにして検討をしていく必

要があるのではないかということでご意見を伺

いたいと思います。

質 問: つゅはしの仲間の家で働いています

河原というものです。先程、小邑所長からいろ

んな報告があったと思いますが、具体的に少し

話しをしながら家族の問題についてちょっと深

めていきたいなと思います。っゅはしホームの

中で今2か月ばかり交代で実習をはじめている

んですが、その中でいくつかわかってきたこと

があります。 1つは、障害としては軽いのでは

ないかと思われる方がたくさんいらっしゃるん

ですが、そうじゃなくてもいろんな問題がある

わけです。

lつは、自分の生活を自分でなかなか律しき

れない部分が多かった方がいます。例えば、も

う少しいろんなことができるのではないか。知

的には軽度といわれている人が雨が降って作業

所から帰ってきた時に、雨が降ったからタオル

を借りてふこうよといっても、ただつったって

いてふいてくださいという形になってしまった

り。それから仲間の意見の中で「本当は洗濯も

しなければいけないし掃除もしなければいけな

いんだけども家ではやらないんだよ。買い物に

行きたくても外に行けれないんだよね」という

話がいくつか出たんです。

それは、どういうことなのかなと考えてみた

場合に、やっぱりお母さんたちの中には私がこ

の子をみなければこの子は生きていけれないん

じゃないかという思いだとか、今育てなければ

いけないのは私なんだということで、お母さん

方の生活の範囲だとか、生活の価値観の中で子

どもの生活の範囲や価値観を見てしまっている。

うんと自由にできないものですから、と、こかに

出かける時も一緒、何々する時も一緒でなかな

か仲間たちの生活が広がっていかないというの

が見えてきました。やはり、それは家族の中で

の親子関係の問題が如実に表れているんじゃな

いかと思います。

もう一方、グループホームで生活をしている

仲間たち、全てよしとは言いませんが、そうい

う中でも障害の重い仲間たちが、っゅはしのグ

ループホームでは生活をしてるんですね。そう

いう中で、親と離れて洗濯もするわけなんです

が、そういう生活の中の教育力と同時に社会の

中の教育力もたくさんグループホームの中には

あるんですね。

例えば、小型ラジオの乾電池がなくなったか

ら仲間が買いに行くわけです。そうすると、お

庖の人が小型ラジオを持っと、子どもっぽいん

ですけど、おなかがすいて大変だということで、

そういう形でお庖屋さんが取りかえて買い物が

できていく。障害が重い仲間も買い物ができて

しまうとか、あれを買ってきてと言うとお金を

持っていって足りなければ5円たりなかったと

言って帰ってくるとか。そういう中で仲間たち

が買い物ができていく、そういう社会の教育力

があったりする。

今週は、 1000円のお小遣いを渡しましようと

いうことで、 1000円の小遣いを渡すとむっちゃ

くちゃ買ってしまう時もあるわけです。 1日に

500円、 600円と買ってしまう時があるんですけ

ど、その仲間はお金がなくて何も買えないから

今日は我慢をしているとか、そういう形で自分

でものを考えて、自分の生活を律していく状況

ができあがっていきます。このような社会の中

での教育力がはたして家庭の中でどれだけ十分

にできるだろうか。今の状況の中では困難になっ

ている家庭がたくさんあるんではないかと思っ

ています。
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そういう点では、もっと障害者の人たちが社

会の中へ出ていける条件があればと思うんです

が、今のところ残念ながらそういう条件があま

りにも弱いということが家庭の問題も大きくし

ているんではないかと思っています。

座長: どうも、ありがとうございました。

他にどうぞ。

質 問: 日本福祉大学の学生で久保と言いま

す。先生方に聞きたいのですけど、家庭におけ

る介護問題は本当に個別的で潜在的だι臣、うん

です。それをどう社会問題として顕在化させる

ためにはどのような方法を使っていくのか、そ

の後どう解決していくのか、現場職員の立場か

らどういう視点を持ってらっしゃるのか聞きた

いんですけど、その上で他の方々にも自分の家

庭からとか、そういうやっていけることを考え

てもらいたいなと思います。

座長: 主旨は、家庭内における介護を社会

問題として社会的な援助を引き出せるようにはっ

きりさせるかということで、す。

これは、発言者だけではなく他の方もこの点

について、どういうように考えるのかというこ

とがあれば出していただきたいと思います。

池 末 : 私は、八王子の家族会の会長をして

おりまして、毎月例会を持っていて、その中で

お母さんたちがいろんな話を出してきます。そ

ういう中で、今話題になっているのがグループ

ホームの話です。元気なうちは、私が面倒をみ

たいとか、やっぱり切り離した方がいいんじゃ

ないかとか。

l年の実践がありますから、そこら辺がどう

かというのがひとりひとりが自分の家族関係で

親子関係がどうなのかということをみんなに出

してみんなで話し合える状況になってきていま

す。

これは、八王子だけでなくて、今年で 3回目

ですけども、東京都の家族会連合会では 1泊2

日の泊まりこみの研修会というのを毎年やって

いて、その中で毎年グループホーム、地域と家

族との関係というのを研修会の中にも取り入れ

ていて、その中で今言ったような個別な問題を

社会的な問題として明らかにして、その社会的

な制度を利用するという考えも家族の中に少し

ずつですけれども出てきています。

そういう背景の中で一挙にグループホームが

おか所ということも出てきているので、そうい

う個別的な家庭の条件と社会的ないろんな条件

とを結び、つける作業というのがとっても必要な

んだなと思います。

平 JII: 介護の問題で、私は当事者だけにイ

ンタビューをしているんです。そして、できれ

ばその親御さんにもインタビューをしたいとい

うふうなところにもっていきますと強く反対を

されるんですね。

親から見た家族と子どもから見た家族との違

いを調べたかったんですけども、当事者の気持

ちを害したくないので、どうしてというような

ことでいろいろ話していくと、親が望んでいる

子どもに対しての介護と子どもが望んでいる介

護とはどうもずれがあるみたいですね。

そして、小さなうちから親御さんが一生懸命

頑張って介護の体制をつくってきたんですけど

も、必ずしもそれがその子どもから見た場合望

ましいものではないようになっている。あるい

は、極端な場合、完壁なものができ過ぎてしまっ

ていて、子どもが何か自分で仕事をする余裕す

らなし、。非常に窮屈なものに感じてしまう。そ

んなものがあるような気がするんです。

私は、もっと子どもからの要望が出てこない

と、あるいは子どもの方からどんな介護をして

ほしいのかというものが出てきて、親とちゃん

と話をしていけるような条件が出てこないとな

かなか家族からもっと広がっていく要望の問題

というのは出てこないような気がいたします。

座長: これでよろしいですか。今の点につ

いて会場の方でご意見がありましたらどうぞ。

質 問: 北海道特殊教育センターの福井と申
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します。

ちょっと年代を下げて乳幼児早期発見・早期

治療という場面で陣害のある子どもが生まれて

きて、お父さん、お母さんが動揺をしている。

そういう中で地域のいろんな医療が援助してく



れている。その時に、お父さん、お母さんが頑

張って子育てをしなさいと励まして、そういう

ような動揺から一生懸命子育てをしていこうと

頑張っていく過程の中で自分の生活をしていく

という自信とか気持ちとか、そういうのがだん

だん力強くわいてきて自分の一定の生活様式と

いうものを各自でつくりあげてしまったんじゃ

ないかな。その中で、だんだん大人になって親

離れ子離れする時に上手にそれが段階的にでき

ていない。そんなような気もしてならないんで

す。

あまり励まされて自信を持ち過ぎて強くなっ

てしまうと、逆にそこからぬけ出せなくなって

しまうというのもあるのかなと a思ったんです。

座長: 今、乳幼児の頃からの問題として同

じ点が指摘されたと思うんです。こうあるべき

というような形で議論をすると難しいんですけ

ど、実際うまくいってないということなんでしょ

うか。もう少し実態も含めて出していただきた

いと思います。

質問: 小邑先生にお願いします。

グループホームについて公的責任のあいまい

さ、人的財政の弱さが指摘されていますけれど、

この財政や人の問題で、障害者の親が手伝った

場合の負担と言いますか、公的に金が出るとし

て親が時聞があいた時に手伝った時に可能かど

うか。

ちょっと参考のために質問の主旨を別の角度

で説明させていただきます。私は、肢体不自由

教育を長いことやっておりまして、職員がたり

ないのは給食の時でしたので、食事の時に手伝っ

てくれるお母さんにパートで市の方から出して

もらったんです。職員が増えますと教育はなか

なかやりにくいものですから最少限の職員でや

る方法を取った時に親にパートの時間給を出し

たんです。実に、それはうまくいったんです。

そういうことから質問をさせていただきました。

以上です。

座長: お名前と所属を……。

質問: 兵庫県リハビリテーションセンター

の富永です。

座長: 小邑さんのグループホームにおける

財政等の問題ですね。よろしいですか、小畠さ

ん。

小 巴: 財政が非常に脆弱であるということ

は、日本の社会福祉全般にわたってそうである

と思うんです。いわゆる直接介護とか、あるい

は直接処遇に親の参加を求めるということは私

たちの所ではあまりないわけです。それには、

いろんな問題があります。

例えば、実習の時なんか自分の子どもがいな

い時に飯をつくってもらうとか、そういったた

ぐいのことは経過的にはしょっちゅうやったわ

けです。その時には、多少のお金を親の会に還

元をする。親の会で学習に使うとか教育に使う

とか、そういう使い方をしていただくような、

そういうものとしてやったことはありますけど、

手がたりないから親の力を直接仰ぐというよう

な考え方をしたことはないわけです。

私たちの考え方の基本と言いますのは親の手

から離していく。親も子もそれぞれ自立して、

自立した人間同士としての関係をつくるという、

ここにありますから、それをぬきにした財政上

の措置だけでものを考えると大変難しいややこ

しい問題が出てくると思いますので、それはや

らないというのが考え方になっています。

座長: あと、フロアから 1、2発言を求め

まして、最後に指定発言者の方にもう一言ずつ

お願いしておわりたいと思います。フロアの方

で発言よろしいでしょうか。

質問: 愛知県立大学の松井です。

先程、介護の問題を顕在化させるという話が

出たんで、この場に関係者の方があまりいらっ

しゃらないので、自分自身の経験じゃないので

申しわけないんですけれど。

先日、滋賀県の方で、特に養護学校に通わせ

ている重度の親と、そこを卒業して地域療育事

業に通わせている親の健康調査がおこなわれた

んです。今度、大阪でも大々的にやるという話

なんですけども、その調査結果の検討に参加し

た際に、調査の拒否が大変多か

ったということが出たんですね。
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それは、何かと言えば、今ここでこの健康状

態を書いて、自分が悪いことを認識すれば、こ

の先介護ができなくなるという悲惨な認識がた

くさん出てきて、腰が痛いですかとか寝られま

すかということについては答えたくないという

結果がたくさん出てきて、そういうこと自体を

受けとめなくてはいけないという話になったわ

けです。

結局、そういう意味で顕在化がおさえられて

いるという側面があるんですけれども、それを

裏返していえば社会的なサポート体制ができな

いと、そういう問題が表に出てこない、需要が

出てこないという側面があるので、実態調査を

しますといつも問題が出てくる。調査してくれ

て何になるんや、制度が変わるのかという話に

なる。それとの問題で、ある種の制度やサポー

ト体制なんかを先行させないと、そういう悲惨

な実態が出てこないというような問題もあるの

で少しつけ加えさせていただきました。

座 長: はい、どうも。

質 問: 身体障害者の更生施設に勤めている

職員なんですけども、私どもの施設では成人の

身障の方を訓練して社会復帰をさせるという施

設です。その方法は、たくさんありまして、例

えば機能のいい方は就職をしたりとか、施設を

希望している方は施設へ行ったりとか。

最近の傾向ですと、脳卒中の方が多くて、そ

れも稼働年齢の方が多いんです。その中で、最

近の例でお話しますけれど、 50才ぐらいの男性

で入院生活が20年ぐらい続いていた方で、病院

からうちの施設にはいられる時も、うちの施設

は身の回りのことが自立してないとはいれない

んですけど、それでもどうかなという方だった

んですけど、実際に訓練していくうちに十分に

身の回わりのことはできるようになったんです。

その後、その方がどういう選択をされたかと

いうと、単身生活をしたいという選択をされた

んです。私どもの施設として、希望されたこと

ですから十分応援しましてどうにか単身生活を

することができたんですけど……。 私は、熊

本県のものなんですが、熊本は単身ですと、公

的な住宅は借りれないんです。民間のアパート

を借りて、できるだけ改造をして本人が暮らせ

るようにということで行いました。

そうやって 3年ぐらい生活をしましたが、週

に2回ホームヘJレバーさんに来て食事をつくっ

ていただいて、お風呂はそこではいれましたか

らお風呂にはいって、地域の活動に 2回ぐらい

参加してもらって、これで 1週間の生活サイク

ルができたから大丈夫かなと私たちは，思ってい

たんです。けれど、予期せぬことがおこり体を

こわして入院してしまったんです。入院後3週

間ぐらいしまして、入院生活がいいと言い出し

まして、こちらとしてはそれ以上援助すること

ができなくなってしまって、結局ずうっと病院

にいるわけにはいきませんし、単身生活はとて

もきっくてできないということで、本人は療護

施設を選択したんです。私たちは、もっと頑張っ

てほしいという気持ちはあったんですけど、そ

れ以上応援することができなかったことをとて

も残念に思っています。

ということで、一人暮らしを8年間頑強って

らっしゃる宮田さんにご意見を伺いしたいと思

います。

座長: はい、どうもありがとうございます。

ここで議論は切らせていただきまして発言者

の方から補足があればということでお願いをし

たいんです。

池末: 小包さんの方からっゅはし作業所で

は、家族は直接職員には係わってないという話

がありましたが、精神の場合、全国で800か所

作業所があるうちの 7割以上、東京とか神奈川

を除くと 8割から 9割が作業所の所長さんは家

族です。
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それに、ボランティアとかいろんな方がはいっ

ていて、理想論ではわかるんですけど、実態は

なかなか難しい。そういう中で車L離もたくさん

あります。私もどっちがいいのかわからないん

ですけど、そういう現実を無視して家族が直接

職務に係わるべきでないという実態は通用しな

いい面としては自分の子どもだけでなくて他



の利用者ともつき合うわけで、その中で客観的

な障害者とのつき合い方というのを家族が学べ

るというそういう利点もあります。ここから先

どうなっていくのかわかりませんけども、もっ

ともっと家族も職員も当事者も家族と親と子の

つき合い方というものを学ばなければいけなL、。

そういう実践の場が精神の作業所とかグループ

ホームでは結構できてきているなと思います。

2、3年たったらそういう調査をして、また報

告できればと思います。

座 長: はい、どうもありがとうございます。

平 J 11 : 障害者夫婦で親から主要な介助を受

けているという事例を見てみますと、ここまで

達することができれば親を「主要な介助者」と

見倣していいのではないかと考えています。

そして、別居世帯になれば、これがそのまま

親が介助ができなくなった場合、かなり極めて

スムーズな形で公的なヘルパ一等を導入して、

そのまま「地域」の中で親に頼らずに生活がで

きていく形態があるんじゃないのかというよう

に感じています。

小 巴:家族の問題なんですけど、いわゆる親

の子育てとか巌だとか教育の問題だとかは作業

所との立場から見ますと、けしからんという見

方が時々出てくるわけでありますけども、それ

は否定されるべきでないと考えているわけで・すo

むしろ、そういうものを大事にして、交流し合

いながら全体のものに昇華させてやるという関

係をつくらないと単なる対立的な関係だけでは

まずいというように思っているわけで・す。

なぜそういうことが出てくるのかと言います

と、親の目の黒いうちはなんていうのがあるん

です。親の自の黒いうちは私がとLヴ。それは、

ひっくり返して言いますと、日本の社会事業は

あてにならないという、ここから生まれてきて

いるわけです。そして、その延長上で自分の子

どもを介護することが生甲斐になってきている。

この悪循環がおこっているわけで、す。少なくと

も知的障害の分野では。

ですから、これを断ち切っていくためには、

一緒になって親の生甲斐もつくっていかなけれ

ばいけない。子どもは親からの自立ということ

も図っていかなければいけない。これを同時進

行させていかないと成功しないと考えているわ

けです。

宮 田: 先程のご質問の回答と合わせてとい

うことになりますが、この数年障害を持ちなが

ら長年励まし合って生きてきた仲間たちが毎年

一人ず、つ療護施設へ入っていきます。

それは、自分の選択で、地域の中でひとり暮

らしをはじめたり、障害者同志で結婚をしたり

して自立生活を目ざしてきた人たちです。今日

リハビリの講演の中でも言われましたように、

脳性麻捧の方の場合では、二次障害によって全

面介助が必要になって施設へ行かさ.るを得ない。

ご夫婦が施設に入る時は、夫婦単位の部匡が

ありませんので、同じ施設へ入りながら別々な

んですね。女性は女性の部屋、男性は男性の部

屋というように分けられて。

私は、自分の人生でこの先を思う時に、自分

は全面介助が必要になった場合、現状ではどこ

で生活をするかは選択の余地がないと，思ってい

ます。その時点でベッドの空きのある施設に行

かざるを得ない、先程もっと地域で頑張ってほ

しかったというお話がありましたけど、ホーム

ヘルパーなど今の支援体制では個人の意欲や努

力を生かし支えられない。施設へ入所していっ

た私の友人達も24時間ヘルパ一体制があれば、

地域での生活が継続できたケースもあります。

また、無理が引き起こす二次障害や健康な人に

比べて10年、 20年早いといわれる老化など健康

面での留意も改善できるでしょう。私もできる

限り21世紀まで今のところで皆さん共々頑張っ

て、今始まった障害者基本法に基づく新長期計

画の成果を見たいと思います。そういうものを

自分も受けとってより良い生活を継続できたら

なと願っています。
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それには、年次の数値目標を明確にした計画

をもって、テンポを早く施策を推進していくこ

とが必要ではないでしょうか。障害を持つ人が

中高齢期に至っても生きがいを持って生活でき

るように、社会的な支援システムが本当に急速



に大きな力で前進してし、かなければノーマライ

ゼーションも定着出来ないというふうに私には

思われてなりません。

療護施設に入ったお友だちが希望を失ってい

くというような実態を目にすると、施設そのも

のの有様も改善されないと、私はもし自分が施

設にはいるということを想定した時に、今まで

の人間的に生きたいという思いを抹殺してしか

生きられないのかなということを感じてしまう

ものですから、施設そのものももっと内容的に

変わっていくということも望みたいと思ってい

ます。以上でよろしいでしょうか。

座長 : ありがとうございました。

最後に私の方から感想といくつかの研究の課

題を提起して、この分科会をおわりたいと，思い

ます。

全体の感想としては、実態としては本人の自

立を考える上で家族の問題をぬきにして考える

ことはできないということをいろんな角度から

明らかにされたわけですけども、先進的な事例

ではなくて全体を考えた場合には実態はか江り

深刻であるし、ここでも改善の方向が十分議論

できなかったという実態を受けとめる必要があ

るんじゃないかということを思いました。それ

が l点目です。

それから、今後の研究課題等について発言者

の方々の発言等を聞いて思ったことを何点か言

います。 lつは、家族の問題が障害種別とか本

人、親の年齢によって現れ方が大分違う傾向が

あるんじゃないか。この辺は、それが一体何に

規定されているのかというようなことで検討し

ながら改善策を進めていく必要があるのではな

いかということを思いました。これが 2点目で

す。

もう 1つは、本人の自立を進めていく上で家

族の自立も合わせて考えなければならないとい

う点では、介助をする、あるいは受ける、とい

う介助関係と、それから家族で養う養われると

いう扶養関係と、親子という血縁ですね。こう

いうふうな家族構成員の関係という、これを区

別しながら本来のあり方の考え方を検討してい

く必要があるんじゃないかと思いました。これ

が3点目です。

4点目は、それらの中でいろんな考え方の意

識を変えていく必要があるということでは、例

えばいろんな形で家族の負担を軽減することで

見方が変わるとか実際に経験することでやれる

んじゃなし、かという考え方が変わるというよう

な、こういうふうなのがいくつか出されました

けども、現実には家族と本人の自立をはかる上

で空間的に準備すればいいという問題でなくて

関係を変えるような、あるいは見方を変えるよ

うないろんな実践とか援助が必要なのではなか

ろうかということを全体として感じました。

まだまだはじめの発言者の報告にありました

ように実態としては全体を見わたした場合につ

いては非常に深刻なものがあるし、そこを私た

ちが視野にいれることができたということでは

一歩到達点にたどりついたのではないだろうか

とd思いました。

そういう点では、この分科会の討議をはじめ

として、これから更に各地でもって研究、ある

いは実践運動等を深めていただきたいというこ

とでこの分科会をおわりたいと思います。どう

も、ありがとうございました。
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第 4分科会

「障害者の生活環境とサポートテクノロジー」

座長:原 田雅司(愛知県，乙、身障害者コロニー副総長)

一 田勝 巳(同 発達障害研究所治療学部長)一
シンポジスト:山 形 積 治(北海道教育大学旭川校教授)

畠 山 卓 朗(横浜市総合リハピリテーションセンター

企画研究室主査)

桜井 康 宏(福井大学工学部環境韻十工特ヰ助教授)

小田博道(社会福祉法人太陽の家

三 回: 私は、愛知県コロニーの三田と申し

ます。今回は、原田先生とご一緒に司会をつと

めさせていただきます。

はじめにこの分科会、「障害者の生活環境と

サポートテクノロジー」の主旨についてふれさ

せていただきます。これまで障害者の機能、あ

るいは形態障害を改善する上で医学的な手法が

大きな役割を果たしてまいりました。つまり、

リハビリテーション医学というのは障害の診断、

あるいは治療を科学するというところからスター

トしてきたということができます。そして、幾

多の輝かしい成果をもたらしたことも事実であ

ります。

しかし、急速に発展を遂げてまいりました診

断学、あるいは治療学の陰で障害者の日常生活

だとか地域での生活、あるいは社会生活の問題

は、ともすれば置きぎりがちにされたというふ

うに考えることができます。つまり、申しあげ

たいことは、生活する人間としての障害者に対

する配慮を怠ってきたということを反省すべき

点と考えております。

今日、リハビリテーションの概念は医学的な

手法による機能や形態障害の克服を目指すとい

う従来の考え方から、障害者の自立、あるいは

社会参加を積極的に目指すトータルリハビリテー

身体障害者職能開発センター開発課長)

ションへと大きく変選してきました。様々な言

い方はできますが、トータルリハビリテーショ

ンは、一つには障害を受けた機能形態を可能な

限り回復させるということ、これは当然のこと

ですが、 2っとして障害者の生活、地域、社会

的環境の整備を促して、 3つ目にこれらを効果

的に遂行する上で制度的、あるいは組織化をお

こなうという 3つの側面にわたる努力の蓄積に

よってはじめて可能になると考えます。

さて、この分科会では障害者の日常生活環境

にとどまらず、地域環境、社会環境の支援にま

で話題を広げたいと思っております。更に、そ

れぞれの環境における活動を統合する上での制

度化の問題についても論議を発展できればと願っ

ております。

今回は、まず日常生活のサポートにつきまし

て、コミュニケーションの話題を山形先生の方

からお話しいただきます。

次に、肢体不自由者の生活支援機器を畠山先

生、次いで桜井先生より地域環境に関する話題

を取りあげていただきます。

社会環境に関する話題としましては、雇用と

就労に関する小田先生の取り組みをご紹介いた

だきます。

そして、最後に、こうした多岐にわたる支援

( 163) 



活動を統合し、あるいは制度化する上での話題

を原田先生よりお話しいただきます。

それでは、分科会をはじめたいと思いますの

で皆さんのご協力を承りたいと思います。

原 因: それでは一番バッターとして山形先

生にお願いしたいと思います。現在は、重症心

身障害児のコミュニケーションの援助にご尽力

いただいておりまして、翻訳機の開発などに力

を注いでおられます。今日はその辺のところを

テーマにお話しをいただけると思います。よろ

しくお願いいたします。

重度重複障害者のコミュニケーション支援

山 形: 私は、重症心嘩障害児のコミュニケー

ションということで、プレゼンテーションをさ

せていただきたいと思います。

なぜコミュニケーションかと言いますと、情

報を自分が発信するということは生きる基本で

ございます。

旭川市に、重症心身障害児の施設として北海

道療育園というのがありまして、そこに参りま

にいってしまうことがあります。それから、あ

まりにも時聞がかかりすぎるのでパニックになっ

たりすることがよく見受けられます。第2に、

ボディランゲージというのがあるんですが、こ

れは重度の障害者ではほとんど使用できません。

最近、我々の仲間でトーキングエイドを開発

した人がいるのですけれど、第3番目のトーキ

ングエイドは文字が読めるということが基本で

すし、かなり小さなところを目指してキーを押

さなければならんということがありまして、重

症心身障害者にとっては難しいというのがあり

ます。

第4番目に、シンボルを使うというのが外固

なんかでは盛んにやられていますが、応対者が

シンボルを見てないとだめですね。いず、れにつ

いても様々な問題があります。

それから、もう一つは、コミュニケーション

というのは自分の口で言って、それが耳にフィー

ドパックがかかることによって、脳の中で特別

な働きがあるというふうに考えられます。それ

で、私どもは、そういったことをやるためにイ

ンターフェイスという発想から問題を整理して

したところ30才ぐらいまで自分の意志で外界を みようということを考えました。

動かしたことがないという人 図一 1 2次元平面で示す運動障害と知的障害、ハード及びソフト

たちがいるわけで、す。そうい

う人たちを見まして何とかそ

の人たちの意志を外に伝える

システムを開発したいという

ことでこの仕事をはじめたわ

けです。

それでは、 OHPを使いま

して説明させていただきます。

重症心身障害児のコミュニ

ケーションの手段といたしま

して、現在4種類のものがあ

ると恩われます。第 lに、イ

エス・ノー・サインです。目

的に達するまでに時間がかか

ると、それから応対者の思い

こみが多くて実際に障害者が

考えていることとは違う方向

11 

の工夫によるインタフェースの概念。
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扱っています人たちは知的にも身体的にも障

害を持っておりますので、この人たちを運動及

び知的障害の程度で示す 2次元のグラフの中に

プロットしてみますと、この 2次元のグラフの

どこかに位置するわけですけれども。ほぼ重症

心身障害児(者)というのは健常者から遠い空

間に位置するわけです。そうすると、我々正常

なものというのは原点付近にいるわけですから、

障害者が発するサインというのは原点付近の人

にはわからないんで、すね。サインを発信してい

るということは確実なのですが、内容がわから

ないという面があります。そのために、両者聞

にインターフェイスという考えが必要になって

くるわけです。

それで、運動障害がある場合にはハードの工

夫によってある程度コミュニケーションがとれ

る。それから知的障害がある場合にはソフトの

工夫というのが必要だ。ですから、重症心身障

害者のコミュニケーション装置を考える場合に、

インターフェイスとしてはハードの工夫とソフ

トの工夫を両方の工夫が必要です。しかも、日

常的に使い易いものを開発していかなければな

らないと思います。

ビデオの用意をお願いしたいと思います。

コンビューターを中心にして只今見ていただ

いたシステムを開発しているわけですけれども。

コンビューターの画面に会話したい絵がでます

と、この絵を選ぶことによって、 HDに蓄えら

れた音声。これは、 PCMで録音しである言葉

なんですけれど、それが呼び出されて音声合成

されてスピーカから発せられます。選び方とし

てはタッチパネルという簡単にさわると入力で

きる装置、キーボードとかシングルスイッチか

ら選択できます。今、 VTRに出ましたこの方

ですが、通常文字盤を使って自分の主張を通す

ために 4時間ぐらL、かかったということです。

本システムになりますと、ほんの数分というこ

とで、コミュニケーションの内容も豊かになり

QOLが高まります。

我々工学に携わるものが世の中のこういう障

害を持った人たちのために、何かを開発したい

という研究者が増えてきました。日本は、普通

の生活でのQOLというのはすごく進んでいる

んですけれども、ハイテクノロジーを用いて障

害者のためのQOLを改善するシステムの研究

開発が、これからますます盛んになることを願っ

ています。

これは、研究をはじめて 2年目なんで、今後

ここに示したようないろんな問題がありますの

で、皆さんの協力を得ながらいいものを開発し

ていきたいと考えています。

以上でございます。

原 因: ありがとうございました。

今まで言語がないということで、介護に、あ

るいは療育に大変だった子どもたちがこういう

タッチトーキングのような機械が開発されるこ

とによって、心の中までわかるようになり、そ

してコミュニケーションがうんと豊かになると

いうことは、これからの療育に画期的な威力を

発揮するんではなし、かなという感じがいたしま

しfこ。

次に、畠山先生にお願いしたいと思います。

先生は、現在横浜市総合リハビリテーション

センターの企画研究室に勤務されておりまして、

畠山先生も山形先生と同じように重度障害者の

ためのコンビューターコミュニケーションの機

器を中心に開発研究をされております。そして、

いろんな専門家のメンバーとチームを組みまし

て地域にでかけまして、臨床工学サービスを実

施しておるというふうに伺っております。

それでは、先生、よろしくお願いいたします。

肢体不自由者の生活支援機器

畠 山: ただ今ご紹介いただきました横浜リ

ハセンターの畠山です。職種はリハ・エンジニ

アです。それでは、ビデオを見ていただきたい

と思います。

私たちのセンターはオープンして 8年目にな

る日本の中では比較的新しいセンターですが、

最大の特徴の一つに訪問サービスがあります。

ワゴン車に機材を積みこみまして直接生活上

( 165 ) 



で問題をかかえている方のお宅へ伺います。伺

う職種は、 PT、OT、それからエンジニア、

更に担当地区の保健婦さん、あるいはケースワー

カーさんにも同行していただく場合もあります。

それで、保健婦さんには、特に健康チェック等

を中心にやっていただきますが、機器について

の知識も伝達していきます。

特に高齢の障害者の場合介護する方も高齢の

方ということで、なかなか機器に不慣れという

こともあります。ですから、十分納得いくまで

機器をご説明し、必要があれば貸し出すことも

あります。

手すりを付けるといったことから住宅改造な

と、については、建築士のスタッフがこれにあた

ります。必要に応じて、業者さんに図面をひい

て渡して施工していただき、その後、本当に使

えるかどうかのチェックもおこないます。

それから、人をある場所からある場所へ乗せ

移すのは非常に労力がいる仕事です。特に、腰

を痛めたりします。これを少しでも解消しよう

ということで開発したものでテコの原理と回転

テーブルを応用して人を乗せ移すものでtす。た

だ、ご覧のように介助者もかなり無理な姿勢が

必要です。お年寄りですと場合によっては倒れ

こんでしまう場合があります。

それで、介助者側にもやさしく介助できるよ

うな機構を現在開発しております。丁度、脇の

下に両手をさしこんでかかえあげるような動作

です。これを、具体的に在宅の方のお宅へ持ち

こんで試していくわけです。車いすからソファ

という高さの違うところを乗せ移すわけです。

それから、横浜市内にはALSの患者さんで、

たいへん重症度が高い人口呼吸器を装着しなが

ら在宅で生活しておられる方がおられます。こ

れは市販品ですが、このような天井走行リフター

をつけまして、ソフトに持ちあげて特製の車い

すに乗って庭へで、て日なたぼっこをしようとい

う場面です。

それから、横浜は山とか坂が多く障害を持っ

た方やお年寄りにとっては、ある意味では住み

にくいまちだと思います。ですから、玄関から

道路に出るまでに 1メーターとか2メーターと

か、更には10メートル近く段差があるお宅もあ

ります。このような段差解消機を取りつけるこ

とでその方をその地域へつないでいくことがで

きるわけです。

それから、毎週水曜日の午前中に車いすのク

リニックをやっております。

私たちエンジニアもそこに立ち会いますが、

PT、OT、それからドクター、業者さん、あ

るいはでく工房の方たちが参加しています。体

型に合ったいす、それからこういった少し大き

くなった脳性麻簿のお子さんの歩行器ですね。

動く楽しみを保障する道具だと思いますが、こ

ういったものを個別対応で設計していきます。

昭和54年頃から、私自身が名古屋にいた頃で

すが、圏内の研究機関の有志が集まって、重度

の身体障害者が息で身の回わりの生活環境を操

作することができる環境制御装置をメーカーの

協力で開発しました。また、これはNTTとの

共同開発の息でダイヤJレすることができる電話

機です。手ぱなしで話しをすることができます。

それから、パソコンを首から上だけで使える

ようなインターフェイスをつくってきました。

上村さんの絵は、私が申すまでもなく、高い評

価がありまして、商業雑誌の表紙等にも使われ

ております。

それから、これは鹿児島で入院されておられ

る方のパソコン操作の様子です。筋ジストロフィー

の方です。彼は、手に握ったスイッチ、わずか

50グラムぐらいの圧力のスイッチですが、それ

を使って病院以外とパソコンを用いてコミュニ

ケーションされています。

これは、横浜におられるプロの画家の方です

が、筋ジストロフィーです。手を動かす範囲が

徐々に狭くなってきたということでキャンパス

自体が左右上下に動く電動イーゼルを開発しま

した。彼は毎年個展を開いています。
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これは、家族の記念写真をとりたいというこ

とで息を吹いてピントを合わせて息を吸ってシャッ

ターをきることができるカメラです。これもシ

ンフ。ルなテクノロジーの利用です。



これは、 下半身がまひされた方のスキーです。

なかなか安定がとれない方の場合は 2本足のス

キーもあります。ご自分でリフトに乗ることも

できます。こうみると何でもない坂なんですけ

ど、結構急坂なんです。こうして見るとスキー

場の暴走族みたいな感じもしますよね。乗りた

いという人もたくさんおられるようです。

彼らは、フランスのアjレベーjレビルやノ Jレウェー

のリレハンメ Jレでメタソレを取ってきた人たちで

す。私たちの同僚がこういったスキーを約20年

ほど前から日本で開発してきました。

当然、こういったものをやっていくと危険性

もあるわけで、す。また新たなけがをされること

もあります。それを以前は、あぶないからだめ

だとおっしゃっていたのが、病院のスタッフで

した。これに対して、近年では考え方に変化が

起きています。すなわち、自己選択、 自己決定

の精神が大切ということです。スライドの棒グ

御

他

告
の

境

そ

環

コ

田
口
・- ミュニケーシヨン

図姿勢保持

図移動機器

'88 ・89 ・90 ・91 ・92
臨床工学サ}ピス件数の推移

ラフは過去6年間の工学サービスの推移を示し

ております。年々増加の一途をたどりまして昨

年は638件の相談が舞い込みました。最初、セ

ンターがオープンした時点、 4名でスターとし

ましたが、実際にやっていくとニーズが多いと

いうことで徐々に増えてきまして、 9名になり

ました。でも、この 9名というのは必ずしも十

分な数ではありません。

利用者のニーズに合った機器を入手するため

の3つの要素を示します。

一つは、横浜市の場合、在宅訪問リハサービ

スというのがベースにあります。それから、私

たちのようなエンジニアが係わる部分として、

機器の選定、評価、それから新たなる機器の開

発、それまでに市販の機器の改造があります。

それから、 3番目に、独自の助成制度をつくっ

てきました。これまで、私たちは様々な模索を

してきております。従来からある日常生活用具

とか補装具の交付に加えまして、工学サービス

を本格的におこなうためのシステムとしまして

臨床工学サービスを事業化しました。

即ち、年間予算を取りまして、サービスに必

要な材料を買うわけで、す。例えば、カーシート

を買っておくわけです。それを改造したり部品

を組み合わせたりして最少限の費用で最も効率

よくとどけようというのが平

700 成元年からはじまりました臨

床工学サービス事業です。

~・600 ただ、それだけでは卜分で

500 
はないということで、次に自

立支援機器交付事業、そして

400 更に発展させた障害者 ・高齢

者住環境整備事業へと発展さ
300 

せてきました。

200 その具体的な事業のアウト

ラインですが、例えば移動リ
100 フタ一等には機器の購入費と

10 して100万円まで助成が受け

'93 られます。更に、設置工事費、

これは平成 5年から付け加え

られた制度ですが、設置費に

も40万円助成がでます。同様に階段昇降機には

100万円、段差解消機には55万円まで、環境制

御装置には60万円まで、 コミュニケーション機

器には30万円まで助成がでる制度をっくりまし

た。ただし、これは日常'生活用具と同じように

収入によっての自己負担金が発生する場合があ

ります。
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ここで、あるひとりの在宅ALSの患者さん

の朝の生活の一番目をご紹介したいと思います。

現在、人工呼吸器をつけてみえまして、唯一

自分の意志で動かせる首から下の部分は右手の

親指が5皿程度です。それも、約15グラム程度

でしょうか。その指の動きを使って彼の生活が

営まれています。

朝、 6時半、彼はきまってこの時間に目をさ

まします。彼の奥さんは連日深夜にまでおよぶ

介護疲れもあり、この時間にはまだ目をさまさ

れていません。彼は、指先に握りしめたスイッ

チを数回操作して環境制御装置を使ってテレビ

の電源をいれ、朝のニュース番組のチャンネル

に合わせます。 15分から30分ほどご覧になった

後、-!'!テレビを消して目を休め、そして今度

はコミュニケーションエイド、これはワープロ

を搭載しているんですが、それを使って島腕記、

これまで発症から現在までのことをずうっとつ

づっておられます。それに、 1時間ほどむかわ

れます。

やはり、ちょっと疲れるということで-!'!コ

ミュニケーションエイドの文章を保存して電源

を一旦切ります。そして、またテレビの電源を

いれて好きなチャンネルに合わせま衣。丁度そ

の頃、奥さんがおはようと顔をだされます。時

計は朝の 7時半。

これを聞いていただくとわかるように、ここ

では生活が営まれています。彼自身が組み立て

た生活ということが重要だと思います。それを

支援していくというのが私たちの役目だと考え

ています。

彼は、「握りつづけるナースコール」という

小冊子を出されました。その後の彼の様子です

が、病状が更に進行しまして、現在では眉毛を

あげる動作でスイッチ操作をされています。私

たちは生活の流れというが、維持できるかどう

か心配しました。しかし、彼はそれをひたすら

頑張って維持されています。

以上お話ししましたように機器を適切に導入

していくことで、障害を持つ人々の生活を大き

く変える可能性があると思います。日本のリハ

というのはまだまだ病院型のリハの域を越えて

ないと思、います。

利用者の生活の場とか活動の拠点に、こういっ

た行政とか、リハセンターのスタッフが出かけ

ていく仕組みづくりが必要なのではないかと思

います。

どうも、ご静聴ありがとうございました。

原 因: ありがとうございました。地域にで

かけて福祉機器等の利用促進をしながら障害者

の自立、社会参加にむけていこうという試みで

ございまして、特に最後の男性の方のあのスラ

イドは感動的なものがございました。また、後

程話題にしていただけたらありがたいと思いま

す。

それでは、次に第3番バッターといたしまし

て桜井先生にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

障害者の地域生活保障のための空間モデルと現

代的課題

ーバリア・フリー・デザインから

ノーマライゼーションヘー

桜井: ご紹介いただきました福井大学の桜

井でございます。

工学の中で建築を専攻しておりますけど、建

築というものは工学の中で少し特殊な学科でし

て、皆さん建築というのはどこでも目に見て感

ずることができるわけですが、いわゆる建築物

としての構造体をつくるという分野は、力学を

中心とした自然科学、テクノロジーの分野で研

究が進められるわけですけど、こういう構造体

でつくられる内部空間としてどういう空間をつ

くるのか、あるいはそこにどういう意味をもた

せるのか、あるいはその形をどうするのかとい

うデザインの問題ですね。こういったことにつ

いてはテクノロジーというよりも社会科学、あ

るいは芸術に非常に近いという分野になるわけ

ですね。
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そういう意味からいきますと、先程のシンポ

ジウムの中のCBRですか、とりわけハンドヨ



所長のまちづくり、地域づくりのお話は私ども

の立場からいくと非常に関心のある興味深い勉

強させていただいたというふうに思っておりま

す。

と同時に、何か違うというものを感ずるわけ

ですが、所詮我々は、そういう社会学的なアプ

ローチをしつつも、ものづくり屋と言いますか、

ハンドヨ所長のお話の続きを少しご質問したかっ

fこんですが、コンセンサス、あるいはビジョン

というのをあのようなプロセスを経てどうまと

めていくのか、その結果としてどういう『まち』

をつくるのかということを『形』として示すの

が我々の仕事ということで、プロセスだけでは

建築屋にはならないということなんですね。そ

ういう意味で、社会学的なアプローチに注目し

つつ最終的には『もの』をつくらなければいけ

ないという矛盾を感じながら研究をしていると

いう立場の人間です。

そういう意昧で、今日は理路整然とした研究

成果を発表するということはとてもできません

ので、福井のまちづくり、あるいは施設づくり

に関わってきた経験、それと 2年ほど前に、デ

ンマークあたりを少し見てきましたので、そう

いう経験を中心に考えていることをお話しした

いと思います。

スライドをお願いします。

これは、日頃関心をもっております、『まち

づくり』ということはどういうことなのかとい

うことなんですが、一番上は、国際障害者年の

英文タイトルです。ご承知のように権利行動の

主体としての障害者の位置づけの明確化という

ことです。

それから、現在、行政から民間ディベロッパー

まで含めて、『まち』という空聞をつくるとい

うことを一般的に『まちづくり』というふうに

いわれますが、歴史的に見ますと、 60年代、 70

年代まで基本的にはお上が制度として進めてき

た都市計画、あるいは地域開発というものに対

して住民参加、さらには住民主体という運動的

な動きの中で、それらを一つのプロジェクトへ

の参加ということではなくて、もう少し継続的、

日常的、さらには文化的な概念として『まちづ

くり』という考え方が育ってきたということで

すね。

よく「まちづくりや人づくり」というふうに

言われますが、基本的には『まちづくり』に参

加する住民、行政、そして技術者がともに学習

し発達し合う関係と言いますか、そういうもの

を築きあげながら社会そのものを変革していく

んだということが、『まちづくり』というもの

だろうというふうに考えております。

それから、私は「障害者とまちづくり」とい

うふうにいつも言うようにしているわけですが、

まちづくりの運動、具体的にはいろんな側面で

取り組まれています。住まいづくり、あるいは

図書館ですとか、子どもの遊び場ですとか、あ

るいは最近ですと「まちを美しくしよう」とか

いろんな運動があるわけですが、そのーっとし

て「福祉のまちづくり」とか、「障害者のまち

づくり」というものがあるのではなくて、あら

ゆる観点からの『まちづくり』を障害者と一緒

に考えていくという意味で使っております。

これは、一つの集合住宅の写真ですが、『ま

ちづくり』の基本というのは何よりも住まいづ

くりにあるということですね。要するに人間と

いうのは集まって生活をする。地球上、あるい

は都市の中で集まって住む空聞をどうつくるの

かということを考えるための素材として、京都

の洛西ニュータウンにありますユーコートとい

うコーポラディブ住宅、みんなで協同して土地

を購入して協同して建物を建てるという協同組

合方式の住宅づくりの事例ですね。

これは、 48戸ありますけど、住んでいる家族

構成、あるいは経済条件もみんな異なっていま

すから、住宅の規模、間取りというのは全部違

います。それを一つの集合住宅にまとめている

というプロジェクトで4つの特徴があるという

ふうに言われています。
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一つは、自由設計ですね。自分の個性を発揮

して住宅をつくることができる。それも、前もっ

てそういうものをつくってきて、そのプランを

集めて一つのものにするということではなくて、



そのメンバーが集まる過程、あるいは土地を捜

す過程、そしてプロジェクトをまとめていく過

程で、お互いの住まいに対する考え方、あるい

は『まち』に対する考え方を、お互いに議論を

しながらお互いがお互いの個性を発見していく。

それで、お互いに教えられながらそれぞれの個

性を伸ばすことができる。あるいは、そこへ設

計者も絡みながら相互に当初予定もしていなかっ

た自分の個性というものに気がつき、それを空

間化していくということで、実に普通の戸建て

住宅以上に個性のある住宅の間取り、あるいは

形態というものがこの中につくられているわけ

ですね。

そういう意味で、お互いの個性の違い、ある

いは個というものを認め合いながら一つの場所

に共存していくというスタイルの住宅づくりと

いう特徴が一つあります。

それと、もう一つは、安上がりで住んでいる

わけでは必ずしもないわけですが、納得ずくで

お金を投資すること、つまり、プライパシーを

守りコミュニティを形成するためには、どこに

どれだけのお金がかかるかということを議論の

過程で納得して住むことができる。お金の面で

もそういうことがあるということですね。

それと、もう一つは、そういう過程を通して、

一つの人間関係、大きく言えばコミュニティと

いうものを育てながら住まいづくりを進めてい

く。ですから、普通集合住宅ですと、できあがっ

てから突然居住者がでできて「隣は何をする人

ぞ」ということになるわけですが、このプロジェ

クトでは、住む時点では既に一定のお互いの近

隣関係、人間関係というのが成立してお互いの

個性をわかり合っている、というコミュニティ

を育てながらものづくりを進めていくというこ

とですね。

それから、 4番目には、その結果としてです

けど、それぞれ個性ある住宅をつくるだけでは

なくて、豊かな共同空間というものを一つのテー

マとして、ご覧いただけますように例えば「自

然、との共生」という、こういう自然、を 1年聞き

れいに保つためにはどれだけの管理がいるのか

ということをみんなが納得しながら自然との共

生を進めてし、く。

このような自由設計、それから納得してお金

を払う、コミュニティの形成、豊かな共同空間

というような特徴を持っている住宅ということ

を地域の中にどう展開していくのかという一つ

の勉強の材料になるというふうに思います。

続いて正反対の図面がでてまいりました。集

まって住む、それが都市ですが、最近の問題は、

そういう集積のメリットを得るための都市に住

めなくなってきている。都心部の人口がどんど

ん減ってきている、集まって住むための場所で

ある都市に住めなくなってきているという、そ

ういう現状があるわけですね。

つまり、都市というのは人聞にとって何なの

かを問いなおす大きな課題をっきつけられてい

るわけです。この写真は、東京、名古屋という

大都市ではなくて埼玉県の上尾市という中仙道

ぞいの小都市ですね。その中仙道にそった駅前

の都心部が、今の都市計画の制度、あるいは都

市税制のもと、あるいは地価の高騰というもと

では住めなくなってきている状態になってきて

いる。そこに民間業者がはいって地上げされる

と、とんでもない大きいものができて周りがま

すます住めなくなるということが多くの都市で

おこっているわけですね。

そういう中で、この写真のようなプロジェク

トでもともと住んでいた人が住みつづける住ま

いづくりをしているわけです。ここには、不在

地主もいますし地主もいますし借家人もいます

し借地人もいます。いろんな権利関係を持って

住んでいるわけですが、それらの権利が移動す

ると地価が顕在化します。そうすると高くなり

ますから、結局出ていかないといけない。いろ

んな権利関係の人が共同で、住む人も住まない

人も含めて共同で建て替えることによって、も

とと同じ条件で住めるという智恵をしぼってい

るわけです。
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それを行政もいろんな制度で工夫してサポー

トしてし、く。自分たちの家を建て替えるだけで

はなくて公営住宅の延長上にある『地域特賃』



という住宅を上乗せして、もともと住んでいる

人の建設負担を軽減する。なおかっ、その住宅

の管理を県の住宅供給公社が責任を持っておこ

なうとか、「都市に住みつづけるためにはどう

したらいいのか」というコンセプトのもとでコ

ンサルタント、設計者、そして行政、あるいは

地元の銀行まで含めて、共同してできあがった

作品です。最近は『上尾方式』といいまして全

国的に有名になっているプロジェクトですけど、

この上尾の中でもづづいて 2番目 3番目のプロ

ジェクトが隣接して展開していっております。

以上二つの事例でご紹介したように、『まち

づくり』の基本というのは都市に住むための場、

とりわけ集まって住むための場をどうつくるの

かということを基本に考える必要があるという

ふうに思います。

そういうことを基本に据えながら

「障害者とまちづくり」ということ

を考えていく場合の基本的な概念と

して整理した図ですが、まん中にあ

りますように障害者の『発達保障』

ということを空間の問題としてとら

えた場合、それは基本的には『地域

での生活』を保障することであろう

考えております。

コミュニティというものが形成される必要があ

り、さらには、交通情報手段の改善によって自

らの欲求に応じてそうした生活圏を広げていけ

る可能性が用意されているというモデルを考え

るべきではないかということです。

このような 2つの生活空間核を持つという考

え方は、福井のまちづくり運動の中で教えられ

考えてきた概念ですが、デンマー夕、アメリカ

等で普及してきたノーマライゼーションの概念

の中でも、例えば「生活の条件として住居の条

件と仕事の条件と余暇の条件を分けるJという

ことをうたっているわけですが、それなども空

間的に表現すれば、先程言いましたように労働

と住まい、その周りに生活圏を形成するという、

空間的に言えばそういうふうに表現できるので

/戸ーー一一一一一一一一 一ーー、¥

地域での生活を保障するためには

『住む場』の他に、もう一つ『主要

な発達的働きかけの場』と書いてあ

りますが、人々のライフステージの

中で主要な課題をつくりだす空聞を

1 、鉱大 r-r-;:;-J. ..." "，. ， 
1 、 J ~拡大 _/  

別に、例えば保育とか教育とか労働

とか医療とか、そして就労からリタ

イヤした高齢者の日中の生活の場、

あるいは重度の障害者の日中の生活

の場をどうするかという課題がある

かと思いますが、そういう 2つの空

間核を基本的には地域の中に分けて

持つ、なおかっ、その連携がはから

れるという関係をどうっくりだして

いくかということが基本で、その周

りに文化的な観点から豊かな環境、

1¥仁一二二;J/

ADL. 

8舗や都市環境がつ〈
1)111す飽力障害.つま。
強鏑的パリ Tー肉~.

健常者
の得合

楓飽レベル

この図は歩行・食事とい唱た日常生活飽力の全体像についての概念国である.

lsll・表象などの飽カは別である.身障者の日常的な絶えざる努力と鱒駒具の改
普がある限!I.ADLは健常者のそれに次第に緯遺していき克服審れてい〈方向

にある.そしてますます，建策的，主日アーの存獲が問題観されてい〈のである.

図2.障害の概念と建築的バリア
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はないかと考えております。それから、その下

にありますノーマルな生活リズムの形成、これ

も生活空間核を一定のリズムで往復することに

よって、そうしたリズムというのはつくられる

んではないかというふうに考えております。

この写真は、ご承知の方もおられると思いま

すが、昭和4畔頃に無認可の施設としてはじまっ

た福井の[ハスの実の家」という重度の施設で

す。基本的には当時どこでも受けいれられるこ

とのなかった仲間たちを一般住宅で受けいれる、

その中でのこういう家庭的な生活が展開されま

した。

それと近くでの民間の建物を借りあげてつくっ

た日中の生活の場としての作業所、そこでの労

働という 2つの生活空間の核を確保して福井の

商居街を通って毎日基本的には往復する。歩い

て10分ぐらいの距離ですけども、そういう生活

のリズムがありました。

もちろん、この「ハスの実」の運動について

は青木園長をはじめ職員の皆さんの様々な努力

があるわけですが、それにも増してこういう地

域の中でそれも『まち』の中を一定のリズムで

生活を展開してきたということが地域とのコミュ

ニケーション、さらにはその地域の皆さんの理

解と運動に対する支援ということを勝ちとるこ

とに基本的にはつながっているんではないかと

いうふうに考えられるということです。

それが、 80年代のなかぽになりまして、諸般

の事情もあり法人認可をするという運動に取り

組んだわけです。土地捜しからはじまって展開

したわけですが、基本的には現在の制度のもと

では、先程も都市には住めなくなったと言いま

したが、市域外へ出ざるを得ないということで、

福井のまち中から車で30分ほどの芦原温泉があ

るまちに移らざるを得ないという状況の中で運

動を展開しているということですね。

その中で、これは私が設計に携わった図面で

すけど、基本的には最低基準というのがあまり

にも低い、ある意味では極めてよくできている

わけですが、必要とされる諸室というものを並

べるとおわってしまうということ、それから措

置規準を含めた職員体制との問題で建築空間と

の矛盾が生じざるを得ないということを痛切に

感ずるということですね。

それと、設計上の課題としては空聞をつくる

場合に、人間関係をどう形成するかということ

で、とりわけ障害者同志、あるいは障害者と職

員との集団形成をどうするのかということにつ

いて、限られた条件で一定の集団形成を空間的

にはかろうとしますと、その科学的根拠という

ものを明解につかむ必要があるなというのを感

じます。つまり、日本では最低基準の問題、あ

るいはその職員体制の問題というものが豊かな

生活空間をつくる大きなネックになっていると

いうことと、理論的にはその集団という問題を

空間との関わりでもう少し解明する必要がある

というふうに考えています。

これから、少し話が飛びましてデンマークの

居住施設の実情ですが、デンマークにもいろん

な居住空間、必ずしもいわゆる『施設』が全で

なくなったわけではなくて、様々な居住空間が

用意されています。

これは、かなり重度の重複の障害児のための

施設ということで定員30名ほどに対してフルタ

イムの職員50名、パートタイムも含めて80名の

職員で対応しているもので、いろいろ紹介され

ているように豊かな個室空間とか、共用空間と

かもあるということですね。

これは、高齢者のケアっき住宅ということで

すが、デイセンターに隣接した長屋形式の住宅

に夫婦、あるいは単身で住んでおられるという

タイプの居住空間。これは、小規模居住施設、

『ペンション』といわれている20数名の小規模

の知的障害者生活施設です。丁度、職場から帰っ

た後の余暇時間という雰囲気の場面です。全体

で20数名ですけれど、 4、5人ずつの分棟形式

で、それぞれの中に個室と LDK空間をそなえ、

かっ全体としての食事レクリエーション空間を

他にそなえているというものです。

これは、そうしたところからさらに自立を目

指して、こういう一般民家を借りうけて、 4、

5人で生活をするというグループホームの形態
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というようなものです。一般のアパート、住宅

にも住んでいるわけですが、そうしたところに

対しOTの判断で、必要な住宅改造が自治体の

責任で全て行われるということで、こういう一

般住宅に対しでも住宅改善が進められています。

これらから教えられることは、基本的に多様

なメニューが用意されていて、どこに住んでも

同じ人権、個性やプライパシーというものが保

障されると、あとは自らのライフスタイル、あ

るいは家庭の事情等で自らが自己決定して選択

をするということで、いわゆる近隣住区、学区

程度の範囲の中で選択できる住居が用意されて

いて、一長一短があるということではなくて、

基本的にはどこに住んでも同じ権利が保障され

るという条件の中で自己決定がなされるという

ことですね。

その中の近隣のおとなの施設として、こうい

うものもあるという事例なんですが、これは民

聞のビルを県と市が借りあげて、位置づけとし

ては県のアクティビティセンターというような

形になっていますが、いわゆるレストランのよ

うなカフェとブティック工房と 2階にたまり場

的なスペースがあります。これも知的障害者の

施設ですけど、これが、 1階のカフェ部分でディ

スコをやったりパーティ等をしたり、あるいは

ディスカッションの場になります。ここで働い

ている人は 2人ほど職員の方がおられますが、

4、5人の知的障害の方が実際にここで働いて

いるということです。これは、手前が工房で、

革製品とか人形をつくって、むこうの道E矧IJが、

いわゆるお屈になっているという働く場をかね

た集まる施設ということです。これは、 2階の

何のことはない普通の住宅の居間のような空間

なんですが、グループホームをで出て地域にで

ようとする人が、いろいろ心配事・悩み事をか

かえた時に、ここへ来て先輩に聞く、あるいは

職員に聞くというような形でのアドバイスをう

ける空間になっているということです。

注目すべきは、これらが一応会員制をとって

いまして、自分たちのアイデンティティを確認

する場であり、独自の文化をつくる場であると

いう点です。地域の中にインテグレイトされな

がらこの施設そのものは、こうした自分たち自

身の集団形成の場になっているという意味で、

インテグレイトという側面と個性を確立してい

くという側面を地域の中で統一している場所と

いうふうに言えるということです。

これは、同じように子どもの施設ですが、日

本では学童保育にあたる放課後施設、児童館で

す。こういう児童館の中に障害児もはいりこん

でいるわけですが、基本的には学区の子どもは

一般的には自転車で来るわけですけども、障害

児については学区の子と、もの中だけですと人数

的にかえって埋没してしまうということがあっ

て、一定程度いくつかの学区から集めて障害者

としての集団をっくりながらインテグレイトし

ていくという形で運営しているということです。

ここにも「インテグレーション(統合)Jと

「独自文化」の微妙なバランスがうかがわれま

す。 ちょっと時聞をオーバーしまして申しわ

けございませんでした。

原 因: どうも、ありがとうございました。

本来ならば、もっと聞きたいところなんです

けど、時間の持ち時間が決まっておりますので、

あえて降壇をしていただきましたのでお許しく

ださい。

それでは、次に第4番バッターとしまして、

小田先生にお願いしたいと思います。

障害者の雇用と就労のための環境整備

小 田: 太陽の家の小田と申します。

太陽の家というところは、今から約30年前に

大分県の別府市に障害者数人が集まってつくっ

た障害者が働く工場です。現在、 3か所ありま

して、別府地区と愛知県の蒲郡市ですね。それ

と京都の 3か所で障害者が今1060名、健常者が

480名、合計1500人以上の人が働いたり生活を

する場になっております。
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経韓については、今年の 6月に少年マガジン

に太陽の家の漫画が連載されまして、単行本に

なっていますのでご存じの方もいるかと思いま



(表 1)共同出資会社

オムロン太陽鮒 (1972 ) 

ソニー・太陽鰯 (1978) 

ホンダ太陽鍋 ( 1981) 

三菱商事太陽鍋 ( 19悶)

デンソ一太陽側 ( 1984) 

オムロン京都太陽鋤 ( 1985) 

ホンダ R&D太陽鮒 (1992) 

す。

太陽の家の基本的な考え方というのがレジメ

にも書いてありますように、「世に身心障害者

はあっても仕事に障害はありえなしリというこ

とです。この理念を実現するための方法論とし

て、そこに 4つ書いてあります。

こういったことを方法論としてやっているわ

けですが、 3番目の「慈善ではなく競争原理で」、

本来はコマーシャルベースでということを書い

ていたんですけど、これは障害者同志を競争さ

せるという意味ではありません。

要するに、一般企業と競争しようということ

でして、つまり納期とか品質とか価格において

一般企業と競争できるだけの力をつけようとい

うことになります。太陽の家の特徴としては協

同出資会社を持っているということです。

これは、太陽の家といろんな企業が資本を出

し合いまして会社をつくっています。そこに、

障害者がたくさん雇用されているわけです。

企業は、生産関係の部分を責任を持ってやり

ます。太陽の家は、健康管理とか生活支援とか、

そういったところを担当するわけです。

このグラフにもちょっと書いてありますよう

に、そういう協同出資会社という雇用の場にた

くさんの障害者が雇用されまして、 92年には雇

用されている障害者の方がいわゆる授産所で訓

練を受けている障害者よりも多くなってまいり

ました。

ここで、職業能力ということをちょっと考え

てみたいと思うんですけど、いわゆる職能です

けど、これはいろんな定義の仕方があると思い

授産施設

重度・身障・通所

( 174 ) 

企業・施設の相互関係

ます。太陽の家の今までの経験からしますと、

だいたい 5つぐらいの要素があげられまして、

一つ目が意欲、 2つ目が知識とか学力ですね。

3番目が身体機能、体力とかいったこと、 4番

目が適応力とか情緒ですね。それから、 5番目

が環境ということになります。

この 5つがありますけど、環境というのはそ

の他の 4っとは全く違っています。どういうこ

とかと言いますと、意欲とか知識とかは本人の

中にあるということですね。ところが、環境と

いうのは、本人の外にある。そこが決定的に違

うわけで1す。

そもそも人を変えるとか人の能力を開発する

というのは非常に困難なことでして、これは皆

さんいろいろ経験されて、そこら辺はよくわかっ

ていると思いますけども、環境というのは本人

の外にありますから、それは手がつけやすいわ

けです。手がつけやすいだけではなくて改善効

果が非常に大きいということです。

障害者の就労を考える時に、この環境を変え

るということが非常に大切なことになってきま

す。では、環境というのはどういったものがあ

るか、どういう構造をしているかということに

なりますが、これもレジメの方に表が書いてあ

ります。

その作業者とか集団とか、こういう階層構造

になってまして、作業者というのは作業者の体

に直結した環境ですね。作業姿勢とか自助具と

か治工具とかいったものです。それから、集団

というのは、作業をする人たちが集まってっく

りだす環境です。これは、障害者だけではなく



要素 内容

作業姿勢:障害に応じた最適の姿勢を確保する。
作業者 自助具 :日常生活を便利にする道具の利用。

治工具 :生産活動に必要な機械器具の利用。

ライン構成:ラインの形状、システムをどうするか。

集 団 適性配置 :障害・健常作業者をどのように組み合わせるか。
適性配分 :誰がどの仕事をどれくらい担当するか。

全体環境 1.段差がない。

2.通路幅の確保。
3.身障トイレの確保。

制度的環境 1.勤務時間の自由度。

2.時間に拘束されない生産システム。

て、健常者と障害者の組み合わせとか、 Aさん

Bさんをどこに座わらせるのかといった問題に

なります。それと、全体環境、これは建築環境

と言い換えてもいいと思います。

基本的には、そこに段差がないとか 3つあげて

いますけど、この 3つが基本的なものになりま

す。

それと、最後の制度的環境。これは、例えば

フレックスタイム制とかパート勤務。日本では

なかなかパートということが市民権を得ていな

くて、スチュワーデスさんの問題を労働大臣が

かみついたりしましたけど、要するにフルタイ

ム働く人だけが労働者なのではないという認識

ですね。できる時間、できるだけ働くという考

え方です。

それとか他に在宅就労ですね。こういった働

き方、こういったものが制度的な環境といえま

す。

こういった環境の他に障害者の就労を支える

要素としては、その他に健康管理ですね。それ

と、住宅というのがあります。

健康管理について言いますと、最終的には自

己管理、要するに障害者本人が自分の主治医に

なると、そういったことが可能になるように、

そういった環境を準備するということが大切に

なってきます。

ここで、スライドを見ていただきたいと思い

ます。

これは、 20年ぐらい前の写真です。巻き尺を

つくっているところです。このモーターのスイッ

チをいれたり切ったりして巻き尺をここに巻き

こむわけです。本来は、この機械はフットスイッ

チですね。足で踏むスイッチでモーターを動か

したり止めたりしていたんですけど、この方は

足が使えないということでどうするかというこ

とで、ここにリミットスイッチがあります。こ

のリミットスイッチをこのレバーで肘でつくわ

けですね。こういった工夫を太陽の家は開設当

初からずうっとつづけてきたわけです。

これは、サリドマイドの後遺症のある方です

けど、両上肢ともリーチが非常に短くなってい

ますので、この人のリーチ範囲内に仕事の範囲

をもってきているわけですね。机を切り欠いた

りして、コンベアになっていて部品が流れるん

ですけど、接近できるようになっています。そ

れから、ここに部品がありますけど、これも自

動的に供給されて、すぐ手もとまで自動的に送

りこまれるようになっています。こういうこと

は、仕事ができるようにする工夫です。

これは、この方は身長が非常に低い方でして、
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普通の作業いすに座わりますと、膝を伸ばして

も背中がパックレストにとど、かないわけで‘すね。

うしろにピタッと座りますと足が伸びたままに

なって疲れる。どうするかということで、フッ

トレストと背あてを追加したわけです。こういっ

た工夫です。

これは、今のいすです。この方は身長が110

咽ぐらいしかありませんので、長下肢装具をつ

けています。座わるにも座面にとどかないわけ

です。ですから、どうするかということで、空

気圧を使って座るところが上下する椅子をつくっ

たわけです。座る時には床から30咽のところま

でさげて、そこに乗ってもらってスイッチをい

れて50咽のところまでもちあげるんです。こう

いった工夫で作業姿勢を改善したわけですけど、

これは 6年ぐらい前につくったやつなんです。

ところが、今また問題がでできていまして、

この作業だけをこの人がしていればいいという

状況でなくなってきたんです。できるだけいろ

んな仕事ができるようにという要求が企業の方

からもでてくるわけで・す。本人もこのいすを動

かすのにはちょっと力がいるんです。一応キャ

スターをつけているんですけど、空気の供給源

を切り換えたり人の手がかかるので、そういっ

たこともひとりでしたいという要求がでてきた

わけです。

日本の産業界は空調化ということで仕事がな

くなってきていまして、より能力を求められて

きているわけです。

そういった 2つの要求があるものですから、

また別の新しいいすの設計をやっています。

障害者の雇用が進みますと、どうしても住宅

が必要になってきます。これは、太陽の家の中

にあります福祉ホームです。全て車いすの人が

生活できる構造になっていまして、夫婦用が3

戸、それから単身者用が57戸の住宅を持ってい

ます。これでも、まだ足りないんですね。民閣

のアパートとかマンションをどんどん改造して

生活できるようにやっているわけです。これは、

福祉ホームの中の台所ですね。車いすで使える

ようになっています。

これは、今、建設中の新しいホンダ太陽、ホ

ンダと太陽の家が共同出資してつくった会社な

んですけど、それが来年の 4月オープンという

ことで建設中の工場です。これ全部敷地で4万

4000nfあります。これが、工場棟、ここが食堂

棟、あとカラオケルームとか管理棟。ここが住

宅になっています。

一応、ここは180名体制ということで計画を

しているんですけど、ちょっと離れたところで

すから、住宅が確保できないわけです。単身者

用の住宅と夫婦用の住宅を同時につくろうとい

うことで、総工費が21億だそうです。これが、

工場がはいるところです。これが、住宅棟で、

これが家族用です。こっちの長屋になっている

のが単身者用です。

こういった工場をつくる時点から住宅を確保

するというのは、非常にありがたい話です。

ところが、ありがたいんですけど、同時に矛盾

もーっかかえこんでいるわけです。どういうこ

とかと言いますと、社宅ですから定年退職した

ら出なくてはならないということです。定年退

職、 60才で退職して、例えば車いすの人が民間

のアパートを見つけられるかという問題があり

ます。その課題も内在した取り組みになってい

るわけです。

太陽の家は30年近くなりますから、太陽の家

の周辺には退職して近くに家を建てたりアパー

トに住んだりマンションを買って生活をしてい

る方がたくさんおります。第2のふるさとになっ

ているわけです。

最後に、現在太陽の家が持っている課題とし

て3つあります。

一つが、より重度の障害者を雇用していこう

ということですね。そのために、どうするかと

いうことです。対策は勤務体制を変えるとか、

私たちとか企業の生産技術の人とかと一緒に生

産性をあげる努力をするとか、そういったこと

でより重度の人を雇用していこうということが

一つです。それは、非常に難しくなってきてい

るというのが現状です。

それから、次に働く意志はあるんだけど、ど
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うしても社員になれない人たちがいるというこ

とです。これは、ひとり雇用しますと年間600

万円かかりますから、企業はぺイする人しか雇

用しないわけです。そうすると、いくら意欲が

あっても企業ゆえに採用されない人がでてくる

わけです。そういう人たちは、例えば授産施設

でずうっと生活するのかという課題ですね。そ

ういった人たちのQOLをどう向上させるかと

いう問題が一つあります。

それから、 3番目の問題は高齢化の問題です。

これは、雇用された障害者にしろ、授産施設と

かで生活する障害者にしろ共通の問題です。高

齢化の問題は住宅を解決しない限り絶対に解決

しないんです。私は、福祉の基礎は住宅である、

住宅は福祉の基礎であるとずうっと主張してい

るんですけど、住宅改造とかを手がけていまし

て、いつも思うことはなんでこんなつまらん仕

事をせないかんのかということです。

はじめから、きちんとしたトイレとかお風目

とかがあれば、こんなつまらん苦労をせんでい

いのにと思うんです。今のマンションなんかほ

とんどそうですね。絶対に車いすは使えません。

ワンボックスみたいになった、こんなものに私

たちがいくら智恵をしぼって生活ができるよう

にしてもマイナスの改善と言いますか、つまら

ん仕事をしていると思うんです。それと、こう

いった住宅の問題というのは、決して障害者だ

けの問題ではないということです。これは、健

常者でも全員の問題です。

私は、これをずうっと言っているんです。そ

うしないと他人事なんですね。障害者のためだ

とか、そういったことをすると全部人事なんで

す。ところが、住宅というのは生まれて死ぬま

で絶対にそこから離れられないんで‘す。これは、

健常者でも障害者でも同じです。

こういったことを健常者と今言っていても、

いつ障害者になるかわからないし、年をとって

いくと絶対に障害がでできますからね。これを

解決するのは簡単な問題だと思うんです。

例えば、建築基準法の中で最低基準をトイレ

は必ず車いすが使えるようにしないと建築を認

めないとか、お風呂は車いすでも十分使えない

とだめだと、はじめからそう決めてしまえば簡

単な話なんですけど、それをやってないからこ

れだけみんな苦労をしているんだと，思うんです。

そういったことは全て健常者を含んだ問題であ

るということを私は強調して話をおわりたいと

思います。どうも、ありがとうございました。

原 回: どうも、ありがとうございました。

4人の方々に発表していただきました。

ここで司会の方を三田先生にバトンタッチい

たします。よろしくお願いします。

三 回: 原田先生は、現在は私どもの愛知県

心身障害者コロニーの副総長の責務におつきに

なっていらっしゃいます。それでは、よろしく

お願いします。

障害者の自立と社会参加を促進するために

一障害者のよりよい生活環境を目指してー

原 因: 今、 4人の先生方が、まさしくテク

ノロジーの問題から、特に障害者の自立、社会

参加ということでお話をいただきましたので、

私は行政の立場から、今の話と関連させながら

こんなふうに考えるということを15分の間でお

話ができたらと思っております。

私のタイト Jレは、「障害者の自立と社会参加

を促進するために」ということで、副タイトル

は「障害者のよりよい生活環境を目指して」と

いうことで指げさせていただきました。

私は、障害者の福祉の目標というのは、障害

者のハンテ'ィキャップを補いまして、普通の生

活の維持を確保してあげるということだと思い

ます。普通の生活というのは、実に簡単な言い

方でございますけど、その普通の生活を障害の

ある方たちがやれるような施策、条件整備をし

ていくということであります。住みなれた地域

で、家庭で、安心して暮らしていけるというこ

と、そして可能な限り自立して、積極的に社会

参加をしていくということ。そして、普通の人

というのは、障害を持たない人ということにな

るわけですけど、その人たちがあたり前に住ん
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でいる、そういう生活水準までに障害者の方々

を援助してあげるということが大事なことであ

るし、それが窮極の目的であると考えています。

そのためには、まず一つには障害者自身の機能

の回復を図るというのがあります。

それから、その機能の回復をはかりながら、

かっその障害のハンディキャップを補充してや

るための福祉機器であるとか、あるいは補装具

等の開発をしていくということがもう一つあり、

さらにそれを使いながら生活をしていくための

物的な環境樹首ということも同時に合わせてやっ

ていくことがあげられるということです。

そして、先程小田先生が申されましたように、

この問題はとりもなおさずこれからやってくる

私たち自身が高齢化していく、その高齢に自分

自身がなった時に、実は自分自身がまた障害者

になるということを前提条件において福祉を進

めていくという認識がそれぞれの国民になくて

はいかんではないかということを私はいつも言っ

ているわけで、この障害者問題は実は高齢者問

題と全くそれをーにしている。高齢化社会の福

祉問題は障害者に原点ありというふうに私は思っ

ております。

そういうことを念頭におきながら、障害者の

自立、社会参加ということをどういうふうに見

ていったらいいのか考えてみたいと思います。

まず、その方策のーっとしては、障害者自身へ

のアプローチということで考えていきますと、

障害者自身の直接自立に関する支援、要するに

「目立支援」の側面と、それから介護する方々

の負担の軽減ということからみる「介護支援」

という側面があるんではないかと思います。

それから、もう一つは、それを取りまく環境

の整備をどうするかということであり、先程話

がでておりました、桜井先生や小田先生の住宅

問題であり、まさに環境整備のことであります。

それから、そういう環境整備と障害者の機能

のハンディキャッフ。を補ってやった上で、更に

私は障害のある方々が本当に生甲斐を持って社

会参加をしていくということが大切だと思いま

す。まさに「太陽の家」の中村先生が主張され

ました、就労することでお金を稼ぎ、税金を払

い、我々は負担をかけている者ではなくて、社

会に貢献していく立場に立っていくんだという

労働の問題というか就労の問題を、絶対になお

ざりにはできないと思います。こういった大き

な問題の解決の方策として大きく 3つの側面か

ら考えられるんではないかと思っております。

まず、一つに、その補装具等の福祉機器の開

発普及については、どう考えたらいいのかとい

うことでございますけども、その 1は、まず利

用者の多様なニーズをどうやって把握していく

のか。視覚障害者、聴覚障害者、体幹障害者、

内部障害者、いろんな障害の多様なニーズをそ

の補装具なり福祉機器なり、そういう器具のニー

ズというものをどうやって、把握していくのか

ということと、その把握した結果、それにマッ

チした器具、機材、そういったものをどういっ

た格好で開発していくかということが、今ほど

話がでていたことになるわけでございます。

それから 2つ目に、そういった開発者、開拓

者のたゆまぬ地道な熱っぽくて、しかも持続す

る研究のその熱意というものを、あくまでもつ

づけていただきながらいいものをつくっていた

だく。障害者のそれぞれのニーズに合ったもの

につくっていただくためには、そういう熱意と

同時に、それをパックアップしていくような公

的な補助というものを考えていかなければいか

んのではないかと思います。

それから、 3つ目には、供給するサイド、要

するに製造したものを障害者に利用していただ

くためには、障害者に本当に喜んでいただける

いろんな器具、機材を良質で、安価で、しかも

的確に商業ベースに乗せないことにはだめです

ので、商業ベース、経済ベースに乗っけた上で、

それを供給していくというようなことを考えて

いかざるを得ないではなし、かと思います。
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それで、具体的にどういうふうに考えていっ

たらいいかということを私なりに考えてみます

と、開発、開拓するその促進の方法としては、

一つには民間の方々の今までの研究があります。

そういったものに助成制度を考えていく必要が



あるのではないか。すぐできるかと、うかは別で

す。

2つ目は、国立リハビリテーションセンター

であるとか、あるいは工業技術院等で、今、い

ろいろと研究がなされてきております。更に重

点的にそこでやっていただくということも一つ

あると思います。

それから、先週、兵庫のリハビリテーション

センターを叩年ぶりに見させていただきました。

非常に立派な病院になっておりましたし、周囲

には研究所もございました。もうすぐ研究所の

建てかえをするということでございましたけど、

そういった地方のリハビリテーションセンター

と中央とが上手に連係をとりながら、技術の開

発に更に努めていくことも必要ではないかなと

思います。

さらに、具体的な話でいきますと、福祉器具

補装具や、日常生活用具といったものの展示セ

ンターをあっちこっちにつくって、そこに出来

た製品を展示していく必要があるのではないか。

それは、皆さん方にも理解をしていただくと同

時に利用者にも理解をしてもらい、それから今

まで無関心だった人たちにも理解をしていただ

くのです。例えば、我々愛知県にもございます

けど、社協の l階に大々的に展示をしておりま

す。あるいは、老人関係であれば、介護支援セ

ンターを何ヶ所かつくろうとしていますが、そ

ういうところにいろんな機材を展示して見てい

ただくということも必要であろうと思います。

それから、 3つ目は、家庭奉仕員なりホーム

ヘルパーといわれる人たち、あるいは保健婦さ

ん、そういう方々が日常いろいろ活動していらっ

しゃいます。そういう器具を使っていただいて、

それの良い・悪い、 PRなり批判なりをおおい

にやっていただくというようなことも必要なの

ではないかと，思います。

それから、 4つ目は、そういった器具ができ

て、こういうものが使われている、こういう新

しいものができたということを情報収集ができ

るような情報システムセンター、これは愛知県

の社協にもございまして、それは、市町村の社

協と結ぼれておって、そこでいろんな情報を得

られるということで、インプットを広げていこ

うという試みをしていますけど、そういう情報

システムにしていく必要があるじゃないかと思

います。いろんな機材、器具、日常生活用具、

など多品目の器具が並べられリストアップもさ

れており、そういう中から選択ができるという

ようなことをやっていく必要があるんではなか

ろうか。

5つ目に、マル適マー夕、この福祉機器は使

い易いですよという標準化、マル適マークのよ

うな制度も更に充実・拡大していく必要があろ

つ。

6つ目、社会福祉施設にどんどん試作品とし

て導入する。導入した場合にそういった補助制

度的なものも地方公共団体あたりで試してみる。

これが、なかなか予算措置ができないんです。

やりたいという業者がたくさんいらっしゃいま

す。しかし、なかなか社会福祉施設には県がO

Kという格好で紹介するということが極めてや

りにくい状態になっているのが現状です。その

辺を上手にクリアしていかなければいかんだろ

うと思っています。

7っ目は、アフターサービスをきちんとやっ

ていただいて、注文があって使ってみて悪かっ

たら、それを必ずなおしていくような、そういっ

たアフターケアみたいなものをきちんとしてい

ただく。

最後に、地方公共団体なり固なりがこういっ

たものに対して補助制度というものを広げてい

くということも必要であろうと思います。

国民の意識において、こういうものを使って

いくことが大事だということをますます意識さ

れていくことが必要じゃないかなと思います。

これが、補装具関係です。

次に、住宅・生活環境の方ですが、これは現

在「人にやさしいまちづくり条例」、これも大

阪、兵庫が先進県でございまして、愛知県もこ

の9月議会で全国で3番目に告l庭いたしました。
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こういうことによって、今、桜井先生が申さ

れたようなこと、あるいは小田先生が申された



ようなことを、実際に実効あるものにしていこ

うということで、条例の中にその精神をうたい

スロープをつけるとか段差をなくすとかエスカ

レーターをつけるということまで規定をしてお

ります。

さらにそれを、具体的にするために、今ここ

にもってきておりますけど、「人にやさしいま

ちづくり整備指針」、こういったものをつくり

まして、例えば道路をつくる時には障害者の車

いすに配慮してほしい、新しい建物をつくる時

には障害者の方々が利用しやすいようにエスカ

レーターをつけてほしいし、ドアも広くしてほ

しい。それから、公園はできるだけ急坂のない

ところがよろしい。あるいは、電車等に乗った

時には視聴覚障害者には案内がきちんとわかる

ようにしてほしいという具体的な整備方針をこ

こにもりこんで、これをもとにして民間、公共

団体はつくっていこうという時代になりつつあ

ります。

それから、 3番目に、そういった個人へのア

プローチと、個人をとりまく環境の整備と就労

の促進ということで、働いてお金をいただいて

必要なものを買い、課せられた税金を払ってい

くことによってひとりの人間として社会に参加

していくプライドと自信をもっということになっ

ていけば、当然障害のある方たちの職場の確保

ということが大きな課題になります。

そういうことで、今、行政としては一番障害

の重い人たちには小規模の授産施設をあっちこっ

ちにつくっていこう。そして、できるだけ働い

ていただこうとしています。

幼少時から障害が発見されてリハビリテーショ

ンにのっかりながら学校教育をへて社会に出さ

れた時に、家庭の中で 1日を暮らすということ

であっては、これは今までの教育が何であった

のか、今までのリハビリテーションが何であっ

たのかということになるわけで、必ず何かの仕

事に就きながら働けるということが非常に大事

なことであると，思っておりますし、そういう方

向で整備をしつつあります。

それから、もう少し程度がよくなれば、授産

施設に入れるようになっておりますし、次には

福祉工場として「太陽の家」と同じような形で

生産に従事し、福祉的な措置も受けながら、か

っ労働の意欲も高めていくような施設整備が進

みつつあります。

それから、労働部にいけば第3セクターで重

度障害者の工場ができております。

それから、一般企業では、法定雇用率1.6と

いうことで、それに達するように今民を一生懸

命にたたいておるという状況であります。障害

があってもできる限り働いていける条件整備を

していこうという状況になっております。

最後ですが、いろんな制度がございます。

ここに書いてございますけど、自立社会参加

への諸施策としては、補装具の交付であるとか、

日常生活用具の給付であるとか、自動車の改造

であるとか、住宅整備資金の貸付であるとか、

旅客運賃の割引であるとか、あるいは手当・年

金、税の減免、医療費の公費負担、ありとあら

ゆる制度ができておりますけども、それが全部

完備ということではございません。

特に、補装具であるとか、日常生活用具という

ようなものは実にちまちましたものであって、

先の先生方が発表されたようなものはきちんと

した格好で公的補助としての品目の中になかな

かはいってきておりません。

そういうことでありますので、その辺の拡充・

拡大をしていく必要があると思います。

いろんな諸団体にいろんな器具を使っていただ

いて、それを厚生省なりに陳情申しあげるとい

うことも大事なことだと，思います。中央社会福

祉審議会では、その器具なり補装具が適格で安

くて、そして公平で普及に可能であるというよ

うなものは、それぞれ公的補助の品目に加えこ

んでいき、厚生省ではそれを予算措置をしてい

きます。
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そこではじめて更生相談所であるとか、ある

いは民生課の窓口でそれが交付されるという状

況になると思います。だから、そういう要求を

主張していく必要があると思います。

一方では、行政機関が積極的にそういうこと



に対してきめの細かい配慮なり気配りをしてい

く必要もあると思います。

それから、もう一つは、障害者自身が積極的

にそういう器具、機材、福祉に関するそういっ

たものを利用していく。それから、介護にあた

る人たちもできるだけそういうものを利用して

いくという意欲の問題もあると思います。

この障害者問題というのは、冒頭に申しまし

たように老人問題というか、高齢者問題と絶対

に切り離せない問題であって、老人問題を語り、

高齢者の介護問題を語る時は、必ず障害者のノ

ウハウがベースになっております。

そういうことであって、この障害者問題が高

齢者問題をクリアしていくエネルギーの原点で

あるという認識に立てば、もっと補装具なり補

助器具なり環境整備なりは、これから絶対に後

退はないと思います。進めていかざるを得ない

という事態になっていると思います。 4人の方々

の報告を取りいれながら私なりに整理をさせて

いただきました。

どうも、ありがとうございました。

質疑

一 回: 原田先生、ありがとうございました。

皆さんの方からご質問があれば質疑応答とし

て残りの時間10分を使わせていただきたいと思

いますが、いかがでしょうか。

質 問: 私は、瓶を洗うリサイク lレセンター

で働いているものなんですが、山形先生に質問

です。ビデオにありました障害を持った方がテ

レビの端末を見ている場面がありましたが、そ

の方が目が疲れるとか、そういう意志表示をさ

れているんですか?

山 形: お答えいたします。これは、そんな

に何時間もやるという問題ではなくて、今のと

ころは実験でやっておりまして、せいぜいひと

り20分ぐらい使ってみて使い勝手がどうかとか。

個人個人によって会話のしたい内容が違いま

すので、僕らの考えとしてはハードディスクに

個人用の絵と言葉をいれておいたものをつくっ

て個人個人でそのハードディスクを変えるとい

う。その時に、どういうことが必要かという言

葉の研究をしています。

これ本気でやることになりますと、国語とか

言語学の先生が一緒にはいってくれれば大変い

いので、今のところは技術屋と、もうひとり S

Tの方がはいって研究しています。

今のところ 3語までは自動翻訳することになっ

ておりますが、 4語、 5語ということになりま

すと言語学、国語学の研究者をいれてどういう

語順でやるのが一番いいのかとかいうことを考

える必要があります。

もうーっつけ加えますと、カラーと白黒と両

方やってみているんですけど、どうしてもカラー

という要求が強いのです。障害者の多くは目も

悪いわけですから、なるべく画面は大型で軽く

安くということで大変矛盾した要求を今追及し

ているところです。

三 国: いかがでしょうか。はい、どうぞ、。

質問: 豊田市の福祉事業団で理学蹟法士で

すけど。最後に話された原田先生に一つだけお

伺いしたいんですけど、広い意味での福祉基盤

整備のことをおっしゃってくださったと思うん

ですけど、その中で装具の関係で、いろんな話

をしてくださいましたけど、補装具に関しては

レンタルということが一つあると思うんです。

いわゆる補装具センターみたいなところをつくっ

て、そこにたくさん車いす等を整備しておいて

適時貸しだすという方向も一つの手のような気

がするんですけど、その辺について先生自身ど

ういうふうに考えてみえるのかなというところ

を教えていただきたいんですけど……。

原 因: レンタルは、僕が承知している限り

は積極的にやっているところは思いつかないん

ですけど、我々としてはレンタルよりも、車い

すに関してはかなり供給が多くて各施設などは

正直いってあまっているというようなことも聞

いているんです。車いすでも単純な車いすでな

くて電動車いすのようなものだったら需要が高

いんじゃないかなと思っているんですけど、そ

うなるともっと高価になりますし、確かにレン
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タル方式というのは一つの方法だろうと思いま

す。

ただ、レンタルの場合にどこまでそういった

ものが修繕だとか、あるいは破損した時の補償

だとかいうようなものになった時に、借りる方

が安く借りれば貸す方はかなり負担になるし、

それに公がどういう格好で関わっていくことに

なるのか、まだ定まっておりません。方向とし

ては面白い方向だろうと思います。

今、すぐというとどうなるかわかりませんけ

ど、我々がうちだしているのはリサイクルを考

えておりまして、使ったのをすぐ捨てるんでは

なくて、あまっているのを集めてきてそれを有

効に使ったらどうかということで各市町村に話

をしているんです。

それは、社会福祉事務所なりに集めて使って

いただくということで、新しいものをレンタル

で貸すのではなくて今まで使ったもので、まだ

使えるもの、あまっているものを上手に使って

くれという方向で考えています。車いすだけじゃ

なくて、他の器具もです。

三田・ はい、どうぞ。

質 問: 東京の重心の通所施設に勤務してお

ります江崎と申します。

今のレンタ Jレのことも含めまして現場の施設

におりますと、行政の日常生活用具等のシステ

ムを利用する場合は、個人に対して行政が対応

していくシステムになっておりますので、例え

ば施設においていろんなものを試したいと思う

時に、できればレンタルのような北欧のような

エイドセンターみたいなものが地域にいろいろ

あれば、電動車いすやコミュニケーションエイ

ドなどいろんなものを試して、その中で障害の

人に対して一番合うものを施設でも使っていく、

また家庭でも使ってしぺ。そのようなことでセ

ンターのようなものが地域にあればすぐに対応

できていくんじゃないかと思うんですけど、今

の日本の制度の中でそれが非常に難しL、。

それと、現場においても、例えば重心の施設

ですと、 OTとかPTの配置がございますが、

授産の施設等になりますとOT、PTの配置基

準がありません。職員の配置基準がないような

部分で太陽の家のような生活動作とか作業動作

等の問題とか、いろんな問題を含めましてリハ

工学とのどういうような接点を現場の施設で求

めていくのかということが難しいと思うんで、す。

横浜のシステムを聞くとリハセンターの方か

らどんどん地域の方にでていく。 OT、PT、

保健婦さんとが合わさってチームをつくってひ

とりの障害の方をサポートしていく。そういう

ようなことと施設との関係とが、その辺のシス

テムがどううまく地域の中でつくっていけるの

かということが現場としては問題になっている

ところなんで、そこら辺をお伺いしたいのです。

畠 山: 私たちのセンターには、地域サービ

ス室という部署がありまして、そこにOT、P

T、ケースワーカー、それから手ムたちリハ・エ

ンジニアが応援して地域にでていっています。

これは個人に対してです。それから、グループ

ホームとか地域作業所、それから施設、病院、

これは関係機関に対する援助ということでOT、

PTを派遣する仕組みがあります。ただし、こ

れはマンパワーの問題があって、まだまだ十分

じゃないと思います。

現在センターは、港北区という新幹線の新横

浜駅に近いところに lカ所だけあります。将来

は各区に lか所ず、つ福祉機器サービスセンター

をつくろう構想もあります。歩いていけるとこ

ろに、今おっしゃったエイドセンターができる

ことが望ましいと思っています。

十分なお答えにならなし、かもしれませんが…・。

三 田: 時間ですので、あとひとりだけし、か

がですか。

質問: 学生で河合といいます。

今、手話通訳されている人がいますよね。山

形先生にお伺いしたいと思いますが、どこかの

企業が日本語を手話に変える機械というのを今

開発しているそうなんですけど、音声を文字に

変えるとか、音声を手話に変えるというそういっ

た、今手話通訳されている人とかOHP通訳さ

れている人の負担というのを、機械がかわって

やってくれるようになるようなものが今ありま
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すか?

山 形: 全般的なことはよくわからないんで

すけど、北大で私の友人が手話を画面でやろう

という研究をされておるわけですけど、今手話

をされている人は動きが連続なわけですね。連

続の中にどうも意味があるらしくて、固定され

た状態というよりも動きの中にあるらしくて、

そこのところが手話を映像化する場合に難しい

という話をしておりまして、ある程度の簡単な

ことはできます。グロープにセンサーをつけて

データベースの中にいれておいてだすというよ

うな方法をとっております。

あとは、言葉を文字にするとか文字を言葉に

するというのは割とたくさんいろんなものがで

ていますけども、言葉を文字にするというのは、

なかなか個人の言葉のスペクトルが違いますの

で、ある人に対してはうまくいくけども、その

機械を他の人に使うとうまくいかないというそ

の段階だと思うんです。技術は、これからどん

どん進みますので、ただ今しゃべったことを手

話の映像にするとか、文字にするとか、そうい

うものはここ数年でできると思います。私以外

に何か発言がありましたら……。

畠 山: 筆記通訳をやられている方の道具に

対しては、ペンコンピューターを使ったものを

横浜ラポールという障害者スポーツ文化センター

の手話通訳されている人たちと一緒に開発しま

した。もし機会があればぜひご覧ください。

三 回: それでは、時聞が参りましたので。

一言だけまとめさせていただきます。畠山先

生がスライドの中で指摘されましたが、こういっ

た支援機器は3つの要素が組み合わさってはじ

めてうまく流れるということをお示しいただい

たわけですけど、各演者の先生方全て共通する

ところだと思います。

一つは、こういった機器を開発する側の問題、

いわゆる畠山先生の言葉で言いますとリハビリ

テーション工学エンジニアということかもしれ

ませんし、それぞれのお立場でどう表現したら

いいのかはともかくとしまして、機械そのもの、

あるいはソフトウェアそのものを開発していく

人たちのアクティピティ、これが一つだと思い

ます。

そして、もう一つは障害のある方とその機械

との関係をいかに近づけるか、つまりその機械

を障害のある方に最適な形にアクセスしていく

かという問題、これは例えば訪問サービスとい

う形もあるでしょうしリハ工学クリニックとい

う形もあると思います。

最後に、必要なことは、いかに公的な助成を

受け、公的なシステムをつくりあげていくかと

いう、それは技術的な問題もありますし、経済

的な問題もあると思います。それは最後にお話

しいただきました原田先生の方から具体的ない

くつかのリゾルーションがでたと思います。

ただ、何日もかけてやらなければいけない非

常に大きなテーマを、この分科会で集約しよう

ということに無理があります。サポートテクノ

ロジーが単に日常生活の質素な道具を開発する

のではなくして、今日取りあげましたような生

活の問題、あるいは住宅の問題、地域社会、就

労の問題全て含めて、それがサポートであると

いう認識に私たちが立ちたいと思うわけです。

そして、トータルなものとしてサポートテク

ノロジー、あるいはサポートサイエンス、ある

いはサポートシステムという形で今後発展して

いけたらというふうに思います。

ここで熱心にご講演をいただきました 5人の

先生方、合わせて熱心にご参加いただきました

皆様に拍手をもってこの会をおわりたいと思い

ます。

どうも、ありがとうございました。

( 1回〕
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そういう点で、 4つのメインになる分科会を

準備をしてきたわけであります。

この大会全体のある面でのまとめということ

で、今から第 l分科会からそれぞれ報告をお願

いしたいと思います。それでは、柴田先生、よ

ろしくお願いします。

柴 田: お手もとの資料集を拝見していただ

きながら時聞を節約していただきたいとa思いま

す。第 1分科会は31ページをご覧ください。

ねらいにつきましては、恐らくその資料集で

足りると思います。つまり、狭い意昧での地域

で専門的なサービスということではなく、生活

の場としての地域づくり、そういったことがテー

マになります。その時の視点ですが、オータナ

ティブというややこしい言葉を使っています。

社会学の方では、今の新しい住民の活動には、

価値観とか生活を根っこから掘り返す。そういっ

たいい点があるんじゃないかということが言わ

れています。

そういった面と同時に、やむにやまれずやっ

ている部分があり、従って住民の活動でサービ

スが多くなる。それは、公的責任とどう絡むか

というところもありますが、それ以上に活動を

通じて非常に多くのものが得られる。そういう

ことに注目してできた分科会のようです。早速、

事例の方にいきます。

1つ目、これを全部追っていくときりがござ

いませんので、大事なところだけになります。
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座長: どうも、ご苦労様です。今、ご紹介

がありましたが、所属は全国授産施設協議会と

いうことになっております。日頃は、名古匡で

午前中にプレゼンテーションがありましたゆた

か福祉会で仕事をしております。 2日間のあわ

ただしいスケジュールでしたけれどいかがでし

たでしょうか。最後のフロログラムということで

す。

2年前に第17回の総合リハの大会を愛知で開

催してはどうかという話があり、 17回の歴史の

中で愛知が一度もやってないというようなこと

がありまして、昨日の夜ごあいさつされました

板山先生とか調さんの方から要請を受けて準備

をしてまいりました。

私たちが、この総合リハの大会の中で意識を

して企画をしてまいったことは、当面している

障害者の現実的な課題が一体どこにあるのか、

その課題に応えて深めていけるような企画を 1

つはっくりたいなと思って準備をしてまいりま

した。

もう 1つは、名古屋での特徴を生かした大会

にしたいなというふうな思いを持って準備をし

てまいりました。こうした課題がつながってい

くのは、今日も昨日も議論がありましたように、

まさに地域や現場の中で、あるいは障害者自身

の生活の中で当面している課題、そこがつらぬ

かれることによってつながるのではないかと思っ

ています。



32ページになります。東京都中野区の野方の福

祉を考える会、住民参加型の団体です。

ここでは、精神の障害の方の生活を 5年間支

えてきました。最初、依頼があった時は一緒に

お昼ご飯を食べるだけでいい、そばにいるだけ

でいい。そういうところからきたわけです。そ

の過程で、専門家の方、お医者さん、保健婦さ

んと勉強会をしながらグループで対応をする。

そうやってきました。そこで、 33ページでしょ

うか。活動経過のところをご覧ください。

つまり、最も精神的なショックが大きい母親

の死。そういうところを乗り越えるために係わっ

てきた。そういったことを通じて、だんだん精

神障害を持った方の日常生活能力、これも回復

してきた。自分でご飯をつくれる、買い物もで

きる。それは、そういった専門家の方との協働

の結果といえます。さらに、地域の方との閣で、

そういった問題がおきたことがありました。つ

まり、周りの方が精神障害の方のひとり暮らし

をどう考えているのかをこの団体に尋ねた。

この団体の方は、一般の住民の方ですが、わ

かりやすいように地域の方に話し合いをした上

で連絡先を明らかにしました。そういった誠意

が功を奏したといいましょうか、地域の方の目

も好意的になり、例えば今日は精神障害を持っ

た方の服装がいつもと違うようだが状態はどん

なんでしょうかと隣人としてそういった話を参

加型の団体の人にしてくれるようになった。そ

ういったことがありました。

この活動から住民参加型は行政の補完的な役

割ではなく先駆的な活動をする、それが自分た

ちのポリシーであるとおっしゃったり、あるい

は自分たちだけではなくて地域全体に知らせる

ように勉強会を重ねてノーマライゼーションの

まちづくりといった会議を聞き、行政の方にも

来ていただいて意見を交換する。そういった取

り組みをされております。

2っ目の事例、これは36ページになります。

久富さんは、生協という立場、それを超えて住

民というお立場でご発言くださいました。中身

は、高齢者にとって必要な仕事づくりというと

ころです。つまり、生甲斐といった面、あるい

はそれ以上に生甲斐を持つことが 1つの予防的

福祉になるという、そういった考え方です。生

協が、どういった活動をするか、それは36ペー

ジの一番下の方、そこに列挙してあったり、 37

ページの一番上の方で列挙されています。

ただ、はじまったばかりで、すから、場所によっ

てうまくいっているところもあれば、そうじゃ

ないところもあります。活動によって軌道に乗っ

ているものもあれば、そうじゃないものもある

というところのようです。

久富さんの最もおっしゃりたかったことは、

37ページで書いておりますが、こういったこと

を進めていくために住民自身が職場人聞から地

域人聞に変わらなければいけないということで

す。さらに、そういうふうに地域人聞になるこ

とによって、活動を実際に行う中で行政、ある

いは広い意味での政治、その実際を実感するこ

とができる。その中で育ってくる住民の意識が

行政サービスのレベルを規定することが大事な

んじゃないか。そういった実践活動と要求運動

の両方を行うところが大事じゃないかというと

ころの提起です。

事例の 3つ目。これは、 38ページ、高石さん

のものになります。

前の2つは、住民による自主的な活動でした

が、これは社会福祉協議会による、つまり専門

家による自主的な活動の支援です。事例の全体、

これは39ページの横の長い表です。これをご覧

ください。

最初の頃に、ゼロの会という障害者の集まり

をつくった時、国立した人、そういった人の集

まる場所をつくろう。今度は集まってくるうち

に、雇用保障をどうしたらいいか、それでは市

役所での就労をお願いしてみよう。そういった

ことから出発します。
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ちょっと時期的に飛びますが、虫の家といっ

たたまり場をつくる。自分の自宅を開放して。

その中で、話をしながら国際障害者の10年です

が、私は専門外で言葉が正確でなければ失礼し

ます。その総括集会を行って、どうも我々でやっ



てきた中で聴覚の方についての活動がぬけてる

んじゃないか。そこをちゃんとやろう。市にお

願いして兼任ではありますが通訳の方を設置し

ていただく。そういった行動計画、これをつく

るのを役所に任せるのではなくて住民が自主的

にやっていこうということになります。

こういう一見順調に見えますが、やはり節目

節目でそれぞれのことを反省して、その中で新

しい活動をちゃんとつくっていく。あるいは、

個人が一番sosを発している声、これを大事

に拾っていく。そういったことがありました。

あるいは、住民主体、住民自治を実現する上で

学習会を重ねてきたところもあります。

最後の事例が、 34ページの竹中ナミさんのも

のになります。これは、障害者の自立と社会参

加のために、そしてさらに雇用を創出するため

にコンビューターを使おうというところです。

活動を支えてくれる団体は35ページにあります。

いろんな会社がコンビューターを寄付してくれ

たりしています。それで、セミナーを聞くこと

によって企業の人と障害者が出会う場所、そう

いったものがつくられてきました。

竹中さんの夢は障害者が支えられるだけでは

なくて、むしろ国や地域をよくしていく、そう

いった主としての役割をはたしていきたいとい

うことでした。

こういった事実から活動内容は先駆的であり、

それも専門家の方によって支えられることでもっ

と発展するところがあります。あるいは、住民

が主体としてこれだけ成熟してきたと言えます。

従って、課題として、 1つがこれから行政の

方がこういった住民の成熟を受けてどういうふ

うになさってくださるかがあげられますo特に、

福祉分野で法律で住民参加の規定はありません

が、高齢者保健福祉計画の中で先進的な自治体

は委員会をつくって声を聞く。こういった政策

決定過程の変化もあります。それを支えるもの

は、行政自身もお金がなくても知恵を使って一

緒に考えていこうという成熟、そういった姿勢

があることなんです。

最後になりますが、専門家の方、これはサー

ビスを提供するだけではなくて政策の決定過程

の中でも、その知識の故に、非常に大きな力が

あるんじゃないか。従って、住民の声を一緒に

学んでいく中でそういった協力をつくっていっ

たら、前に進んでいくように大きな役割をはた

してくださるんじゃないかと思います。

座長: どうも、ありがとうございました。

昨日の CBRの議論を通しでも、最終的には

自らの参加、当事者参加をはじめ地域を変えて

いく、行政のシステムをつくりだしていくとい

うところにあったと，思いますが、それを具体的

に事例で深めていただいた分科会かなと思いま

す。

それでは第2分科会、峰島先生、お願いしま

す。

峰 島: 先程少し報告しましたので、それに

補足する形で分科会の討議を紹介したいと思い

ます。

第2分科会については、今年が国際家族年と

いうこともありますし、それに合わせて発言者

は障害の種別で精神障害、身体障害、知的障害、

さらに高齢障害者という形で、いろんな障害種

目IJ・階層で実態を出しながらそれぞれ交流をし

ようということで企画をしました。

全体に共通して家族のなかの民主主義の問題、

それから介護責任、あるいは扶養責任と家族の

問題、それから家族、あるいは家庭と地域の問

題。この 3つの視点から様々な実態・問題点が

報告されました。資料も合わせてでております。

先程もシンポジウムで紹介しましたように、

精神障害者を例に非常に深刻な実態が統計的に

明らかにされております。特に、資料で単純集

計と年齢別の集計がでておりますけれども、単

純集計では母親の健康問題についての深刻な実

態がでておりますし、年齢別の集計では母親と

本人の意識のずれが生じてきている問題とかさ

らに精神障害固有といっていいのかわかりませ

んが、母親自体が年を重ねても子どもをお世話

したいというのは一貫して変わらないという深

刻な実態を示すデータもだされております。こ

れは、詳しくでておりますので、是非読んでい
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それから、多くの質問が J1 CAの研修活動

に集まったわけですが、例えば、研修生選考の

手)1国、基準、資格審査、どこを通じて情報がど

こから得られるのか。 JICAとしてNGOへ

の資金援助、もしくはNGOと直接・間接連絡

をとりながら研修活動を進めていく柔軟性があ

るか否かということでした。

このように、多くの質問が JICAに集まり

ましたのは JICAに閲して批判的という視点

からではないと私は理解をしています。税金で

成り立って、かなり大規模に行われている事業

ですから私たちの問題として JICAの研修を

より意味あるものにみんなでしていきましよう

という視点から提言・提案が質問という形でな

されたのではないかと思っています。

ですから、これは何らかの形で分科会として

まとめて、参考資料というような形として J1 

CAの方へ送ることができれば建設的な方向に

いくのではないかと，思っています。事務局でご

検討をいただけたらと，思っています。

座長を務めさせていただいた者として、所感

も含めて 3点、問題の提起という形でさせてい

ただいて報告にかえたいと思います。

lつは、私が昨日感じましたのは、何のため

の研修か、何のための研修活動かということを

私たちがもっと深める必要があるのではないか。

これは、冒頭にも言いましたが、 CBRを促進

するために、または障害者の方が各地域にあっ

てそれぞれ自立をしていく、「完全参加と平等」

の結果自立をしていく、そのための研修活動と

いわれているわけですが、さらに踏みこんで私

たちはCBRをどう理解をしているか。コミュ

ニティ・ベイストと英語で言いますが、これを

どう理解するかということはとても大切だと，思っ

ています。地域におけるリハビリテーションで

はないと思います。地域の人々によるリハビリ

テーション。つまりそこでは、主体が地域住民

で、それを可能ならしめる役割を専門家集団で

ある私たちが担っている。

なぜコミュニティ・ベーストなのか、その深

い考え方、価値観ですとか、さらに私たちは学

習を続けていく必要があると思います。特に、

この点に関しては昨日ハンドヨさんがスライド

を用いて農村開発の参加型の評価方法の紹介が

ありましたが、あれはとても示唆に富んでいる

と思います。

2点目ですが、研修活動と言いました時に、

これは私自身も含めて思うわけですが、研修指

導の側にいる私たちの研修が必要だということ。

つまり私たち自身がたえず学び続けながら変わっ

ていかなければいけなL、。既存の枠組みにとら

われて研修活動というものを固定化していくも

のではなくて、常に新たなものを学びとりなが

らより意味のある枠組みをつくっていかなけれ

ばいけない。そのための柔軟性と生き方が私た

ちに求められているのではないか。

3点目ですが、参加型ということが研修活動

でも多くとらえられています。福祉活動そのも

のも参加型、住民主体、住民参加ということが

言われていますが、参加型ということをもっと

私たちは真剣に考えていく必要があるのではな

いか。

例えば、調査研究、問題発掘、問題分析、解

決法の選定、もしくは計画・実施・モニタリン

グ・評価と一連の動きがあるわけですが、誰が

それをするのか、誰がそれを支えていくのか。

この誰がという部分、これはパーティシパトリー、

つまり参加型評価、参加型計画法といった時に

全て必要になってくるわけです。
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そこで、私の見た範囲で一番障害になってい

るのは専門家集団の係わりが住民を主体ならし

めることを阻止しているというケースが多々あ

るように思います。今後、こうしたことに留意

して障害分野における研修活動というものをさ

らに深めていければと，思っております。

座長: 池住さん自身は長いこと保健医療の

分野でありますが、アジアの人たちの研修を担

当されていて示唆に富んだまとめもいただいた

んですが、私もアジア・太平洋障害者の10年が

はじまる中で、これまでの我国の国際的な視野

の偏重というかヨーロッパ・アメリカ型から本

格的にアジアの人々との交流や連帯を深めなけ



ればならないということを痛感させられている

わけであります。

参加者の皆さんには、あらゆる角度で、一時

期は国際会議をやっているのではないかという

雰囲気にもなりましたけれども、大いに関心を

持ち我が国の障害者の運動課題の 1つの中心に

据えていく必要があるのかなと思っております。

最後の第4分科会になりますが、原因さん、

どうぞ。

原 因: 第4分科会のまとめを報告させてい

ただきます。 54ページを見ていただきたいと思

います。「障害者の生活環境とサポートテクノ

ロジー」というテーマで分科会を聞きました。

この分科会は、座長2人で分担しました。そ

の理由といたしましては、この分科会が障害者

の生活を支援する補装具であるとか、あるいは

福祉器具等の開発・普及という側面と障害者を

とりかこむ生活環境をどう改善していくかとい

う2つの側面からアプローチしていくというこ

とで聞かれたわけでございます。

この分科会のシンポジストは、 5名いたわけ

でございますけれども、そのうち 4名の方々が

物理、電気、機械、建築、人間工学、あるいは

臨床工学といった立場から、いわゆる生活する

人間、もっというならば全人間性の回復、さら

に平たく言うならば障害のある方々が普通の生

活をどういう格好で維持していけるのか、どこ

まで保障していけるのかという課題を臨床工学、

あるいは人間工学的な立場からアプローチして

いこうという分科会でございまして、今後ます

ます重要であり、かっ期待される分野でありま

す。そういうことから、大変興味深い、しかも

新しい報告がなされました。

その内容につきましては三田先生の方から簡

潔にご報告をいただくことになっております。

よろしくお願いします。

三回: それでは、要録集55ページ以降の各

論につきまして、簡単にご報告させていただき

ます。この生活環境とサポートテクノロジーと

いう分科会につきましては 4つの流れをつけて

みました。

1つは、日常生活におけるサポートの問題、

それからもう少し広げた地域環境におけるサポー

ト、それから社会環境におけるサポートという

4つの流れの中で、いかにサポートテクノロジー

をとらえるかということを考えてみたわけです。

特に、サポートテクノロジーと言いますと、

椅子とかリフターとかいう小さな機器、あるい

は単体の機器をイメージしがちですが、実際に

サポートテクノロジーというのは個から全体へ

わたる広い範囲に流れなければいけないと考え

たわけでございます。

それで、日常生活につきましては、山形先生、

これは北海道教育大学の物理の先生でございま

すけれども、山形先生のトーキングエイドの問

題を取りあげさせていただきました。特に、従

来型のワープロ式のトーキングエイドではなく、

生活動作に密着した絵で見せるトーキングエイ

ドというようなものをご紹介いただいたわけで

すが、これは重症心身障害児の人たちのコミュ

ニケーションの問題に非常に役立つという報告

をいただきました。

次に、 57ページでございますけれども、横浜

市の総合リハビリテーションセンターの畠山先

生からは、まさに肢体不自由者の生活支援機器

という演題で様々なサポート機器、例えば移動

介助機器、あるいは歩行器、電話など環境制御

装置にいたるまで多岐にわたるご報告をいただ

きました。そこで注目されるところは、こういっ

た機器の開発のみでなく、横浜市の総合リハビ

リテーションセンターではリハ工学クリニック

といわれる機器の相談をするためのクリニック

を開設されているということでございます。こ

れは、車いす外来とか装具外来に匹敵するサポー

ト機器についての相談の窓口、あるいは改良の

窓口が聞かれているという新しい試みでござい
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ます。もう 1つは、機器を購入するための助成

システムを自ら開拓されまして横浜市との協力

を得ながら機器の助成についても様々な試みを

されております。つまり、申しあげたいことは、

サポートシステムという理想像が現在追及され

ているということでございます。恐らく、これ



が日本の先駆的な形になるかと思いますし、こ

れが一般化される日もそう遠くないと思ってお

ります。

次の課題でございますけれども、地域環境に

おけるサポートテクノロジーという範暗になる

わけですが、これが59ページでございます。福

井大学の建築を専攻されました桜井先生から障

害者のまちづくり、桜井先生の言葉を借ります

と、障害者とまちづくりというコンセプトのも

とにまちづくりの理念をご紹介いただきました。

そして、先生のお考えでは地域での生活保障の

基本、特に建築というハードウェアと言います

か、その基本としまして居住の場としての部分

と発達的な働きかけの場というように表現され

ましたけれども、小さい頃には保育の問題があ

りますし、大きくなりますと教育、さらにおと

なになりますと労働という新しい地域環境が必

要になってくるわけですけれども、こういった

流れの中で発達的な働きの場としての建築の考

え方というのをご紹介いただきました。

3番目でございますが、これは自立の上で是

非とも獲得可能になればという誰しもが希望す

る問題ですが、これが雇用と就労の問題でござ

います。 61ページからですが、太陽の家の成果

というのは皆さんご存じのように雇用という面

では様々な問題があるかもしれませんが、ある

意味でのサクセスストーリーを中村先生のご努

力によってつくられてきたことは皆さんご存じ

だと思います。この中で、小田先生が、お話し

されましたのは雇用に対しては 5つの問題を解

決しなければならないという。つまり、意欲・

知識・身体機能・適応力・環境という 5つの問

題なんです。特に、今回取りあげていただきま

したサポートテクノロジーという面からは本人

の外にある問題としての最もテクノロジーとし

て近づきやすい環境の問題をいかに改善して就

労のための整備をするかという問題を取りあげ

ていただきました。

最後に、こうした 3つの環境が個々に動くの

ではなくして、各環境におけるサポートテクノ

ロジーの総合化・統合化、あるいは制度化とい

う問題を私ど、もの愛知県コロニーの副総長であ

ります原田先生からお話をいただきました。ご

提案の中には、 9つの重要な提案が含まれてお

りましたけれども、私なりにまとめさせていた

だきますと 4つにまとめられるかと思います。

つまり、制度化をしていく上で必要なことは4

つに集約されるんじゃないかと，思います。まず、

専門的な研究・開発をとにかく維持するという

ことが基本でございます。例えば、リハセンター

などの専門機関と民間企業との連携というのが

必要になってまいります。第2番目は、様々な

提案されました、あるいは製品としての試作品

をユーザーの方に提供して評価を受け最適なも

のへと改良していくという連携体制が必要にな

ると思います。 3つ目は、行政から民間への助

成制度、あるいは製品購入時の助成ということ

が不可欠になると思いますが、従来型ではなく

何が必要であるかということをもう一度再検討

する必要があると，思います。 4っ目としまして、

こうした様々な新しいサポートテクノロジーと

いうのが出ております。これは、先程の万歳先

生のシンポジウムのところにもありましたけれ

ども、どういう制度が世の中にあって、それを

いかに活用することが大切かという、つまり私

たちが勉強しなければいけないということなん

ですが、このサポートテクノロジーにつきまし

でも情報システムセンターのような情報を公開

するような場をつくっていく必要があるという

ようなお話をいただきました。

全体をまとめさせていただきますと、 3つの

ことが三位一体になる必要があるかと考えます。

つまり、サポートテクノロジーを有機化してい

くためには、まず開発がしっかり各専門分野で

行われることが第 l点で、す。次には、ユーザー

との聞の評価と最適化の交流というのがどうし

ても不可決になります。最後には、こういった

ものが助成されるような制度化が確立するとい

う必要があります。まさに、上田先生が、第 1

日目の記念講演の中でおっしゃいましたように、

この分野についても個々の活動が分化されてい

るわけですけれど、こういった lつlつの・活動
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がバリアフリーという形をとってし、かないと本

当のものにはならないと思います。私たちは、

今回工学系の人聞がこの分科会で講演をさせて

いただいたわけですが、こういった新しい試み

に対してわかりにくい部分も多々あったと思い

ます。機会を得られますならば、それぞれの演

者が喜んでご参加させていただけると思います

ので、またお時閣を取っていただいてそれぞれ

の交流をさせていただきたいと思います。機会

を与えていただければ幸いに思っております。

以上でございます。

座 長: どうも、ありがとうございました。

愛知には、たくさんの自動車産業をはじめ工業

の技術が集中しているところなんですが、それ

自身が障害者の生活を改善していくというとこ

ろにどの辺まで結び、ついておよんでくるのかと

いうことを重視した分科会でして、特別に設け

たわけですが、いろんな角度から交流がされた

と思います。昨日から今日にかけていろんな分

野のいろんな課題が交流をされたと思います。

そういう意昧では、それが解決される方向を見

いだしたかどうかという点で言いますと、まだ

まだ大きな課題を残しているかなと思います。

全体として、それぞれの分科会の座長の方のま

とめにありましたように、大きな基本方向は明

らかになってきたのではないかなと思います。

いずれにせよ、国連障害者の10年にはじまる

国連の動きや、その後に続きますアジア・太平

洋の10年の中で全体としての理念というのは明

確に据えられてきたのではないかと思っており

ます。それは、権利保障でありノーマライゼー

ションだということです。

重度・重複障害者の問題を巡るシンポジウム

を聞いておりましでも、今の分科会の報告を聞

いていましでも、これらの理念は我々自身が語

るにはさみしい現状かなと思いますが、いずれ

にしろそういうのを前提にしながらここにお集

まりの皆さんを含めてノーマライゼーションの

提唱者でありますパンクミ・ケルセンは自由や

平等や博愛も大事だけれども、それにつけ加え

て連帯が大事であるというような話をされてい

ます。そういう意味では、我々自身が地域の中

で、昨日も上回先生がお話しされましたけれど

も、専門の進化を前提にしながら協業化という

力を合わせていく方向でどう進んでいけるのか

ということが一層今日の問題を解決していく上

で大きな課題になってきているように思います。

時間の管理が厳しくて皆さんにも大変慌ただ

しい思いをさせたのではないかと思います。し

かし、我々実行委員会の方では本当に今日の課

題をあらゆる角度から取りあげたり深めてみた

いという思いからの 2日間の企画でありました。

座長の皆さん、参加者の皆さん、ご苦労様でご

ざいました。

全国でこうした課題を持ちよって新しい動き

をつくりだしていただくことをお願いしてまと

めにかえさせていただきます。ありがとうござ

いました。
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閉会のあいさつ

永井 肇

(第17回総合リハビリテーション研究大会実行委員会副委員長)

(名古屋市総合リハビリテーションセンター長)

主催者を代表して閉会のご挨拶を申し上げま

す。

ここに第 17回総合リハビリテーション研究

大会を、基なく終了することができました。こ

れもひとえに、日本障害者リハビリテーション

協会山下会長、ならびに村地実行委員長のご指

導のもとに、実行委員の皆様、幹事会の皆様、

事務局の方々がご努力いただいたお陰と感謝い

たします。

しかも、今回は 600名におよぶ皆様がご参

集くださいまして、 2日間にわたって大変熱心

に参加され、活発な質疑応答もあり、その上、

アジア諸国からのご参加もあって華を添えてい

ただきました。大変有意義な研究大会で、実の

りあるものであったと自負しております。

この 2日間、私どもが担当いたしました事務

局としまして、精一杯努力いたしましたけれど

も、なにしろ不慣れなことばかりでありまして、

皆様に大変ご迷惑をおかけし、不行き届きの点

が多々あったことをお詰び申しあげたいと思い

ます。

来年は、私どもの名古屋大会より、さらに、

おそらく立派な大会になるよう、兵庫県リハビ

リテーションセンター長の揮村先生が会をお世

話いただくことになっております。

終わりになりましたが、主催者を代表いたし

まして、会員の皆様に心から感謝を捧げ、また、

明日から皆様がお元気で、各現場においてお仕

事をなさいますようお祈りして閉会の辞に代え

たいと思います。有り難うございました。

このあと、次期開催地の兵庫県立総合リハビリテーションセンター津村誠志所長からご挨拶

t がありましたが、ご承知のとおり阪神・淡路大震災により、交通機関・宿舎等の被害が大きい

ため、第 18回研究大会を神戸市で開催することができなくなりました。

そのため、津村誠志所長とご相談した結果、ご挨拶を報告書に登載しないことといたしまし

たのでご了承願います。

なお、第 18回総合リハビリテーション研究大会は、下記の通り行われますので、ご案内申

し上げます。

日時:平成7年 12月 12日(火)・ 13日(水)

場所:新中央社会福祉研修センター(仮称:神奈川県・葉山) [事務局〕
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第17回総合リハビリテーション研究大会参加者内訳

【参加者数】

① 大会当日までに登録された者

② 当日参加申込者

③座長・講師等(実行委員・幹事を除く)

④協会役員・事務局

⑤ NGO会議参加者(協会関係者を含む)

⑥ 実行委員・幹事

計

他に、大会運営にあたった職員等

1.従事分野別

医療・保健 7 7 

教 育 2 7 

職業・雇用 2 3 

福 祉 2 3 3 

工 守A主t与h 1 1 

学生その他 150 

未記入 1 4 

合計 535 

3.地方別参加者

北海道・東北 4 

関東(東京を除く) 3 2 

東京都 3 7 

中部(愛知・名古屋を除く) 3 5 

愛知県 202 

名古屋市 126 

近畿 7 3 

中国・四国 1 2 

九州・沖縄 1 4 

合計 535 
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2. 分科会別

第 1分科会 121 

第2分科会 144 

第3分科会 9 5 

第4分科会 162 

不 明 1 3 

合計 535 

4.交流会参加者

一般参加者

講師等

日本障害者リハ協会

NGO会議参加者

実行委員会・幹事等

1 0 8 

3 2 
1 5 

1 3 

2 0 

合計 188 

※1， 2， 3は、大会当日までに登録された者のみの分類。
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第17回総合リハビリテーション研究大会

アンケート集約結果 回収枚数 8 6枚

1 .今回のプログラムの中で、関心を持たれた題目を教えてください

頭の数字は同意見の回答数

2 5 特別講演nI在宅障害者からみた地域リハビリテーション」

1 9 シンポジウム 1ICB Rと国際協力」

1 4 記念講演「日本のリハビリテーション 一過去・現在・未来-J
1 4 シンポジウムnI重度・重複障害者(児)の在宅援助 ーその可能性と匪灘性-J
1 2 プレゼンテーション「愛知のリハビリテーション実践活動の紹介」

8 第4分科会「障害者の生活環境とサポートテクノロジー」

6 第 1分科会「地域における新しい生活づくり・しごとづくりとネットワーキング」

5 第2分科会「家族・家庭を支える地域社会の課題」

4 ハンドヨ氏のバングラデシュにおけるCBR活動の報告(シンポジウム 1) 
4 第3分科会「日本における国際交流・研修活動をどう深めるか」

3 障害者の社会参加を支えるもの

3 ほとんど全部

2 知的障害者のグループホームづくりにみる親ばなれ子ばなれ(第2分科会)

2 重度障害者のデイセンターと地域生活支援(シンポジウム n)

重度重複障害者のための施設づくり(シンポジウム n)

特別講演 1I発展途上国のリハビリテーション」

デイセンターシステムと各地方自治体の独自性ある取り組み

重度重複障害者のコミュニケーション支援(第4分科会)

【題目以外の記述内容】

口 テーマ「現場の視点で考える」 これは非常に大切なことだと日頃感じているので、

各現場で活躍されている人たちの考えを聞いてみたかった。

口地域リハ、特にCBRについて興味があったが、要するにまちまちな実験試行が行わ

れているにすぎないとの印象。

口病院勤務ですので、患者の自立に向けてたいへん参考になりました。頚損連絡会AL
D岐阜の上村数洋先生のお話に心をうたれました。

口第3分科会「日本における国際交流と研修活動をどう深めるか」に興味があって参加

しました。他国の方の質問がたくさんあり、自分自身の考えが井の中の蛙であることを

知った。

口 ICBRと国際協力」で日本の地域リハの取り組みとCBRの関係が良くわかった。

口知的障害者施設の職員だが、広く多方面の話(研究)を吸収したかったから。

口講義や本などでたびたびお名前をうかがう上田先生のお話が聞けてとても感激してお

ります。

口 2日自の「在宅障害者からみた地域リハ」の上村さんの話がとても良かったです。パ
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ソコンが、障害者にとってあたたかいもの、コミュニケーションの一部という言葉にはっ

とさせられました。

口途上国のリハビリテーション、 CBRについて実際に海外の方からのお話を直接うか

がうことができたこと

口 「地域における新しい生活づくり・しごとづくりとネットワーキング」で、障害者に

とって授産所・作業所などが本当にいいのか? 重度の人が社会参加するためにはやは

り大切な場なのだろうと思うけれど...・ H ・-・と、いろいろ考えさせられた。

口上村氏の特別講演はよく整理され、前向きの姿勢と努力に感銘を受けた。

口全体に言えることであるが、現場に近い人・当事者に近い位置にいる方々の話は、熱っ

ぽくて大変面白かった。しかし、どの話にも行政のタテ割に対する問題点が山盛り出さ

れていたのに、その解決には、まるで磁石のS極とN極のように、きっちりとリンクす

ることはあり得ないような感じをうける。こんなことは今さら言うことではないが、

税金や選挙の法は大きく騒いですぐ結論が出るのに、なぜ、政策にあげられる福祉が足

踏みばかりなのか? 福祉に関する様々な法に対して、新しいアプローチの方法論とい

うのはこちらのサイドから。

口分科会、しかし、テーマにあった話し合いがされなくて残念。

2.この研究大会でどのようなことが参考になりましたか。

【CBR・国際協力】

口 CBRという言葉の意味(アジアの実際)

口 CBRという言葉を初めて知りました

口海外での福祉活動 (CBR)

口 日頃は現在自分が生活している周辺での様子しか理解していなかったが、今回参加さ

せていただいて、日本の、さらにアジアにおける日本の現状の一部でも知ることができ

勉強になりました。

口国際協力の現状と重度重複障害児者とその家族等の実践活動の状況について。

口国際的な活動の様子。全然知らなかったので勉強になりました。

口 その後の活動報告(例えばCBR活動)や、逆に日本から研修に行く方法(福祉専門

職でも、海外研修・協力の機会が与えられているか)等の体験談も交えて聞きたい。

口今回のテーマなので特に強く感じたのだと思いますが、日本の中だけでなく外国との

連携も強くなっていることを知り、眼を聞かれるような気がしました。又、実践してい

る方の生の声をたくさん聞くことが出来、心にひびきました。

口他国の福祉について、自分のしてきたことは小さなものであったと思う。目の前のこ

と、他へのことをもっと知ることを教えてもらった。何をやるにもお金が必要なのです

ね。他国の福祉にお手伝い出来るときには協力したい。

口 CBRの考え方を学べて良かった。

口 CBRの考え方。

口 アジアから学ぶということ。

口 CBRについての考え方。

口 CBRということと福祉コミュニティがどこかでつながるように思われ、今後、 CB

Rをもっと勉強し参考にしたいと思いました。
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口 CBRと国際協力、より一層の勉学が必要であることを再認識した。

口現在のCBRの方向性が見えたこと。

口 CBRと1L運動というのは、途上国、先進国という区別はなく、「地域の中で障害

者がより主体的に自立して生活していけるよう、地域・社会を変えていくこと」という

同じ内容であること。 CBRの重要性。

口 日本だけでなく、各国の現状を知ることができました。今後の課題が明確であり、何

をしていくべきかを考えさせられました。

日 夕イを始めアジアの問題を考えることは、実は自分たちのことを見つめ直すことでも

あると気づいた。日本で失われたもので良い点がアジアに残っている。アジアに学ぶと

いう視点。

口 JICAについてよくわかった。

口 リハ活動が世界で行われているということを知ったこと。種々の方法でリハビリに取

り組んでいることを知ったこと。

【障害者理解】

口 「在宅障害者からみた地域リハビリテーション」で重度障害者の体験談

口上村さんからは、もっときびしい指摘があるかとd思った。

口上村数洋氏の講演。身体障害者の生活、社会参加のための方法・手段等知らなかった

ことが多く、たいへんためになったと思います。一つ残念なことは、地域社会の生活で、

身近な近所の人間関係や自治体との関わりについてお話を聞けなかったことです。

口施設に依存するばかりでなく、社会的に自立したい(在宅や就職など)という障害を

もった方の意見が聞けたこと。

口障害者の方から見た社会

口 障害者に対して社会がどのような形で関わっているのか、また、関わろうと努力して

いるかということ。障害者の実際の声が聞けたこと。

口 障害者側からの意見・考え方。様々な分野における専門家や当事者の方々から視点の

ことなる話を伺うことができた

口 障害者の立場を理解することが、今の自分に欠けていたのでは。障害者自身が意欲を

持つことが、障害を克服することに大切。与えられるリハではダメだと感じた。

口実際に障害をもっ人を全面的に出していただくと、問題点がはっきり見えてくるよう

に思います。お話がすごくわかりやすいですし、がんばって生きている姿が感動的です

し、生活器具のすばらしさを感じました。

口障害者からの発表・発言により、自分自身の地域リハに対する取り組みの振り返りの

機会、方向性

口私は病院という狭いところでの考えであったように思います。いろんな施設で、障害

者に関わって頑張っておられる先生方を知ることが出来ました。私も頑張らねばと思い

ました。

口私は看護婦ですが、私に何が出来るかという視点と、どうあるべきかとの視点、それ

は福祉や医療を受ける側の意見や生活ぷりがその答えを出してくれたように思う。

口 あらためて障害者の人権を考え直すチャンスであったと思う。

口重度ならば施設に行くしかないのだろうかと模索していましたが、地域で活きていく
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ことを多くの人たちが考えていることに勇気を得、文、軽度 (or 中度)でこそグルー

プホームの対象、自分のことができなければ対象になれないのかというのも、考え方の

問題と思われました。

口 「施設はないほうがいいJI施設はニーズに応えていない」の言葉が重たかったです。

「受けとめるフリはしてくれるが受けとめていない」これは、ハンドヨさんの村の調

査で障害をもった人たちが、考えてくれるのは家族だけ、障害をもたない人はほとんど

が考えていると思っているという結果と重ねて、ものすごくこれから考えていくべきこ

とだなと思いました。いちばんえらい人が考え直して見直して行くべきじゃないでしょ

うか。

口障害者を持った親が積極的に活動している話を聞けたこと。

口重度の障害者が利用可能な福祉機器が数多く開発されていること。重症心身障害児・

者の在宅支援の取り組みが各地でされており、それが自地域でも可能なのではないかと

いうこと。

口重症者の方の受け入れ。

口重症者の施策や動きがよくわかった。

口 障害者の枠を越え意見交換がなされたことが良かったと思う。

日分科会で「重症心身障害児のコミュニケーション」がとても参考になりました。 10 

月後半、肢体不自由児養護学校に実習にいったのですが、担当した子どもが、まさしく

この問題(コミュニケーション獲得)とぶつかっていました。こういった技術が早く学

校に、各子どもの手にわたることを望みます。

口 日本での重度・重複障害者(児)に対する施策がきちんとした形で見えてきて、今後

どうすればいいか考えるチャンスになったこと。

口障害者の生活機器の開発進歩について。

口 日本という園、国民のことを考えさせられた。障害を持っている人と持っていない人

の考え方の違い。支援機器によって動ける範囲の多いこと。

口高次脳機能障害のリハビリテーション、初めて知った事実だった。手帳が出ないとは

信じられない話だ。上村さんの話、一言で言い表せないがとてもよかった。一つ一つの

話が勉強になった。この大会でいろいろ学んだ。そのことを忘れてしまわず、うまく消

化していきたい。

口障害者の方は自分の障害を早く認めることによって、まわりの人に認めてもらうこと

ができるし、又、協力もしてもらえること、自分から努力することで未来が広がって明

るい姿が見えてくるということ。

口 自分は第4分科会に参加させていただいた。そこで、サポートテクノロジーにより、

障害者のQOLを向上させるなど、なくてはならないものであり、今後さらに開発が進

んでいって欲しいものだと思い、サポートテクノロジーの活用が大事だということが参

考になった。

口環境制御装置について

【全体的に】

口上回先生の体系的な講演

口記念講演→我々の目指す考え方がとても見えてきた、貴重な話だった。
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ロ リハビリテーションの考え方、どうしてもせまく考えてしまいがちですが、上田先生

の講演を始め各報告をみていますと、殆どの人が含まれること、総合リハの大会の意味

である。

口 3 0年のあゆみ、経済発展と共に急速な歩みがあったと思います。ソフト面での整備

が追いついてないように思います。教育問題も大事ですね。

今後、日本人に求められている課題として、違うものを受け入れて見方を変えていく

ということ。各地域でノーマライゼーションをすすめるためがんばっている皆さんの話

が聞けておもしろかったです。

国の政策として地域福祉といっていますが、これを住民の側からどのようにすすめて

いくのか、そのやり方については、地域福祉をよりよくしていくことができること、独

自の制度もっくりながら逆アプローチをしていくことの大切さを学んだ。しかし、なみ

なみならぬ努力が必要であるということです。

口精薄・肢体不自由以外のところ(指導員をしているので)

口地域リハビリテーションの様々な活動

ロ リハビリテーションの本質的な考え方。

口 リハビリテーションが訓練に限らないということ。 CBRとの関連性。

口施設の抱える諸問題

口 リハ生理工学的視点

口制度や現状の福祉の問題点

口毎回のことであるが、自分の領域以外の分野の現状と問題点を知ることができるのが、

この会の良い点だと思います。 ex.精神障害者福祉法についての考え方、共同作業所

の現状と問題点、グループホームの現状と問題点等。

口幅広くリハの活動の最近情報が得られた。

口 いろんな部門の関係者からの実践内容を聞くことができた。

口更に就労の意義を感じました。

口制度はたくさんあるという厚生省の渡辺さんの話。

口 やはり、それぞれの実践報告などは自分の仕事をふりかえるいい機会になります。

口総合リハ、地域福祉、 CBRなど、視点は違うものの課題は共通するものが多く、多

分野の協力関係、お互いのことを良く知ることがまず大事だと痛感した。

口専門家の持つ考え、現場で働く人々の考え、また障害者自身からの考えなど、いろん

な立場からの意見・課題が聞けたことが良かった。

口地域という視点を巡っての様々な分野の活動を知ることができました。

口地域における障害者のおかれている立場やリハビリテーションについての、とらえら

れ方について知り!学ぶことができよかった。

口様々な立場の方から意見が聞けたことと、リハビリテーションの社会的な意味につい

て参考になるような話が聞けたこと。

口他の障害のリハビリテーションの状況

口 自分が関わったり学んだりしていること以外の分野の人たちから、さまざまなお話を

伺い、意見交換することで、視野を広げていくことができた。

口 まだまだ勉強不足で、おどろくことや、勉強になることだらけでした。地域に根ざし

たリハの必要性、課題がみえてきました。
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口 リハは幅広いということ。

口 「地域に根ざしたモノ」を目指して、こんなにも様々な活動が行われているかと思っ

た。誰もが暮らしやすい地域づくり、ノーマライゼーションというのは永遠のテーマか

なと思った。どんな活動でも、これが一番というのはないと思った。上を目指して向上

していくことがまだまだ必要だと思った。

口行政面と実際に障害者が思っていることがかなりあるということ。

口多くの視点から学ぷ必要があることに気がついた。

口全体の障害者福祉の動向と今後について参考になった。知的にレベルのよい人は何か

と考えていけるが、知的障害で重い人は社会から取り残されていく。

口知らなかったことが多すぎて、多くのことが学べたように思います。

口普段、自分が直接関わらない障害を持っている方の問題や海外でのことを、少しでも

知ることができて刺激になりました。また、専門外のリハ工学の分野、もう少し手軽に

情報が手に入ればと思います。

口今まで、工学分野でのことにしか興味がなく、行政サイドについては、こちらからの

アプローチである、つまり嘆願書などのありきたりのものであると思っていましたが、

例えば、医療分野、もしくは心理面からの相法からのアプローチによって、福祉が成り

立っていくといったことが(簡単にわかるようなことが)理解でき参考になりました。

口私は福祉研究大会に参加するのは初めてですが、熱心にパワーをもって接していらっ

しゃる方がほんとに多くいらっしゃることに改めて驚いたのですが、それとともにあま

りに普通社会(一般生活)に済む人々の意識の差の違い、また、関心のなさなどのギャッ

プを感じたというのが正直なところです。

3.今後の研究大会で、どりようなテーマを取り上げたらよいと思われますか。

口重度の障害者自身の意見を聞きたい。

口 山田昭義さんの意見がそのまま討論されず、流れていったのがおかしいなと思った。

時間のこともあるから仕方ないですよね。もう少し聞きたかったです。本当にひとりひ

とりの人聞は価値観が違うのをひとりひとりが満足いくようにというのはむずかしいと

思う。私たちはひとりひとりをわかりたいけれと、やっぱり人間同志むずかしい。

口地域で頑張っておられる障害者の方の直接の話、そうした障害者を支え努力されてい

る指導者の方の話を聞きたい。

口 「障害当事者からみたリハビリテーションの現状と課題」

口実際障害を持った人を全面的に出していただくと問題点がはっきり見えてくるように

思います。お話がすごくわかりやすいですし、がんばって生きている姿がE揺加ヲですし、
生活器具のすばらしさを感じました。

口 自立生活プログラムの推進・現状・問題点(サービス提供者側の声ではなく、もっと

当事者の声が聞きたいが)。

口在宅からグループホームを自立した生活を出来るようにする為には。障害者の自立に

向けて。

口重度・重複障害者や自閉症者、重度の知的障害者・行動障害者の在宅援助について
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口 介護の場面で、リハビリが関わってどうだったか、また、どのようなリハビリ援助で

効果があったかなど。

口介護におけるケース・マネジメントのとりくみに関して。ケース・マネジメントのシ

ステムは、これまで、ケース・マネジメントと云わなくても、それに近いことをニーズ

に合わせて適切な処遇を考えると実行していると考えられる。あらためて、概念を提示

することで焦点の当たる意味はある。自立・支援の観点から議論・検討されるとょいと

思う。

口地域においての在宅をいかに支えるか(重複障害者)。

口 リハビリテーションの訪問サービスについて。

口訪問リハビリテーションについて。

口地域社会でのリハビリテーション。

口地域に根ざしたリハビリテーションのあり方。又、それを前提とした時にみえてくる

行政制度(現行)の問題点、あり方の提言。

口地域に根ざしていくのであれば、シンポジウムEの中井さんの言われた「どんな人の

介助でも日常生活を送る」というところで、誰にでもできる介助、有効的運動などを、

医師やOT、PTなどから聞けたらと思う。

口 痴呆老人が増えている中で、その人たちへのリハビリといったものを取り上げていた

だけたらと思います。

口老人分野も入れるべき。

口高齢者問題の中のリハビリテーション。

口高齢者のリハビリテーションについて。

口高齢者の在宅介護におけるリハビリテーション。

口高齢化社会におけるホームヘルパ一、 24時間体制のシステム等。

口特別養護老人ホームにおけるリハビリテーション。

口高齢者問題と障害者問題。私自身スウェーデンの福祉・政策に興味があるのですが、

いずれも次回のテーマになっていますし、盛り込まれています。

口人権問題、特に精神薄弱者と身近な者との関係。身近な家族、指導員が一番その人の

ことを考えているはずなのに、一番差別していないだろうか?

口 「市町村格差の出現とその改善方法」

口福祉の実態・現状、又、それをどう克服していく活動・取り組み。

口先進的な取り組み。

口上田敏先生の講演の中で「協業」という考え方があげられましたが、ぜひその実践例

を知りたいと思います。

ロ生活者としての障害者サポート(今回のサポートテクノロジーのような、リハ工学的

部分も含めて、いかにQOLを充実していけるか)。

口家屋改造等の住まいについて、建築する側(業者)の考えや意見も聞きたい。

口福祉機器について、①工学、使用者(=障害者)、それをつなぐ人について、

②福祉機器を使うことがどういった影響を与えているか。

口 リハビリテーション活動に関する先進国の取り組みの現状と課題。
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口 その後の活動報告(例えばCBR活動)や逆に日本から研修に行く方法(福祉専門職

でも海外研修・協力の機会が与えられているのか)等の体験談も交えて聞きたい。

口今回のように、身辺の福祉と国際的な福祉を少し続けていってほしい。

口国際的な視野はもち続けるべきだと思う。

口 CBRに関わるさまざまな職種聞の連絡調整を誰が行っていくかについて。

口 「国際的視野をふまえて、 CBRをとりくんでいた例」テーマをとりあげたらどうで

しょうか? (外国の活動から日本は何を学ぶか、どう自国のCBRに反映させていっ

たらいいのか)

口入所施設および通所施設に専任・兼任いずれかのswを設置する方向性。

口施設の中で長期入所している人のサポートについて(本人の意志でいるのではなく、

親・兄弟の援助が受けられない人、小さな時から施設生活が中心で家族の一員となって

いない人、以上のような家族に対してどのように対応したらよいのか?)。

口障害者というとらえ方ではなく、一般の福祉(生前~死後)のシステムの検討を取り

上げていただけたら。

口既存の福祉制度の具体的な利用。

口 医学的リハ以外の分野でのリハの推進がまだまだ弱いように思います。これらの到達

点が明らかになるような企画であれば。「地域リハの日本の先進的な取り組みは」等。

口具体的な地域生活への施策・方法・実態。

口 テーマではありませんが、活動の中で乗り越えた壁と共に乗り越えられた要因を紹介

していただきたいと思いました。

口制度の見方ロケース検討(インシデントプロセス)ロリハビリ(医療に関する)につ

いてもっと含めたほうがいいと思う。

口 「障害児者に係わる者の育成・養成について」 現在、医師についても教師について

も、障害児者についての専門知識がないままに、現場に立たされているのが現状ではな

いでしょうか。

ロボランティアの問題。

口医療的なものとの関わり。

日生活・労働などいくつかのポイントをしぼり、様々な障害分野からの報告。

口精神障害者関係。

口精神医学関係(心理的サポート、カウンセリング)。

口視覚・聴覚・内部障害などに対する社会的リハビリテーション・アプローチ。

口自閉症関係。

口 障害者(身体障害者・知的障害者)のスポーツ活動のとりくみ(プラスの部分のリハ)

口職業問題関係。

口障害者の雇用について。

口 こんな場所(センターの機能などや地域に根ざしているもの、老人や障害者などが職

業をする場)があったらというテーマ。
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口同じようなテーマでもよい。

口今回と同じく地域との取り組み。

口 今回同様、現場(どこでも現場だと思いますが)からの報告・分科会でよろしいんじゃ

ないでしょうか。

口過去・現在・未来。具体的には過去にテーマにした事項・講演者・発言者、その時点

と今がどう変化したか、社会・自身・研究内容等、そして今後どうなるのかに興味を

持ちます。

口現場で働く専門家と障害を持つ当事者の方との両者が意見交流できるようなテーマ。

今回は、一方的な専門家の立場からの視点でしたので。

口現状をとらえたうえでの今後のリハビリテーションのあり方。

日以前もありましたが、連携の問題をもっと深くとりあげてほしい。特に、保健のかか

わりがこの大会では見えにくいと思います。

口例えば、「障害者」といった言葉自体が差別語のように思われ、これにかわる言葉や

福祉についてもですが、言語についてのテーマが必要になってくると思われます。

口 健常者(第三者)であるから言えることかもしれないが、看護する側からの身の発信

ではなく、当事者からの成長した記録、楽しむことの意味、喜ぶことについての発表・

発信など、もっと彼らにも光のあたるテーマがあると良いと思う。

口今の 20代の職員、今後新しく採用されていく職員、いわゆる新世代は概して「人権」

「人間性」の欠如、理念の欠けた教育を受けている。そして-.E!.信じたら他の意見を寄

せ付けない。これは一歩間違うととんでもない方向へ進んでいく。冷めた世代。このへ

んをどうしていくのか。こういうのはごく一部のこととは思うが、職員だけでなく、地

域社会でもそんな感じになってきつつある。人と人との関係希薄。こういったことをふ

まえて、今後テーマを取り上げて考えていかないと「理想」と「現実」の事離に終わる

と思う。でもリハビリ大会で考えることでもないかもしれない。

4.今後の研究大会を活性化するヒントを教えてください。

口分科会を増やしたほうが議論ができておもしろい。

口資料の事前配布はできないでしょうか。

口資料を先に配っておく。

口事前に資料をもらいたい。そうすれば、当日聞きたいポイントや質問など、あらかじ

め用意することができ発表だけでなく、ディスカッションできるのではないか。

口やはり PRが第ーでは。

口今までこういった大会があることを知らず、今回初めて参加させてもらったわけです

が、もっと当たり前のようですが、対外的にアピールをしていってもらいたいです。

口全国から多くの実践者が集まっておられるようなので、ポスター、セッションなど、

更にDisc・USSl0nできる機会か有効では?

口今までOTの研修会に参加してきましたが、その狭い世界の中で専門性を高めていく

ことも必要ですが、こうして様々な人たちが集まって違う価値観からの話ができること
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は、広い視野を持つ上でとても貴重だと思いました。これからも、どんどん日本以外の

国の人たちを呼んでのディスカッシヨンやいろいろな人が参加でき、参加者全員がテー

マを共有できることを望みます。

口話が聞き取り易いよう、ゆっくり話して欲しいです。

口時間に余裕をもったプログラミングを。分科会をもっと少人数化し一人一回発言の持

てるような雰囲気に。

口時間の余裕がもう少し欲しいと思います。

口興味の持てる話ばかりだったが、外国の方の報告をよりわかりやすく(岡崎酷Rなど)

して欲しかった。文、 OHPが細かすぎて見づらかった。

口 「行政面J，医療面J，現場」という 3つのところで、いつもおかしいと思うところを

出して話し合ってもらったら本当の意味でのシンポジウムになるのでは……。又、会場

の中で聞きたいことを用紙に記入し、 2日目のシンポジウムで戦わせるとか……。

口厚生省、県、市町村の福祉に携わっている者、又、地域の人たちとみんなで考えるこ

と。

口各市町村のリハビリテーション活動の推進または展開について取り扱ってほしい。

口今回のように学生などに宣伝することはよいことであったと思う。しかし、医系学生

の参加はあまりなかったと思うので、もっと医系学生に宣伝し、参加を促すようにした

ほうがよいと思う。

口学生をもっと呼ぷ。

口 ゆとりあるプログラムであってほしい。研究・実践発表は一つずつ時間をしっかりとっ

て行ってほしい。その聞の休憩時間をとることがより集中を促す。勉強できると思いま

す。分科会の時間も短かったと思います。

口 シンポジウムにおいては、会場の中から質問が出るように、あらかじめ準備しておい

たらいかがですか。

ロ リハビリテーションを行っていく上で、協業していくべき職業(例えばPT、OT、
看護婦など)の方からの意見も聞いてみたいと思います。

口障害のある人もない人も「自分が」でなく、本当にお互いを思いやれるようになった

ら、素晴らしい研究会になるのではないでしょうか。

口障害をもった方の自主的な参加。

口 リハビリテーションの分野によってわけで、順に行っていったほうがわかりやすく、

会場からも意見が出やすかったのではないだろうか。また、シンポジウムEのように座

長が話のポイントをまとめて伝えたうえで発言のほうが聞きやすいように思えた。

口研究成果を現実化するための手段にしていってほしいです。

口 それぞれの地域における活動を具体的にあげてもらう。例えば，--市の取り組み」と

いう形で事例をあげる。

口 より多くの人に呼びかけ、もっと様々な立場の人から発表してもらいたい。

口一般市民などにも広く呼びかけ、 PRして様々な人たちに聞いてもらうこと。

口討論する時間がないので、最低でも 1時間は討論できる時間を分科会などで設けては

どうでしょうか。

口 もう少し少数化できれば、もっとつっこんだ会議になるのではないか?

口時間をもう少し多くとれたら、もっとのびのびと発言者が話せたらと思います。体験
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してきたこと、問題をどのように解決してきたかということなど、実践の立場というの

を深められたらいいです。問題点をあげることで、それについて話し合う場を設ける。

口 シンポジウム:一人一人の発言に充分な時聞がない。相互の議論が少ない。フロアと

かみ合わない。いっそのこと、分科会形式により、テーマ別に一人一人に充分な時間を

与えたらどうか。

口住民の声 → 障害者本人(団体が主体)としての声が強い要求のように感じます。

そして、その活動を介して社会に認められてきています。でも、住民の中には、強い要

求とは思われないけれど、個人には重要な要求があります。そんな細々なことと思われ

ることについても考えられる場であればと思います。

口障害者がもっと意見を言える場をつくるとよい。

口今回のように、ケースの方ご自身の講演もとってもよかった。

口 同一テーマに対して、障害者にかかわっている立場と、受け手である障害者の発言・

発表のできる企画。

口 もっともっと多くの、それも専門家だけでなく多種多様な職業の人が参加できるとい

いかもしれません。

口 もっと病院の若い看護婦の参加を呼びかけてください。看護学会のように参加しやす

いアピールを。

口 1日目の質問者の中にもいらっしゃいましたが、確かにデータ解析などの話は堅く難

しいし、海外の話もスライドを見て原稿を読まれるだけではあまり意味を見ない気がす

るD 学者の報告会ではないので、もっと思ったことを話してほしい(その人の言葉で)

し、生の声が聞けるような話が聞きたい。

口実践発表はおもしろいですね。……もっと論議しやすいようにして。本日の論議の中

で出された問題提起“制度を学ぶ"

ロ リハビリを助ける具体的な器具・用具展示がほしい。文、このような援助器具をつくっ

てくれるメーカーの全国一覧表などがあると尚ょいと思う。

口 外国人スピーカーの場合、同時にせよ、その都度にせよ通訳を通じて実施してほしい。

行政批判の勇ましい方々の話も結構だが、結局、金の援助をあてにしているのだから、

あまり一方的な言い分ばかりでは鼻につくので、もっと押さえてほしい。

口 分科会の出入り自由にしてみたら?と思いますが。

口 自分たちの施設の概要を述べるのを少なめにして、もっと中身を濃くしてほしい。問

題点をどう受けとめ、どのように解決策を出してきたのかの取り組みなど。

口 ① マスコミへの宣伝、事前に地元テレビ局・新聞社等に情報・宣伝を強化しておく。

② 学生への広報、③ 来年度の宣伝、④ このようなアンケートからの意見を充分

くみ取る。

口 もっと障害者や一般方に広報されたらいかがでしょう。

口 リハビリテーションの各分野で用いられる用語・概念について、知らない意見があり

ましたが、基礎講座等基本的な学習ができる場面の設定があれば如何でしょうか。

口大石順教さんの様に、身体に障害があっても心の障害になってはならないの様に、多

くの障害者が、やって貰うのが当たり前の気持ちを脱し生きる希望を持つように実践さ

れている方の話を取り上げて欲しい。

口他の専門家たちそれぞれの集まりとは異なり、横断的な集まり討議の場であること、
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幅広い問題に触れることができることが、この会のょいところであると思います。今後

も、このスタンスをくずさずに、かっ統合的問題も常に扱い、かっ、ユーザーである人、

主体者である人々の参加をもっと促進していくことが必要と恩われます。

5.今回の研究大会の感想、印象、問題点、その他お気づきのことをご記入ください。

口多数、多種の方の参加をみて、自分自身が活性化した。

口 とても良い勉強になりました。実践内容もよく理解できた口

口 iCBRと国際協力」では大変参考になりました。

口非常に多彩で多様な内容だった。難を言えば余りに多様すぎて、一つ一つの議論が深

まらない点があった。参加費用のリーズナフソレさは驚きです(2日分の昼食込みで/)。

スタッフの皆さんの準備等も大変だったことでしょうが、気持ちよく参加できました。

口 学生の身分で、このような専門的・国際的な大会に出席できたことを感謝しておりま

す。今まで学んできたことと結びつけながら社会に生かしていけたらと，思っています。

口今日のような短時間でリハビリテーションを、地域から国際化まで、様々な角度で勉

強することができました。私のような若者でも、分科会ではわかりやすく講演をきくこ

とができました。どうもありがとうございます。

口記念講演で上田敏先生のお話が聞けて大変よかった。

口様々な分野、視点からの話を伺え大変勉強になったと思います。今後、広くリハビリ

テーションを勉強していく上で、その基本的な考え方や現状における問題、課題を理解

できたことは大きいと思います。限られた時間の中で話をしなければならないというこ

とで、各発言者の方々、座長の方々ご苦労なさったと思いますが、今後とも、このよう

な多職種の人々と現場の方々、当事者の方々の意見交換ができる場として研究大会が継

続していって頂きたいと思います。

口大変勉強になりました。

口 はじめて、こういった研究大会に参加しました。様々な現場で働く私たちが(私はま

だ学生ですが)常に、最新の情報と課題に目を向け、行動をおこしていくことが必要な

のだと痛感しました。また参加できたらと思います。

口皆さんが、それぞれとてもとてもとても考えてみえる方たちだと思いました。地球の

上の人間の数だけ分のやり方が必要だと思いました。

口 昼食が両日ともすごくおいしかったです。学生で参加したので現場の生の実践のレポー

トや方向性を学べるよい機会になったと思います。来年も参加して自分の将来の道への

示唆にしたいと思っています(現場の福祉職志望です)。

口初めて参加しました。大きな大会でおどろきました。いろいろな問題をいろんな方面

の方から述べられていて非常に勉強になりました。

口 たいへん内容がこい。しかし、その分、理解をしついていくのがたいへん。特に手話

通訳の人が……。しかし、同時通訳、手話通訳などが大変充実していて大会を支えてい

る人に感謝したい。

口立派な会場であるが、慣れるまで迷うことが多い。食堂レストランの近くのトイレが

わからなかった。大会と関係ないが。参加者も多く、よく準備された運営でした。お世

( 207 J 



話様でした。

口 こういう大会に参加するのは 2度目で、いろいろな人の意見が聞けて刺激になった。

そこから得るものも沢山あった。特に、特別講演では私自身の生き方や生活を振り返り、

もっとこれからの自分の生き方を考えてみたいと思った。私よりず、っと輝いている人生

を送られている、一所懸命生きておられる姿に感動した。

口肢体不自由児をもっ親として、将来に向けての不安がある中で、上村先生のお話に感

勤しました。これからも、もっといろいろな方々のお話が聞けたらと思います。

口障害を持った人が参加することは、専門職の自分にとって刺激となりました。今後も

上村さんのような話を聞きたい。

口障害児を持つ親としてすごく勉強になりました。我が子はまだ小さいので、これから

先の未来、生きていくことが明るく感じることができました。まだまだ、がんばらねば

ならない点が山積みされているのですが……。社会に貢献できる人間に育てていきたい

と恩います。

口広い快適な会場で、お弁当を配るシステムもよく大変よかった。有り難うございまし

た。

口会場がよかった。お弁当が用意されていたこと。

口短い時間に、本当に参考になる沢山の講演が聴け有り難く思っております。会場も広

く、座席が空間が広くよかったです。明るさも充分でした。手話通訳、速記とも初めて

の経験でした。

口① とても環境的に恵まれていた、会場がよかった。広い会場で、机の上でゆっくり

資料を見ることができた。

② 昼食が6，000円の会費に含まれているとは知らなかった。安価で便利だった。

③上村数洋さんの講演はとても感動しました。現在の福祉・医療の現状で、立派に

自立している人々の紹介は、私たち従事者を励ます力となる。

④ OHPの筆記は驚き、私は初めて見ました。ご苦労様。

⑤ 発表者は時間厳守、守らねば降壇させる勇気を司会者は持ってもらいたい。後々

の迷惑になるのでo

⑥演者への注文、スライドが暗かったり見にくいものが多い。

⑦手話・ OHP筆記・参加者への配慮がよかった。

口 2日間の中で、いろいろ感激し篤き、得るものがたくさんありました。ただ、あまり

に盛り沢山すぎて時聞が足りず、消化されない面がありました。もう少ししぼってもよ

いのではないでしょうか。

口 大勢の方々のお世話有り難うございました。会場の中が広すぎて少々迷いましたが…・・。

午前・午後 1回づっ休憩が欲しかった。 16日は、午後にあってほっとした。

口 内容的には充実しており、障害者に関する問題を多角的に扱ったので優れていると思

つ。
口座長からフロアの発言者の所属・氏名発言の指示がなかったように思います。

外国からの出席者・発言者のレジュメをもう少しわかりやすくしであればよかったの

ではないでしょうか。最後に、準備された関係者の方々大変だったでしょうか、全般と

して快適に過ごさせて頂きました。有り難うございました。

口分科会の場の設定(討議できるよう)、話しやすい、一方的でないようにしていただ
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けたら……。人数的に多くて困難だったかもしれない。

口①公的体制の責任について質問がでても、それなりに答えるように運営されていか

ないことに疑問を感じます。特に重度・重複の問題を考える際に当事者がボランティ

アを組織していく力量を持たない状況の中で、いったい、誰が何をしていくのか、

日本の貧困な福祉を実感しました。スウェーデンやデンマークでは、一人の障害者

が地域に暮らしていくために必要なサービスは、すべて国や地方が提供していく、

そのためのコーディネートは専門家を配置していると、はっきり答えられた姿を思

いかえしながら、なら、なぜ日本は、当事者・家族にだけしわょせがいってしまう

のか、是非その答えを教えていただきたいと思います。

② 日本の障害者運動の連帯のなさを実感しました。各地の実践を知る機会があまり

にもすくない。制度を知ることも少なければ、がんばっている団体がどこにあるか

知る機会もない、→ 是非、分野ごとの活動をまとめたものがあれば、もっとかわっ

ていくのではないでしょうか。

口研究大会とは関係ないと思いますが、

①今の福祉は、障害者へのサービスが中心で、施設の中で働いている職員に対して

は、何が職員を守ってくれるのか? (施設の中で事故が起きたとき。少ない職員で

の対応)

② 障害者を持つ親(家族への)教育(大切な家族の一人だということ)。

③福祉事務所の情報・知識不足、対応のいい加減さ(引継がされていない。施設ま

かせである)

④ 現場の人の話がもっと聞きたいと思いました(きたないところをきちんと見てい

る人)

⑤ これからの施設のあり方。

口地域といっても社会資源等で比較的(絶対的に)恵まれている都市部の人たちの発言

が主のように思われました。実際、小さい市町村での取り組み、困難性(全くその気が

ないとか)そんな声が聞きたい。なかなか社会資源を活用できない人たちが、地域をつ

くるにはどうする(どうしている)のだろうか。

口長い時間、通しの講演はとても疲れる。

口専門的な話が多く勉強になった反面、もっと時間をかけゆっくり細かく聞きたかった。

口時間の配分に余裕を。

口座長が、発言者の時間制限を厳しくしながら、自分はよけいな発言をする。自分の好

みを、十分な説明・理由をいわないで押しつけるなど。

参加者が広がりをもっているのはよいが、討論が深まらないおそれがある?! 

口分科会を増やす。 OHP・手話には感心させられました。

口高齢者の問題にしろ、障害者の問題にしろ、今までは施設へと言ったことが当たり前

のようにとらえられてきた中で、「その人らしく」という気持ちを大切にしたとき、もっ

ともっと地域でみんなとごく普通に生活できるようなことを考えていくべきだと強く思

いました。

口分科会の内容について(選択の際に)テーマのみでなく、もう少し補足する説明があ

ると、選択する場合に、より自分自身の勉強したいものが選べると恩います。

口発言者の人数と設定時間に無理がある。
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① もっと休憩時間を含めて、余裕をもってプログラムを設定するD

② 発言者に対して、事前に時間厳守の意識をうえつけること。

③ 時聞を超えた場合はベIレを鳴らして警告する。

といった対応策を考えられたい。

口 お話をされる方が皆さん要職に就いてみえるせいか、非常に難しい話をされたことが

残念。専門用語、難い説明の仕方等改善されなければ、現場で働く人々、それを目指す

人々など一般の方々にわかりにくいままで、 CBRが広まらないと思います。

口初めて参加しましたが、内容か高度でいろいろと参考になりました。ただ一つ気になっ

たのが、某大学の学生たちが、他人の発言中にいじめ問題について討論していました。

周りの人たちの迷惑も考えられない程度の人たちが、偉そうな福祉論を唱えながら明日

の福祉に携わるのかと思うと、日本の福祉も先が知れてるなと思います。開催地は、福

祉系の大学が近くにないほうがよいと思います。

口地域の中で統合(社会資源活用の際の)とは、どのくらい進んでいるのだろうかと思っ

た。例えば、障害児の放課後対策、学童保育など。特殊学級(養護学校)に通っていれ

ば、家庭・学校の 2点間だけの生活なのだろうか。障害児の「人間的復権」とは、と考

えた。アジアと日本とどのくらいつながれるのか、と関心を持っていたが正直言うとよ

くわからなかった。「リハビリテーション」が何であるか、深く知れた気はするが、か

えってまとまらなくなってしまった。

口会場の大きさに比べてスライドが見にくい。国際報告の内容が形式的。

口 あまり盛りだくさんすぎたのではないでしょうか。しかし、学ぼうとして来ている人

たちばかりなのでよいかもしれませんが。ある程度準備がないと発言しにくかった。 C
BRの話でいろいろなことをはじめて知りました。

口行事が多すぎてつかれる。

口手話通訳の他に、 OHPによる解説も行われていましたが、手書きのスピートと話の

内容に無理があるようで、健常者から拝見いたしましたかぎりでは、かなり難しい感が

いたします。これだけワープロが広がり OA機器も充実してきた時代にあって、サポー

トテクノロジーとしてはあまりにもお粗末な実態を見たような気がします。少なくとも

会場が「国際デザイン……」と付く以上、その会場内で行われる会議をサポートする機

器は、さすがと言われるようなもの・方法論を展開してほしかったと、この 2日間ずー

と頭にこびりついていました。

口講師の方の人数をもう少ししぼって、一人一人の話をじっくり聞きたかったです。

「重度・重複障害者(児)の在宅援助」のところで、もう少し実践の中身のことが聞き

たかったです。 ex.デイサービス・プログラムの具体的な内容、当事者の気持ちを引

き出していくためのアドバイスなと、。

口 いつも、このような研究大会に参加して思うのは、行政の遅れである。今回は行政だ

けでなく、日本という国全体や、国民についても少々腹立たしく思った。「頭」だけ動

いて、本当の意味での福祉と言うことが話されていない。「福祉、福祉」と云うばかり

で、国全体に反映されていない。まだまだ「障害」目に見えるものだけとらえ「心」を

感じてもらえないと云うことを痛感した。

日発言者の話すスビートが早すぎる人がおられ、手話通訳の方がつらそうでした。

口施設をなくし地域化の流れであることはわかるが、地域に帰っても重心の具体的な支
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援活動、公的な援助がまだまだ少ないことを改めて感じた。高齢者のゴールドプランの

ように、もう少し在宅支援を強化してほしい。

口初めて参加したが、全国(+アジア)の参加があり、もっと地域(各都道府県)の方

との意見交換の場がほしい。芸ゑ怒広ま玄ゑs
口 どの発言者も自治体としての福祉事務所が情報の窓口であるとは考えてみえないよう

で、自治体への期待のなさを感じられました。福祉事務所の窓口に働いている私自身と

ても制度の概要すら知っているとは言えませんが、窓口に来て、又は電話等でお尋ねい

ただいた方には将来への生活を考慮してアドバイスしたいと心がけております。情報収

集は福祉事務所の窓口を利用いただき、行政としての窓口の多様な情報提供・アドバイ

スの適切化向上を図ることを考えていただきたいと思います。

口 行政の方もいたのかと思った。いいと思った。それならば、もっと制度面なんかの困

難をもっと言ったらいいと思う。センターや養成所などこんなのができればよいという

のをあげてみるなど。

口幅広いテーマ、また広い地域にわたっての話が続き非常に参考になりました。ただ

(限られた時間の中では難しいと思いますが)時間に追い立てられるような印象を受け、

シンポジストや講師もせかされて早口になってしまい、言いっ放し聞き放しになった感

があります。シンポジストの人数を減らす、あるいはテーマを一つ二つ削るなどすれば、

もう少しおちついて話を聞けたように，思います。(特に外国からの講師の場合は通訳時

間も含め、かなりの余裕が必要だと思いました。)

口 もりだくさんで、表面上は分かつても、具体的なこと(もっとくわしいこと)は分か

りずらかったところがある。

口私は、重症児施設に勤める者ですが、働きだして3年目、今まで機能的な面にばかり

気をとられていた。その人を全体的に見ること(その考えというか、見る視点)を忘れ

ていたように思います。技術の前に、その人にどう関わっていくのか、その人が生活し

ていく上で何が必要か、私は何にアプローチできるのかを考えることが大事ではないか

と思いました。その上で、具体的な方法がおのずとみえてくるのではないでしょうか。

口 OHPは、レジュメのように前もって用意し、アンダーラインを引く形にしないと意

味がないと思う。 CBRをはじめて知ったので何も分かりませんでした(事業内容ばか

りで表面的なことしか吸収できなかった。)

実行委員会の皆様ご苦労さまでしたo

口外国の方のスピーチ、打ち合わせ不足では? ありがとうございました。刺激を受け

ました。

口会場が広いため、スライドが見ずらかった。 CBR活動の報告の前提として、アジア

各国における障害者問題の現状をもっと詳しく知りたかった。

口① 発表時間が一杯で演者にも失礼だし、参加者は聞き手にまわってしまう。演者の

数をもう少し少なくして時間的に余裕を持てるようにしてほしい。

② スライドの質にバラツキがあり、見にくいものもあった。スクリーンが大きいの

でもっと大きく写すことはできないのだろうか。

③ 翻訳をスライドでやるのは失敗だったと思う。

口 ① 外国の方のお話の時、インターホンなどを用いての同時通訳できないでしょうか

(時間が2倍かかり無駄です)。
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②後ろの方にいましたので、スライド・ OHPの内容が全然分かりませんでした。

③ 内容的には勉強になりよかったと思います。

④ 分科会の司会・進行、もっと上手だったら良かったのでは……。

⑤ 発言者の方々の時聞を厳守していただきたいと思います。

口外国の方(タイ)が自国語で話すのはよいが、通訳体制がもう少しスムーズにいけば

ょいと思う。インドネシアのハンドヨ・チャンドラクスマ所長さんの会話は通訳者との

コンビネーションがうまくとれて聞きやすく良く理解できた。

口①全体的に良かったと思う。

②折角、アジア各地の人がみえたので、その方達の話を通訳もしっかりつけてもう

少し聞きたい。

口話の内容が難しいわりに一人あたりの発表時聞が短く、早口であわただしく終わって

しまうことが多かった。多くの人に発表してもらうのはたいへんよいことだが、たくさ

ん呼んでも実のある発表を充分してもらえないなら問題ではないでしょうか。

口研究発表であり、簡潔で良かったのですが、各時間が短い。

口時間にゆとりがなかった。

口 ① シンポジウムにおいて発言者がまとまっていなかったため、何をいっているのか

わからなくなってきていたためもう少しまとめた形で発言してほしかった。

② 質疑応答にとどまらず、分科会ではディスカッシヨンができればよいのではないだ

ろうか。又、もう少し分科会を細かくわけたほうがよいのではないだろうか。

③ 分科会の時聞が短かった(発言を聞いているだけでおわってしまい充実しなかっ

たように思える)。

口 ① 外国人の方々に対する配慮(通訳・ビデオのスライドなど)をもう少ししてほし

L、。
② 各職場からの代表者を設けて、各方面からの意見を求める。

③現場の実状、仕事の実状をもっと述べてほしかった。

④ 発言者の言葉を書きとってOHPで拡大して示していたが、ただそのまま書くよ

りも、少しまとめて書いた方が良いのでは……。漢字の間違いも多くて結構その人

の語学力が見える。

口 せっかくの講演だったが、タイのスグンヤさんの講演は英ゴがわからない者にとって

はスライドではほとんどわからなくもったいないと思った。ハンドヨさんのように通訳

をしていただきたかっ た。

要約筆記者や手話通訳者はとてもたいへんでごくろうさまでした。ただ文字のまちが

い、用ゴのまちがいがかなり多かったので周りでサポートしてほしいと思いました。

口報告のみに終わりがちな感じがしました。時聞が足りないので仕方がないのでしょう

か。

口 シンポジストの方々はもっとポイントをしぼって簡潔にまとめていただきたいです。

あとからいろいろつけ足されても論点がぼやけるだけです。それから問題点をただ出す

だけでなく、それに対し、具体的にどう対処していくべきかまでを話していただければ、

もう少し意見がでやすかったの ではないでしょうか。

口① 会場についてエレベーターや車いすトイレがあって障害者に高齢者に使いやすい。

いろいろと整っていていろんな会合に、イベントに使われていくことと思う。それ
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について、障害者や高齢者の団体が使用する場合、より利用しやすいよう料金を半

額とか優先して使えるとか、していくとよいのではないか。ふつうの団体が利用で

きる施設は市内に県内に他にいろいろあると思う。

② アジア諸国の参加者が、どこの国の人たちが来ているのか 1回問いただけではよ

くわからなかった。

③聴覚障害の人にはとてもわかりずらかったと思う。テキストにないことは事前に

その内容をOHPの人に伝えておけばいいのでは?

口①外国語の発表については、発表内容をの訳をビデオなりで流すようにしたらいか

がですか。

② シンポジウムにおける報告時間 15分はみじかいのです。報告数が少なくても、

もう少し長い時間とった方がよい。

③冊子の中に、 CBR、JICA・H ・..等の用語の説明も入れたら、初めて参加する

人にとってわかりやすいように思います。

口特別講演のズクニヤさんのお話に日本語の通訳をしっかりつけてほしかった。難しい

お話のうえに、話すスビートがあまりにも速すぎて、手話通訳・ OHPもついていけな

く大変であったと思う。また、健聴者の方も聞きづらかったと思う。

会場のことであるが、舞台に上がるスロープは介助者が利用できない(すべり止めが

ない為、くつがすべってしまい車いすがおせない)そのため大変危険であった。

口前大会のときに土・日の開催だと休日出勤などいろいろ調整がむずかしいという意見

で今大会は平日になっていますが、仕事を休んで大会に参加する者にとっては、せめて

金・土とかにしていただけると、私の場合一日休むだけですみますので(二日間は休み

にくい)少し考えてみていただければいいなと思います。

口大会の中身と関係はないですが、この研究大会では体の不自由な人も多いと思います。

それなのに、何故交流会は立食なのでしょうか。

口短い時間の研究発表は、発表する人にしてみると満足しなかったと思います。もっと

時間が必要な気がしました。

口私は聴覚障害を持っています。手話通訳・要約筆記 COHP)があって助かりました

が、まだ不十分です。そこで、ぜひとも次からは手話通訳、 OHP通訳はもちろんとし

てノートテイ夕、ループアンテナ設置をお願いしたいと思います。以下にその理由を述

べます。

① ループアンテナは、軽度の難聴者で補聴器を使用している者なら、誰でも活用で

き、話し手の声がマイク→ループアンテナを通して直接補聴器にはいるので、話し

手の声がはっきりと聞くことができます。ただし、これだけでは不十分な難聴者も

います。そのような難聴者は手話通訳・ OHP通訳・ノートテイクをも活用するこ

とになります。

② ノートテイクは、話し手の話を全てノートに書き記すのですが、かなりの労力を

伴うため、聴覚障害者 1人に対し最低限2人、ノートテイカーとしてつけてもらう

ことが条件です。聴覚障害者を聞に挟むようにノートテイカーが座る形で、ノート

テイクしてもらえるようにお願いします。ノートテイクは一人が書いている聞はも

う一人の方は休憩してもらい、おおよそB5一枚(片面)書き終わったら交替する

と、
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ノーテイカーの疲労が蓄積し難いと思いますので、このようなノートテイクの方

法でお願いします。(手話通訳・ OHP通訳によって話し手の話はおおよそわかり

ますが、自分のノートが書けないので、ノートテイクしてもらいたいと思います)

③ 手話通訳・ OHP通訳は、これまでどおり保障をお願いします。ただ、手話通訳・

OHP通訳において発言者や司会なと、壇上に上がって話をする方が原稿をっくり、

その原稿をそのまま話すというだけであれば、大会までに手話通訳者・ OHP通訳

者に原稿のコピーを渡してください。 OHP通訳者は事前にOHPロールに原稿内

容を書き写すことができますし、手話通訳者も手話表現の確認ができます。また、

手話通訳には今大会2日目のように話してのすぐ隣に立ち通訳するようお願いしま

す。そうすると、聴覚障害者の視界に話し手と通訳者が入り、話の流れや雰囲気、

何について話しているのかが分かり易くなります。話し手と通訳者か離れていると、

私たちは通訳だけを見て、話し手がどんな気持ちで話しているかが全くわかりませ

ん。次に手話通訳は、話し手が何かを話している聞は続けるものですから、スライ

ドで会場を暗くしても、話し手と通訳者にはスポットを当ててください(今大会2
日目はこのようになされていました)。そのことによって、手話通訳がはっきり見

え、私たち聴覚障害者にも話の内容がよく分かります。

次に、話し手(壇上に上がって話をされる方)にお願いがあります。それは、もっ

とゆっくり話をしてほしいということです。あまりに速くお話をされるので、手話

通訳やOHP通訳は遅れがちです。さらに今大会では準備されなかったノートテイ

クも話についていくのが大変です。私の友人も頑張ってノートを取っているのです

が、全然ノートできず困っています。時間にせまられ早口になりがちなのは十分に

分かりますが、メモすらとれないのでは聞くだけで終わってしまい大変困ります。

次回からは、壇上で話す人は早口で話さないよう前もってお伝えください。

以上、長々と書きましたが、次回から全て実施していただければ、この総合リハビリ

テーション研究大会においての聴覚障害者に対するバリアフリーがかなり進むことと思

います。どうかよろしくお願いします。

また、視覚障害者の方に対しでも点字プログラムを渡すのみならず、大会中使用され

るスライドやビデオの状態、説明、解説をする方をつけてはどうでしょうか。視覚障害

の方々は、視覚的なイメージを細かく解説すれば、どのような状況なのかを把握できる

という話を聞きましたので、ここに記しました。

簡単に記しましたが、いろんな障害者団体に問い合わせれば、しっかりしたことがわ

かると思いますので、お問い合わせの上、実施されてはどうでしょうか。

いろいろ差し出がましい事ばかり述べましたが、お役に立てれば幸いです。 u上です。

.v.晶噌."'"""刷v.x，.."v~... 制 v.x，."v..l<o'JVx.ザ""'"晶梢剥""... 切り制時制限加"""'"時制時制.... 暢時制剛シW品"'"‘内同制収益師省略何時制時制時制時制時制時制時制.......... 喧谷.... ，制限'"輔明作時制.""，剖緒的駒田制岡山崎ψ

【以上のアンケートの回答文は、できるだけ原文どおり紹介できるよう努めましたが、ひ

らがなだけでは意味がわかりにくいところを漢字にしたり、誤字を訂正したり、前後を入

れ替えたりして、書かれた趣旨が分かるように手を入れさせていただきました。また、判

読不明の部分については一部省略しています。 事務局】
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第17回総合リハヒリテーション研究大会開催要項

1 .テーマ:現場の視点で考える 一地域から、アジアから

2. 日 時:平成6年 12月15日(木)・ 16日(金)

3.会 場:名古屋国際会議場(白鳥センチュリープラザ)

名古屋市熱田区熱田西町 1番1号

4.定員:500名

5.参加費:一般6，000円、学生 3，000円

( 2日間の参加費、昼食代、資料・報告書代を含む)

6.交流会費 :一般4，000円、学生 2，000円

7.主 催:財団法人 日本障害者リハビリテーション協会

第 17回総合リハビリテーション研究大会実行委員会

8.後 援:厚生省、労働省、文部省、愛知県、名古屋市、全国社会福祉協議会、日

本障害者雇用促進協会、社会福祉・医療事業団、数日県社会福祉協議会、

名古屋市社会福祉協議会、(財)社会福祉ひろめ会

9.協 賛:日本リハビリテーション医学会、日本理学療法士協会、日本作業療法士

協会、日本聴能言語士協会、日本ソーシャルワーカー協会、日本精神医

学ソーシャルワーカー協会、リハビリテーション・ソーシャルワーク研

究会、日本精神科看護技術協会、テクノエイド協会、日本義肢装具学会、

日本義肢協会、日本義肢装具士協会、日本職業リハビリテーション学会、

全国特殊教育推進連盟、全日本特殊教育研究連盟、日本身体障害者団体

連合会、日本リハビリテーション工学協会、日本精神薄弱者愛護協会、

日本発達障害学会、日本精神衛生会、日本社会事業学校連盟、日本保健

福祉学会、日本介護福祉士養成施設協会、全国精神障害者家族連合会、

共同作業所全国連絡会、視覚障害リハビリテーション協会、全国精神障

害者社会復帰施設協議会、日本医療社会事業協会、日本言吾療法士協会、

日本社会福祉士会、日本手話通訳士協会、日本障害者協議会、日本リハ

ビリテーション看護学会、国際協力事業団 (J1 C A) 

10.運 営:第 17回総合リハビリテーション研究大会実行委員会
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アーマ 「現場の視点で考える

ふ節1日

受付

開会式主催者・来賓挨拶

記念講演 司会:永井肇(名古屋市総合リハビリテーションセンター長)

「日本のリハビリテーショ ン 一過去・現在・未来一」

上田 敏(日本障害者リハビリテーション協会副会長)

11 :00 I 特別講演I 司会:松井亮輔(日本障害者雇用促進協会審議役)

「開発途上国のリハビリテーションの展望ータイの経験一」

スグニヤ・スリプラチャ

(タイ・シリントン国立医療リハビリテーションセンタ一所長)

昼食

13:00 I シンポジウム 1iCBRと国際協力」

座 長:富田輝司(日本福祉大学教授)

発言者:中津 健(日本社会事業大学社会事業研究所客員教授)

高嶺 豊(国連アジア太平洋経済社会委員会障害者問題専門官)

田口順子(日本理学療法士協会国際渉外部長)

小林明子(アジア福祉研究所主宰)

ハンドヨ・チャンドラ・クスマ

(インドネシア・ CBRソロセンタ一所長)

国際報告 司会:奥山元保(日本障害者リハビリテーション協会事務局長)

「韓国の障害者リハビリテーション」

崖 鍾吉(韓国障害者リハビリテーション協会企画部長)

休憩

15:30 I 分科会 ※4会場で同時開催

第 1分科会 2号館3階 234会議室

「地域における新しい生活づくり・しごとづくりとネットワーキング」

座 長:柴田謙治(愛知教育大学総合科学課程人間社会コース助手)

発言者:北}11惰子(野方の福祉を考える会コーディネーター)

竹中ナミ(プロップステーション代表〉

久富 靖(名古屋勤労市民生活協同組合事務局)

高石伸人(福岡県直方市社会福祉協議会)
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一地域から、アジアから -J

15:30 
第2分科会 4号館3階431・432会議室

「家族・家庭を支える地域社会の課題」

座長:峰島厚(江南女子短期大学教授)

発言者:池末 亨(東京学芸大学助教授)

平川毅彦(愛知県立大学助教授)

小巨弘光(ゆたか福祉会っゅはし作業所長)

宮田鈴枝(愛知県障害者(児〉の生活と権利を守る連絡協議会顧問)

第3分科会 2号館3階 232・233会議室

「日本における国際交流・研修活動をどう深めるか」

座-長:池住義憲(アジア保健研修所事務局長)

発言者:上野悦子(日本障害者リハビリテーション協会国際課長)

沼田千好子(日本精神薄弱者福祉連盟)

穂積武寛国際協力事業団 (J1 CA) 

飯島蘭子(アガペ身体障害者作業センター)

第4分科会 4号館 l階白鳥ホール(全体会場〕

「障害者の生活環境とサポートテクノロジー」

座 長 :原田雅司(愛知県心身障害者コロニー副総長)

三田勝巳(同発達障害研究所治療学部長)

発言者:山形積治(北海道教育大学旭川校教掛

畠山車朗(横浜市総合リハビリテーションセンター企画研究室主査)

桜井康宏(福井大学工学部環境設計工学科助教授)

小田博道(社会福祉法人太陽の家身体障害者職能開発センター開

発課長〕

原田雅司(愛知県心身障害者コロニー副総長)

17:30 I 分科会終了予定

18:00 交流会司会:二木立(日本福祉大学教授〉 3号館地下レストラン
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9:30 

11 :00 

プレゼンテーション 司会:児島美都子(龍谷大学社会学部教授〉

「愛知のリハビリテーション実践活動の紹介」

・肢体不自由児の運動機能の発達障害について

三田勝巳(愛知県心身障害者コロニ一発達障害研究所治療学部長)

・障害者の労働の場の確保と生活向上へ向けての活動

秦 安雄(ゆたか福祉会理事長)

・重度身体障害者の在宅生活向上を図る活動

山田昭義 (AJU自立の家専務理事)

・心身障害児の療育援助活動の展開

島崎春樹(あさみどりの会専務理事)

・高次脳機能障害者の職業リハビリテーション

尋木佐一(名古屋市総合リハビリテーションセンター職能開発課長)

特別講演E 司会:畠山卓朗(横浜市総合リハビリテーションセンター企画

研究室主査)

「在宅重度障害者からみた地域リハビリテーション」

上村数洋(頭髄損傷者連絡会・ ALD岐阜)

昼食

13:00 I シンポジウムE
「重度・重複障害者(児)の在宅援助ーその可能性と困難性一」

座 長:万歳登茂子(名古屋市総合リハビリテーシ・ョンセンター附属病院

リハビリテーション部長)

発言者:遠藤六朗(重症心身障害児施設第二びわこ学園副園長)

渡辺次男(厚生省児童家庭局障害福祉課障害福祉専門官)

柴田洋弥(武蔵野市障害者総合センター)

中井香代子(名古屋撫(ぶな)の森)

峰島 厚(江南女子短期大学教授)

全体会

座 長:鈴木清覚(全国授産施設協議会調査研究研修委員長)

報告者 :各分科会座長

16: 15 I 閉会式主催者挨拶・次期開催者挨拶
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第 17回総合リハビリテーション研究大会実行委員名簿

臣(日本障害者リハビリテーション協会会長)
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悌 司(名古屋市社会福祉協議会常務理事)
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義

忠

峯

一(愛知県身体障害者福祉団体連合会会長)

雄(名古屋市身体障害者福祉連合会会長)

保(愛知県精神薄弱者愛護協会会長)

郎(愛知県精神薄弱者育成会会長)

男(名古屋手をつなぐ親の会理事長)

肇(愛知県精神障害者家族会会長)

豊(愛知県特殊学校長会会長・大府養護学校長)
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野
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小

猪
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村
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児

高
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大会会長

実行委員長

実行副委員長

実行委員

夫(愛知県民生部長)

夫(愛知県労働部長)

紀(愛知県衛生部長〉

夫(名古屋市民生局長)

晋(名古屋市衛生局長)

平(愛知県心身障害者コロニー総長)

夫(名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院長)
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二木 立 日本福祉大学教授

峰島 厚 江南女子短期大学教授

大曽根寛 愛知県立大学文学部助教授

柴田謙治 愛知教育大学総合科学課程人聞社会コース

菊池利彦 愛知県民生部障害援護課長

渡辺勧持 愛知県心身障害者コロニ一発達障害研究所社会福祉学部長

三田勝巳 愛知県心身障害者コロニ一発達障害研究所治療学部長

池住義憲 アジア保健研修所 (AH1)事務局長

水谷正度 愛知県障害者職業センタ一所長

平手信正 愛知県社会福祉協議会事務局長

田中 進 名古屋市民生局障害施設課長

万歳登茂子 名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院

リハビリテーション部長

奥山元保 日本障害者リハビリテーション協会事務局長

鈴木清覚 全国授産施設協議会調査研究研修委員長

高漬 潔 名古屋市総合リハビリテーションセンター副センター長

【事務局】

五藤 博 名古屋市総合リハビリテーションセンター総務部長

有賀和行 名古屋市総合リハビリテーションセンター福祉部長

伊藤行雄 名古屋市身体障害者更生相談所長

(220 ) 



第 17回総合リハビリテーション研究大会事務局

〒467 名古屋市瑞穂区弥富町字密柑山 1番地の 2
名古屋市総合リハビリテーションセンター内

TEL (052)835-3811 FAX (052)835-3745 



臼田田

この事業は、社会福祉・医療事業団の長寿社会福祉基金助成事業の一環として、行なったものです。


